
2026年 3月 19日 

大阪ガス株式会社 

「さすガねっと」約款改定に関するお知らせ 

 
大阪ガスのインターネット「さすガねっと」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当社は、2026 年 4 月 1 日付で「さすガねっと」の契約約款等を一部改定します。 
 

記 
１．主な改定内容 

(1) 「FAX お知らせメール」の新規受付・提供終了（N プラン） 

 N プランひかり電話の「FAX お知らせメール」オプションについて、2026 年 3 月 31 日を  

もって新規受付を終了し、2028 年 3 月 31 日をもってサービス提供を終了します。 

 

(2) 電話帳（タウンページ等）及び番号案内（104 番）の終了（N プラン） 
 電話帳（タウンページ等）および番号案内（104 番）について、2026 年 3 月 31 日をもって

電話帳および番号案内の提供を終了します。 
 

(3) 株式会社ジェイコムウエストの商号変更（J プラン） 
 J:COM 子会社の組織再編に伴い、取次元事業者の商号を「株式会社ジェイコムウエスト」か

ら「JCOM マーケティング株式会社」に変更します。 
 

(4) その他の修正 
 

２．改定対象約款等 
• さすガねっと N プラン契約約款 
• さすガねっと ひかり電話利用規約 
• さすガねっと J プラン契約約款 
• さすガねっと J プラン料金表 
• さすガねっと J プラン別記 
• さすガねっと J プラン別表 
• JCOM PHONE プラス for さすガねっと契約約款 
• JCOM PHONE プラス for さすガねっと料金表 
• JCOM PHONE プラス for さすガねっと別記 
• JCOM PHONE プラス for さすガねっと別表 
• JCOM TV for さすガねっと契約約款 
• JCOM TV for さすガねっと料金表 
• JCOM TV for さすガねっと別記 



• JCOM TV for さすガねっと別表 
• J プラン利用料割引等に関する規約 

 
３．改定約款の適用日 

2026 年 4 月 1 日（水） 
 

４．改定内容（新旧対照表） 
別紙１を参照 
 

契約約款及び重要事項説明書の詳細は、さすガねっとホームページをご確認ください。 

電気通信サービスに関する契約約款・重要事項説明書 一覧-さすガねっと/大阪ガス (osakagas.co.jp) 
以上 

https://home.osakagas.co.jp/internet/clause.html


別紙１ 

 

 

 

 

 

 

改定内容（新旧対照表） 
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さすガねっと Nプラン契約約款 さすガねっと Nプラン契約約款 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

第 2章 本サービスの種類等 第 2章 本サービスの種類等 

第6条 （本サービスの品目等） 第6条 （本サービスの品目等） 

本サービスには、料金表に規定する品目があります。また、付加機能として

次の機能を提供します。ただし、インターネットメール機能は 2026年 2月

28日をもって終了し、それ以降はインターネットメール機能を利用すること

はできません。インターネットメール機能の終了に伴い、2025年 10月 1日

以降に光回線の工事が行われるご契約分から、順次メールアドレスの新規提

供を終了いたします。 

本サービスには、料金表に規定する品目があります。 

  

付加機能 

 

提供条件 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
メ
ー
ル
機
能 

 

契約者が電子メール（メ

ールのアドレス（以下「メ

ールアドレス」といいま

す。）を使用してメール蓄

積装置によりメールの蓄

積又は再生等を行うこと

ができるサービスをいい

ます。以下同じとしま

す。）を利用することがで

きる機能をいいます。 

① 当社は、1の契約者回線につき 1

のメールアドレス及びメールパ

スワードを提供します。 

② 利用できる受信プロトコルは POP

方式です。 

③ インターネットメール機能にお

いて利用することができるメー

ル蓄積装置には一定の容量制限

があり、これを超える場合には、

インターネットメールを受信す
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 ることができなくなります。 

④ 契約者が本サービスの契約を解

除した場合、インターネットメー

ル機能に係るメール蓄積装置に

蓄積されるメールはすべて削除

されます。 

⑤ メール送信時に送信先のメール

アドレスに RFC（インターネット

の技術標準文書）違反のメールア

ドレスが含まれている場合、メー

ルの送信ができません。 

 
 

  

附則 附則 

本約款は、2026年 1月 1日より実施します。 本約款は、2026年 4月 1日より実施します。 
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さすガねっとひかり電話利用規約 さすガねっとひかり電話利用規約 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

  

第 4章本電話番号等 第 4章本電話番号等 

第24条 （電話帳への掲載） 第24条 （電話帳への掲載） 

1. 本電話番号、その本電話番号の割り当てを受けた契約者の氏名又は名称、

職業等は、NTT西日本が、その定める電話サービス契約約款に基づき発行

する電話帳（以下「電話帳」といいます。）に掲載することができます。 

(削除) 

2. 電話帳の普通掲載、省略掲載、重複掲載その他の取り扱いは、NTT 西日本

が、その提供する電話サービスの加入電話の場合に準じて行います。 

番号情報及び電話帳に関する取扱いについては、NTT西日本が、その提供す

る電話サービスの加入電話の場合に準じて行います。 

3. 契約者は、前項に従い重複掲載の申込みを行い、NTT西日本から承諾を受

けた場合は、当社が別途定める料金の支払いを要します。かかる料金は、

NTT 西日本に代わり、当社が契約者から回収します。 

(削除) 

  

第25条 （番号案内） 第25条  

1. 本電話番号は、NTT西日本が行う番号案内（以下「番号案内」といいます。）

の対象となります。 

（削除） 

2. 番号案内に係る提供条件は、NTT西日本が定める電話サービス契約約款の

規定に準じて取り扱われます。 

 

  

第26条 （番号情報の提供） 第26条 （番号情報の提供） 

1. 本電話番号に係る番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な情報（第

24 条（電話帳への掲載）又は第 25条（番号案内）の規定により電話帳掲

載及び番号案内を省略することとなった本電話番号に係るものを除きま

す。）をいいます。以下、本条において同じとします。）は、番号情報デー

タベース（番号情報を収容するために NTT西日本が設置するデータベース

設備をいいます。以下、本条において同じとします。）に登録されます。 

1. 本電話番号に係る番号情報（電話帳掲載又は番号案内に必要な NTT西日本

が音声利用 IP 通信網サービス契約約款に定める情報をいいます。以下、

本条において同じとします。）は、番号情報データベース（番号情報を収

容するために NTT西日本が設置するデータベース設備をいいます。以下、

本条において同じとします。）に登録されます。 
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第１表料金（重複掲載料及び付加サービスの料金を除きます） 第１表料金（重複掲載料及び付加サービスの料金を除きます） 

第１類基本料金 第１類基本料金 

第１音声利用 IP 通信網サービスに係るもの 第１音声利用 IP通信網サービスに係るもの 

１適用 １適用 

(2) 付加サービスの細目 (2) 付加サービスの細目 

備考 備考 

①NTT西日本の着信課金機能（フリーアクセス・ひかりワイド）、

特定番号通知機能及び 

①NTT西日本の着信課金機能（フリーアクセス・ひかりワイド）、

特定番号通知機能及び 

ひかり電話#ダイヤルはさすガねっとひかり電話では取扱いい

たしません。 

ひかり電話#ダイヤルはさすガねっとひかり電話では取扱いい

たしません。 

(追加) ②FAXお知らせメールは 2026年 3月 31日をもって新規受付を終了

し、2028年 3月 31日をもって提供を終了いたします。 

  

第４表その他 第４表その他 

第 1類 電話帳重複掲載料  

1契約につき 2以上の掲載を希望する場合、2掲載目より、電話帳 1発行ご

と 1掲載あたり 500円（税込 550 円）が発生します。 

(削除) 

  

第 2類 契約者番号変更料 類 1類 契約者番号変更料 

お客さまが契約者電話番号の変更を請求し、当社がその変更を認めた場合、

1番号につき 1回あたり 2,500円（税込 2,750円）が発生します。（反復継

続する間違い電話又は犯罪目的電話を防止するために変更する場合を除

く。） 

お客さまが契約者電話番号の変更を請求し、当社がその変更を認めた場合、

1番号につき 1回あたり 2,500円（税込 2,750円）が発生します。（反復継

続する間違い電話又は犯罪目的電話を防止するために変更する場合を除

く。） 

  

第 3類 電話番号案内料 (削除) 

区分 

 

単位 

 

料金 
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昼間・夜間 

（8：00～23：00） 

1案内（毎歴月

1回目のみ） 

60円（税込 66円） 

 

1案内（毎歴月

2回目以降） 

90円（税込 99円） 

 

深夜・早朝 

（23：00～8：00） 

1案内 

 

150円（税込 165円） 

 
 

  

附則 附則 

本規約は、2025年 10 月 1日より実施します。 本規約は、2026年 4月 1日より実施します。 

なお、さすガねっとひかり電話利用規約に定める工事に関する費用は、2024 年 2月

1日以降の工事完了分に対して適用します。ただし、さすガねっとひかり電話利用規

約に定める工事に関する費用のうち、第１類、第２類、第３類、第４類については、

2024年 1月 31日までに、当社と契約者の間で工事に関する内容が確定し当社

から NTT西日本への取次が完了した場合、さすガねっとひかり電話利用規約（2023

年 12月 1日実施）に定める工事に関する費用を適用します。 

なお、さすガねっとひかり電話利用規約に定める工事に関する費用は、2024 年 2月

1日以降の工事完了分に対して適用します。ただし、さすガねっとひかり電話利用規

約に定める工事に関する費用のうち、第１類、第２類、第３類、第４類については、

2024年 1月 31日までに、当社と契約者の間で工事に関する内容が確定し当社

から NTT西日本への取次が完了した場合、さすガねっとひかり電話利用規約（2023

年 12月 1日実施）に定める工事に関する費用を適用します。 
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さすガねっとJプラン契約約款 さすガねっとJプラン契約約款 
大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

第1章 総則 第1章 総則 

第1条 （約款の適用） 第1条 （約款の適用） 

当社は、このさすガねっと J プラン契約約款（料金表を含みます。以下「約

款」といいます。）により、株式会社ジェイコムウエスト（以下「ジェイコム

ウエスト」といいます。）が電気通信事業者として行う電気通信回線設備によ

るインターネット接続サービス（附帯するサービスを含みます。）を取次事業

者として販売します。 

当社は、このさすガねっと J プラン契約約款（料金表を含みます。以下「約

款」といいます。）により、JCOM マーケティング株式会社（以下「JCOM マ

ーケティング」といいます。）が電気通信事業者として行う電気通信回線設備

によるインターネット接続サービス（附帯するサービスを含みます。）を取次

事業者として販売します。 

  

第2条 （約款の変更等） 第2条 （約款の変更等） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は、変更後の約款によります。 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は、変更後の約款によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む

契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132

号）又は電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といい

ます。）の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26

条第 1 項における提供条件の概要を含みます。）につき、契約者に対し、当

社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文

書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上

の表示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む

契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132

号）又は電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といい

ます。）の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26

条第 1 項における提供条件の概要を含みます。）につき、契約者に対し、当

社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文

書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上

の表示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 
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第3条 （用語の定義） 第3条 （用語の定義） 

約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 

 

用語の意味 

 

1 電気通信設備 

 

電気通信を行うための機械、器具、

線路その他の電気的設備 

 

2 電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通

信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供するこ

と 

 

3 電気通信回線設備 

 

送信の場所と受信の場所との間を

接続する伝送路設備及びこれと一

体として設置される交換設備並び

にこれらの付属設備 

 

4 電気通信回線 

 

電気通信事業者から電気通信サー

ビスの提供を受けるために使用す

る電気通信回線設備 

 

5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供する

用語 

 

用語の意味 

 

1 電気通信設備 

 

電気通信を行うための機械、器具、

線路その他の電気的設備 

 

2 電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通

信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供するこ

と 

 

3 電気通信回線設備 

 

送信の場所と受信の場所との間を

接続する伝送路設備及びこれと一

体として設置される交換設備並び

にこれらの付属設備 

 

4 電気通信回線 

 

電気通信事業者から電気通信サー

ビスの提供を受けるために使用す

る電気通信回線設備 

 

5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供する
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 ことを目的としてインターネット

プロトコルにより符号の伝送交換

を行うための電気通信回線設備を

用いて行う電気通信サービスであ

って、当社が取次事業者として販売

する、ジェイコムウエストの電気通

信回線設備を用いて行うサービス 

 

 

6 契約 

 

当社が取次事業者として販売する

インターネット接続サービスの提

供を受けることを目的として締結

される契約 

 

7 契約者 

 

当社と契約を締結している者 

 

8 契約者回線 

 

当社との契約に基づいて設置され

る電気通信回線 

 

9 端末設備 

 

契約者回線の一端に接続される電

気通信設備であって、1 の部分の設

置の場所が他の部分の設置の場所

と同一の構内（これに準ずる区域内

 ことを目的としてインターネット

プロトコルにより符号の伝送交換

を行うための電気通信回線設備を

用いて行う電気通信サービスであ

って、当社が取次事業者として販売

する、JCOM マーケティングの電気

通信回線設備を用いて行うサービ

ス 

 

6 契約 

 

当社が取次事業者として販売する

インターネット接続サービスの提

供を受けることを目的として締結

される契約 

 

7 契約者 

 

当社と契約を締結している者 

 

8 契約者回線 

 

当社との契約に基づいて設置され

る電気通信回線 

 

9 端末設備 

 

契約者回線の一端に接続される電

気通信設備であって、1 の部分の設

置の場所が他の部分の設置の場所

と同一の構内（これに準ずる区域内
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を含みます。）又は同一の建物内で

あるもの 

 

10 端末接続装置 

 

端末設備との間で電気通信信号の

交換等の機能を有する電気通信設

備 

 

11 自営端末設備 

 

契約者が設置する端末設備 

 

12 自営電気通信設備 

 

第一種電気通信事業者以外の者が

設置する電気通信設備であって、端

末設備以外のもの 

 

13 相互接続事業者 

 

ジェイコムウエストと電気通信設

備の接続に関する協定を締結して

いる電気通信事業者 

 

14 技術基準等 

 

事業法の規定に基づきジェイコム

ウエストが定めるインターネット

接続サービスに係る端末設備等の

接続の条件及び端末設備等規則（昭

和 60 年郵政省令第 31 号）で定める

技術基準 

を含みます。）又は同一の建物内で

あるもの 

 

10 端末接続装置 

 

端末設備との間で電気通信信号の

交換等の機能を有する電気通信設

備 

 

11 自営端末設備 

 

契約者が設置する端末設備 

 

12 自営電気通信設備 

 

第一種電気通信事業者以外の者が

設置する電気通信設備であって、端

末設備以外のもの 

 

13 相互接続事業者 

 

JCOMマーケティングと電気通信設

備の接続に関する協定を締結して

いる電気通信事業者 

 

14 技術基準等 

 

事業法の規定に基づき JCOM マー

ケティングが定めるインターネッ

ト接続サービスに係る端末設備等

の接続の条件及び端末設備等規則

（昭和 60 年郵政省令第 31 号）で定

める技術基準 
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15 消費税相当額 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

及び同法に関する法令の規定に基

づき課税される消費税の額並びに

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）

及び同法に関する法令の規定に基

づき課税される地方消費税の額 

 

16 提携事業者 

 

当社及びジェイコムウエストが指

定する、当社及びジェイコムウエス

トとサービスの提携を行っている

電気通信事業者 

 

17 宅内工事 

 

契約者宅内での工事（端末設備設置

および配線工事等）をいう 

 

18 データ伝送用設備端末等 

 

当社およびジェイコムウエストが

提供するインターネット接続サー

ビスの提供を受けるため、データ伝

送用設備に接続して使用する端末

設備又は自営電気通信設備（端末設

備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31

号）第 34 条 10 の各号の条件に係る

機能又はこれらと同等以上の機能

15 消費税相当額 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

及び同法に関する法令の規定に基

づき課税される消費税の額並びに

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）

及び同法に関する法令の規定に基

づき課税される地方消費税の額 

 

16 提携事業者 

 

当社及び JCOM マーケティングが

指定する、当社及び JCOM マーケテ

ィングとサービスの提携を行って

いる電気通信事業者 

 

17 宅内工事 

 

契約者宅内での工事（端末設備設置

および配線工事等）をいう 

 

18 データ伝送用設備端末等 

 

当社および JCOM マーケティング

が提供するインターネット接続サ

ービスの提供を受けるため、データ

伝送用設備に接続して使用する端

末設備又は自営電気通信設備（端末

設備等規則（昭和 60 年郵政省令第

31 号）第 34 条 10 の各号の条件に係

る機能又はこれらと同等以上の機



旧 新 

を利用者が任意のソフトウェアに

より随時かつ容易に変更すること

ができるものを除く。）であって、

次のイ、ロのいずれにも該当するも

の 

 

イデジタルデータ伝送用設備との

接続においてインターネットプロ

トコルを使用するもの 

ロ電気通信回線設備を介して接続

することにより当該データ伝送用

設備端末等に備えられた電気通信

の機能（送受信に係るものに限る。）

に係る設定を変更できるもの 

 

19 送信型対電気通信設備サイバー

攻撃 

 

次のイ又はロに掲げる行為 

 

イ情報通信ネットワーク又は電磁

的方式で作られた記録に係る記録

媒体を通じた電子計算機に対する

攻撃のうち、送信先の電気通信設備

の機能に障害を与える電気通信の

送信（当該電気通信の送信を行う指

能を利用者が任意のソフトウェア

により随時かつ容易に変更するこ

とができるものを除く。）であって、

次のイ、ロのいずれにも該当するも

の 

 

イデジタルデータ伝送用設備との

接続においてインターネットプロ

トコルを使用するもの 

ロ電気通信回線設備を介して接続

することにより当該データ伝送用

設備端末等に備えられた電気通信

の機能（送受信に係るものに限る。）

に係る設定を変更できるもの 

 

19 送信型対電気通信設備サイバー

攻撃 

 

次のイ又はロに掲げる行為 

 

イ情報通信ネットワーク又は電磁

的方式で作られた記録に係る記録

媒体を通じた電子計算機に対する

攻撃のうち、送信先の電気通信設備

の機能に障害を与える電気通信の

送信（当該電気通信の送信を行う指



旧 新 

令を与える電気通信の送信を含

む。）により行われるもの（ロにお

いて「設備攻撃」といいます。） 

ロ設備攻撃の送信先となる電気通

信設備の探査のうち、電気通信事業

者がその業務上記録している電気

通信の送信元、送信先、通信日時そ

の他の通信履歴（以下単に「通信履

歴」といいます。）の電磁的記録に

より、設備攻撃に先立って行われる

当該探査を目的とする電気通信の

送信（当該電気通信の送信を行う指

令を与える電気通信の送信を含

む。）であることを合理的に特定で

きるものとして総務省令で定める

電気通信の送信により行われるも

の 

 

20 ブロードバンドユニバーサルサ

ービス 

 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第

86 号。以下「事業法」という。）第

7 条に規定するに規定する以下の役

務の総称をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務：国民

令を与える電気通信の送信を含

む。）により行われるもの（ロにお

いて「設備攻撃」といいます。） 

ロ設備攻撃の送信先となる電気通

信設備の探査のうち、電気通信事業

者がその業務上記録している電気

通信の送信元、送信先、通信日時そ

の他の通信履歴（以下単に「通信履

歴」といいます。）の電磁的記録に

より、設備攻撃に先立って行われる

当該探査を目的とする電気通信の

送信（当該電気通信の送信を行う指

令を与える電気通信の送信を含

む。）であることを合理的に特定で

きるものとして総務省令で定める

電気通信の送信により行われるも

の 

 

20 ブロードバンドユニバーサルサ

ービス 

 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第

86 号。以下「事業法」という。）第

7 条に規定するに規定する以下の役

務の総称をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務：国民
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生活に不可欠であるため、あまねく

日本全国における提供が確保され

るべきものとして総務省令で定め

る加入電話、公衆電話、緊急通報

（110 番・118 番・119 番）の電話サ

ービス等。 

・第二号基礎的電気通信役務：一定

水準のブロードバンドサービスの

日本全国における安定的な提供を

確保するべきものとして総務省令

で定める高速度データ伝送電気通

信役務等。 

 

21 ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料 

 

ブロードバンドユニバーサルサー

ビスの提供を確保するために必要

な負担金として、その使用している

電気通信番号または通信サービス

の回線数に比例した額を、基礎的電

気通信役務支援機関を通じて、事業

法第 7 条に規定する以下の提供に

係る指定事業者に支払うために、当

社が本サービス契約者からこれら

に定める方法および金額にて徴収

生活に不可欠であるため、あまねく

日本全国における提供が確保され

るべきものとして総務省令で定め

る加入電話、公衆電話、緊急通報

（110 番・118 番・119 番）の電話サ

ービス等。 

・第二号基礎的電気通信役務：一定

水準のブロードバンドサービスの

日本全国における安定的な提供を

確保するべきものとして総務省令

で定める高速度データ伝送電気通

信役務等。 

 

21 ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料 

 

ブロードバンドユニバーサルサー

ビスの提供を確保するために必要

な負担金として、その使用している

電気通信番号または通信サービス

の回線数に比例した額を、基礎的電

気通信役務支援機関を通じて、事業

法第 7条に規定する以下の提供に係

る指定事業者に支払うために、当社

が本サービス契約者からこれらに

定める方法および金額にて徴収す
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する料金をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務（加入

電話、公衆電話、緊急通報等） 

・第二号基礎的電気通信役務（高速

度データ伝送電気通信役務等） 

 
 

る料金をいいます。 

・第一号基礎的電気通信役務（加入

電話、公衆電話、緊急通報等） 

・第二号基礎的電気通信役務（高速

度データ伝送電気通信役務等） 

 
 

  

第2章 契約 第2章 契約 

第1節 契約条件 第1節 契約条件 

第4条 （契約の単位） 第4条 （契約の単位） 

当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約

者は 1 の契約につき 1 人に限ります。 

当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約

者は 1 の契約につき 1 人に限ります。 

  

第5条 （契約者回線の終端） 第5条 （契約者回線の終端） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者が指定した場所内の建物又は工作

物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者が指定した場所内の建物又は工

作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

2 当社及びジェイコムウエストは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と

協議します。 

2 当社及び JCOM マーケティングは、前項の設置場所を定めるときは、契約者

と協議します。 

3 契約者は、第 12 条（契約者が行う契約の解除）及び第 14 条（当社が行う契

約の解除）に定める解除の場合、直ちに端末接続装置をジェイコムウエス

トに返却するものとします。なお、返却がない場合は、当社又はジェイコ

ムウエストは、料金表に定める損害金を請求します。 

3 契約者は、第 12 条（契約者が行う契約の解除）及び第 14 条（当社が行う契

約の解除）に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を JCOM マーケティ

ングに返却するものとします。なお、返却がない場合は、当社又は JCOM

マーケティングは、料金表に定める損害金を請求します。 
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第2節 契約成立 第2節 契約成立 

第6条 （契約申込みの方法） 第6条 （契約申込みの方法） 

契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し

当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、契約は当社

がこれを承諾することにより成立するものとします。 

契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し

当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、契約は当社

がこれを承諾することにより成立するものとします。 

2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を

提出していただくことがあります。ただし、当社が別に定める方法により

確認する場合及び当社が特に認める場合は、この限りではありません。 

2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を

提出していただくことがあります。ただし、当社が別に定める方法により

確認する場合及び当社が特に認める場合は、この限りではありません。 

  

第7条 （契約申込みの承諾） 第7条 （契約申込みの承諾） 

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。

ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更す

ることがあります。 

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。

ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更す

ることがあります。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上

余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上

余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 

3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾し

ないことがあります。 

3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾し

ないことがあります。 

（1）契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 （1）契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

（2）契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の

債務（この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下

同じとします。）及び当社との他の契約に基づく債務の支払を現に怠

り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 

（2）契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の

債務（この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下

同じとします。）及び当社との他の契約に基づく債務の支払を現に怠

り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 

（3）その他当社又はジェイコムウエストの業務の遂行上著しい支障がある （3）その他当社又は JCOM マーケティングの業務の遂行上著しい支障があ
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とき。 るとき。 

（4）契約の申込みをした者が未成年であるとき。 （4）契約の申込みをした者が未成年であるとき。 

  

第8条 （契約の成立、契約締結後書面の交付等） 第8条 （契約の成立、契約締結後書面の交付等） 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を契約者に交付します。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を契約者に交付します。 

3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方

法を契約申込み時に選択するものとします。 

3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方

法を契約申込み時に選択するものとします。 
（1）電磁的方法による交付 （1）電磁的方法による交付 

（2）紙面による交付 （2）紙面による交付 

  

第3節 契約変更 第3節 契約変更 

第9条 （契約者回線の移転） 第9条 （契約者回線の移転） 

契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、

契約者回線の移転を請求できます。 

契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、

契約者回線の移転を請求できます。 

2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更

又は制限がある場合があります。 

2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更

又は制限がある場合があります。 

3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 7 条（契約申込みの承諾）の規定

に準じて取り扱います。 

3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 7 条（契約申込みの承諾）の規定

に準じて取り扱います。 

4 第 1 項の変更に必要な工事は、ジェイコムウエスト又はジェイコムウエスト

が指定した者が行います。 

4 第 1 項の変更に必要な工事は、JCOM マーケティング又は JCOM マーケティ

ングが指定した者が行います。 
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第10条 （その他の契約内容の変更） 第10条 （その他の契約内容の変更） 

当社は、契約者から請求があったときは、第 6 条（契約申込みの方法）の

規定に準じて契約内容の変更を行います。 

当社は、契約者から請求があったときは、第 6 条（契約申込みの方法）の

規定に準じて契約内容の変更を行います。 

2 前項の請求があったときは、当社は、第 7 条（契約申込みの承諾）及び第 8

条（契約の成立、契約締結後書面の交付等）の規定に準じて取り扱います。 

2 前項の請求があったときは、当社は、第 7 条（契約申込みの承諾）及び第 8

条（契約の成立、契約締結後書面の交付等）の規定に準じて取り扱います。 

  

第4節 契約解約・解除 第4節 契約解約・解除 

第11条 （初期契約解除等） 第11条 （初期契約解除等） 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 

2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じ

ます。 

2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じ

ます。 

3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全て

の費用を負担するものとします。 

3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全て

の費用を負担するものとします。 

4 前 3 項の規定の他、申込者は、宅内工事等が未着工又は契約成立日以前に当

社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及びジェイコムウエストに到

達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。

この場合、当社は申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求め

ません。 

4 前 3 項の規定の他、申込者は、宅内工事等が未着工又は契約成立日以前に当

社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及び JCOM マーケティングに

到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。

この場合、当社は申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求め

ません。 

  

第12条 （契約者が行う契約の解除） 第12条 （契約者が行う契約の解除） 
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契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知し

ていただきます。 

契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知し

ていただきます。 

2 前項による契約解除の場合、当社及びジェイコムウエストは、ジェイコムウ

エストに帰する電気通信設備の資産等を撤去（契約者自身で撤去する場合

を含みます。）し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。また、

撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等

の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただ

きます。 

2 前項による契約解除の場合、当社及び JCOM マーケティングは、JCOM マー

ケティングに帰する電気通信設備の資産等を撤去（契約者自身で撤去する

場合を含みます。）し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。

また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工

作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担して

いただきます。 

  

第13条 （契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 第13条 （契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別

途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出

るものとします。 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別

途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出

るものとします。 

2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の解約を

認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の解約を

認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを

行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、社

会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとしま

す。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 10 条（その

他の契約内容の変更）の規定に準じて取り扱います。 

3 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを

行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、社

会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとしま

す。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 10 条（その

他の契約内容の変更）の規定に準じて取り扱います。 
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第14条 （当社が行う契約の解除） 第14条 （当社が行う契約の解除） 

当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。 

（1）契約成立後、契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく

困難なことが判明したとき。 

（1）契約成立後、契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく

困難なことが判明したとき。 

（2）第 23 条（利用停止）の規定によりインターネット接続サービスの利

用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 

（2）第 23 条（利用停止）の規定によりインターネット接続サービスの利

用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 

（3）第 23 条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実

が当社又はジェイコムウエストの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼ

すと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、

インターネット接続サービスの利用停止をしないで契約を解除するこ

とがあります。 

（3）第 23 条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実

が当社又は JCOM マーケティングの業務の遂行に特に著しい支障を及

ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、

インターネット接続サービスの利用停止をしないで契約を解除するこ

とがあります。 

（4）電気通信回線の地中化等、当社、ジェイコムウエスト又は契約者の責

めに帰すべからざる事由によりジェイコムウエストの電気通信設備の

変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サ

ービスの継続ができないとき。 

（4）電気通信回線の地中化等、当社、JCOM マーケティング又は契約者の

責めに帰すべからざる事由により JCOM マーケティングの電気通信設

備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接

続サービスの継続ができないとき。 

（5）当社又はジェイコムウエストがインターネット接続サービスの提供を

終了した場合。 

（5）当社又は JCOM マーケティングがインターネット接続サービスの提供

を終了した場合。 

2 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその

契約を解除することがあります。 

2 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその

契約を解除することがあります。 

3 契約者が、第 12 条（契約者が行う契約の解除）による通知をしない場合で

あり、かつ、明らかに当社が取次事業者として販売するインターネット接

3 契約者が、第 12 条（契約者が行う契約の解除）による通知をしない場合で

あり、かつ、明らかに当社が取次事業者として販売するインターネット接
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続サービスを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了させるこ

とができるものとします。 

続サービスを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了させるこ

とができるものとします。 

4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらか

じめ契約者にそのことを通知します。 

4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらか

じめ契約者にそのことを通知します。 

5 当社及びジェイコムウエストは、第 1 項、第 2 項又は第 3 項の規定により、

その契約を解除しようとするときは、ジェイコムウエストに帰する電気通

信設備の資産等を撤去し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきま

す。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他

の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担

していただきます。 

5 当社及び JCOM マーケティングは、第 1 項、第 2 項又は第 3 項の規定により、

その契約を解除しようとするときは、JCOM マーケティングに帰する電気通

信設備の資産等を撤去し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきま

す。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他

の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担

していただきます。 

  

第3章 サービス 第3章 サービス 

第1節 回線相互接続 第1節 回線相互接続 

第15条 （インターネット接続サービスの種類等） 第15条 （インターネット接続サービスの種類等） 

契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。また、提供区域は

別に定めます。 

契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。また、提供区域は

別に定めます。 

  

第16条 （ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等） 第16条 （ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等） 

インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネ

ットネットワークアドレスは、ジェイコムウエストがこれを指定します。 

インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネ

ットネットワークアドレスは、JCOM マーケティングがこれを指定します。 

2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネット

ネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用

してインターネット接続サービスを利用することはできません。 

2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネット

ネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用

してインターネット接続サービスを利用することはできません。 
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第17条 （利用の制限） 第17条 （利用の制限） 

当社及びジェイコムウエストは、天災、事変その他の非常事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは

救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事

項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通

信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インター

ネット接続サービスの利用を制限することがあります。 

当社及び JCOM マーケティングは、天災、事変その他の非常事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは

救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事

項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通

信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インター

ネット接続サービスの利用を制限することがあります。 

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがありま

す。 

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがありま

す。 

3 当社及びジェイコムウエストは、インターネット接続サービスの利用者が、

契約者回線を使用して、ジェイコムウエストの電気通信設備において取り

扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、ジェイコム

ウエストの電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれ

を生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社及びジェイコムウエスト

のインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼす

おそれを生じさせたと当社又はジェイコムウエストが認めた場合に、その

契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。 

3 当社及び JCOM マーケティングは、インターネット接続サービスの利用者

が、契約者回線を使用して、JCOM マーケティングの電気通信設備において

取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、JCOM マ

ーケティングの電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるお

それを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社及び JCOM マーケテ

ィングのインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは

及ぼすおそれを生じさせたと当社又は JCOM マーケティングが認めた場合

に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。 

4 当社及びジェイコムウエストは、インターネット接続サービスの利用者が、

当社及びジェイコムウエストが行うインターネット接続サービスの提供に

支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、ジェイコ

ムウエスト所定の電気通信（帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を

用いるもの）を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することに

4 当社及び JCOM マーケティングは、インターネット接続サービスの利用者

が、当社及び JCOM マーケティングが行うインターネット接続サービスの

提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、

JCOM マーケティング所定の電気通信（帯域を継続的かつ大幅に占有する通

信手順を用いるもの）を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御す
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より、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。 ることにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあり

ます。 

5 当社及びジェイコムウエストは、一般社団法人インターネットコンテンツセ

ーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノア

ドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づ

き当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。）にお

いて指定された接続先との通信を制限することがあります。 

5 当社及び JCOM マーケティングは、一般社団法人インターネットコンテンツ

セーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノ

アドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基

づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。）に

おいて指定された接続先との通信を制限することがあります。 

  

第18条 （回線相互接続の請求） 第18条 （回線相互接続の請求） 

契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている

電気通信設備を介して、その契約者回線とジェイコムウエスト又はジェイコ

ムウエスト以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続す

る旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線

の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備

の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した

当社及びジェイコムウエスト所定の書面を提出していただきます。 

契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている

電気通信設備を介して、その契約者回線と JCOM マーケティング又は JCOM

マーケティング以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接

続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信

回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信

設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載

した当社及び JCOM マーケティング所定の書面を提出していただきます。 

2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の

利用に関する当社及びジェイコムウエスト又はジェイコムウエスト以外の

電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、そ

の請求を承諾します。 

2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の

利用に関する当社及び JCOM マーケティング又は JCOM マーケティング以

外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除

き、その請求を承諾します。 

  

第19条 （回線相互接続の変更・廃止） 第19条 （回線相互接続の変更・廃止） 

契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨
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を当社に通知していただきます。 を当社に通知していただきます。 

2 前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用し

ます。 

2 前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用し

ます。 

  

第2節 サービスの変更・中止・停止 第2節 サービスの変更・中止・停止 

第20条 （インターネット接続サービスの種類等の変更） 第20条 （インターネット接続サービスの種類等の変更） 

契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等

の変更の請求をすることができます。 

契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等

の変更の請求をすることができます。 

2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条（契約申込みの方法）、

第 7 条（契約申込みの承諾）及び第 8 条（契約の成立、契約締結後書面の

交付等）の規定に準じて取り扱います。 

2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 6 条（契約申込みの方法）、

第 7 条（契約申込みの承諾）及び第 8 条（契約の成立、契約締結後書面の

交付等）の規定に準じて取り扱います。 

  

第21条 （インターネット接続サービスの利用の一時中断） 第21条 （インターネット接続サービスの利用の一時中断） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者から請求があったときは、インタ

ーネット接続サービスの利用の一時中断（その契約者回線を他に転用するこ

となく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者から請求があったときは、イン

ターネット接続サービスの利用の一時中断（その契約者回線を他に転用する

ことなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

  

第22条 （利用中止） 第22条 （利用中止） 

当社及びジェイコムウエストは、次の場合には、インターネット接続サー

ビスの利用を中止することがあります。 

当社及び JCOM マーケティングは、次の場合には、インターネット接続サ

ービスの利用を中止することがあります。 

（1）ジェイコムウエストの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない

とき。 

（1）JCOM マーケティングの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得な

いとき。 
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（2）第 17 条（利用の制限）の規定によりインターネット接続サービスの

利用を中止するとき。 

（2）第 17 条（利用の制限）の規定によりインターネット接続サービスの

利用を中止するとき。 

（3）機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又

は機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できな

い場合 

（3）機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又

は機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できな

い場合 

（4）火災、停電又は天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能

となった場合 

（4）火災、停電又は天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能

となった場合 

（5）法令又は官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができ

ない場合 

（5）法令又は官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができ

ない場合 

（6）その他本サービスの適正な運用上、当社又はジェイコムウエストが本

サービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合 

（6）その他本サービスの適正な運用上、当社又は JCOM マーケティングが

本サービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合 

2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の

定めがあるときは、当社及びジェイコムウエストは、その料金表に定める

ところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 

2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の

定めがあるときは、当社及び JCOM マーケティングは、その料金表に定め

るところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 

3 前 2 項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得な

い場合は、この限りではありません。 

3 前 2 項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得な

い場合は、この限りではありません。 

  

第23条 （利用停止） 第23条 （利用停止） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者が次のいずれかに該当するときは、

そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあ

ります。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者が次のいずれかに該当するとき

は、そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止すること

があります。 

（1）料金その他の債務（当社との他の契約に基づくものを含みます。以下 （1）料金その他の債務（当社との他の契約に基づくものを含みます。以下
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この条において同じとします。）について、支払期日を経過してもなお

支払わないとき（支払期日を経過した後支払われた場合であって、当

社がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。 

この条において同じとします。）について、支払期日を経過してもなお

支払わないとき（支払期日を経過した後支払われた場合であって、当

社がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。 

（2）契約の申込みに当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこ

と等が判明したとき。 

（2）契約の申込みに当たって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこ

と等が判明したとき。 

（3）第 45 条（利用に係る契約者の義務）若しくは第 42 条（禁止事項）、

第 46 条（契約者の関係者による利用）の規定のいずれかに違反し、第

47 条（情報等の削除等）第 1 項第 3 号による要求を受けた契約者が、

当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 

（3）第 45 条（利用に係る契約者の義務）若しくは第 42 条（禁止事項）、

第 46 条（契約者の関係者による利用）の規定のいずれかに違反し、第

47 条（情報等の削除等）第 1 項第 3 号による要求を受けた契約者が、

当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 

（4）事業法又は事業法施行規則に違反してジェイコムウエストの電気通信

回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社及び

ジェイコムウエストの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線

を接続したとき。 

（4）事業法又は事業法施行規則に違反して JCOM マーケティングの電気通

信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社及

び JCOM マーケティングの提供する電気通信サービスに係る電気通信

回線を接続したとき。 

（5）事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒ん

だとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められ

ない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備と

の接続を廃止しないとき。 

（5）事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒ん

だとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められ

ない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備と

の接続を廃止しないとき。 

（6）第 16 条（ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特

定等）第 2 項の規定に違反したとき。 

（6）第 16 条（ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特

定等）第 2 項の規定に違反したとき。 

（7）この約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき。 （7）この約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき。 

（8）契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備

に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある

場合にジェイコムウエストが行う検査を受けることを拒んだとき又は

（8）契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備

に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある

場合に JCOM マーケティングが行う検査を受けることを拒んだとき又
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その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末

設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかった

とき。 

はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端

末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかっ

たとき。 

（9）前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービ

スに関する当社又はジェイコムウエストの業務の遂行若しくはジェイ

コムウエストの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与え

るおそれのある行為を行ったとき。 

（9）前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービ

スに関する当社又は JCOM マーケティングの業務の遂行若しくは

JCOM マーケティングの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え

又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 

（10）この約款及び料金表の規定に反する行為を行ったとき、又は反する

おそれがあると当社が認めるとき。 

（10）この約款及び料金表の規定に反する行為を行ったとき、又は反する

おそれがあると当社が認めるとき。 

2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をする

ときは、あらかじめその理由を契約者に通知します。 

2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をする

ときは、あらかじめその理由を契約者に通知します。 

  

第3節 付加機能 第3節 付加機能 

第24条 （付加機能の提供等） 第24条 （付加機能の提供等） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者から請求があったときは、料金表

及び別に定める規約の規定により付加機能を提供します。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者から請求があったときは、料金

表及び別に定める規約の規定により付加機能を提供します。 

  

第4章 料金 第4章 料金 

第1節 料金 第1節 料金 

第25条 （料金の適用） 第25条 （料金の適用） 

当社が取次事業者として販売するインターネット接続サービスの料金は、

利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、

料金表に定めるところによります。 

当社が取次事業者として販売するインターネット接続サービスの料金は、

利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、

料金表に定めるところによります。 
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2 料金の支払方法は、別記 2 に定めるところによります。 2 料金の支払方法は、別記 2 に定めるところによります。 

  

第2節 料金の支払義務 第2節 料金の支払義務 

第26条 （利用料等の支払義務） 第26条 （利用料等の支払義務） 

契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供

を開始した翌日（付加機能の提供については、その提供を開始した翌日若し

くは翌月）から起算して、契約の解除があった日（付加機能の廃止について

は、その廃止があった日）の属する月までの期間（期間は月単位とし、提供

を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 か月間

とします。ただし、初期契約解除の場合は、日単位とします。）について、当

社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する

利用料又は使用料（以下「利用料等」といいます。以下この条において同じ

とします。）の支払を要します。 

契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供

を開始した翌日（付加機能の提供については、その提供を開始した翌日若し

くは翌月）から起算して、契約の解除があった日（付加機能の廃止について

は、その廃止があった日）の属する月までの期間（期間は月単位とし、提供

を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 か月間

とします。ただし、初期契約解除の場合は、日単位とします。）について、当

社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する

利用料又は使用料（以下「利用料等」といいます。以下この条において同じ

とします。）の支払を要します。 

2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービス

の利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

ただし、自然災害その他当社又はジェイコムウエストの責めに帰する事の

できない事由による場合には、この限りではありません。 

2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービス

の利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

ただし、自然災害その他当社又は JCOM マーケティングの責めに帰する事

のできない事由による場合には、この限りではありません。 

（1）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支

払を要します。 

（1）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支

払を要します。 

（2）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を

要します。 

（2）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を

要します。 

（3）前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、イ

ンターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支

（3）前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、イ

ンターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支
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払を要します。 払を要します。 

区別 

 

支払を要しない料金 

 

1 契約者の責めに

よらない理由により、

そのインターネット接

続サービスを全く利用

できない状態（その契

約に係る電気通信設備

によるすべての通信に

著しい障害が生じ、全

く利用できない状態と

同程度の状態となる場

合を含みます。）が生じ

た場合（次号に該当す

る場合を除きます。）

に、そのことを当社又

はジェイコムウエスト

が認知した時刻から起

算して、24 時間以上そ

の状態が連続したと

き。 

 

そのことを当社又はジ

ェイコムウエストが認

知した時刻以後の利用

できなかった時間（24

時間の倍数である部分

に限ります。）につい

て、24 時間ごとに日数

を計算し、その日数に

対応するそのインター

ネット接続サービスに

ついての利用料等（そ

の料金が料金表の規定

により利用の都度発生

す る も の を 除 き ま

す。）。 

 

 

区別 

 

支払を要しない料金 

 

1 契約者の責めに

よらない理由により、

そのインターネット接

続サービスを全く利用

できない状態（その契

約に係る電気通信設備

によるすべての通信に

著しい障害が生じ、全

く利用できない状態と

同程度の状態となる場

合を含みます。）が生じ

た場合（次号に該当す

る場合を除きます。）

に、そのことを当社又

は JCOM マーケティン

グが認知した時刻から

起算して、24 時間以上

その状態が連続したと

き。 

 

そのことを当社又は

JCOM マーケティング

が認知した時刻以後の

利用できなかった時間

（24 時間の倍数である

部分に限ります。）につ

いて、24 時間ごとに日

数を計算し、その日数

に対応するそのインタ

ーネット接続サービス

についての利用料等

（その料金が料金表の

規定により利用の都度

発生するものを除きま

す。）。 
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3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているとき

は、その料金を返還します。 

3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているとき

は、その料金を返還します。 

  

第27条 （手続きに関する料金等の支払義務） 第27条 （手続きに関する料金等の支払義務） 

契約者は、料金表に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したと

き、及び、契約者の行為等に伴い当社の手続きが必要となったときは、手続

きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約

の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、

既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

契約者は、料金表に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したと

き、及び、契約者の行為等に伴い当社の手続きが必要となったときは、手続

きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約

の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、

既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

  

第28条 （工事に関する費用の支払義務） 第28条 （工事に関する費用の支払義務） 

契約者は、料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したとき

は、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約

の解除又は請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があ

ったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われて

いるときは、当社は、その料金を返還します。 

契約者は、料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したとき

は、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約

の解除又は請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があ

ったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われて

いるときは、当社は、その料金を返還します。 

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契

約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分

について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合にお

いて、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算し

た額とします。 

2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契

約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分

について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合にお

いて、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算し

た額とします。 

  

第29条 （端末機器に関する費用の支払義務） 第29条 （端末機器に関する費用の支払義務） 
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契約者は、故意又は過失によりジェイコムウエストから貸与している端

末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、

紛失及び修理不能による場合は、第 5 条（契約者回線の終端）第 3 項で規

定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社又はジェイコムウエ

ストに支払うものとします。 

契約者は、故意又は過失により JCOM マーケティングから貸与している

端末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、

紛失及び修理不能による場合は、第 5 条（契約者回線の終端）第 3 項で規

定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社又は JCOM マーケテ

ィングに支払うものとします。 

  

第 29 条の 2（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 第 29 条の 2（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社

のホームページに規定する「ブロードバンドユニバーサルサービス料」の支

払いを要します。 

契約者は、ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社

のホームページに規定する「ブロードバンドユニバーサルサービス料」の支

払いを要します。 

ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームペー

ジは、次のとおりです 

ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームペー

ジは、次のとおりです 

（ブロードバンドのユニバーサルサービス制度について） （ブロードバンドのユニバーサルサービス制度について） 

https://home.osakagas.co.jp/net/charge/ https://home.osakagas.co.jp/net/charge/ 

  

第3節 料金の計算及び支払 第3節 料金の計算及び支払 

第30条 （利用料等の計算方法） 第30条 （利用料等の計算方法） 

当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に

定める方法により計算します。 

当社は、契約者が契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に

定める方法により計算します。 

2 当社は、暦月の初日以外の日にサービス品目の変更又は当社が提供する他の

サービスに関する契約の締結・変更（解約を含みます）により利用料等の

額が増加又は減少したときは、サービス品目の変更のあった翌日又は当社

が提供する他のサービスの利用開始日・変更日の翌日を基準として、変更

2 当社は、暦月の初日以外の日にサービス品目の変更又は当社が提供する他の

サービスに関する契約の締結・変更（解約を含みます）により利用料等の

額が増加又は減少したときは、サービス品目の変更のあった翌日又は当社

が提供する他のサービスの利用開始日・変更日の翌日を基準として、変更
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前の利用料及び変更後の利用料を、それぞれその利用日数に応じて日割り

します。 

前の利用料及び変更後の利用料を、それぞれその利用日数に応じて日割り

します。 

3 当社は、暦月の末日以外の日に契約が解除されたときは、当該月の利用料等

は日割り計算による精算はしないものとします。 

3 当社は、暦月の末日以外の日に契約が解除されたときは、当該月の利用料等

は日割り計算による精算はしないものとします。 

4 第 2 項の規定による利用料等の日割は、月額の利用料等を暦日数で除した額

を 1 日の料金とし、これにインターネット接続サービスの提供開始日以降、

その提供開始日が属する月の月末までの日数を乗じて算出するものとしま

す。 

4 第 2 項の規定による利用料等の日割は、月額の利用料等を暦日数で除した額

を 1 日の料金とし、これにインターネット接続サービスの提供開始日以降、

その提供開始日が属する月の月末までの日数を乗じて算出するものとしま

す。 

  

第31条 （端数処理） 第31条 （端数処理） 

料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合

は、原則として、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、

この限りではありません。 

料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合

は、原則として、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、

この限りではありません。 

  

第4節 割増金及び延滞利息 第4節 割増金及び延滞利息 

第32条 （割増金） 第32条 （割増金） 

契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その

免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消

費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払

っていただきます。 

契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その

免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消

費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払

っていただきます。 

  

第33条 （延滞処理） 第33条 （延滞処理） 

契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を 契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を
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お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払い日までの期

間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起

算して 10 日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払い日までの期

間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起

算して 10 日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

2 延滞利息は、次の算式により算定します。 2 延滞利息は、次の算式により算定します。 

算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払いの日までの日数×

0.0274 パーセント 

算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払いの日までの日数×

0.0274 パーセント 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定にもとづきあわせてお支払いいただく

料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、

支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定にもとづきあわせてお支払いいただく

料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、

支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3 項の規定にもとづきあわせてお支払いいただ

く料金の支払期日と同じといたします。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3 項の規定にもとづきあわせてお支払いいただ

く料金の支払期日と同じといたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 

  

  

第5章 施設 第5章 施設 

第1節 保安・保守 第1節 保安・保守 

第34条 （当社の維持責任） 第34条 （当社の維持責任） 

ジェイコムウエストは、ジェイコムウエストが設置した電気通信設備を事 JCOM マーケティングは、JCOM マーケティングが設置した電気通信設備を
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業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよう維持し

ます。 

事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよう維持

します。 

  

第35条 （契約者の維持責任） 第35条 （契約者の維持責任） 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合する

よう維持していただきます。 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合する

よう維持していただきます。 

  

第36条 （設備の修理又は復旧） 第36条 （設備の修理又は復旧） 

ジェイコムウエストは、ジェイコムウエストの設置した電気通信設備が故

障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないと

きは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要す

る通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理

又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備

は、同条の規定によりジェイコムウエストがそれらの機関との協議により定

めたものに限ります。 

JCOM マーケティングは、JCOM マーケティングの設置した電気通信設備が

故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができない

ときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要

する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修

理又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設

備は、同条の規定により JCOM マーケティングがそれらの機関との協議によ

り定めたものに限ります。 

順

位 

 

修理又は復旧する電気通信設備 

 

1 

 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

順

位 

 

修理又は復旧する電気通信設備 

 

1 

 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 
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防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置さ

れるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置さ

れるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

 

2 

 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 1 の基準に該当する新聞社、放送事業者

又は通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるも

の 

国又は地方公共団体の機関に設置されるも

の（第 1 順位となるものを除きます。） 

 

3 

 

第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 

 
 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置さ

れるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置さ

れるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

 

2 

 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に

設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 1 の基準に該当する新聞社、放送事業者

又は通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるも

の 

国又は地方公共団体の機関に設置されるも

の（第 1 順位となるものを除きます。） 

 

3 

 

第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 
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第37条 （契約者の切分け責任） 第37条 （契約者の切分け責任） 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備（当社及びジェイコムウエ

ストが別に定めるところによりジェイコムウエストと保守契約を締結してい

る自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じ

とします。）がジェイコムウエストの電気通信回線設備に接続されている場合

において、ジェイコムウエストが設置した電気通信設備が正常に稼働しなく

なったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを

確認の上、当社にジェイコムウエストの電気通信回線設備その他電気通信設

備の修理の請求をしていただきます。 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備（当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定めるところにより JCOM マーケティングと保守契約を締結し

ている自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において

同じとします。）が JCOM マーケティングの電気通信回線設備に接続されてい

る場合において、JCOM マーケティングが設置した電気通信設備が正常に稼働

しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のない

ことを確認の上、当社に JCOM マーケティングの電気通信回線設備その他電

気通信設備の修理の請求をしていただきます。 

2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、ジェイコムウエス

トが指定する者がジェイコムウエストが別に定める方法により試験を行

い、その結果を当社又はジェイコムウエストから契約者にお知らせします。 

2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、JCOM マーケティ

ングが指定する者が JCOM マーケティングが別に定める方法により試験を

行い、その結果を当社又は JCOM マーケティングから契約者にお知らせし

ます。 

3 当社又はジェイコムウエストは、前項の試験によりジェイコムウエストの電

気通信回線設備その他ジェイコムウエストの電気通信設備に故障がないと

判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求によりジ

ェイコムウエストの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は

自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に

消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

3 当社又は JCOM マーケティングは、前項の試験により JCOM マーケティン

グの電気通信回線設備その他 JCOM マーケティングの電気通信設備に故障

がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求

により JCOM マーケティングの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端

末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した

費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

  

第6章 損害賠償 第6章 損害賠償 

第38条 （責任の制限） 第38条 （責任の制限） 

当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社又 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社又
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はジェイコムウエストの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったと

きは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき

ない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じと

します。）にあることを当社及びジェイコムウエストが認知した時刻から起算

して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償

します。 

は JCOM マーケティングの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった

ときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用で

きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ

とします。）にあることを当社及び JCOM マーケティングが認知した時刻から

起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を

賠償します。 

2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用でき

ない状態にあることを当社又はジェイコムウエストが認知した時刻以後の

その状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について

24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続

サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠

償します。 

2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用でき

ない状態にあることを当社又は JCOM マーケティングが認知した時刻以後

のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）につい

て 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接

続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って

賠償します。 

3 当社又はジェイコムウエストの故意又は重大な過失によりインターネット

接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 

3 当社又は JCOM マーケティングの故意又は重大な過失によりインターネッ

ト接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 

4 前 3 項の規定にかかわらず、当社及びジェイコムウエストは、インターネッ

ト接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約

者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかっ

たことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の

損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わ

ないものとします。 

4 前 3 項の規定にかかわらず、当社及び JCOM マーケティングは、インターネ

ット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契

約者又は第三者の損害、及びインターネット接続サービスを利用できなか

ったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者

の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負

わないものとします。 

  

第39条 （免責） 第39条 （免責） 
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当社及びジェイコムウエストは、契約者が本サービスの利用に関して損害

を被った場合、前条（責任の制限）の規定及び本条第 5 項によるほかは、何

らの責任も負いません。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者が本サービスの利用に関して損

害を被った場合、前条（責任の制限）の規定及び本条第 5 項によるほかは、

何らの責任も負いません。 

2 当社及びジェイコムウエストは、インターネット接続サービスに係る設備そ

の他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契

約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた

場合に、それが当社若しくはジェイコムウエストの故意又は重大な過失に

より生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

2 当社及び JCOM マーケティングは、インターネット接続サービスに係る設備

その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、

契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与え

た場合に、それが当社若しくは JCOM マーケティングの故意又は重大な過

失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

3 当社及びジェイコムウエストは、この約款等の変更により自営端末設備又は

自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において「改造等」といい

ます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用につ

いては負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社及びジェイコム

ウエストが定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の

技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営

端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改

造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

3 当社及び JCOM マーケティングは、この約款等の変更により自営端末設備又

は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において「改造等」とい

います。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用に

ついては負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社及び JCOM マ

ーケティングが定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接

続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている

自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、そ

の改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担しま

す。 

4 当社及びジェイコムウエストは、以下の各号に関して保証を行わず、これに

起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。 

4 当社及び JCOM マーケティングは、以下の各号に関して保証を行わず、これ

に起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。 

（1）インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、又は特定目的

への有効性及び適合性 

（1）インターネット接続サービスの完全性若しくは確実性、又は特定目的

への有効性及び適合性 

（2）契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報及びデータ等

の完全性、正確性、確実性、有用性等 

（2）契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報及びデータ等

の完全性、正確性、確実性、有用性等 
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（3）インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこ

と 

（3）インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこ

と 

（4）インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること （4）インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること 

（5）インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこ

と 

（5）インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこ

と 

（6）当社及びジェイコムウエストがインターネット接続サービスに関連し

て契約者に提供する、試験サービス又はこれに類する名目のサービス

において、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと 

（6）当社及び JCOM マーケティングがインターネット接続サービスに関連

して契約者に提供する、試験サービス又はこれに類する名目のサービ

スにおいて、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと 

5 インターネット接続サービスを通じて行われる情報及びデータ等のやり取

りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコン

ピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当

社及びジェイコムウエストは免責されるものとします。なお、契約者のコ

ンピューターへの損害、データの消失等が当社若しくはジェイコムウエス

トの故意又は重大な過失による場合は除きます。 

5 インターネット接続サービスを通じて行われる情報及びデータ等のやり取

りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコン

ピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当

社及び JCOM マーケティングは免責されるものとします。なお、契約者の

コンピューターへの損害、データの消失等が当社若しくは JCOM マーケテ

ィングの故意又は重大な過失による場合は除きます。 

6 インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、

結果的損害、付随的損害及び逸失利益を含め、前条又は前項に定める場合

を除き、一切の補償・賠償を行いません。 

6 インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、

結果的損害、付随的損害及び逸失利益を含め、前条又は前項に定める場合

を除き、一切の補償・賠償を行いません。 

  

第7章 雑則 第7章 雑則 

第40条 （債権譲渡） 第40条 （債権譲渡） 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 
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第41条 （譲渡の禁止） 第41条 （譲渡の禁止） 

契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を受ける権利

は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。 

契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を受ける権利

は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。 

  

第42条 （禁止事項） 第42条 （禁止事項） 

契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号

の内容に該当する行為を行なわないこととします。 

契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号

の内容に該当する行為を行なわないこととします。 

（1）犯罪や違法行為、又はそれに結びつくおそれのある情報などを掲載し、

又は他者に掲載等をさせることを助長する行為 

（1）犯罪や違法行為、又はそれに結びつくおそれのある情報などを掲載し、

又は他者に掲載等をさせることを助長する行為 

（2）当社又はジェイコムウエストを含む第三者の知的財産権（特許権、実

用新案、商標権、著作権等）その他の権利を侵害する行為又はそのお

それのある行為、又は当該行為に該当すると当社が判断した行為 

（2）当社又は JCOM マーケティングを含む第三者の知的財産権（特許権、

実用新案、商標権、著作権等）その他の権利を侵害する行為又はその

おそれのある行為、又は当該行為に該当すると当社が判断した行為 

（3）当社又はジェイコムウエストを含む第三者を誹謗中傷する行為等、当

社又はジェイコムウエストを含む第三者に不利益を与える行為、他者

を不当に差別し、若しくは差別を助長し、その名誉若しくは信用を毀

損する行為 

（3）当社又は JCOM マーケティングを含む第三者を誹謗中傷する行為等、

当社又は JCOM マーケティングを含む第三者に不利益を与える行為、

他者を不当に差別し、若しくは差別を助長し、その名誉若しくは信用

を毀損する行為 

（4）当社及びジェイコムウエストのインターネット接続サービスの信用を

毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為 

（4）当社及び JCOM マーケティングのインターネット接続サービスの信用

を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為 

（5）他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害

するおそれのある行為 

（5）他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害

するおそれのある行為 

（6）詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結

び付く、又は結び付くおそれの高い行為 

（6）詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結

び付く、又は結び付くおそれの高い行為 

（7）猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等、児童及び青少年に悪影響を及 （7）猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等、児童及び青少年に悪影響を及
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ぼす画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示させる行為、又

はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売

を想起させる広告を表示若しくは文書を記載、掲載する行為 

ぼす画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示させる行為、又

はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売

を想起させる広告を表示若しくは文書を記載、掲載する行為 

（8）無限連鎖講（ネズミ講）若しくは連鎖販売取引（マルチ商法）等を開

設し、又はこれを勧誘する行為 

（8）無限連鎖講（ネズミ講）若しくは連鎖販売取引（マルチ商法）等を開

設し、又はこれを勧誘する行為 

（9）当社又はジェイコムウエストを含む他者の設備（電気通信設備及びコ

ンピューター等）に蓄積された情報（ソフトウェアを含む）を不正に

書き換え、又は消去、破壊、及び不正にアクセスする行為、又はこれ

らを助長する行為 

（9）当社又は JCOM マーケティングを含む他者の設備（電気通信設備及び

コンピューター等）に蓄積された情報（ソフトウェアを含む）を不正

に書き換え、又は消去、破壊、及び不正にアクセスする行為、又はこ

れらを助長する行為 

（10）他者になりすまして本サービスを利用する行為 （10）他者になりすまして本サービスを利用する行為 

（11）ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載す

る行為、及びコンピュータープログラムを不正に利用することで他の

インターネット利用者のセキュリティを脅かす行為 

（11）ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載す

る行為、及びコンピュータープログラムを不正に利用することで他の

インターネット利用者のセキュリティを脅かす行為 

（12）当社又はジェイコムウエストを含む他者のデータ転送を第三者の許

可無く覗き見るような行為及びそれを行うツールの使用や配布 

（12）当社又は JCOM マーケティングを含む他者のデータ転送を第三者の

許可無く覗き見るような行為及びそれを行うツールの使用や配布 

（13）ネットワーク調査ツールの使用や配布 （13）ネットワーク調査ツールの使用や配布 

（14）当社、ジェイコムウエスト及び他サービスプロバイダーのサーバー

運営の妨害に繋がる行為 

（14）当社、JCOM マーケティング及び他サービスプロバイダーのサーバー

運営の妨害に繋がる行為 

（15）無断で他者に広告、宣伝、若しくは勧誘のメールを送信する行為、

又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのある

メールを送信する行為 

（15）無断で他者に広告、宣伝、若しくは勧誘のメールを送信する行為、

又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのある

メールを送信する行為 

（16）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等

の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特

（16）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等

の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特
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定多数の者に対して送信する行為 定多数の者に対して送信する行為 

（17）人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれ

の高い自殺の手段等を紹介する等の行為 

（17）人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれ

の高い自殺の手段等を紹介する等の行為 

（18）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為

を助長する行為若しくは助長する目的でリンクを張る行為 

（18）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為

を助長する行為若しくは助長する目的でリンクを張る行為 

（19）当社、ジェイコムウエスト若しくは他者の電気通信設備等の利用若

しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為 

（19）当社、JCOM マーケティング若しくは他者の電気通信設備等の利用若

しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為 

（20）薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等であ

る疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品）

若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結び付く、の濫用

に結び付く、若しくは結び付くおそれの高い行為、未承認若しくは使

用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販

売等が禁止されている医薬品を販売等する行為 

（20）薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等であ

る疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品）

若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結び付く、の濫用

に結び付く、若しくは結び付くおそれの高い行為、未承認若しくは使

用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販

売等が禁止されている医薬品を販売等する行為 

（21）違法行為（けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポル

ノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介し又は誘引（他

人に依頼することを含む）する行為 

（21）違法行為（けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポル

ノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介し又は誘引（他

人に依頼することを含む）する行為 

（22）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへ

の参加を勧誘する行為 

（22）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへ

の参加を勧誘する行為 

（23）貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 （23）貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

（24）前 23 号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する

行為 

（24）前 23 号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する

行為 

（25）本約款に違反する行為 （25）本約款に違反する行為 

（26）音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、 （26）音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、
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通信のふくそうを生じさせる行為又はそのおそれのある行為 通信のふくそうを生じさせる行為又はそのおそれのある行為 

（27）販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物

種の個体等の広告を行う行為 

（27）販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物

種の個体等の広告を行う行為 

（28）その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判

断した行為 

（28）その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判

断した行為 

  

第43条 （名義の変更） 第43条 （名義の変更） 

  インターネット接続サービスを新たに使用しようとする方が、前に使用さ

れていた契約者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていた契

約者の料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続きインターネット接続

サービスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。 

  インターネット接続サービスを新たに使用しようとする方が、前に使用さ

れていた契約者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていた契

約者の料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続きインターネット接続

サービスの使用を希望される場合は、名義の変更をしていただきます。 

2 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅している

場合には、第 6 条（契約申込みの方法）の規定によって申し込んでいただ

きます。 

2 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅している

場合には、第 6 条（契約申込みの方法）の規定によって申し込んでいただ

きます。 

  

第44条 （承諾の限界） 第44条 （承諾の限界） 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す

ることが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき

又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められ

る相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に

通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定め

るところによります。 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す

ることが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき

又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められ

る相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に

通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定め

るところによります。 
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第45条 （利用に係る契約者の義務） 第45条 （利用に係る契約者の義務） 

当社及びジェイコムウエストは、インターネット接続サービスの提供に必

要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物

その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主

その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておく

ものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 

当社及び JCOM マーケティングは、インターネット接続サービスの提供に

必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建

物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家

主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得てお

くものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 

2 契約者は、ジェイコムウエスト又はジェイコムウエストの指定する者が、設

備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等

への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

2契約者は、JCOMマーケティング又は JCOMマーケティングの指定する者が、

設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物

等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

3 契約者は、当社及びジェイコムウエストが契約に基づき設置した電気通信設

備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備

に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その

他の事態に際して保護する必要があるとき、契約者自身で工事を行うこと

を当社及びジェイコムウエストが認めたとき又は自営端末設備若しくは自

営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限

りではありません。 

3 契約者は、当社及び JCOM マーケティングが契約に基づき設置した電気通信

設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設

備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変そ

の他の事態に際して保護する必要があるとき、契約者自身で工事を行うこ

とを当社及び JCOM マーケティングが認めたとき又は自営端末設備若しく

は自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、こ

の限りではありません。 

4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交

換に妨害を与える行為を行わないこととします。 

4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交

換に妨害を与える行為を行わないこととします。 

5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契

約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等（インターネッ

ト接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用

できるようにする設備を含む。）を取り付けないこととします。 

5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契

約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等（インターネッ

ト接続サービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用

できるようにする設備を含む。）を取り付けないこととします。 
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6 契約者は、当社及びジェイコムウエストが契約に基づき設置した電気通信設

備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 

6 契約者は、当社及び JCOM マーケティングが契約に基づき設置した電気通信

設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 

7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したと

きは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な

費用を支払っていただきます。 

7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したと

きは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な

費用を支払っていただきます。 

8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す

行為を行なわないこととします。 

8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を犯す

行為を行なわないこととします。 

9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該

利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。 

9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該

利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。 

10 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスと

サービス用設備（第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピュ

ーター、その他の機器及びソフトウェア）を接続しないものとし、かつイ

ンターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとし

ます。 

10 契約者は、当社が特に認めた場合を除き、インターネット接続サービスと

サービス用設備（第三者へサービスを提供するための通信設備、コンピュ

ーター、その他の機器及びソフトウェア）を接続しないものとし、かつイ

ンターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとし

ます。 

  

第46条 （契約者の関係者による利用） 第46条 （契約者の関係者による利用） 

契約者が当該契約者の家族その他の者（以下「関係者」といいます）に本

サービスを利用させるときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約

者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。 

契約者が当該契約者の家族その他の者（以下「関係者」といいます）に本

サービスを利用させるときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約

者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。 

2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 42 条（禁止事項）各号に定める禁

止事項のいずれかを行い、又はその故意又は重過失により当社に損害を被

らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為をみなして、本約款の

各条項が適用されるものとします。 

2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 42 条（禁止事項）各号に定める禁

止事項のいずれかを行い、又はその故意又は重過失により当社に損害を被

らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為をみなして、本約款の

各条項が適用されるものとします。 
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第47条 （情報等の削除等） 第47条 （情報等の削除等） 

当社は、契約者による本サービスの利用が第 42 条（禁止事項）の各号に該

当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社又はジェイコムウエス

トに対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合、又はそ

の他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約

者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあり

ます。 

当社は、契約者による本サービスの利用が第 42 条（禁止事項）の各号に該

当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社又は JCOM マーケティ

ングに対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合、又は

その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契

約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあ

ります。 

（1）第 42 条（禁止事項）の各号に該当する行為をやめるように要求しま

す。 

（1）第 42 条（禁止事項）の各号に該当する行為をやめるように要求しま

す。 

（2）他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 （2）他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 

（3）契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 （3）契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

（4）事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若し

くは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。 

（4）事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若し

くは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。 

2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定

の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定

の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

3 当社又はジェイコムウエストが、何等かの理由によって第 1 項各号の措置を

取らなかった場合でも、当社及びジェイコムウエストは当該措置を行う権

利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができるも

のとします。 

3 当社又は JCOM マーケティングが、何等かの理由によって第 1 項各号の措置

を取らなかった場合でも、当社及び JCOM マーケティングは当該措置を行

う権利を放棄したものではなく、何時でも当該措置を遂行することができ

るものとします。 

4 当社及びジェイコムウエストは、第 1 項の措置によって契約者に損害が生じ

たとしても何等責任を負わないものとします。 

4 当社及び JCOM マーケティングは、第 1 項の措置によって契約者に損害が生

じたとしても何等責任を負わないものとします。 
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第48条 （検査） 第48条 （検査） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者回線に接続されている自営端末設

備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設

備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受

けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある

場合その他事業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除いて、検査を受け

ることを承諾していただきます。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者回線に接続されている自営端末

設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑

な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末

設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を

受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由があ

る場合その他事業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除いて、検査を受

けることを承諾していただきます。 

2 第 1 項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所

に立ち入るときは、当社及びジェイコムウエストの係員は、所定の証明書

を提示します。 

2 第 1 項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所

に立ち入るときは、当社及び JCOM マーケティングの係員は、所定の証明

書を提示します。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準

及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自

営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしてい

ただきます。 

3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準

及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自

営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしてい

ただきます。 

  

第49条 （注意喚起） 第49条 （注意喚起） 

当社及びジェイコムウエストは、国立研究開発法人情報通信研究機構法に

基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電

気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信

設備サイバー攻撃（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に

係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設

備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をい

当社及び JCOM マーケティングは、国立研究開発法人情報通信研究機構法

に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る

電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通

信設備サイバー攻撃（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録

に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信

設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をい
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う。以下同じ。）のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気

通信設備サイバー攻撃によりジェイコムウエストの電気通信役務の提供に支

障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係

る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、

当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがありま

す。 

う。以下同じ。）のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気

通信設備サイバー攻撃により JCOM マーケティングの電気通信役務の提供に

支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に

係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプか

ら、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあ

ります。 

  

第50条 （ソフトウェアの更新） 第50条 （ソフトウェアの更新） 

電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態で、データ伝送用設備

端末等を接続する場合は、他者から意図しない制御ができないよう、当該端

末等の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新されていなければなりませ

ん。当該更新とは、当該端末に他者から制御可能な脆弱性が発見され、かつ

当該端末の製造業者が提供するソフトウェアアップデートが周知された場合

に、当該端末にソフトウェアアップデートを適用することを指します。 

電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態で、データ伝送用設備

端末等を接続する場合は、他者から意図しない制御ができないよう、当該端

末等の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新されていなければなりませ

ん。当該更新とは、当該端末に他者から制御可能な脆弱性が発見され、かつ

当該端末の製造業者が提供するソフトウェアアップデートが周知された場合

に、当該端末にソフトウェアアップデートを適用することを指します。 

  

第51条 （送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止） 第51条 （送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止） 

当社およびジェイコムウエストは、データ伝送用設備端末等の送信型対電

気通信設備サイバー攻撃（電気通信事業者がその業務上記録している通信履

歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が本約款第３条（用語の定義）

19 号に規定する電気通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送

信元であることを合理的に特定できるものに限ります。）の送信を禁止しま

す。 

当社および JCOM マーケティングは、データ伝送用設備端末等の送信型対

電気通信設備サイバー攻撃（電気通信事業者がその業務上記録している通信

履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が本約款第３条（用語の定義）

19 号に規定する電気通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送

信元であることを合理的に特定できるものに限ります。）の送信を禁止しま

す。 
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第52条 （ID 及びパスワードの管理責任） 第52条 （ID 及びパスワードの管理責任） 

契約者は、自己の ID（当社が付与するログイン名、メールアカウント名。

以下同じとします。）及びこれに対応するパスワード（以下、「認証情報」と

いいます。）の使用及び管理について全ての責任を負うものとします。また、

認証情報を他者に開示し利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買、質入又は公

開等を行うことはできないものとします。 

契約者は、自己の ID（当社が付与するログイン名、メールアカウント名。

以下同じとします。）及びこれに対応するパスワード（以下、「認証情報」と

いいます。）の使用及び管理について全ての責任を負うものとします。また、

認証情報を他者に開示し利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買、質入又は公

開等を行うことはできないものとします。 

2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出

るものとし、当社の指示に従うものとします。 

2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出

るものとし、当社の指示に従うものとします。 

3 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID 及びこれに

対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場

合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任

を負うものとします。また、契約者の責めに帰すべき事由によって認証情

報が不正に利用され、その結果当社又はジェイコムウエストが損害を被っ

た場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。 

3 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID 及びこれに

対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場

合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任

を負うものとします。また、契約者の責めに帰すべき事由によって認証情

報が不正に利用され、その結果当社又は JCOM マーケティングが損害を被

った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。 

4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、又は他者に不正に利用されてい

る疑いのある場合、登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨

を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとしま

す。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合で

あっても、当社及びジェイコムウエストは一切の責任を負わないものとし

ます。 

4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、又は他者に不正に利用されてい

る疑いのある場合、登録情報に変更が生じた場合、当社へ速やかにその旨

を通知するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとしま

す。なお、当該通知を行わなかったことで契約者が不利益を被った場合で

あっても、当社及び JCOM マーケティングは一切の責任を負わないものと

します。 

5 契約者は、本サービスの利用及び利用結果について自ら一切の責任を負うも

のとし、万一契約者の本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じ

5 契約者は、本サービスの利用及び利用結果について自ら一切の責任を負うも

のとし、万一契約者の本サービスの利用に起因して他者とトラブルが生じ
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た場合、又は当該トラブルに関連して他者から当社又はジェイコムウエス

トに対して何らかの請求がなされ、或いは訴訟が提起された場合には、契

約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社及びジェイコムウエ

ストに一切迷惑をかけないものとします。 

た場合、又は当該トラブルに関連して他者から当社又は JCOM マーケティ

ングに対して何らかの請求がなされ、或いは訴訟が提起された場合には、

契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社及び JCOM マーケ

ティングに一切迷惑をかけないものとします。 

  

第53条 （通信の秘密） 第53条 （通信の秘密） 

当社及びジェイコムウエストは、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の

秘密を守ります。 

当社及び JCOM マーケティングは、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信

の秘密を守ります。 

2 当社及びジェイコムウエストは、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が

行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないも

のとします。 

2 当社及び JCOM マーケティングは、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分

が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わない

ものとします。 

  

第54条 （契約者に係る情報の取扱） 第54条 （契約者に係る情報の取扱） 

当社は、本サービス（利用料割引及びその他特典を含む）の申込み及び提

供に際し、取得する個人情報は、次に掲げる目的のために利用します。 

当社は、本サービス（利用料割引及びその他特典を含む）の申込み及び提

供に際し、取得する個人情報は、次に掲げる目的のために利用します。 

（1）本人確認のため。 （1）本人確認のため。 

（2）本サービスの提供のため。 （2）本サービスの提供のため。 

（3）利用料割引及びその他特典の提供条件への該当を確認するため。 （3）利用料割引及びその他特典の提供条件への該当を確認するため。 

2 当社は、お預かりした個人情報をご本人様からの事前の同意、承諾を得

ない限り、第三者に提供することはございません。ただし、次に掲げる

場合にあっては、当社が個人情報を提供することがあります。 

2 当社は、お預かりした個人情報をご本人様からの事前の同意、承諾を得

ない限り、第三者に提供することはございません。ただし、次に掲げる

場合にあっては、当社が個人情報を提供することがあります。 

（1）法令に基づく場合。 （1）法令に基づく場合。 

（2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本 （2）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本
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人の同意を得ることが困難であるとき。 人の同意を得ることが困難であるとき。 

（3）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（3）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本

人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとき。 

（4）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本

人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るとき。 

3 当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しく

は居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、ジェイコムウエスト、JCOM

株式会社、提携事業者若しくは相互接続事業者のインターネット接続サ

ービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の

請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で

利用します。  

3 当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しく

は居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、JCOM マーケティング、

JCOM 株式会社、提携事業者若しくは相互接続事業者のインターネット接

続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料

金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範

囲で利用します。  

また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報をジ

ェイコムウエスト、JCOM 株式会社、提携事業者及び相互接続事業者並び

に当社の業務を委託している者及びサービス提供に係るクレジットカー

ド会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供

にあたり取得した個人情報の利用目的は、第 1 項に定める他、当社が公

開するプライバシーポリシーに定めます。 

また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を

JCOM マーケティング、JCOM 株式会社、提携事業者及び相互接続事業者

並びに当社の業務を委託している者及びサービス提供に係るクレジット

カード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス

提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、第 1 項に定める他、当社

が公開するプライバシーポリシーに定めます。 

  

第55条 （著作権及び知的財産権） 第55条 （著作権及び知的財産権） 

本サービスを構成する全てのシステム、プログラム及びソフトウェア、又

は本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連

本サービスを構成する全てのシステム、プログラム及びソフトウェア、又

は本サービスに含まれる全てのコンテンツ、広告、その他本サービスに関連
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して提供される素材（以下、「著作物」といいます。）の著作権、著作者人格

権、著作隣接権、工業所有権（商標権、特許権、実用新案権、及びこれらを

出願する権利）、不正競争防止法上の営業秘密、商標権、意匠権、特許権その

他の知的財産権（以下、「著作権等」といいます。）は、当社及びジェイコム

ウエスト、又は当社及びジェイコムウエストにその使用を許諾している権利

者に帰属するものとします。 

して提供される素材（以下、「著作物」といいます。）の著作権、著作者人格

権、著作隣接権、工業所有権（商標権、特許権、実用新案権、及びこれらを

出願する権利）、不正競争防止法上の営業秘密、商標権、意匠権、特許権その

他の知的財産権（以下、「著作権等」といいます。）は、当社及び JCOM マー

ケティング、又は当社及び JCOM マーケティングにその使用を許諾している

権利者に帰属するものとします。 

2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社又は権利者の事前の書面又

は電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用

の範囲を超えて使用したり、複製若しくは改変したり、又は解析（リバー

スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等）をしてはならない

ものとします。 

2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社又は権利者の事前の書面又

は電磁的方法による許諾なくして、著作物を方法の如何を問わず私的使用

の範囲を超えて使用したり、複製若しくは改変したり、又は解析（リバー

スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等）をしてはならない

ものとします。 

  

第56条 （本約款の効力） 第56条 （本約款の効力） 

本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執

行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規

定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置

き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものと

します。 

本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執

行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規

定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置

き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものと

します。 

また、当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定め

る範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 

また、当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定め

る範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 

  

第57条 （閲覧） 第57条 （閲覧） 

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当
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社は閲覧に供します。 社は閲覧に供します。 

  

第58条 （準拠法） 第58条 （準拠法） 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

  

第59条 （合意管轄） 第59条 （合意管轄） 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判

所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判

所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。 

  

第60条 （言語） 第60条 （言語） 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本約款は、2026 年 3 月 1 日から実施いたします。 本約款は、2026 年 4 月 1 日から実施いたします。 
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さすガねっと J プラン料金表 さすガねっと J プラン料金表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 
通則 通則 

（料金表の適用） （料金表の適用） 

1インターネット接続サービス（以下「本サービス」といいます）に関する料

金の適用についてはこの料金表の規定によります。 

1 インターネット接続サービス（以下「本サービス」といいます）に関する料

金の適用についてはこの料金表の規定によります。 

（料金の変更） （料金の変更） 

2 当社及びジェイコムウエストは本サービスに関する料金を変更することが

あります。この場合には、変更後の料金によります。 

2 当社及び JCOM マーケティングは本サービスに関する料金を変更することが

あります。この場合には、変更後の料金によります。 

（消費税相当額の加算）  （消費税相当額の加算）  

3約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金

表により算出された請求額（消費税額を含みます）とします。なお、実際

のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合

があります。 

3約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金

表により算出された請求額（消費税額を含みます）とします。なお、実際

のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合

があります。 

（料金の臨時減免について） （料金の臨時減免について） 

4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービス契

約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。

当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法

により、その旨を周知します。 

4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービス契

約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。

当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等の方法

により、その旨を周知します。 

  

料金表Ⅰ 利用料・工事費等 料金表Ⅰ 利用料・工事費等 

第 1表 利用料等 第 1表 利用料等 

1 利用料 1 利用料 
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1－1 適用 1－1 適用 

利用料の適用についてはさすガねっと Jプラン契約約款第 26条（利用料等

の支払義務）によります。 

利用料の適用についてはさすガねっと Jプラン契約約款第 26条（利用料等

の支払義務）によります。 

  

1－2 料金額 1－2 料金額 

インターネット接続サービスには、次表の提供の形態による区分がありま

す。 

インターネット接続サービスには、次表の提供の形態による区分がありま

す。 

品目（タイ

プ）※1 

 

内容 

 
区分 

 
単位 

 
料金額（月

額） 

 
さすガねっ

と J プラン

320M（集合タ

イプ） 

 

下り速度上

限 を

320Mbps、上

り速度上限

を 10Mbps と

するサービ

ス 

 

(ｱ)当社及び

ジェイコム

ウエストが

定める共同

住宅及び集

合住宅※2 

 

1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

320M（戸建タ

イプ） 

 

(ｲ) (ｱ)以外

の住宅※

3 

 

1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

品目（タイ

プ）※1 

 

内容 

 
区分 

 
単位 

 
料金額（月

額） 

 
さすガねっ

と J プラン

320M（集合タ

イプ） 

 

下り速度上

限 を

320Mbps、上

り速度上限

を 10Mbps と

するサービ

ス 

 

(ｱ)当社及び

JCOM マーケ

ティングが

定める共同

住宅及び集

合住宅※2 

 

1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

320M（戸建タ

イプ） 

 

(ｲ) (ｱ)以外

の 住 宅

※3 

 

1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 
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さすガねっ

と J プラン

1G（集合タイ

プ） 

 

下り速度上

限を 1Gbps、

上り速度上

限を 100Mbps

とするサー

ビス 

 

集合住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

1G（戸建タイ

プ） 

 

下り速度上

限を 1Gbps、

上り速度上

限を  1Gbps 

とするサー

ビス 

 

戸建住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

10G 

 

下り速度上

限 を 

10Gbps、上り

速度上限を 

10Gbps とす

るサービス 

 

戸建住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
 

 
さすガねっ

と J プラン

1G（集合タイ

プ） 

 

下り速度上

限を 1Gbps、

上り速度上

限を100Mbps

とするサー

ビス 

 

集合住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

1G（戸建タイ

プ） 

 

下り速度上

限を 1Gbps、

上り速度上

限を  1Gbps 

とするサー

ビス 

 

戸建住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
さすガねっ

と J プラン

10G 

 

下り速度上

限 を 

10Gbps、上り

速度上限を 

10Gbps とす

るサービス 

 

戸建住宅 

 
1の契約者回

線ごとに 

 

提供料金は

さすガねっ

と J プラン

定期契約規

約に定めま

す。 

 
 

※1 電気通信サービスの種類は、さすガねっと Jプラン 320M（集合タイプ・ ※1 電気通信サービスの種類は、さすガねっと Jプラン 320M（集合タイプ・
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戸建タイプ）及びさすガねっと Jプラン 1G（集合タイプ）は CATV インター

ネットサービス、さすガねっと J プラン 1G（戸建タイプ）及びさすガねっ

と Jプラン 10Gは FTTHインターネットサービスです。 

戸建タイプ）及びさすガねっと Jプラン 1G（集合タイプ）は CATV インター

ネットサービス、さすガねっと J プラン 1G（戸建タイプ）及びさすガねっ

と Jプラン 10Gは FTTHインターネットサービスです。 

※2 2 以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住

宅で当社及びジェイコムウエストが判断するもの、以下「集合住宅」とい

います。 

※2 2 以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住

宅で当社及び JCOMマーケティングが判断するもの、以下「集合住宅」とい

います。 

※3 以下「戸建住宅」といいます。 ※3 以下「戸建住宅」といいます。 

  

2付加機能使用料 2付加機能使用料 

2－1 適用 2－1 適用 

付加機能使用料の適用については、さすガねっと Jプラン契約約款第 26条

（利用料等の支払義務）に定めるところによります。 

付加機能使用料の適用については、さすガねっと Jプラン契約約款第 26条

（利用料等の支払義務）に定めるところによります。 

  

2－2付加機能の種類等 2－2付加機能の種類等 

  

  

区分 

 
提供条件 

 

① 

電
子
メ
ー
ル

機
能 

 

契約者が電子メール（メール

のアドレス（以下「メールア

ドレス」といいます。）を使

用してメール蓄積装置によ

りメールの蓄積又は再生等

①当社及びジェイコムウエスト

は、1の契約者回線につき 5ま

でのメールアドレスを提供し

ます。 

②当社及びジェイコムウエスト

区分 

 
提供条件 

 

① 

電
子
メ
ー
ル

機
能 

 
契約者が電子メール（メール

のアドレス（以下「メールア

ドレス」といいます。）を使

用してメール蓄積装置によ

りメールの蓄積又は再生等

①当社及び JCOM マーケティング

は、1の契約者回線につき 5ま

でのメールアドレスを提供し

ます。 

②当社及び JCOM マーケティング
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を行うことができるサービ

スをいいます。以下同じとし

ます。）を利用することがで

きる機能をいいます。 

 

は契約者からの請求があった

ときは、当社及びジェイコムウ

エストが別に定めるところに

より、メールアドレスの変更、

その他電子メールの利用内容

の変更を行います。 

③電子メール機能において利用

することができるメール蓄積

装置の容量は、前①により提供

する 1 のメールアドレスにつ

き 15 ギガバイトとし、情報の

蓄積期間は 365日間とします。 

④当社及びジェイコムウエスト

は、技術上又は業務遂行上やむ

を得ない理由があるときは、メ

ールアドレスを変更していた

だく事があります。 

⑤④の規定により、メールアドレ

スを変更するときは、あらかじ

めそのことを契約者にお知ら

せします。 

 

 

 

 

本接続サービスにおいて、契 ①契約者は、別に定める当社及び

を行うことができるサービ

スをいいます。以下同じとし

ます。）を利用することがで

きる機能をいいます。 

 

は契約者からの請求があった

ときは、当社及び JCOM マーケ

ティングが別に定めるところ

により、メールアドレスの変

更、その他電子メールの利用内

容の変更を行います。 

③電子メール機能において利用

することができるメール蓄積

装置の容量は、前①により提供

する 1 のメールアドレスにつ

き 15 ギガバイトとし、情報の

蓄積期間は 365日間とします。 

④当社及び JCOM マーケティング

は、技術上又は業務遂行上やむ

を得ない理由があるときは、メ

ールアドレスを変更していた

だく事があります。 

⑤④の規定により、メールアドレ

スを変更するときは、あらかじ

めそのことを契約者にお知ら

せします。 

 

 

 

 

本接続サービスにおいて、契 ①契約者は、別に定める当社及び
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約者が利用する電子メール

機能に係るメールアドレス

に送受信された電子メール

に対して、コンピュータウイ

ルス(第三者のプログラムや

データべースに対して意図

的に何らかの被害を及ぼす

ように作られたプログラム

であり、 自己伝染機能、潜

伏機能、発病機能のうち一つ

以上有するもの。以下｢ウイ

ルス｣といいます｡)が含まれ

る場合に、ウイルスの検知及

び駆除又は削除する機能を

いいます。 

 

ジェイコムウエスト所定の方

法により、請求をしていただき

ます。 

②当社及びジェイコムウエスト

は、 ①電子メール機能の提供

条件欄 第①項に基づき、付与

されたメールアドレスに対し、

当機能を提供します。 

③当社及びジェイコムウエスト

は、②の規定により、当機能の

提供を受けるメールアドレス

の変更請求があったときは、別

に定める当社及びジェイコム

ウエスト所定の方法により、再

度請求をしていただきます。 

④当社及びジェイコムウエスト

は、①電子メール機能の提供条

件欄 第④項に基づき、メール

アドレスを変更していただく

ときで、あらかじめそのことを

契約者にお知らせした場合に

は、契約者は、別に定める当社

及びジェイコムウエスト所定

約者が利用する電子メール

機能に係るメールアドレス

に送受信された電子メール

に対して、コンピュータウイ

ルス(第三者のプログラムや

データべースに対して意図

的に何らかの被害を及ぼす

ように作られたプログラム

であり、 自己伝染機能、潜

伏機能、発病機能のうち一つ

以上有するもの。以下｢ウイ

ルス｣といいます｡)が含まれ

る場合に、ウイルスの検知及

び駆除又は削除する機能を

いいます。 

 

JCOM マーケティング所定の方

法により、請求をしていただき

ます。 

②当社及び JCOM マーケティング

は、 ①電子メール機能の提供

条件欄 第①項に基づき、付与

されたメールアドレスに対し、

当機能を提供します。 

③当社及び JCOM マーケティング

は、②の規定により、当機能の

提供を受けるメールアドレス

の変更請求があったときは、別

に定める当社及び JCOM マーケ

ティング所定の方法により、再

度請求をしていただきます。 

④当社及び JCOM マーケティング

は、①電子メール機能の提供条

件欄 第④項に基づき、メール

アドレスを変更していただく

ときで、あらかじめそのことを

契約者にお知らせした場合に

は、契約者は、別に定める当社

及び JCOM マーケティング所定
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の方法により、再度請求をして

いただきます。 

⑤当社及びジェイコムウエスト

は、当社及びジェイコムウエス

トが別に定めるソフトウェア

を用いてウイルスの検知及び

駆除又は削除を行います｡ただ

し､駆除可能なウイルスは､ウ

イルスの検知及び駆除又は削

除の実施時において、ウイルス

パターンファイル（ウイルスを

検知するため、各々のウイルス

の特徴をパターンとしてまと

めたもの）により対応可能なウ

イルスのみとします｡ 

⑥当機能は､ウイルスの検知及び

駆除又は削除として完全な機

能を果すことを一切保証する

ものではありません｡ 

⑦当機能のその他の提供条件等

については、当社及びジェイコ

ムウエストが別に定めるとこ

ろによります。 

の方法により、再度請求をして

いただきます。 

⑤当社及び JCOM マーケティング

は、当社及び JCOM マーケティ

ングが別に定めるソフトウェ

アを用いてウイルスの検知及

び駆除又は削除を行います｡た

だし､駆除可能なウイルスは､

ウイルスの検知及び駆除又は

削除の実施時において、ウイル

スパターンファイル（ウイルス

を検知するため、各々のウイル

スの特徴をパターンとしてま

とめたもの）により対応可能な

ウイルスのみとします｡ 

⑥当機能は､ウイルスの検知及び

駆除又は削除として完全な機

能を果すことを一切保証する

ものではありません｡ 

⑦当機能のその他の提供条件等

については、当社及び JCOM マ

ーケティングが別に定めると

ころによります。 
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③ 

ペ
ア
レ
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能 

 

契約者が、インターネット上

のホームページを閲覧する

場合において、契約者自らが

閲覧できるサイトを限定し、

又はそれを解除することが

できる機能をいいます。 

 

① 契約者は、別に定める当社及

びジェイコムウエスト所定の

方法により、登録をしていただ

きます。ただし、別に定めるサ

ービスの利用に際し、すでに登

録をしている場合には、新たな

登録は省略することができま

す。 

②当社及びジェイコムウエスト

は、 ①の登録を行った契約者

に契約者識別符号（契約者を識

別するための英字及び数字の

組み合わせをいいます。）及び

契約者識別符号に付随する暗

証符号（英字及び数字の組み合

わせをいいます。以下、契約者

識別符号とあわせて、「契約者

識別符号等」といいます。）を

付与します。 

③契約者は、契約者識別符号等の

変更請求及び失念があったと

きは、別に定める当社及びジェ

イコムウエスト所定の方法に

③ 

ペ
ア
レ
ン
タ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能 

 

契約者が、インターネット上

のホームページを閲覧する

場合において、契約者自らが

閲覧できるサイトを限定し、

又はそれを解除することが

できる機能をいいます。 

 

① 契約者は、別に定める当社及

び JCOM マーケティング所定の

方法により、登録をしていただ

きます。ただし、別に定めるサ

ービスの利用に際し、すでに登

録をしている場合には、新たな

登録は省略することができま

す。 

②当社及び JCOM マーケティング

は、 ①の登録を行った契約者

に契約者識別符号（契約者を識

別するための英字及び数字の

組み合わせをいいます。）及び

契約者識別符号に付随する暗

証符号（英字及び数字の組み合

わせをいいます。以下、契約者

識別符号とあわせて、「契約者

識別符号等」といいます。）を

付与します。 

③契約者は、契約者識別符号等の

変更請求及び失念があったと

きは、別に定める当社及び

JCOM マーケティング所定の方
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より、再度登録をしていただき

ます。 

④契約者は、当社及びジェイコム

ウエスト所定の方法により、別

に定めるソフトウェアのダウ

ンロードをしていただきます。 

⑤契約者は、ダウンロードしたソ

フトウェアを用いて、当社及び

ジェイコムウエストが設けた

基準に従い当社及びジェイコ

ムウエストが分類したカテゴ

リやレベルを指定することに

より、一定のサイトへの経路を

遮断することができます。ただ

し、遮断可能なサイトは、遮断

時において、別に定めるデータ

ベースに登録されているサイ

トに限ります。 

⑥当機能は､サイトの遮断システ

ムとして、完全な機能を果すこ

とを一切保証するものではあ

りません｡ 

⑦当機能のその他の提供条件等

法により、再度登録をしていた

だきます。 

④契約者は、当社及び JCOM マー

ケティング所定の方法により、

別に定めるソフトウェアのダ

ウンロードをしていただきま

す。 

⑤契約者は、ダウンロードしたソ

フトウェアを用いて、当社及び

JCOM マーケティングが設けた

基準に従い当社及び JCOM マー

ケティングが分類したカテゴ

リやレベルを指定することに

より、一定のサイトへの経路を

遮断することができます。ただ

し、遮断可能なサイトは、遮断

時において、別に定めるデータ

ベースに登録されているサイ

トに限ります。 

⑥当機能は､サイトの遮断システ

ムとして、完全な機能を果すこ

とを一切保証するものではあ

りません｡ 
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については、当社及びジェイコ

ムウエストが別に定めるとこ

ろによります。 

 
 

 

⑦当機能のその他の提供条件等

については、当社及び JCOM マ

ーケティングが別に定めると

ころによります。 

 
 

  

2－3料金額 2－3料金額 

種別 

 
単位 

 
料金額（月額） 

 
電子メール機

能 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

セキュリティ

パッケージ 

（ウイルスス

キャン機能） 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

ペアレンタル

コントロール

機能 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

 

種別 

 
単位 

 
料金額（月額） 

 
電子メール機

能 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

セキュリティ

パッケージ 

（ウイルスス

キャン機能） 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

ペアレンタル

コントロール

機能 

 

1 の契約者回線

ごとに 

 

無料 

 

 

  

第 2表 手続きに関する料金等 第 2表 手続きに関する料金等 
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1適用 1適用 

手続きに関する料金等の適用についてはさすガねっと J プラン契約約款第

27条（手続きに関する料金等の支払義務）及び第 33条（延滞処理）第 6項、

並びに別記 2によります。 

手続きに関する料金等の適用についてはさすガねっと J プラン契約約款第

27条（手続きに関する料金等の支払義務）及び第 33条（延滞処理）第 6項、

並びに別記 2によります。 

  

2料金額 2料金額 

2－1 契約事務手数料 2－1 契約事務手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

契約事務手数料 

 

1 の手続き

※1ごとに 

 

3,000円（税込

3,300円） 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

契約事務手数料 

 

1 の手続き

※1ごとに 

 

3,000円（税込

3,300円） 

 
 

※1 品目変更の手続きを含みます。 ※1 品目変更の手続きを含みます。 

  

2－2 パスワードの変更等手続料 2－2 パスワードの変更等手続料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
パスワード変更等

手続料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
パスワード変更等

手続料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

2―3 インターネット品目変更設定費 2―3 インターネット品目変更設定費 

区分 単位 料金額 区分 単位 料金額 
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インターネット品

目変更設定費 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

   
インターネット品

目変更設定費 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

2―4 延滞処理に伴う手数料 2―4 延滞処理に伴う手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
延滞時請求書発行

手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
延滞時請求書発行

手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

  

2―5 払込票発行に伴う手数料 2―5 払込票発行に伴う手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

払込票発行手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

払込票発行手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

  

2―6 環境設定通知書再発行に伴う手数料 2―6 環境設定通知書再発行に伴う手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
環境設定通知書再 1 の手続き 500 円（税込

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
環境設定通知書再 1 の手続き 500 円（税込
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発行手数料 

 
ごとに 

 
550円） 

 
 

発行手数料 

 
ごとに 

 
550円） 

 
 

  

2－7 請求金額通知発行に伴う手数料 2－7 請求金額通知発行に伴う手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
請求金額通知発行

手数料※2 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
請求金額通知発行

手数料※2 

 

1 の手続き

ごとに 

 

300 円（税込

330円） 

 
 

※2当社が定める日以降で、契約者の希望に応じ当社が請求金額通知を発行し

た場合に適用します。 

※2当社が定める日以降で、契約者の希望に応じ当社が請求金額通知を発行し

た場合に適用します。 

  

  

2－8 その他手続きに関する手数料 2－8 その他手続きに関する手数料 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

手数料 

 

1 の手続き

ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

第 3表 工事に関する費用 第 3表 工事に関する費用 

1 適用 1 適用 

工事に関する費用の適用についてはさすガねっと Jプラン契約約款第 28条 工事に関する費用の適用についてはさすガねっと Jプラン契約約款第 28条



旧 新 
（工事に関する費用の支払義務）によるほか、次のとおりとします。 （工事に関する費用の支払義務）によるほか、次のとおりとします。 

工事費の適用 

 

工事費

の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約

者回線等又は交換機操作台等において

行なう 1の工事ごとに算定致します。 

 
新規契

約時の

工事費

の分割

払い 

 

新規契約時の工事に関する費用につい

て、予め当社が別に定める回数に分割し

てお支払いいただきます（以下「分割払

い」といいます｡)。消費税は工事実施日

の税率が適用されます。 

 

分割払

いの適

用につ

いて 

 

１．分割払いの支払期日及び支払方法

は、当社及びジェイコムウエストが別に

定めるものとします。 

２．利用契約者は、次のいずれかの事由

に該当したときは、当然に分割払いに関

する債務について期限の利益を失い、直

ちにその債務を履行するものとします。 

(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅

滞し、当社から 20 日以上の相当な期間

を定めてその支払いを書面で催告され

工事費の適用 

 

工事費

の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約

者回線等又は交換機操作台等において

行なう 1の工事ごとに算定致します。 

 
新規契

約時の

工事費

の分割

払い 

 

新規契約時の工事に関する費用につい

て、予め当社が別に定める回数に分割し

てお支払いいただきます（以下「分割払

い」といいます｡)。消費税は工事実施日

の税率が適用されます。 

 

分割払

いの適

用につ

いて 

 

１．分割払いの支払期日及び支払方法

は、当社及び JCOM マーケティングが別

に定めるものとします。 

２．利用契約者は、次のいずれかの事由

に該当したときは、当然に分割払いに関

する債務について期限の利益を失い、直

ちにその債務を履行するものとします。 

(1)支払期日に分割支払金の支払いを遅

滞し、当社から 20 日以上の相当な期間

を定めてその支払いを書面で催告され
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たにもかかわらず、その期間内に支払わ

なかったとき。 

(2)自ら振出した手形、小切手が不渡り

になったとき又は一般の支払いを停止

したとき。 

(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の

申立て又は滞納処分を受けたとき。 

(4)破産、民事再生、特別清算、会社更

生その他裁判上の倒産処理手続の申立

てを受けたとき又は自らこれらの申立

てをしたとき。 

３．契約者が本サービスの利用契約を解

約し、又は約款の規定に基づき当社及び

ジェイコムウエストが契約を解除した

場合で、分割払いに係る未払い工事費が

あるときは、当社及びジェイコムウエス

トが別に定める場合を除き、当社及びジ

ェイコムウエストはその工事費残額を

一括請求します。 

 
 

たにもかかわらず、その期間内に支払わ

なかったとき。 

(2)自ら振出した手形、小切手が不渡り

になったとき又は一般の支払いを停止

したとき。 

(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の

申立て又は滞納処分を受けたとき。 

(4)破産、民事再生、特別清算、会社更

生その他裁判上の倒産処理手続の申立

てを受けたとき又は自らこれらの申立

てをしたとき。 

３．契約者が本サービスの利用契約を解

約し、又は約款の規定に基づき当社及び

JCOM マーケティングが契約を解除した

場合で、分割払いに係る未払い工事費が

あるときは、当社及び JCOM マーケティ

ングが別に定める場合を除き、当社及び

JCOM マーケティングはその工事費残額

を一括請求します。 

 
 

  

2料金額 2料金額 

2－1 本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 2－1 本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 
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区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用

開始に関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
付加機能の利用開

始に関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用

開始に関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
付加機能の利用開

始に関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

2－2 本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合 2－2 本サービス又は付加機能の解除に関する工事の場合 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契約の解除に関す

る工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
付加機能の解除に

関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契約の解除に関す

る工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
付加機能の解除に

関する工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

2－3 サービス品目変更に関する工事の場合 2－3 サービス品目変更に関する工事の場合 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
サービス品目変更 1 の契約者 別に算定する

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
サービス品目変更 1 の契約者 別に算定する
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に関する工事 

 
回線ごとに 

 
実費相当額 

 
 

に関する工事 

 
回線ごとに 

 
実費相当額 

 
 

  

2－4 契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 2－4 契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

その他工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

その他工事 

 

1 の契約者

回線ごとに 

 

別に算定する

実費相当額 

 
 

  

第 4表 ブロードバンドユニバーサルサービス料 第 4表 ブロードバンドユニバーサルサービス料 

1 適用 1 適用 

ブロードバンドユニバーサルサービス料の適用については、第 29 条の 2（ブロー

ドバンドユニバーサルサービス料の支払義務）の規定によるほか、次の通りとしま

す。 

ブロードバンドユニバーサルサービス料の適用については、第 29 条の 2（ブロー

ドバンドユニバーサルサービス料の支払義務）の規定によるほか、次の通りとしま

す。 

  

ブロードバンド

ユニバーサル

サービス料の

適用 

 

ア ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料は、さすガねっと Jプランに

かかる回線契約ごとに適用します。 

イ ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料の計算は、料金月単位で

行います。 

ウ ブロードバンドユニバーサルサ

ブロードバンド

ユニバーサル

サービス料の

適用 

 

ア ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料は、さすガねっと Jプランに

かかる回線契約ごとに適用します。 

イ ブロードバンドユニバーサルサ

ービス料の計算は、料金月単位で

行います。 

ウ ブロードバンドユニバーサルサ
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ービス料については、定額利用料と

同様に日割り計算を行います。 

 
 

ービス料については、定額利用料と

同様に日割り計算を行います。 

 
 

  

2 料金額 2 料金額 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
ブロードバンドユニ

バーサルサービス

料 

 

1 回線

ごとに 

 

ブロードバンドユニバ

ーサルサービス制度

について定めた当社

のホームページに規

定する「ブロードバンド

ユニバーサルサービス

料」の額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
ブロードバンドユニ

バーサルサービス

料 

 

1 回線

ごとに 

 

ブロードバンドユニバ

ーサルサービス制度

について定めた当社

のホームページに規

定する「ブロードバンド

ユニバーサルサービス

料」の額 

 
 

  

注 ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページ

は、次の通りです。 

注 ブロードバンドユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページ

は、次の通りです。 

https://home.osakagas.co.jp/net/charge/ https://home.osakagas.co.jp/net/charge/ 

  

  

第 5表 損害金 第 5表 損害金 

1適用 1適用 
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損害金の適用についてはさすガねっと J プラン契約約款第 5 条（契約者回

線の終端）第 3項に定めるところによります。 

損害金の適用についてはさすガねっと J プラン契約約款第 5 条（契約者回

線の終端）第 3項に定めるところによります。 

  

2損害金の額 2損害金の額 

区分 

 
単位 

 

料金額 

（不課税） 

 
J プラン 320M、J

プラン 1G（集合タ

イプ）用のもの

（Wi-Fi サービス

対応型の端末接続

装置） 

 

1台ごとに 

 
500円 

 

J プラン 1G（戸建

タイプ）、J プラン

10G 用 の も の

（Wi-Fi 対応型の

光回線終端装置

（ＯＮＵ）） 

 

1台ごとに 

 
7,000円 

 

 

区分 

 
単位 

 

料金額 

（不課税） 

 
J プラン 320M、J

プラン 1G（集合タ

イプ）用のもの

（Wi-Fi サービス

対応型の端末接続

装置） 

 

1台ごとに 

 
500円 

 

J プラン 1G（戸建

タイプ）、J プラン

10G 用 の も の

（Wi-Fi 対応型の

光回線終端装置

（ＯＮＵ）） 

 

1台ごとに 

 
7,000円 

 

 

  

第 6表 端末機器修理費 第 6表 端末機器修理費 
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1 適用 1 適用 

端末機器修理の適用は、さすガねっと Jプラン契約約款第 29条（端末機器

に関する費用の支払義務）に定めるところによります。 

端末機器修理の適用は、さすガねっと Jプラン契約約款第 29条（端末機器

に関する費用の支払義務）に定めるところによります。 

  

2修理費の額 2修理費の額 

実費相当額とします。 実費相当額とします。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本料金表は、2026年 3月 1日から実施いたします。 本料金表は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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さすガねっと Jプラン別記 さすガねっと Jプラン別記 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

別記 4 （第 26条関連）自然災害の対象エリア 別記 4 （第 26条関連）自然災害の対象エリア 

法令で定められた区域又は、当社及びジェイコムウエストが自然災害にあた

り、当社及びジェイコムウエストの減免対象とすべきと判断した区域 

法令で定められた区域又は、当社及び JCOM マーケティングが自然災害にあ

たり、当社及び JCOM マーケティングの減免対象とすべきと判断した区域 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別記は、2025年 2月 4日から実施いたします。 本別記は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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さすガねっと Jプラン別表 さすガねっと Jプラン別表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

別表 提供区域 別表 提供区域 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次

事業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な

理由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次

事業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な

理由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

局名 

 

提供区域 

 

宝塚川西局 

 

宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 

 

かわち局 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺

市、柏原市 

 

南大阪局 

 

大阪狭山市、河内長野市、富田林市 

 

和歌山局 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川

市貴志川町の各一部 

 

りんくう局 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、

田尻町、熊取町、岬町 

 

堺局 

 

堺市、高石市 

 

エリア名 

 

提供区域 

 

宝塚川西エリア 

 

宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 

 

かわちエリア 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺

市、柏原市 

 

南大阪エリア 

 

大阪狭山市、河内長野市、富田林市 

 

和歌山エリア 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川

市貴志川町の各一部 

 

りんくうエリア 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、

田尻町、熊取町、岬町 

 

堺エリア 

 

堺市、高石市 
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和泉・泉大津局 

 

和泉市、泉大津市 

 

大阪局 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、

平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラル局 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、

東淀川区、城東区、都島区、鶴見区、

東成区 

 

北摂局 

 

大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょん局 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山崎

町、八幡市 

 

北河内局 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷市、

交野市、寝屋川市 

 

北大阪局 

 

吹田市、豊中市、池田市 

 

高槻局 

 

高槻市、島本町 

 

東大阪局 

 

東大阪市 

 

和泉・泉大津エリア 

 

和泉市、泉大津市 

 

大阪エリア 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、

平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラルエリア 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、

東淀川区、城東区、都島区、鶴見区、

東成区 

 

北摂エリア 

 

大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょんエリア 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山崎

町、八幡市 

 

北河内エリア 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷市、

交野市、寝屋川市 

 

北大阪エリア 

 

吹田市、豊中市、池田市 

 

高槻エリア 

 

高槻市、島本町 

 

東大阪エリア 

 

東大阪市 
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神戸芦屋局 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、

兵庫区、北区、芦屋市、六甲アイラ

ンド 

 

神戸三木局 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、西

区、兵庫区、三木市 

 
 

神戸芦屋エリア 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、

兵庫区、北区、芦屋市、六甲アイラ

ンド 

 

神戸三木エリア 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、西

区、兵庫区、三木市 

 
 

※局名はジェイコムウエストが定めるところによります。 ※エリア名は JCOMマーケティングが定めるところによります。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別表は、2025年 2月 4日から実施いたします。 本別表は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款 J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

第1章 総則 第1章 総則 

第1条 （約款の適用） 第1条 （約款の適用） 

当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款（料金表を含みま

す。以下「約款」といいます。）により、株式会社ジェイコムウエスト（以下

「ジェイコムウエスト」といいます。）が国際電気通信連合憲章（平成 7年条

約第 2 号）、国際電気通信連合条約（平成 7 年条約第 3 号）、電気通信事業法

（昭和 59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。）の規定に基づき電気

通信事業者として行う電気通信回線設備による IP電話サービスを取次事業者

として販売します。 

当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款（料金表を含みま

す。以下「約款」といいます。）により、JCOM マーケティング株式会社（以下

「JCOM マーケティング」といいます。）が国際電気通信連合憲章（平成 7年条

約第 2 号）、国際電気通信連合条約（平成 7 年条約第 3 号）、電気通信事業法

（昭和 59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。）の規定に基づき電気

通信事業者として行う電気通信回線設備による IP電話サービスを取次事業者

として販売します。 

（注）本条のほか、当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとに附帯

するサービス（当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」

といいます。）をこの約款により提供します。 

（注）本条のほか、当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとに附帯

するサービス（当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」

といいます。）をこの約款により提供します。 

    

第2条 （約款の変更等） 第2条 （約款の変更等） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は、変更後の約款によります。 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は、変更後の約款によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む

契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25年法律第 132

号）又は事業法の適用がある場合には、放送法第 150条又は事業法第 26条

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む

契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25年法律第 132

号）又は事業法の適用がある場合には、放送法第 150条又は事業法第 26条
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第 1項における提供条件の概要を含みます。）につき、契約者に対し、当社

の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、

ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上の表

示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 

第 1 項における提供条件の概要を含みます。）につき、契約者に対し、当社

の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、

ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上の表

示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 

  

第3条 （用語の定義） 第3条 （用語の定義） 

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 

 

用語の意味 

 

1電気通信設備 

 

電気通信を行うための機械、器具、

線路その他の電気的設備 

 

2電気通信サービス 

 

 

電気通信設備を使用して他人の通

信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供するこ

と 

 

3J:COM PHONE プラス網 

 

主として通話等の用に供すること

を目的としてインターネットプロ

トコルにより伝送交換を行うため

にジェイコムウエスト又は特別事

業者が設置する電気通信回線設備

（送信の場所と受信の場所との間

用語 

 

用語の意味 

 

1電気通信設備 

 

電気通信を行うための機械、器具、

線路その他の電気的設備 

 

2電気通信サービス 

 

 

電気通信設備を使用して他人の通

信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供するこ

と 

 

3J:COM PHONE プラス網 

 

主として通話等の用に供すること

を目的としてインターネットプロ

トコルにより伝送交換を行うため

に JCOM マーケティング又は特別事

業者が設置する電気通信回線設備

（送信の場所と受信の場所との間
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を接続する伝送路設備及びこれと

一体として設置される交換設備並

びにこれらの附属設備をいいます。

以下同じとします。） 

 

4J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと 

 

当社が取次事業者として販売する、

ジェイコムウエストの J:COM PHONE 

プラス網を使用して行う電気通信

サービス 

 

5サービス取扱所 

 

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとに関する業務を行う当社、ジェ

イコムウエスト又は特別事業者の

事業所等 

 

6契約 

 

当社が取次事業者として販売する

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとの提供を受けることを目的と

して締結される契約 

 

7契約者 

 

当社と契約を締結している者 

 

8相互接続点 特別事業者と特別事業者以外の電

を接続する伝送路設備及びこれと

一体として設置される交換設備並

びにこれらの附属設備をいいます。

以下同じとします。） 

 

4J:COM PHONE プラス for さすガね

っと 

 

当社が取次事業者として販売する、

JCOMマーケティングの J:COM PHONE 

プラス網を使用して行う電気通信

サービス 

 

5サービス取扱所 

 

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとに関する業務を行う当社、JCOM

マーケティング又は特別事業者の

事業所等 

 

6契約 

 

当社が取次事業者として販売する

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとの提供を受けることを目的と

して締結される契約 

 

7契約者 

 

当社と契約を締結している者 

 

8相互接続点 特別事業者と特別事業者以外の電
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 気通信事業者（事業法第 9条の登録

を受けた者又は事業法第 16 条第 1

項の届出をした者をいいます。以下

同じとします。）との間の相互接続

協定（事業法第 33 条第 9 項若しく

は同条第 10項又は第 34条第 4項の

規定に基づき特別事業者が特別事

業者以外の電気通信事業者との間

で電気通信設備の接続に関し締結

した協定をいいます。以下同じとし

ます。）に基づく相互接続に係る電

気通信設備の接続点 

 

9協定事業者 

 

特別事業者と相互接続協定を締結

している電気通信事業者 

 

10J:COM PHONE プラス回線 

 

J:COM PHONE プラス網と契約の申

込者が指定する場所との間にジェ

イコムウエストが設置する電気通

信回線 

 

11 取扱所交換設備 

 

電気通信回線を収容するためにサ

ービス取扱所に設置される特別事

 気通信事業者（事業法第 9条の登録

を受けた者又は事業法第 16 条第 1

項の届出をした者をいいます。以下

同じとします。）との間の相互接続

協定（事業法第 33 条第 9 項若しく

は同条第 10項又は第 34条第 4項の

規定に基づき特別事業者が特別事

業者以外の電気通信事業者との間

で電気通信設備の接続に関し締結

した協定をいいます。以下同じとし

ます。）に基づく相互接続に係る電

気通信設備の接続点 

 

9協定事業者 

 

特別事業者と相互接続協定を締結

している電気通信事業者 

 

10J:COM PHONE プラス回線 

 

J:COM PHONE プラス網と契約の申込

者が指定する場所との間に JCOM マ

ーケティングが設置する電気通信

回線 

 

11取扱所交換設備 

 

電気通信回線を収容するためにサ

ービス取扱所に設置される特別事



旧 新 

業者の交換設備 

 

12 音声通信 

 

おおむね 3kHz の帯域の音声を電

気通信回線を通じて送り、又は受け

る通信 

（注）J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを利用して行う音声通

信以外の通信は、これを音声通信と

みなして取り扱います。 

 

13 他社接続音声通信 

 

相互接続点を介して J:COM PHONE 

プラス網と相互に接続する協定事

業者の電気通信設備を利用して行

う音声通信 

 

14 請求者 

 

当社が提供する J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっとに係る音声通

信を行う者 

 

15 対話者 

 

請求者が当社の提供する J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに

係る音声通信を行おうとする相手 

 

業者の交換設備 

 

12音声通信 

 

おおむね 3kHz の帯域の音声を電

気通信回線を通じて送り、又は受け

る通信 

（注）J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを利用して行う音声通

信以外の通信は、これを音声通信と

みなして取り扱います。 

 

13他社接続音声通信 

 

相互接続点を介して J:COM PHONE 

プラス網と相互に接続する協定事

業者の電気通信設備を利用して行

う音声通信 

 

14請求者 

 

当社が提供する J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっとに係る音声通

信を行う者 

 

15対話者 

 

請求者が当社の提供する J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに

係る音声通信を行おうとする相手 
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16 起算日 

 

当社が契約ごとに定める毎暦月の

一定の日 

 

17 料金月 

 

1の暦月の起算日から次の暦月の起

算日の前日までの間 

 

18 端末設備 

 

J:COM PHONE プラス回線の一端に

接続される電気通信設備であって、

1の部分の設置の場所が他の部分の

設置の場所と同一の構内（これに準

ずる区域内を含みます。）又は同一

の建物内であるもの 

 

19 自営端末設備 

 

契約者が設置する端末設備 

 

20 自営電気通信設備 

 

電気通信回線設備を設置する電気

通信事業者以外の者が設置する電

気通信設備であって、端末設備以外

のもの 

 

21 消費税相当額 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 

号）及び同法に関する法令の規定に

基づき課税される消費税の額並び

16起算日 

 

当社が契約ごとに定める毎暦月の

一定の日 

 

17料金月 

 

1 の暦月の起算日から次の暦月の起

算日の前日までの間 

 

18端末設備 

 

J:COM PHONE プラス回線の一端に接

続される電気通信設備であって、1

の部分の設置の場所が他の部分の

設置の場所と同一の構内（これに準

ずる区域内を含みます。）又は同一

の建物内であるもの 

 

19自営端末設備 

 

契約者が設置する端末設備 

 

20自営電気通信設備 

 

電気通信回線設備を設置する電気

通信事業者以外の者が設置する電

気通信設備であって、端末設備以外

のもの 

 

21消費税相当額 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108 

号）及び同法に関する法令の規定に

基づき課税される消費税の額並び
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に地方税法（昭和 25 年法律第 226 

号）及び同法に関する法令の規定に

基づき課税される地方消費税の額 

 

22 ユニバーサルサービス料 

 

事業法に定める基礎的電気通信役

務の提供の確保のための負担金に

充てるために、基礎的電気通信役務

に係る交付金及び負担金算定等規

則（平成 14 年 6月 19 日総務省令

第 64 号）により算出された額に基

づいて、当社が定める料金 

 

22 の 2電話リレーサービス料 

 

聴覚障害者等による電話の利用の

円滑化に関する法律（令和２年法律

第 53 号）に定める電話リレーサー

ビスの提供の確保のための負担金

に充てるために、聴覚障害者等によ

る電話の利用の円滑化に関する法

律施行規則（令和２年総務省令第

110号）により算出された額に基づ

いて、当社が定める料金 

 

23 特別事業者 ジェイコムウエストに対し、J:COM 

に地方税法（昭和 25 年法律第 226 

号）及び同法に関する法令の規定に

基づき課税される地方消費税の額 

 

22ユニバーサルサービス料 

 

事業法に定める基礎的電気通信役

務の提供の確保のための負担金に

充てるために、基礎的電気通信役務

に係る交付金及び負担金算定等規

則（平成 14 年 6月 19 日総務省令

第 64 号）により算出された額に基

づいて、当社が定める料金 

 

22の 2電話リレーサービス料 

 

聴覚障害者等による電話の利用の

円滑化に関する法律（令和２年法律

第 53 号）に定める電話リレーサー

ビスの提供の確保のための負担金

に充てるために、聴覚障害者等によ

る電話の利用の円滑化に関する法

律施行規則（令和２年総務省令第

110 号）により算出された額に基づ

いて、当社が定める料金 

 

23特別事業者 JCOM マーケティングに対し、J:COM 
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 PHONE プラス for さすガねっとの

用に供する電気通信役務を提供す

る電気通信事業者。具体的には、

KDDI株式会社を指す。 

 

24 緊急通報利用サービス 

 

J:COM PHONEプラス接続回線から緊

急通報に関する電気通信番号（電気

通信番号規則（平成 9年郵政省令第

82号）第 11条に規定するものに限

ります。）への通話のために、特別

事業者によって提供される電気通

信サービス。具体的には、特別ケー

ブルプラスサービスを指す。 

 

25 緊急通報利用契約 

 

契約者が緊急通報利用サービスの

提供を受けるために、特別事業者と

締結する契約。具体的には、特別ケ

ーブルプラス契約を指す。 

 

26 提携事業者 

 

当社及びジェイコムウエストが指

定する、当社及びジェイコムウエス

トとサービスの提携を行っている

電気通信事業者 

 PHONE プラス for さすガねっとの

用に供する電気通信役務を提供す

る電気通信事業者。具体的には、

KDDI株式会社を指す。 

 

24緊急通報利用サービス 

 

J:COM PHONE プラス接続回線から緊

急通報に関する電気通信番号（電気

通信番号規則（平成 9年郵政省令第

82 号）第 11 条に規定するものに限

ります。）への通話のために、特別

事業者によって提供される電気通

信サービス。具体的には、特別ケー

ブルプラスサービスを指す。 

 

25緊急通報利用契約 

 

契約者が緊急通報利用サービスの

提供を受けるために、特別事業者と

締結する契約。具体的には、特別ケ

ーブルプラス契約を指す。 

 

26提携事業者 

 

当社及び JCOM マーケティングが指

定する、当社及び JCOM マーケティ

ングとサービスの提携を行ってい

る電気通信事業者 
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27au ID 

 

特別事業者が発行する ID（以下

「auID」といいます。） 

 

28au ID 利用規約 

 

特別事業者が au IDを提供するため

の規約 

 

29 衛星電話サービス 

 

電波法施行規則第４条第１項第 20

号の８に規定する携帯移動地球局

との間で行われる無線通信による

電気通信サービス（当社及びジェイ

コムウエストが別に定めるものに

限ります。） 

 

29 の 2副回線通信サービス 

 

KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電

話株式会社の副回線通信サービス

利用規約に定める副回線通信サー

ビス 

 
 

 

27au ID 

 

特別事業者が発行する ID（以下

「auID」といいます。） 

 

28au ID 利用規約 

 

特別事業者が au IDを提供するため

の規約 

 

29衛星電話サービス 

 

電波法施行規則第４条第１項第 20

号の８に規定する携帯移動地球局

との間で行われる無線通信による

電気通信サービス（当社及び JCOM

マーケティングが別に定めるもの

に限ります。） 

 

29の 2副回線通信サービス 

 

KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電

話株式会社の副回線通信サービス

利用規約に定める副回線通信サー

ビス 

 
 

  

第4条 （外国における取扱制限） 第4条 （外国における取扱制限） 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの取扱いについては、外国の法令、

外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがありま

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの取扱いについては、外国の法令、

外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがありま
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す。 す。 

  

第2章 J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域 第2章 J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域 

第5条 （J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域） 第5条 （J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域） 

当社の J:COM PHONE プラス for さすガねっとは、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定める提供区域において提供します。 

当社の J:COM PHONE プラス for さすガねっとは、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定める提供区域において提供します。 

2J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域は、変更することがあり

ます。 

2J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域は、変更することがあり

ます。 

  

第3章  契約 第3章  契約 

第6条 （契約の単位） 第6条 （契約の単位） 

当社は、J:COM PHONE プラス回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。こ

の場合、契約者は、1の契約につき 1人に限ります。 

当社は、J:COM PHONE プラス回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。こ

の場合、契約者は、1の契約につき 1人に限ります。 

    

第7条 （契約申込みの方法） 第7条 （契約申込みの方法） 

契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し

当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、契約は当社

がこれを承諾することにより成立するものとします。 

契約の申込みをするときは、その申込みをする者が予めこの約款を承認し

当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することとし、契約は当社

がこれを承諾することにより成立するものとします。 

2前項に定める申込みをする者は、契約の申込みと同時に、特別事業者に対し、

特別事業者が定める方法により緊急通報利用契約及び au ID 利用規約に係

る申込を行うこととし、当社が受付を代行いたします。 

2前項に定める申込みをする者は、契約の申込みと同時に、特別事業者に対し、

特別事業者が定める方法により緊急通報利用契約及び au ID 利用規約に係

る申込を行うこととし、当社が受付を代行いたします。 

3 第 1 項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書

類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場

3 第 1 項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書

類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場
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合及び当社が特に認める場合は、この限りではありません。 合及び当社が特に認める場合は、この限りではありません。 

  

第8条 （契約申込みの承諾） 第8条 （契約申込みの承諾） 

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。

ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更す

ることがあります。 

当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。

ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更す

ることがあります。 

2当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しな

いことがあります。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しな

いことがあります。 

(1） J:COM PHONE プラス回線を設置し、又は保守することが技術上著し

く困難なとき。 

(1） J:COM PHONE プラス回線を設置し、又は保守することが技術上著し

く困難なとき。 

(2） J:COM PHONE プラス回線及び端末設備を設置した後、当社及びジェ

イコムウエストが別に定める一定期間を経過してもなお、当社及びジェ

イコムウエストが J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供を行えな

い状態が継続しているとき。 

(2） J:COM PHONE プラス回線及び端末設備を設置した後、当社及び JCOM

マーケティングが別に定める一定期間を経過してもなお、当社及び JCOM

マーケティングが J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供を行えな

い状態が継続しているとき。 

(3） 契約の申込みをした者（以下本条において「申込者」といいます。）

が J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る料金その他の債務及び当

社が提供する他のサービスに係る料金の支払を現に怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

(3） 契約の申込みをした者（以下本条において「申込者」といいます。）

が J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る料金その他の債務及び当

社が提供する他のサービスに係る料金の支払を現に怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

(4） 申込者が第 21条（利用停止）の規定により J:COM PHONE プラス for 

さすガねっと又は当社及びジェイコムウエストが提供する他のサービス

の利用停止をされている、又は当社及びジェイコムウエストが行う契約

の解除を受けたことがあるとき。 

(4） 申込者が第 21条（利用停止）の規定により J:COM PHONE プラス for 

さすガねっと又は当社及び JCOMマーケティングが提供する他のサービス

の利用停止をされている、又は当社及び JCOMマーケティングが行う契約

の解除を受けたことがあるとき。 

(5） 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を通知したとき。 (5） 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を通知したとき。 
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(6） 申込者がこの約款の規定に違反するおそれがあるとき。 (6） 申込者がこの約款の規定に違反するおそれがあるとき。 

(7)  申込者が未成年であるとき。 (7)  申込者が未成年であるとき。 

(8） 申込者が成年被後見人で、後見人の同意が得られない場合。 (8） 申込者が成年被後見人で、後見人の同意が得られない場合。 

(9） 申込者が料金の支払について、当社が定める支払方法に同意しない

場合。 

(9） 申込者が料金の支払について、当社が定める支払方法に同意しない

場合。 

(10） 申込者が緊急通報利用契約の申込みを行わない場合又は特別事業者

がその申込みを承諾しない場合。 

(10） 申込者が緊急通報利用契約の申込みを行わない場合又は特別事業者

がその申込みを承諾しない場合。 

(11） 申込者がその申込みにあたり当社にて個人情報を登録することを拒

否した場合。 

(11） 申込者がその申込みにあたり当社にて個人情報を登録することを拒

否した場合。 

(12） その他当社、ジェイコムウエスト又は特別事業者の業務の遂行上著

しい支障があるとき。 

(12） その他当社、JCOMマーケティング又は特別事業者の業務の遂行上著

しい支障があるとき。 

3 当社及びジェイコムウエストは、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第

6 号）の規定に基づき、契約者に対して、最終利用者の確認（同計画に定

める最終利用者の確認をいいます。以下同じとします。）を行うことがあ

ります。この場合においては、契約者は、当社及びジェイコムウエスト

の定める期日までに、当社及びジェイコムウエストが別に定める方法に

より最終利用者の確認に応じていただきます。 

3 当社及び JCOM マーケティングは、電気通信番号計画（令和元年総務省告示

第 6 号）の規定に基づき、契約者に対して、最終利用者の確認（同計画

に定める最終利用者の確認をいいます。以下同じとします。）を行うこと

があります。この場合においては、契約者は、当社及び JCOM マーケティ

ングの定める期日までに、当社及び JCOMマーケティングが別に定める方

法により最終利用者の確認に応じていただきます。 

  

第 8条の 2（契約の成立、契約締結後書面の交付等） 第 8条の 2（契約の成立、契約締結後書面の交付等） 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を申込者に交付します。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を申込者に交付します。 
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3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの

方法を契約申込み時に選択するものとします。 

3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの

方法を契約申込み時に選択するものとします。 

（1） 電磁的方法による交付 （1） 電磁的方法による交付 

（2） 紙面による交付 （2） 紙面による交付 

  

第 8条の 3（初期契約解除等） 第 8条の 3（初期契約解除等） 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、文書により契約の解除を行うことができます。 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、文書により契約の解除を行うことができます。 

2 前項の規定による当該契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を

生じます。 

2前項の規定による当該契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を

生じます。 

3 第 1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工、又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全

ての費用を負担するものとします。また、申込者の通話に関する料金（月

額料金を含みます。）の費用負担についても同じとします。 

3第 1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工、又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全

ての費用を負担するものとします。また、申込者の通話に関する料金（月

額料金を含みます。）の費用負担についても同じとします。 

4 前 3項の規定の他、申込者は、引込工事、宅内工事等が未着工又は契約成立

日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及びジェイコムウエ

ストに到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができ

ます。この場合、当社及びジェイコムウエストは申込者に対し、原則として、

いかなる費用の負担も求めません。 

4前 3項の規定の他、申込者は、引込工事、宅内工事等が未着工又は契約成立

日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及び JCOM マーケティ

ングに到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができ

ます。この場合、当社及び JCOM マーケティングは申込者に対し、原則として、

いかなる費用の負担も求めません。 
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第9条 （J:COM PHONE プラス回線の終端） 第9条 （J:COM PHONE プラス回線の終端） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者が指定した場所内の建物又は工作

物において、ジェイコムウエストの線路から原則として最短距離の地点に、

保安器又は配線盤等を設置し J:COM PHONE プラス回線の終端とします。 

当社及び JCOMマーケティングは、契約者が指定した場所内の建物又は工作

物において、JCOM マーケティングの線路から原則として最短距離の地点に、

保安器又は配線盤等を設置し J:COM PHONE プラス回線の終端とします。 

2 前項の地点は、契約者との協議により当社及びジェイコムウエストが定め

ます。 

2 前項の地点は、契約者との協議により当社及び JCOM マーケティングが定

めます。 

  

第10条 （J:COM PHONE プラス回線の収容） 第10条 （J:COM PHONE プラス回線の収容） 

J:COM PHONE プラス回線は、その J:COM PHONE プラス回線の終端のある場

所に基づきジェイコムウエストが指定するサービス取扱所に収容します。な

お、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。 

J:COM PHONE プラス回線は、その J:COM PHONE プラス回線の終端のある場

所に基づき JCOM マーケティングが指定するサービス取扱所に収容します。な

お、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。 

2ジェイコムウエストは、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があると

きは、J:COM PHONE プラス回線を収容するサービス取扱所を変更すること

があります。 

2JCOMマーケティングは、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があると

きは、J:COM PHONE プラス回線を収容するサービス取扱所を変更すること

があります。 

（注）ジェイコムウエストは、本条の規定によるほか、第 48条（修理又は

復旧の順位）の規定による場合は、サービス取扱所を変更することがあり

ます。 

（注）JCOMマーケティングは、本条の規定によるほか、第 48条（修理又は

復旧の順位）の規定による場合は、サービス取扱所を変更することがあり

ます。 

    

第11条 （契約者が行う契約の解除） 第11条 （契約者が行う契約の解除） 

契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知し

ていただきます。 

契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知し

ていただきます。 
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第 11条の 2（契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 第 11条の 2（契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別

途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出

るものとします。 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が別

途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出

るものとします。 

2前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解

約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

2前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき加入契約の解

約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

3 本条第 1項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを

行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、社

会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとしま

す。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 8条（契約

申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

3本条第 1項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを

行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、社

会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとしま

す。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 8条（契約

申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

  

第12条 （破産等による契約の解除） 第12条 （破産等による契約の解除） 

当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契

約を解除することがあります。 

当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契

約を解除することがあります。 

  

第13条 （当社が行う契約の解除） 第13条 （当社が行う契約の解除） 

当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。 

（1） J:COM PHONE プラス回線を設置し、又は保守することが技術上著し （1） J:COM PHONE プラス回線を設置し、又は保守することが技術上著し
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く困難なとき。 く困難なとき。 

（2） 第 21 条（利用停止）の規定により利用停止をされた契約者がなお

その事実を解消しないとき。 

（2） 第 21 条（利用停止）の規定により利用停止をされた契約者がなお

その事実を解消しないとき。 

（3） 電気通信回線の地中化等、当社、ジェイコムウエスト、特別事業者、

又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、当社、ジェイコムウ

エスト又は特別事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、

代替構築が困難で J:COM PHONE プラス for さすガねっとの継続が困難

なとき。 

（3） 電気通信回線の地中化等、当社、JCOMマーケティング、特別事業者、

又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、当社、JCOM マーケテ

ィング又は特別事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、

代替構築が困難で J:COM PHONE プラス for さすガねっとの継続が困難

なとき。 

（4） 当社又はジェイコムウエストが J:COM PHONE プラス for さすガね

っとの提供を終了した場合。 

（4） 当社又は JCOM マーケティングが J:COM PHONE プラス for さすガね

っとの提供を終了した場合。 

2 契約者が、第 11 条（契約者が行う契約の解除）による通知をしない場合で

あり、かつ、明らかに当社が取次事業者として販売する J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっとを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了

させることができるものとします。 

2 契約者が、第 11 条（契約者が行う契約の解除）による通知をしない場合で

あり、かつ、明らかに当社が取次事業者として販売する J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっとを利用していない場合に、当社は通知なく契約を終了

させることができるものとします。 

3 当社は、契約者が第 21 条（利用停止）第 1 項各号の規定のいずれかに該当

する場合に、その事実が当社及びジェイコムウエスト又は特別事業者の業

務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第 1 項の規定に

かかわらず、契約者への通知及び J:COM PHONE プラス for さすガねっとの

利用停止を要せず、契約を直ちに解除することがあります。 

3 当社は、契約者が第 21 条（利用停止）第 1 項各号の規定のいずれかに該当

する場合に、その事実が当社及び JCOMマーケティング又は特別事業者の業

務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第 1 項の規定に

かかわらず、契約者への通知及び J:COM PHONE プラス for さすガねっとの

利用停止を要せず、契約を直ちに解除することがあります。 

4当社は、契約者が緊急通報利用契約を解除した場合は、契約を解除します。 4当社は、契約者が緊急通報利用契約を解除した場合は、契約を解除します。 

5 当社は、第 1項及び前項の規定により、契約を解除しようとするときは、あ

らかじめ、そのことを契約者に通知します。 

5当社は、第 1項及び前項の規定により、契約を解除しようとするときは、あ

らかじめ、そのことを契約者に通知します。 
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第14条 （契約の解除に伴う電気通信設備の撤去） 第14条 （契約の解除に伴う電気通信設備の撤去） 

当社及びジェイコムウエストは、契約が解除されたときは、ジェイコムウ

エストに帰する電気通信設備の資産等を撤去（契約者自身で撤去する場合を

含みます。）し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。 

当社及び JCOMマーケティングは、契約が解除されたときは、JCOM マーケテ

ィングに帰する電気通信設備の資産等を撤去（契約者自身で撤去する場合を

含みます。）し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。 

撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等

の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただき

ます。また、契約者は、ジェイコムウエストが宅内にジェイコムウエストの

端末設備を設置した場合、直ちに宅内に設置したジェイコムウエストの端末

設備をジェイコムウエストに返却するものとします。なお、返却がない場合

は、当社又はジェイコムウエストは、料金表に定める機器損害金を請求しま

す。 

撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等

の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただき

ます。また、契約者は、JCOM マーケティングが宅内に JCOMマーケティングの

端末設備を設置した場合、直ちに宅内に設置した JCOMマーケティングの端末

設備を JCOM マーケティングに返却するものとします。なお、返却がない場合

は、当社又は JCOMマーケティングは、料金表に定める機器損害金を請求しま

す。 

    

第15条 （譲渡の禁止） 第15条 （譲渡の禁止） 

契約者が契約に基づいて J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供を受

ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を

除きます。 

契約者が契約に基づいて J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供を受

ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を

除きます。 

  

第16条 （電気通信番号） 第16条 （電気通信番号） 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る電気通信番号は、1 の契約ご

とに、電気通信番号規則（平成 9年郵政省令第 82号）別表第 1号に規定する

電気通信番号を、ジェイコムウエスト又は特別事業者が定めます。 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る電気通信番号は、1 の契約ご

とに、電気通信番号規則（平成 9年郵政省令第 82号）別表第 1号に規定する

電気通信番号を、JCOMマーケティング又は特別事業者が定めます。 

2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る電気通信番号を変更することがあ

2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る電気通信番号を変更することがあ
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ります。 ります。 

3 前項の規定により、電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。 

3前項の規定により、電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。 

4 当社は、契約者による電気通信番号の指定を受け付けません。 4当社は、契約者による電気通信番号の指定を受け付けません。 

  

第17条 （電気通信番号の変更） 第17条 （電気通信番号の変更） 

契約者は、その契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、そ

のことを当社の指定する方法により特別事業者に通知していただきます 

契約者は、その契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、そ

のことを当社の指定する方法により特別事業者に通知していただきます 

2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を

除いて、その請求を承諾します。 

2当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を

除いて、その請求を承諾します。 

3本条に基づく電気通信番号の変更は有料とし、契約者は当社所定の電気通信

番号変更料金の支払を要します。 

3 本条に基づく電気通信番号の変更は有料とし、契約者は当社所定の電気通信

番号変更料金の支払を要します。 

（注）当社は、本条の規定によるほか、第 48条（修理又は復旧の順位）の

規定による場合は、その契約者に係る電気通信番号を変更することがあり

ます。 

（注）当社は、本条の規定によるほか、第 48条（修理又は復旧の順位）の

規定による場合は、その契約者に係る電気通信番号を変更することがあり

ます。 

  

第18条 （その他の提供条件） 第18条 （その他の提供条件） 

当社は、契約者から請求があったときは、J:COM PHONE プラス回線の利用

の一時中断（その J:COM PHONE プラス回線及び電気通信番号を他に転用する

ことなく一時的に利用できないようにすることをいいます。）を行います。 

当社は、契約者から請求があったときは、J:COM PHONE プラス回線の利用

の一時中断（その J:COM PHONE プラス回線及び電気通信番号を他に転用する

ことなく一時的に利用できないようにすることをいいます。）を行います。 

2(1）当社は、契約者が当社に支払うべき J:COM PHONE プラス for さすガね

っと等の料金の累積額（既に当社に支払われた金額を除きます。）について、

次のいずれかに該当する場合は、限度額（以下本項において「利用限度額」

2(1）当社は、契約者が当社に支払うべき J:COM PHONE プラス for さすガね

っと等の料金の累積額（既に当社に支払われた金額を除きます。）について、

次のいずれかに該当する場合は、限度額（以下本項において「利用限度額」
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といいます。）を定めることがあります。 といいます。）を定めることがあります。 

ア 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加すること

が予想される者 

ア 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加すること

が予想される者 

イ J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の料金等の支払を現に怠

り、又は怠るおそれがある者 

イ J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の料金等の支払を現に怠

り、又は怠るおそれがある者 

(2） 前号の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者

にその利用限度額を通知します。この場合、契約者の住所等への郵送等

の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 

(2） 前号の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者

にその利用限度額を通知します。この場合、契約者の住所等への郵送等

の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 

(3） 利用限度額は、当社が別に定める額とします。 (3） 利用限度額は、当社が別に定める額とします。 

(4） 当社は、第 1号に定める J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の

料金の累積額が利用限度額を超えたときは、契約者に J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっと等の提供を行わないことがあります。 

(4） 当社は、第 1号に定める J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の

料金の累積額が利用限度額を超えたときは、契約者に J:COM PHONE プラ

ス for さすガねっと等の提供を行わないことがあります。 

(5） 契約者は、第 1 号の規定により利用限度額を設定された場合であっ

ても、利用限度額を超える部分の料金等の支払について、第 37条（利用

料の支払義務）第 1項の規定の適用を免れるものではありません。 

(5） 契約者は、第 1 号の規定により利用限度額を設定された場合であっ

ても、利用限度額を超える部分の料金等の支払について、第 37条（利用

料の支払義務）第 1項の規定の適用を免れるものではありません。 

(6） 第 1 号に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めた

ときは契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。 

(6） 第 1 号に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めた

ときは契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。 

3 当社及びジェイコムウエストは、その契約者回線について端末設備を提供し

ます。ただし、地域事情、建物状況により、端末設備を提供しない場合が

あります。また、当社は、契約者から請求があったときには、正当な理由

がある場合に限り、当社及びジェイコムウエストが提供する端末設備の移

転を行います。 

3 当社及び JCOM マーケティングは、その契約者回線について端末設備を提供

します。ただし、地域事情、建物状況により、端末設備を提供しない場合

があります。また、当社は、契約者から請求があったときには、正当な理

由がある場合に限り、当社及び JCOM マーケティングが提供する端末設備の

移転を行います。 

4当社は、契約者から契約者回線の利用の一時中断及び契約の解除の請求があ 4当社は、契約者から契約者回線の利用の一時中断及び契約の解除の請求があ
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ったときは、当社及びジェイコムウエストが提供する端末設備の撤去を行

うことができます。 

ったときは、当社及び JCOM マーケティングが提供する端末設備の撤去を行

うことができます。 

  

第4章 付加機能 第4章 付加機能 

第19条 （付加機能の提供） 第19条 （付加機能の提供） 

当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定

めるところにより、付加機能を提供します。ただし、J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る契約の申込をした契約者については、最終利用者の確認

を完了した場合、当該契約の申込の翌日に着信転送サービスの提供について

請求があったものとみなして取り扱います。 

当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定

めるところにより、付加機能を提供します。ただし、J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る契約の申込をした契約者については、最終利用者の確認

を完了した場合、当該契約の申込の翌日に着信転送サービスの提供について

請求があったものとみなして取り扱います。 

(1） 付加機能の提供を請求した契約者が J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと及び当社が提供する他のサービスに係る料金又は工事に関する費

用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(1） 付加機能の提供を請求した契約者が J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと及び当社が提供する他のサービスに係る料金又は工事に関する費

用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(2） 付加機能の提供を請求した契約者が第 21条（利用停止）の規定によ

り J:COM PHONE プラス for さすガねっと及び当社が提供する他のサービ

スの利用停止をされている、又は当社が行う契約及び当社が提供する他

のサービス契約の解除を受けたことがあるとき。 

(2） 付加機能の提供を請求した契約者が第 21条（利用停止）の規定によ

り J:COM PHONE プラス for さすガねっと及び当社が提供する他のサービ

スの利用停止をされている、又は当社が行う契約及び当社が提供する他

のサービス契約の解除を受けたことがあるとき。 

(3） 付加機能の提供を請求した契約者が本条第 2 項の規定により、その

付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けた

ことがあるとき。 

(3） 付加機能の提供を請求した契約者が本条第 2 項の規定により、その

付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けた

ことがあるとき。 

(4） 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行っ

たとき、又はその請求に不備があるとき。 

(4） 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行っ

たとき、又はその請求に不備があるとき。 

(5） 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく (5） 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく
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困難である等当社又は特別事業者の業務の遂行上支障があるとき。 困難である等当社又は特別事業者の業務の遂行上支障があるとき。 

2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は

廃止を行うことがあります。 

2当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は

廃止を行うことがあります。 

  

第5章 利用中止等 第5章 利用中止等 

第20条 （利用中止） 第20条 （利用中止） 

当社及びジェイコムウエストは、次の場合には、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとの一部又は全部の利用を中止することがあります。 

当社及び JCOMマーケティングは、次の場合には、J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとの一部又は全部の利用を中止することがあります。 

(1） ジェイコムウエスト又は特別事業者の電気通信設備の保守上又は工

事上やむを得ないとき。 

(1） JCOM マーケティング又は特別事業者の電気通信設備の保守上又は工

事上やむを得ないとき。 

(2） 特定の J:COM PHONE プラス回線から多数の不完了通信（対話者の応

答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。）を

発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそ

れがあるとジェイコムウエスト又は特別事業者が認めたとき。 

(2） 特定の J:COM PHONE プラス回線から多数の不完了通信（対話者の応

答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。）を

発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそ

れがあると JCOM マーケティング又は特別事業者が認めたとき。 

(3） 第 24 条（通信利用の制限等）及び第 29 条（非常事態が発生した場

合等における非自動音声通信の利用の制限）の規定により、通信利用を

中止するとき。 

(3） 第 24 条（通信利用の制限等）及び第 29 条（非常事態が発生した場

合等における非自動音声通信の利用の制限）の規定により、通信利用を

中止するとき。 

(4） 第 5条（J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域）の規定

により、提供地域を変更するとき。 

(4） 第 5条（J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域）の規定

により、提供地域を変更するとき。 

2 前項に規定する場合のほか、第 18 条（その他の提供条件）第 2 項第 6 号に

基づき、当社は、契約者本人であることを確認できるまでその契約者に係

る J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用を中止することがありま

す。 

2 前項に規定する場合のほか、第 18 条（その他の提供条件）第 2 項第 6 号に

基づき、当社は、契約者本人であることを確認できるまでその契約者に係

る J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用を中止することがありま

す。 
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3 当社は、前 2項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用

を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。た

だし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

3当社は、前 2項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用

を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。た

だし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

4 当社は、第 2項により J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用中止

をした場合、契約者本人であることを確認したときは、その契約者に係る

J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用中止を解除します。その場

合、あらかじめ、解除をする日を契約者に通知します。ただし、緊急やむ

を得ない場合はこの限りでありません。 

4当社は、第 2項により J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用中止

をした場合、契約者本人であることを確認したときは、その契約者に係る

J:COM PHONE プラス for さすガねっと等の利用中止を解除します。その場

合、あらかじめ、解除をする日を契約者に通知します。ただし、緊急やむ

を得ない場合はこの限りでありません。 

  

第21条 （利用停止） 第21条 （利用停止） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者が次のいずれかに該当する場合は、

その J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用を停止することがありま

す。 

当社及び JCOMマーケティングは、契約者が次のいずれかに該当する場合は、

その J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用を停止することがありま

す。 

（1） 料金その他の債務（当社との他の契約に基づくものを含みます。以

下この条において同じとします。）について、支払期日を経過してもなお

支払わないとき（支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社

がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。 

（1） 料金その他の債務（当社との他の契約に基づくものを含みます。以

下この条において同じとします。）について、支払期日を経過してもなお

支払わないとき（支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社

がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。 

（2） 第 52 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 （2） 第 52条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

（3） 当社の承諾を得ずに、J:COM PHONE プラス回線に、自営端末設備、

自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線

又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したと

き。ただし、当社が特に認めた設備、回線はこの限りではありません。 

（3） 当社の承諾を得ずに、J:COM PHONE プラス回線に、自営端末設備、

自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線

又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したと

き。ただし、当社が特に認めた設備、回線はこの限りではありません。 

（4） J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備若しくは自 （4） J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備若しくは自
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営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供

に支障がある場合にジェイコムウエストが行う検査を受けることを拒ん

だとき、又はその検査の結果、端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第

31 号）に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通

信設備を J:COM PHONE プラス回線から取り外さなかったとき。 

営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供

に支障がある場合に JCOMマーケティングが行う検査を受けることを拒ん

だとき、又はその検査の結果、端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第

31 号）に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通

信設備を J:COM PHONE プラス回線から取り外さなかったとき。 

（5） J:COM PHONE プラス for さすガねっとに関する当社及びジェイコ

ムウエスト又は特別事業者の業務の遂行若しくは当社及びジェイコムウ

エスト又は特別事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼ

すおそれのある行為をしたと当社が認めたとき。 

（5） J:COM PHONE プラス for さすガねっとに関する当社及び JCOMマー

ケティング又は特別事業者の業務の遂行若しくは当社及び JCOMマーケテ

ィング又は特別事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼ

すおそれのある行為をしたと当社が認めたとき。 

（6） 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為を行ったと

き、又は反するおそれがあると当社が認めるとき。 

（6） 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為を行ったと

き、又は反するおそれがあると当社が認めるとき。 

2当社は、複数の契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において、

第 52条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したときは、その全ての

契約に係る J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用を停止することが

あります。 

2当社は、複数の契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において、

第 52条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したときは、その全ての

契約に係る J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用を停止することが

あります。 

3 当社は、前 2項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用

停止をするときは、あらかじめ、その理由を契約者に通知します。 

3当社は、前 2項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの利用

停止をするときは、あらかじめ、その理由を契約者に通知します。 

ただし、第 1項第 2号、第 6号又は前項の規定により J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとの利用停止をする場合は、この限りでありません。 

ただし、第 1項第 2号、第 6号又は前項の規定により J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとの利用停止をする場合は、この限りでありません。 

  

第22条 （J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休止） 第22条 （J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休止） 

当社及びジェイコムウエストは、相互接続協定に基づく相互接続の一時停

止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止

当社及び JCOMマーケティングは、相互接続協定に基づく相互接続の一時停

止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止
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等により、契約者が J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用するこ

とができなくなったときは、J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休

止（J:COM PHONE プラス for さすガねっとを利用して行う通信と他社接続音

声通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。 

等により、契約者が J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用するこ

とができなくなったときは、J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休

止（J:COM PHONE プラス for さすガねっとを利用して行う通信と他社接続音

声通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。 

ただし、その J:COM PHONE プラス for さすガねっとについて、契約者から

契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

ただし、その J:COM PHONE プラス for さすガねっとについて、契約者から

契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

2 当社は、前項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休

止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 

2当社は、前項の規定により J:COM PHONE プラス for さすガねっとの接続休

止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 

3 第 1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1

年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その J:COM PHONE プ

ラス for さすガねっとに係る契約は解除されたものとして取り扱います。

この場合には、当社は、そのことを契約者にお知らせします。 

3第 1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1

年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その J:COM PHONE プ

ラス for さすガねっとに係る契約は解除されたものとして取り扱います。

この場合には、当社は、そのことを契約者にお知らせします。 

  

第6章 音声通信 第6章 音声通信 

第 1節 音声通信の区別等 第 1節 音声通信の区別等 

第23条 （音声通信の区別等） 第23条 （音声通信の区別等） 

音声通信の区別は、次のとおりとします。 音声通信の区別は、次のとおりとします。 

区別 

 

内容 

 

自動音声通

信 

 

請求者のダイヤル操作により、自動的

に対話者に接続される音声通信 

 

非自動音声 特別事業者の電話交換局の交換取扱者

区別 

 

内容 

 

自動音声通

信 

 

請求者のダイヤル操作により、自動的

に対話者に接続される音声通信 

 

非自動音声 特別事業者の電話交換局の交換取扱者



旧 新 

通信 

 

又は外国の交換取扱者を介して、対話

者側に接続される国際音声通信 

 
 

通信 

 

又は外国の交換取扱者を介して、対話

者側に接続される国際音声通信 

 
 

2 非自動音声通信の種別は、第 26条（非自動音声通信の種別及び接続の順位）

及び料金表第 1 基本利用料に定めるところによります。 

2非自動音声通信の種別は、第 26条（非自動音声通信の種別及び接続の順位）

及び料金表第 1 基本利用料に定めるところによります。 

  

第 2節 通信利用の制限等 第 2節 通信利用の制限等 

第24条 （通信利用の制限等） 第24条 （通信利用の制限等） 

当社及びジェイコムウエストは、天災、事変その他の非常事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防

若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のため

に必要な事項を内容とする通信（非自動音声通信を除きます。以下この条に

おいて同じとします。）及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする

通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている J:COM PHONE 

プラス回線であって、当社及びジェイコムウエストがそれらの機関との協議

により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域

への自動音声通信を中止する措置を含みます。）を執ることがあります。 

当社及び JCOMマーケティングは、天災、事変その他の非常事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防

若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のため

に必要な事項を内容とする通信（非自動音声通信を除きます。以下この条に

おいて同じとします。）及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする

通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている J:COM PHONE 

プラス回線であって、当社及び JCOM マーケティングがそれらの機関との協議

により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域

への自動音声通信を中止する措置を含みます。）を執ることがあります。 

機関名 

 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、

秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関

係がある機関、海上の保安に直接関係がある機

関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務

機関名 

 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、

秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関

係がある機関、海上の保安に直接関係がある機

関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務
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の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接

関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機

関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理

機関、別記 16 に定める基準に該当する新聞社、

放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う

金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方

公共団体の機関 

 
 

の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接

関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機

関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理

機関、別記 16 に定める基準に該当する新聞社、

放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う

金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方

公共団体の機関 

 
 

2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設

定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先

に着信しないことがあります。 

2通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設

定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先

に着信しないことがあります。 

  

第25条 （通信時間等の制限） 第25条 （通信時間等の制限） 

当社及びジェイコムウエストは、音声通信（非自動音声通信を除きます。

以下この条において同じとします。）が著しくふくそうするときは、その通信

時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。 

当社及び JCOMマーケティングは、音声通信（非自動音声通信を除きます。

以下この条において同じとします。）が著しくふくそうするときは、その通信

時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。 

  

第26条 （非自動音声通信の種別及び接続の順位） 第26条 （非自動音声通信の種別及び接続の順位） 

非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。 

種別 

 

内容 

 

接続の順位 

 

非常音声通信 

 

1 海上、陸上、空中及

び宇宙空間における人

1 

 

種別 

 

内容 

 

接続の順位 

 

非常音声通信 

 

1 海上、陸上、空中及

び宇宙空間における人

1 
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命の安全に関する非自

動音声通信 

2 世界保健機関の伝

染病に関する特別に緊

急な非自動音声通信 

3 大事故、地震、暴風、

台風、火事、洪水、難

破その他の災害又は人

命救助業務に関係する

非自動音声通信 

 

緊急音声通信 

 

次に掲げる者が行う非

自動音声通信並びに国

際連合の特権及び免除

に関する条約（昭和 38 

年条約第 12 号）第 3

条及び専門機関の特権

及び免除に関する条約

（昭和 38 年条約第 

13 号）第 4条の規定に

基づき、国際連合及び

専門機関が行う公用の

非自動音声通信（以下

2 

 

命の安全に関する非自

動音声通信 

2 世界保健機関の伝

染病に関する特別に緊

急な非自動音声通信 

3 大事故、地震、暴風、

台風、火事、洪水、難

破その他の災害又は人

命救助業務に関係する

非自動音声通信 

 

緊急音声通信 

 

次に掲げる者が行う非

自動音声通信並びに国

際連合の特権及び免除

に関する条約（昭和 38 

年条約第 12 号）第 3

条及び専門機関の特権

及び免除に関する条約

（昭和 38 年条約第 

13 号）第 4条の規定に

基づき、国際連合及び

専門機関が行う公用の

非自動音声通信（以下

2 
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「官用音声通信」とい

います。）であって、先

順位を請求したもの 

(1） 国の元首 

(2） 政府の首長及び

政府の一員である者 

(3） 陸軍、海軍及び

空軍の司令長官 

(4） 外交官及び領事

官 

(5） 国際連合の事務

総長及び国際連合の主

要機関の長 

(6） 国際司法裁判所 

 

一般音声通信 

 

非常音声通信及び緊急

音声通信以外の非自動

音声通信 

 

3 

 

 

「官用音声通信」とい

います。）であって、先

順位を請求したもの 

(1） 国の元首 

(2） 政府の首長及び

政府の一員である者 

(3） 陸軍、海軍及び

空軍の司令長官 

(4） 外交官及び領事

官 

(5） 国際連合の事務

総長及び国際連合の主

要機関の長 

(6） 国際司法裁判所 

 

一般音声通信 

 

非常音声通信及び緊急

音声通信以外の非自動

音声通信 

 

3 

 

 

  

第27条 （非自動音声通信における通信時間の制限） 第27条 （非自動音声通信における通信時間の制限） 

当社及びジェイコムウエストは、非自動音声通信が著しくふくそうすると

きは、一般音声通信（官用音声通信を除きます。）に限り、その通信時間を制

当社及び JCOMマーケティングは、非自動音声通信が著しくふくそうすると

きは、一般音声通信（官用音声通信を除きます。）に限り、その通信時間を制
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限することがあります。 限することがあります。 

  

第28条 （非自動音声通信における音声通信の切断） 第28条 （非自動音声通信における音声通信の切断） 

当社及びジェイコムウエストは、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、

一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。 

当社及び JCOMマーケティングは、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、

一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。 

  

第29条 （非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限） 第29条 （非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限） 

当社及びジェイコムウエストは、天災、事変、その他の非常事態の発生、

又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著し

く遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の

措置を執ることがあります。 

当社及び JCOMマーケティングは、天災、事変、その他の非常事態の発生、

又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著し

く遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の

措置を執ることがあります。 

(1） 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。 (1） 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。 

(2） 非常音声通信のほかは、受け付けません。 (2） 非常音声通信のほかは、受け付けません。 

  

第 3節 音声通信の品質 第 3節 音声通信の品質 

第30条 （音声通信の品質） 第30条 （音声通信の品質） 

音声通信の品質については、端末設備の接続形態等 J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとの利用形態により変動する場合があります。 

音声通信の品質については、端末設備の接続形態等 J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとの利用形態により変動する場合があります。 

  

第 4 節 当社及びジェイコムウエスト又は協定事業者の契約約款等による制

約 

第 4節 当社及び JCOMマーケティング又は協定事業者の契約約款等による制

約 

第31条 （当社及びジェイコムウエスト又は協定事業者の契約約款等による

制約） 

第31条 （当社及び JCOMマーケティング又は協定事業者の契約約款等による

制約） 
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契約者は、当社及びジェイコムウエスト又は協定事業者の電気通信サービ

スに関する契約約款等の規定により、J:COM PHONE プラス for さすガねっと

に係る協定事業者の電気通信回線を使用することができない場合において

は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る通信を行うことはできませ

ん。 

契約者は、当社及び JCOMマーケティング又は協定事業者の電気通信サービ

スに関する契約約款等の規定により、J:COM PHONE プラス for さすガねっと

に係る協定事業者の電気通信回線を使用することができない場合において

は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る通信を行うことはできませ

ん。 

  

第 5節 通信時間の測定等 第 5節 通信時間の測定等 

第32条 （通信時間の測定等） 第32条 （通信時間の測定等） 

通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。 通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。 

  

第 6節 発信電気通信番号等通知 第 6節 発信電気通信番号等通知 

第33条 （発信電気通信番号等通知） 第33条 （発信電気通信番号等通知） 

音声通信については、その発信電気通信番号（その音声通信の発信元に係

る電気通信番号をいいます。以下同じとします。）を着信先の当社及びジェイ

コムウエストの契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接

続点へ通知します。 

音声通信については、その発信電気通信番号（その音声通信の発信元に係

る電気通信番号をいいます。以下同じとします。）を着信先の当社及び JCOM

マーケティングの契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互

接続点へ通知します。 

ただし、次の音声通信については、この限りでありません。 ただし、次の音声通信については、この限りでありません。 

(1） 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信 (1） 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信 

(2） 料金表第 2 付加機能利用料に規定する特定の付加機能の提供を受け

ている J:COM PHONE プラス回線から行う音声通信（音声通信の発信に先

立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。） 

(2） 料金表第 2 付加機能利用料に規定する特定の付加機能の提供を受け

ている J:COM PHONE プラス回線から行う音声通信（音声通信の発信に先

立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。） 

2 前項にかかわらず、電気通信番号規則（平成 9 年郵政省令第 82 号）に規定

する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信について

2 前項にかかわらず、電気通信番号規則（平成 9 年郵政省令第 82 号）に規定

する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信について
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は、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。 は、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。 

ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信に

ついては、この限りでありません。 

ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信に

ついては、この限りでありません。 

当社及びジェイコムウ

エストが通知する情報 

 

通知する相手先 

 

発信電気通信番号 

 

着信先の当社及びジェ

イコムウエストの契約

約款に定める契約者回

線又は電気通信回線に

係る相互接続点 

 

発信電気通信番号並び

にその音声通話の発信

元に係る契約者の氏名

又は名称及び所在地 

 

その緊急通報に関する

音声通信の着信のあっ

た警察機関、海上保安

機関又は消防機関 

 
 

当社及び JCOMマーケテ

ィングが通知する情報 

 

通知する相手先 

 

発信電気通信番号 

 

着 信 先 の 当 社 及 び

JCOM マーケティング

の契約約款に定める契

約者回線又は電気通信

回線に係る相互接続点 

 

発信電気通信番号並び

にその音声通話の発信

元に係る契約者の氏名

又は名称及び所在地 

 

その緊急通報に関する

音声通信の着信のあっ

た警察機関、海上保安

機関又は消防機関 

 
 

3 当社は、前項の場合において情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに

伴い発生する損害については、第 49条（責任の制限）の規定に該当する場

合に限り、その規定により責任を負います。 

3当社は、前項の場合において情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに

伴い発生する損害については、第 49条（責任の制限）の規定に該当する場

合に限り、その規定により責任を負います。 

（注 1）契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の

利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用に

おける発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただ

（注 1）契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の

利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用に

おける発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただ
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きます。 きます。 

（注 2）本条第 1項第 2号の「特定の付加機能」は、料金表第 2 付加機能

利用料に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。 

（注 2）本条第 1項第 2号の「特定の付加機能」は、料金表第 2 付加機能

利用料に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。 

  

第7章 料金等 第7章 料金等 

第 1節 料金及び工事に関する費用 第 1節 料金及び工事に関する費用 

第34条 （料金及び工事に関する費用） 第34条 （料金及び工事に関する費用） 

当社が取次事業者として販売する J:COM PHONE プラス for さすガねっとに

係る料金は、基本利用料、付加機能利用料、相互接続番号案内料、手続きに

関する料金及び工事費、付帯サービスに関する料金等、ユニバーサルサービ

ス料、電話リレーサービス料、機器損害金、番号維持管理料金及び端末機器

修理費とし、料金表及び当社が別に定めるところによります。 

当社が取次事業者として販売する J:COM PHONE プラス for さすガねっとに

係る料金は、基本利用料、付加機能利用料、相互接続番号案内料、手続きに

関する料金及び工事費、付帯サービスに関する料金等、ユニバーサルサービ

ス料、電話リレーサービス料、機器損害金、番号維持管理料金及び端末機器

修理費とし、料金表及び当社が別に定めるところによります。 

2 料金の支払方法は、当社が定める料金表によります。 2料金の支払方法は、当社が定める料金表によります。 

  

第 2節 料金等の支払義務 第 2節 料金等の支払義務 

第35条 （定額利用料の支払義務） 第35条 （定額利用料の支払義務） 

契約者は、当社が提供する J:COM PHONE プラス for さすガねっとの定額利

用料（料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める料金

のうち、定額料金であるもの、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサー

ビス料をいいます。以下同じとします。）の支払を要します。 

契約者は、当社が提供する J:COM PHONE プラス for さすガねっとの定額利

用料（料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める料金

のうち、定額料金であるもの、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサー

ビス料をいいます。以下同じとします。）の支払を要します。 

2 前項の期間において、利用停止等により J:COM PHONE プラス for さすガね

っとを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払は、

次によります。ただし、自然災害その他当社及びジェイコムウエストの責

2前項の期間において、利用停止等により J:COM PHONE プラス for さすガね

っとを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払は、

次によります。ただし、自然災害その他当社及び JCOMマーケティングの責
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めに帰する事のできない事由による場合には、この限りではありません。 めに帰する事のできない事由による場合には、この限りではありません。 

（1） 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料

の支払を要します。 

（1） 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の定額利用料

の支払を要します。 

（2） 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支

払を要します。 

（2） 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支

払を要します。 

（3） 前 2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとを利用できなかった期間中の定額利用料の支

払を要します。 

（3） 前 2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとを利用できなかった期間中の定額利用料の支

払を要します。 

区別 

 

支払を要しない料金 

 

1 契約者の責めによらない理由に

より、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを全く利用できない状

態（J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとに係る電気通信設備によ

る全ての通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます。以下こ

の表において同じとします。）が生

じた場合に、そのことを当社又はジ

ェイコムウエストが知った時刻か

ら起算して 24 時間以上その状態

が連続したとき。 

そのことを当社又はジェイコムウ

エストが知った時刻以後の利用で

きなかった時間（24 時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、

24 時間ごとに日数を計算し、その

日数に対応する定額利用料 

 

区別 

 

支払を要しない料金 

 

1 契約者の責めによらない理由に

より、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを全く利用できない状

態（J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとに係る電気通信設備によ

る全ての通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます。以下こ

の表において同じとします。）が生

じた場合に、そのことを当社又は

JCOM マーケティングが知った時刻

から起算して 24 時間以上その状

態が連続したとき。 

そのことを当社又は JCOM マーケテ

ィングが知った時刻以後の利用で

きなかった時間（24 時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、

24 時間ごとに日数を計算し、その

日数に対応する定額利用料 
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2 当社又はジェイコムウエストの

故意又は重大な過失により、その

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとを全く利用できない状態が生

じたとき 

 

そのことを当社又はジェイコムウ

エストが知った時刻以後の利用で

きなかった時間について、その時間

に対応する定額利用料 

 

3 サービス提供地域の変更に伴っ

て、J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを利用できなくなった期

間が生じたとき（契約者の都合によ

り、J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを利用しなかった場合で

あって、J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る電気通信設備

等を保留したときを除きます。）。 

 

利用できなくなった日から起算し、

再び利用できる状態とした日の前

日までの日数に対応する定額利用

料 

 

4 J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとの接続休止をしたとき。 

 

接続休止をした日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日ま

での日数に対応する定額利用料 

 
 

 

2 当社又は JCOMマーケティングの

故意又は重大な過失により、その

J:COM PHONE プラス for さすガね

っとを全く利用できない状態が生

じたとき 

 

そのことを当社又は JCOM マーケテ

ィングが知った時刻以後の利用で

きなかった時間について、その時間

に対応する定額利用料 

 

3 サービス提供地域の変更に伴っ

て、J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを利用できなくなった期

間が生じたとき（契約者の都合によ

り、J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを利用しなかった場合で

あって、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとに係る電気通信設備等

を保留したときを除きます。）。 

 

利用できなくなった日から起算し、

再び利用できる状態とした日の前

日までの日数に対応する定額利用

料 

 

4 J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっとの接続休止をしたとき。 

 

接続休止をした日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日ま

での日数に対応する定額利用料 

 
 

3 当社は、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ

の料金を返還します。 

3当社は、支払を要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ

の料金を返還します。 
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第36条 （ユニバーサルサービス料の支払義務） 第36条 （ユニバーサルサービス料の支払義務） 

契約者は、料金表第 5（ユニバーサルサービス料）の規定に基づいて算定し

たユニバーサルサービス料の支払を要します。 

契約者は、料金表第 5（ユニバーサルサービス料）の規定に基づいて算定し

たユニバーサルサービス料の支払を要します。 

  

第 36条の 2（電話リレーサービス料の支払義務） 第 36条の 2（電話リレーサービス料の支払義務） 

契約者は、料金表第 9（電話リレーサービス料）の規定に基づいて算定した

電話リレーサービス料の支払を要します 

契約者は、料金表第 9（電話リレーサービス料）の規定に基づいて算定した

電話リレーサービス料の支払を要します 

  

第37条 （利用料の支払義務） 第37条 （利用料の支払義務） 

契約者は、第 32条（通信時間の測定等）の規定により特別事業者が測定し

た通信時間と料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料の規定

とに基づいて算定した利用料（料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加

機能利用料に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じ

とします。）の支払を要します。 

契約者は、第 32条（通信時間の測定等）の規定により特別事業者が測定し

た通信時間と料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料の規定

とに基づいて算定した利用料（料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加

機能利用料に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じ

とします。）の支払を要します。 

ただし、料金表第 2 付加機能利用料に定める付加機能を利用した通信の利

用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

ただし、料金表第 2 付加機能利用料に定める付加機能を利用した通信の利

用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

2 契約者は、その J:COM PHONE プラス回線により契約者以外の者が行った通

信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。 

2 契約者は、その J:COM PHONE プラス回線により契約者以外の者が行った通

信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。 

3 契約者は、利用料について、当社及びジェイコムウエスト又は特別事業者の

機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第 1 

基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定めるところにより算定し

た料金額の支払を要します。この場合において、特別の事情があるときは、

3 契約者は、利用料について、当社及び JCOM マーケティング又は特別事業者

の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表

第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定めるところにより算

定した料金額の支払を要します。この場合において、特別の事情があると
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当社は、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 きは、当社は、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 

  

第38条 （手続きに関する料金の支払義務） 第38条 （手続きに関する料金の支払義務） 

契約者は、料金表に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したと

き、及び、契約者の行為等に伴い当社の手続きが必要となったときは、手続

きに関する料金の支払を要します。 

契約者は、料金表に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したと

き、及び、契約者の行為等に伴い当社の手続きが必要となったときは、手続

きに関する料金の支払を要します。 

ただし、その J:COM PHONE プラス回線の設置工事の着手前にその契約を解

除した場合又は料金表に規定する手続きの着手前に請求の取消しがあった場

合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われていると

きは、当社は、その料金を返還します。 

ただし、その J:COM PHONE プラス回線の設置工事の着手前にその契約を解

除した場合又は料金表に規定する手続きの着手前に請求の取消しがあった場

合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われていると

きは、当社は、その料金を返還します。 

  

第39条 （工事費の支払義務） 第39条 （工事費の支払義務） 

契約者は、料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したとき

は、工事費の支払を要します。 

契約者は、料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したとき

は、工事費の支払を要します。 

ただし、工事の着手前にその J:COM PHONE プラス for さすガねっとの解除

又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）

があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事

費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

ただし、工事の着手前にその J:COM PHONE プラス for さすガねっとの解除

又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）

があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事

費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

2契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかか

わらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工

事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要す

る費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

2契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかか

わらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工

事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要す

る費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 
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第 39条の 2（端末機器に関する費用の支払義務） 第 39条の 2（端末機器に関する費用の支払義務） 

契約者は、故意又は過失により当社及びジェイコムウエストから貸与して

いる端末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、ま

た、紛失及び修理不能による場合は、料金表で規定する未返却時の機器損害

金を適用し、それぞれ当社又はジェイコムウエストに支払うものとします。 

契約者は、故意又は過失により当社及び JCOM マーケティングから貸与して

いる端末機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、ま

た、紛失及び修理不能による場合は、料金表で規定する未返却時の機器損害

金を適用し、それぞれ当社又は JCOM マーケティングに支払うものとします。 

  

第 3節 料金の計算方法 第 3節 料金の計算方法 

第40条 （料金の計算方法） 第40条 （料金の計算方法） 

料金の計算方法は、料金表に定めるところによります。 料金の計算方法は、料金表に定めるところによります。 

  

第 4節 割増金及び延滞利息 第 4節 割増金及び延滞利息 

第41条 （割増金） 第41条 （割増金） 

契約者は、料金又は工事に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の

2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定す

る期日までに支払っていただきます。 

契約者は、料金又は工事に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の

2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定す

る期日までに支払っていただきます。 

  

第42条 （延滞処理） 第42条 （延滞処理） 

契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を

お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間

に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起算

して 10日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を

お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間

に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から起算

して 10日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

2 延滞利息は、次の算式により算定します。 2延滞利息は、次の算式により算定します。 
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算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払日までの日数×0.0274

パーセント 

算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払日までの日数×0.0274

パーセント 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定に基づきあわせてお支払いいただく料

金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、支

払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定に基づきあわせてお支払いいただく料

金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、支

払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3項の規定に基づきあわせてお支払いいただく

料金の支払期日とおなじといたします。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3項の規定に基づきあわせてお支払いいただく

料金の支払期日とおなじといたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 

  

第 5節 他社接続音声通信の料金の取扱い 第 5節 他社接続音声通信の料金の取扱い 

第43条 （他社接続音声通信の料金の取扱い） 第43条 （他社接続音声通信の料金の取扱い） 

契約者は、相互接続協定に基づき当社及びジェイコムウエスト又は協定事

業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続音声通信に関する料金の

支払を要します。 

契約者は、相互接続協定に基づき当社及び JCOMマーケティング又は協定事

業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続音声通信に関する料金の

支払を要します。 

2前項の場合において、他社接続音声通信に係る料金の設定又はその請求につ

いては、当社及びジェイコムウエスト又は協定事業者が行うものとします。 

2前項の場合において、他社接続音声通信に係る料金の設定又はその請求につ

いては、当社及び JCOMマーケティング又は協定事業者が行うものとします。 

  

第 6節 協定事業者に係る債権の譲受等 第 6節 協定事業者に係る債権の譲受等 
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第44条 （協定事業者に係る債権の譲受等） 第44条 （協定事業者に係る債権の譲受等） 

協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その

契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の

債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、

当社、ジェイコムウエスト及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲

渡承認の請求を省略するものとします。 

協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その

契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の

債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、

当社、JCOM マーケティング及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲

渡承認の請求を省略するものとします。 

2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの料金とみなして取り扱います。 

2前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの料金とみなして取り扱います。 

  

第 7節 債権譲渡 第 7節 債権譲渡 

第45条 （債権譲渡） 第45条 （債権譲渡） 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 

  

第8章 保守 第8章 保守 

第46条 （契約者の維持責任） 第46条 （契約者の維持責任） 

契約者は、その J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備又

は自営電気通信設備を端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）に適合

するよう維持していただきます。 

契約者は、その J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備又

は自営電気通信設備を端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）に適合

するよう維持していただきます。 

    

第47条 （契約者の切分責任） 第47条 （契約者の切分責任） 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が J:COM PHONE プラス回線

に接続されている場合であって、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを利

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が J:COM PHONE プラス回線

に接続されている場合であって、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを利
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用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設

備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設

備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社及びジェイコム

ウエストは、サービス取扱所において試験を行い、その結果を当社又はジ

ェイコムウエストから契約者にお知らせします。 

2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社及び JCOM マー

ケティングは、サービス取扱所において試験を行い、その結果を当社又は

JCOMマーケティングから契約者にお知らせします。 

3 当社及びジェイコムウエストは、前項の試験により、ジェイコムウエストの

設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請

求により当社又はジェイコムウエストの係員を派遣した結果、故障の原因

が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣

に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する

費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

3当社及び JCOM マーケティングは、前項の試験により、JCOM マーケティング

の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の

請求により当社又は JCOMマーケティングの係員を派遣した結果、故障の原

因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派

遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要す

る費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額としま

す。 

  

第48条 （修理又は復旧の順位） 第48条 （修理又は復旧の順位） 

当社及びジェイコムウエストは、当社及びジェイコムウエストの設置した

電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧

することができないときは、第 24 条（通信利用の制限等）の規定により優先

的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備

を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電

気通信設備は、同条の規定により当社及びジェイコムウエストがそれらの機

関との協議により定めたものに限ります。 

当社及び JCOM マーケティングは、当社及び JCOM マーケティングの設置し

た電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復

旧することができないときは、第 24条（通信利用の制限等）の規定により優

先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設

備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の

電気通信設備は、同条の規定により当社及び JCOMマーケティングがそれらの

機関との協議により定めたものに限ります。 

順位 

 

修理又は復旧する電気通信設備 

 

順位 

 

修理又は復旧する電気通信設備 
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1 

 

気象機関に設置されるもの、水防機関に設置

されるもの、消防機関に設置されるもの、災

害救助機関に設置されるもの、秩序の維持に

直接関係がある機関に設置されるもの、防衛

に直接関係がある機関に設置されるもの、海

上の保安に直接関係がある機関に設置される

もの、輸送の確保に直接関係がある機関に設

置されるもの、通信役務の提供に直接関係が

ある機関に設置されるもの、電力の供給の確

保に直接関係がある機関に設置されるもの 

 

2 

 

水道の供給に直接関係がある機関に設置され

るもの、ガスの供給に直接関係がある機関に

設置されるもの、選挙管理機関に設置される

もの、別記 12に定める基準に該当する新聞社、

放送事業者又は通信社の機関に設置されるも

の、預貯金業務を行う金融機関に設置される

もの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団

体の機関に設置されるもの（第 1 順位となる

ものを除きます。） 

 

3 第 1順位及び第 2順位に該当しないもの 

1 

 

気象機関に設置されるもの、水防機関に設置

されるもの、消防機関に設置されるもの、災

害救助機関に設置されるもの、秩序の維持に

直接関係がある機関に設置されるもの、防衛

に直接関係がある機関に設置されるもの、海

上の保安に直接関係がある機関に設置される

もの、輸送の確保に直接関係がある機関に設

置されるもの、通信役務の提供に直接関係が

ある機関に設置されるもの、電力の供給の確

保に直接関係がある機関に設置されるもの 

 

2 

 

水道の供給に直接関係がある機関に設置され

るもの、ガスの供給に直接関係がある機関に

設置されるもの、選挙管理機関に設置される

もの、別記 12に定める基準に該当する新聞社、

放送事業者又は通信社の機関に設置されるも

の、預貯金業務を行う金融機関に設置される

もの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団

体の機関に設置されるもの（第 1 順位となる

ものを除きます。） 

 

3 第 1順位及び第 2順位に該当しないもの 
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（注）当社及びジェイコムウエストは、ジェイコムウエストの設置した電

気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した J:COM PHONE

プラス回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあり

ます。 

（注）当社及び JCOM マーケティングは、JCOM マーケティングの設置した電

気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した J:COM PHONE

プラス回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあり

ます。 

  

第9章 損害賠償 第9章 損害賠償 

第49条 （責任の制限） 第49条 （責任の制限） 

当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを提供すべき場合において、

当社及びジェイコムウエスト又は特別事業者の責めに帰すべき理由によりそ

の提供を行わなかったとき（その提供を行わなかったことの原因が、本邦の

ケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設

備における障害であるときを除きます。）は、その J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとが全く利用できない状態（当該契約に係る電気通信設備による全

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社又は

ジェイコムウエストが知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続

したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。 

当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを提供すべき場合において、

当社及び JCOMマーケティング又は特別事業者の責めに帰すべき理由によりそ

の提供を行わなかったとき（その提供を行わなかったことの原因が、本邦の

ケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設

備における障害であるときを除きます。）は、その J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとが全く利用できない状態（当該契約に係る電気通信設備による全

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社又は

JCOMマーケティングが知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続

したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。 

2 第 1 項の場合において、当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとが

全く利用できない状態にあることを当社又はジェイコムウエストが知った

時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限りま

す。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る次の料金の合計額を発生した損害

2 第 1 項の場合において、当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとが

全く利用できない状態にあることを当社又は JCOMマーケティングが知った

時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限りま

す。）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該 J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る次の料金の合計額を発生した損害
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とみなし、その額に限って賠償します。 とみなし、その額に限って賠償します。 

(1） 料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める定

額利用料 

(1） 料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める定

額利用料 

(2） 料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める利

用料（J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用できない状態が

連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利

用料（前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に

定める方法により算出した額）により算出します。） 

(2） 料金表第 1 基本利用料又は料金表第 2 付加機能利用料に定める利

用料（J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用できない状態が

連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利

用料（前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に

定める方法により算出した額）により算出します。） 

3 当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを提供すべき場合において、

当社及びジェイコムウエストの故意又は重大な過失によりその提供をしな

かったときは、前 2項の規定は適用しません。 

3当社は、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを提供すべき場合において、

当社及び JCOMマーケティングの故意又は重大な過失によりその提供をしな

かったときは、前 2項の規定は適用しません。 

（注 1）本条第 2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額

は、原則として、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用でき

ない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平

均の利用に関する料金とします。 

（注 1）本条第 2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額

は、原則として、J:COM PHONE プラス for さすガねっとを全く利用でき

ない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平

均の利用に関する料金とします。 

（注 2）本条第 2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっ

ては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

（注 2）本条第 2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっ

ては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

  

第50条 （免責） 第50条 （免責） 

当社、ジェイコムウエスト及び特別事業者は、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の

工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与え

た場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠

当社、JCOM マーケティング及び特別事業者は、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の

工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与え

た場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠
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償しません。 償しません。 

2 当社及びジェイコムウエストは、この約款等の変更により、自営端末設備又

は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、

その改造又は変更に要する費用については負担しません。 

2 当社及び JCOM マーケティングは、この約款等の変更により、自営端末設備

又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であって

も、その改造又は変更に要する費用については負担しません。 

  

第10章 雑則 第10章 雑則 

第51条 （承諾の限界） 第51条 （承諾の限界） 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す

ることが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難であるとき又

は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる

相当の理由があるとき等当社、ジェイコムウエスト又は特別事業者の業務の

遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合

は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この約款

及び料金表において特段の規定がある場合には、その規定によります。 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す

ることが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難であるとき又

は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる

相当の理由があるとき等当社、JCOM マーケティング又は特別事業者の業務の

遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合

は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この約款

及び料金表において特段の規定がある場合には、その規定によります。 

  

第52条 （利用に係る契約者の義務） 第52条 （利用に係る契約者の義務） 

契約者は、次のことを守っていただきます。 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1） 当社及びジェイコムウエスト又は特別事業者が契約に基づき設置し

た電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊

し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

(1） 当社及び JCOMマーケティング又は特別事業者が契約に基づき設置し

た電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊

し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があると

き、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守の

ため必要があるときは、この限りでありません。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があると

き、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守の

ため必要があるときは、この限りでありません。 
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(2） 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換

に妨害を与える行為を行わないこと。 

(2） 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換

に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3） 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさ

せるおそれがある行為を行わないこと。 

(3） 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさ

せるおそれがある行為を行わないこと。 

(4） 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約

に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けない

こと。 

(4） 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約

に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けない

こと。 

(5） 当社及びジェイコムウエストが契約に基づき設置した電気通信設備

を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

(5） 当社及び JCOMマーケティングが契約に基づき設置した電気通信設備

を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

(6） 違法に、又は公序良俗に反する態様で、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを利用しないこと。 

(6） 違法に、又は公序良俗に反する態様で、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとを利用しないこと。 

2契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損した

ときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必

要な費用を支払っていただきます。 

2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損した

ときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必

要な費用を支払っていただきます。 

  

第53条 （利用上の制限） 第53条 （利用上の制限） 

契約者は、コールバックサービス（本邦から本邦外へ発信する音声通信を

外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の

電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）のうち、次の方式のもの

を利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。 

契約者は、コールバックサービス（本邦から本邦外へ発信する音声通信を

外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の

電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）のうち、次の方式のもの

を利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。 

区別 

 

方式の概要 

 

ポーリング方 外国側から本邦宛に継続して音声通

区別 

 

方式の概要 

 

ポーリング方 外国側から本邦宛に継続して音声通
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式 

 

信の請求が行われ、契約者がコール

バックサービスの利用を行う場合に

のみ、それに応答することで提供が

なされるコールバックサービスの方

式 

 

アンサーサプ

レッション方

式 

 

その提供に際し、当社が音声通信に

係る通話時間の測定を行うために用

いる応答信号が不正に抑圧されるこ

ととなるコールバックサービスの方

式 

 
 

式 

 

信の請求が行われ、契約者がコール

バックサービスの利用を行う場合に

のみ、それに応答することで提供が

なされるコールバックサービスの方

式 

 

アンサーサプ

レッション方

式 

 

その提供に際し、当社が音声通信に

係る通話時間の測定を行うために用

いる応答信号が不正に抑圧されるこ

ととなるコールバックサービスの方

式 

 
 

  

第54条 （契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等） 第54条 （契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等） 

契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等については、当

社が別記 4に定めるところによります。 

契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等については、当

社が別記 4に定めるところによります。 

  

第55条 （契約者の氏名等の通知） 第55条 （契約者の氏名等の通知） 

当社は、ジェイコムウエスト、JCOM 株式会社、特別事業者及び協定事業者

等から要請があったときは、契約者（特別事業者及びその協定事業者と電話

サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。）の氏名及

び住所等をジェイコムウエスト、JCOM 株式会社、特別事業者及び協定事業者

に通知することがあります。 

当社は、JCOM マーケティング、JCOM株式会社、特別事業者及び協定事業者

等から要請があったときは、契約者（特別事業者及びその協定事業者と電話

サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。）の氏名及

び住所等を JCOM マーケティング、JCOM株式会社、特別事業者及び協定事業者

に通知することがあります。 
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第56条 （電話番号案内） 第56条 （電話番号案内） 

当社は、契約者から請求があったときは、特別事業者が別に定める電気通

信番号について、当社及びジェイコムウエストが別に定める協定事業者の契

約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

当社は、契約者から請求があったときは、特別事業者が別に定める電気通

信番号について、当社及び JCOM マーケティングが別に定める協定事業者の契

約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 

（注）電話帳への掲載を省略されているもの（契約者から案内を行ってほ

しい旨の請求があるものを除きます。）については、電気通信番号の案内は

行いません。 

（注）電話帳への掲載を省略されているもの（契約者から案内を行ってほ

しい旨の請求があるものを除きます。）については、電気通信番号の案内は

行いません。 

  

第57条 （番号情報の提供） 第57条 （番号情報の提供） 

当社及びジェイコムウエストは、当社及びジェイコムウエストの番号情報

（電話番号案内に必要な情報（第 56条（電話番号案内）の規定により電話番

号案内の請求を行った契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の情報に限りま

す。）をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情報

データベース（番号情報を収容するために NTT 西日本株式会社が設置するデ

ータベース設備をいいます。以下同じとします。）に登録します。 

当社及び JCOM マーケティングは、当社及び JCOM マーケティングの番号情

報（電話番号案内に必要な情報（第 56条（電話番号案内）の規定により電話

番号案内の請求を行った契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の情報に限り

ます。）をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情

報データベース（番号情報を収容するために NTT 西日本株式会社が設置する

データベース設備をいいます。以下同じとします。）に登録します。 

2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する

NTT 西日本株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とす

る電気通信事業者等（当社及びジェイコムウエストが別に定める者に限り

ます。）に提供します。 

2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する

NTT西日本株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とす

る電気通信事業者等（当社及び JCOM マーケティングが別に定める者に限り

ます。）に提供します。 

（注 1）本条第 2項に規定する「当社及びジェイコムウエストが別に定める

者」は、NTT西日本株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約

により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する

（注 1）本条第 2 項に規定する「当社及び JCOM マーケティングが別に定め

る者」は、NTT西日本株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契

約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用す
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事業者をいいます。 る事業者をいいます。 

（注 2）当社及びジェイコムウエストは、電気通信事業者等が「電気通信事

業における個人情報保護に関するガイドライン（平成 10 年郵政省告示

第 570 号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、

その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。 

（注 2）当社及び JCOM マーケティングは、電気通信事業者等が「電気通信

事業における個人情報保護に関するガイドライン（平成 10 年郵政省告

示第 570 号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合

は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行いま

す。 

（注 3）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号

案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合

に NTT西日本株式会社が提供します。 

（注 3）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号

案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合

に NTT西日本株式会社が提供します。 

  

第58条 （相互接続番号案内） 第58条 （相互接続番号案内） 

契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線から相互接続番号案

内（相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案

内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。）

を利用することができます。 

契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線から相互接続番号案

内（相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案

内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。）

を利用することができます。 

  

第59条 （相互接続番号案内料の支払義務） 第59条 （相互接続番号案内料の支払義務） 

契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第 3 相互接続番号案内

料に規定する相互接続番号案内料の支払を要します。 

契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第 3 相互接続番号案内

料に規定する相互接続番号案内料の支払を要します。 

2 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線により契約者以外の

者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を

負わなければなりません。 

2 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線により契約者以外の

者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を

負わなければなりません。 
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第60条 （協定事業者等からの通知） 第60条 （協定事業者等からの通知） 

契約者は、当社が、付加機能又は料金若しくは工事に関する費用の適用に

あたり必要があるときは、協定事業者等から付加機能又は料金若しくは工事

に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることにつ

いて、承諾していただきます。 

契約者は、当社が、付加機能又は料金若しくは工事に関する費用の適用に

あたり必要があるときは、協定事業者等から付加機能又は料金若しくは工事

に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることにつ

いて、承諾していただきます。 

  

第61条 （契約者に係る情報の利用） 第61条 （契約者に係る情報の利用） 

当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居

所又は請求書の送付先等の情報は、契約者本人からの事前の同意、承諾を得

ない限り、第三者に提供する事はありません。ただし、当社、ジェイコムウ

エスト、JCOM 株式会社、特別事業者、協定事業者、若しくは提携事業者が提

供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料

金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に

係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利

用には、契約者に係る情報をジェイコムウエスト、JCOM 株式会社、特別事業

者、協定事業者及び提携事業者並びに当社の業務を委託している者及びサー

ビス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みま

す。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が

公開するプライバシーポリシーに定めます。 

当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居

所又は請求書の送付先等の情報は、契約者本人からの事前の同意、承諾を得

ない限り、第三者に提供する事はありません。ただし、当社、JCOM マーケテ

ィング、JCOM 株式会社、特別事業者、協定事業者、若しくは提携事業者が提

供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料

金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に

係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利

用には、契約者に係る情報を JCOMマーケティング、JCOM株式会社、特別事業

者、協定事業者及び提携事業者並びに当社の業務を委託している者及びサー

ビス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みま

す。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が

公開するプライバシーポリシーに定めます。 

  

第62条 （協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行） 第62条 （協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行） 

当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者（当

社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）

当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者（当

社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）
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の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約

者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用

について、その協定事業者の代理人として、当社より請求し、回収する取扱

いを行うことがあります。この場合、当社は、その料金又は費用を J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの料金に準じて取り扱うものとします。 

の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約

者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用

について、その協定事業者の代理人として、当社より請求し、回収する取扱

いを行うことがあります。この場合、当社は、その料金又は費用を J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの料金に準じて取り扱うものとします。 

(1） その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費

用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがないとき。 

(1） その申出をした契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費

用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがないとき。 

(2） その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 (2） その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 

(3） その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 (3） その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、

その契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当

社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、

その契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当

社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

  

第63条 （法令に関する規定） 第63条 （法令に関する規定） 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供又は利用にあたり、法令に定

めがある事項については、その定めるところによります。 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供又は利用にあたり、法令に定

めがある事項については、その定めるところによります。 

  

第64条 （閲覧） 第64条 （閲覧） 

この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、

当社は、閲覧に供します。 

この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、

当社は、閲覧に供します。 

  

第11章 附帯サービス 第11章 附帯サービス 

第65条 （附帯サービス） 第65条 （附帯サービス） 
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J:COM PHONE プラス for さすガねっと等に関する附帯サービスの取扱いに

ついては、別記 10から 11 に定めるところによります。 

J:COM PHONE プラス for さすガねっと等に関する附帯サービスの取扱いに

ついては、別記 10から 11に定めるところによります。 

  

第12章 雑則 第12章 雑則 

第66条 （準拠法） 第66条 （準拠法） 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

  

第67条 （合意管轄） 第67条 （合意管轄） 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判

所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判

所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。 

  

第68条 （言語） 第68条 （言語） 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本約款は、2025年 10 月 1日から実施いたします。 本約款は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM PHONE プラス for さすガねっと料金表 J:COM PHONE プラス for さすガねっと料金表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

通則 通則 

 （料金等の設定）  （料金等の設定） 

1 J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る基本利用料は、J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせ

て、当社及びジェイコムウエストが設定するものとします。 

1 J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る基本利用料は、J:COM PHONE 

プラス for さすガねっとの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせ

て、当社及び JCOMマーケティングが設定するものとします。 

2 J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る利用料は、ジェイコムウエ

ストの提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合

わせて、当社及びジェイコムウエストが設定するものとします。 

2 J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係る利用料は、JCOM マーケティ

ングの提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合

わせて、当社及び JCOMマーケティングが設定するものとします。 

3 1 及び 2 の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところ

によりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。 

3 1 及び 2 の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところ

によりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。 

 （料金の計算方法）  （料金の計算方法） 

4 当社及びジェイコムウエストは、月額料金（定額利用料のうち、月額で定

められている料金をいいます。以下同じとします。）、利用料、ユニバーサ

ルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。 

4 当社及び JCOM マーケティングは、月額料金（定額利用料のうち、月額で

定められている料金をいいます。以下同じとします。）、利用料、ユニバー

サルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。 

5 当社及びジェイコムウエストは、当社又はジェイコムウエストの業務の遂

行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。 

5 当社及び JCOM マーケティングは、当社又は JCOM マーケティングの業務の

遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。 

6 当社及びジェイコムウエストは、月額料金、利用料、ユニバーサルサービ

ス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したもの

の合計額により、支払いを請求します。ただし、当社及びジェイコムウエ

ストが必要と認めるときは、利用料について、料金月によらず当社及びジ

ェイコムウエストが別に定める期間に従って随時に計算することがありま

6 当社及び JCOM マーケティングは、月額料金、利用料、ユニバーサルサー

ビス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したも

のの合計額により、支払いを請求します。ただし、当社及び JCOMマーケテ

ィングが必要と認めるときは、利用料について、料金月によらず当社及び

JCOM マーケティングが別に定める期間に従って随時に計算することがあり
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す。 ます。 

7 当社及びジェイコムウエストは、料金その他の計算については、次表に規

定するとおりとします。 

7 当社及び JCOM マーケティングは、料金その他の計算については、次表に

規定するとおりとします。 

区分 

 
計算方法 

 
(1)  (2)以外

の料金 

 

この料金表に定める税抜額（消

費税相当額を加算しない額をい

います。以下同じとします。）に

より行います。 

 
(2) 17 の但書

きに掲げる料

金 

 

この料金表に定める額により行

います。 

 

 

区分 

 
計算方法 

 
(1)  (2)以外

の料金 

 

この料金表に定める税抜額（消

費税相当額を加算しない額をい

います。以下同じとします。）に

より行います。 

 
(2) 17 の但書

きに掲げる料

金 

 

この料金表に定める額により行

います。 

 

 

 （月額料金の日割）  （月額料金の日割） 

8 当社及びジェイコムウエストは、次の場合に月額料金をその利用日数に応

じて日割します。 

8 当社及び JCOM マーケティングは、次の場合に月額料金をその利用日数に

応じて日割します。 

ア 料金月の初日以外の日に J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供

を開始したとき。 

ア 料金月の初日以外の日に J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供

を開始したとき。 

イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。（提供を開始した日

と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。） 

イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。（提供を開始した日

と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。） 

ウ 暦月の初日に J:COM PHONE プラス for さすガねっと又は付加機能の提

供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

ウ 暦月の初日に J:COM PHONE プラス for さすガねっと又は付加機能の提

供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 
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エ 料金月の末日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この

場合、増加又は減少のあった日の翌日から増加又は減少した料金額を適

用します。 

エ 料金月の末日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この

場合、増加又は減少のあった日の翌日から増加又は減少した料金額を適

用します。 

オ 第 35条（定額利用料の支払義務）第 2項第 3号の表の規定に該当する

とき。 

オ 第 35条（定額利用料の支払義務）第 2項第 3号の表の規定に該当する

とき。 

カ 起算日の変更があったとき。 カ 起算日の変更があったとき。 

9 8 の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場

合において、第 35 条（定額利用料の支払義務）第 2項第 3号の表の 1欄に

規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間

をその開始時刻が属する日とみなします。 

9 8 の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場

合において、第 35条（定額利用料の支払義務）第 2項第 3号の表の 1欄に

規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間

をその開始時刻が属する日とみなします。 

 （端数処理）  （端数処理） 

10 当社及びジェイコムウエストは、料金その他の計算において、その計算

結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、原則として、その端数を切捨てま

す。 

10 当社及び JCOMマーケティングは、料金その他の計算において、その計算

結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、原則として、その端数を切捨てま

す。 

 （料金等の支払い）  （料金等の支払い） 
11 料金の支払義務及び支払期日 11 料金の支払義務及び支払期日 

(1) 料金の支払義務は、原則として、料金月の翌月 28 日に発生いたしま

す。 

(1) 料金の支払義務は、原則として、料金月の翌月 28 日に発生いたしま

す。 

(2) 契約者は、料金を支払期日までにお支払いいただきます。 (2) 契約者は、料金を支払期日までにお支払いいただきます。 

(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしま

す。 

(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたしま

す。 

12 料金その他の支払方法 12 料金その他の支払方法 

(1) 料金又は延滞利息は、原則として、口座振替、クレジットカード払い (1) 料金又は延滞利息は、原則として、口座振替、クレジットカード払い
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のいずれかの方法によりお支払いいただきます。 のいずれかの方法によりお支払いいただきます。 

(2) 同一の場所において、同一の名義により、当社とガス又は電気の使用

契約を締結されている契約者は、当社が定める日以降ガス又は電気の

料金を支払われる場合と同じ支払方法にて当社のガス又は電気の料

金とあわせてお支払いいただきます。  

(2) 同一の場所において、同一の名義により、当社とガス又は電気の使用

契約を締結されている契約者は、当社が定める日以降ガス又は電気の

料金を支払われる場合と同じ支払方法にて当社のガス又は電気の料

金とあわせてお支払いいただきます。  

(3) 当社が手続き上必要と判断した場合は、払込みその他の方法によって

お支払いいただきます。なお、払込みの方法によりお支払いいただく

場合は、当社は、払込票発行手数料としてこの料金表に定める金額を

請求いたします。また、その他の方法によりお支払いいただく場合で、

お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は、契約者の負担といたし

ます。       

(3) 当社が手続き上必要と判断した場合は、払込みその他の方法によって

お支払いいただきます。なお、払込みの方法によりお支払いいただく

場合は、当社は、払込票発行手数料としてこの料金表に定める金額を

請求いたします。また、その他の方法によりお支払いいただく場合で、

お支払いに必要な各種手数料が生じる場合は、契約者の負担といたし

ます。       

(4) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 (4) 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

(5) 当社の指定する請求日までにお支払いいただけない場合若しくは口

座振替によりお支払いされる場合で振替口座を変更されその手続き

が完了しない場合、契約者は、料金又は延滞利息を翌月の料金とあわ

せてお支払いいただくことがあります。 

(5) 当社の指定する請求日までにお支払いいただけない場合若しくは口

座振替によりお支払いされる場合で振替口座を変更されその手続き

が完了しない場合、契約者は、料金又は延滞利息を翌月の料金とあわ

せてお支払いいただくことがあります。 

13 料金又は延滞利息の口座振替 13 料金又は延滞利息の口座振替 

(1) 料金又は延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融

機関は、当社が指定した金融機関といたします。 

(1) 料金又は延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融

機関は、当社が指定した金融機関といたします。 

(2) 契約者は、料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、

当社所定の方法によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。 

(2) 契約者は、料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、

当社所定の方法によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。 

(3) 料金又は延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 (3) 料金又は延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 

(4) 料金又は延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれた (4) 料金又は延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれた
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契約者は、口座振替の手続きが完了するまでは当社指定の方法で料

金又は延滞利息をお支払いいただきます。 

契約者は、口座振替の手続きが完了するまでは当社指定の方法で料

金又は延滞利息をお支払いいただきます。 

14 料金又は延滞利息のクレジットカード払い 14 料金又は延滞利息のクレジットカード払い 

(1) 契約者は、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払

われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社と契約者との

契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替え

させる方法によりお支払いいただきます。 

(1) 契約者は、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払

われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社と契約者との

契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替え

させる方法によりお支払いいただきます。 

(2) 契約者は、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払

われる場合は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に申し込んで

いただきます。 

(2) 契約者は、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払

われる場合は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に申し込んで

いただきます。 

(3) 料金又は延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を

申し込まれた契約者は、クレジットカード払いの手続が完了するま

では当社指定の方法で料金又は延滞利息をお支払いいただきます。 

(3) 料金又は延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を

申し込まれた契約者は、クレジットカード払いの手続が完了するま

では当社指定の方法で料金又は延滞利息をお支払いいただきます。 

15 料金又は延滞利息その他の払込み 15 料金又は延滞利息その他の払込み 

契約者は、料金、延滞利息その他を払込みの方法で支払われる場合は、

当社又は当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、当社が

指定した金融機関又はコンビニエンスストア等（以下「金融機関等」と

いいます。）でお支払いいただきます。なお、払込時間はそれぞれが定

める時間といたします。 

契約者は、料金、延滞利息その他を払込みの方法で支払われる場合は、

当社又は当社が指定した債権回収会社が作成した払込書により、当社が

指定した金融機関又はコンビニエンスストア等（以下「金融機関等」と

いいます。）でお支払いいただきます。なお、払込時間はそれぞれが定

める時間といたします。 

16 料金、延滞利息その他の当社への支払日 16 料金、延滞利息その他の当社への支払日 

(1) 当社は、契約者が料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる

場合は、契約者の口座から引き落とされた日に当社に対する支払い

がなされたものといたします。 

(1) 当社は、契約者が料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる

場合は、契約者の口座から引き落とされた日に当社に対する支払い

がなされたものといたします。 
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(2) 当社は、契約者が料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法

で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替

払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたしま

す。 

(2) 当社は、契約者が料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法

で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替

払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたしま

す。 

(3) 当社は、お客さまが料金、延滞利息その他を金融機関等で払込みの

方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込まれた日に当社に

対する支払いがなされたものといたします。 

(3) 当社は、お客さまが料金、延滞利息その他を金融機関等で払込みの

方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込まれた日に当社に

対する支払いがなされたものといたします。 

 （消費税相当額の加算）  （消費税相当額の加算） 

17 第 35 条（定額利用料の支払義務）から第 39 条（工事費の支払義務）ま

での規定その他約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを

要する額は、料金表により算出された請求額（消費税額を含みます）とし

ます。 

17 第 35 条（定額利用料の支払義務）から第 39 条（工事費の支払義務）ま

での規定その他約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを

要する額は、料金表により算出された請求額（消費税額を含みます）とし

ます。 

  ただし、外国との音声通信に係るもの及び特段の記載があるものについ

ては、この限りでありません。 

  ただし、外国との音声通信に係るもの及び特段の記載があるものについ

ては、この限りでありません。 

（注）この料金表に定める税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。

以下同じとします。）に基づき計算された額は、支払いを要する額と異な

る場合があります。 

（注）この料金表に定める税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。

以下同じとします。）に基づき計算された額は、支払いを要する額と異な

る場合があります。 

 （料金等の臨時減免）  （料金等の臨時減免） 

18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料

金表の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免

することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームペー

ジに掲示する等の方法により、その旨を周知します。 

18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料

金表の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免

することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社ホームペー

ジに掲示する等の方法により、その旨を周知します。 
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料金表Ⅰ 利用料・工事費等 料金表Ⅰ 利用料・工事費等 

第 1 基本利用料 第 1 基本利用料 

1 適用 1 適用 

区分 

 
内容 

 
(1)利用種別の適用 

 
ア J:COM PHONE プラス for さすガねっと

では、下記の利用種別のみを取り扱いま

す。 

住

宅

用 

 

その契約者名義

が、個人である

もの 

 
イ 利用種別の認定は、当社及びジェイコ

ムウエストが行います。 

 
(2)J:COM PHONE プ ラ ス 

for さすガねっとに係る音

声通信の取扱い 

 

ア 契約者は、当該契約者に係る J:COM 

PHONE プラス回線から他の J:COM PHONE

プラス接続回線、加入電話等設備（ジェ

イコムウエストが別に定める協定事業者

等の契約に基づいて設置される電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）、

外国、特定衛星端末若しくはジェイコム

ウエストが別に定める音声通信番号（当

区分 

 
内容 

 
(1)利用種別の適用 

 
ア J:COM PHONE プラス for さすガねっと

では、下記の利用種別のみを取り扱いま

す。 

住

宅

用 

 

その契約者名義

が、個人である

もの 

 
イ 利用種別の認定は、当社及び JCOMマー

ケティングが行います。 

 
(2)J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る音声通

信の取扱い 

 

ア 契約者は、当該契約者に係る J:COM 

PHONE プラス回線から他の J:COM PHONE

プラス接続回線、加入電話等設備（JCOM

マーケティングが別に定める協定事業者

等の契約に基づいて設置される電気通信

設備をいいます。以下同じとします。）、

外国、特定衛星端末若しくは JCOMマーケ

ティングが別に定める音声通信番号（当
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社及びジェイコムウエストが別表 3 に定

める協定事業者等に係るものに限りま

す。）への発信に係る音声通信又は外国若

しくは特定衛星端末から当該 J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る

J:COM PHONE プラス回線への着信に係る

音声通信を行うことができます。 

イ 契約者は、アに規定する音声通信のほ

か、当該契約者に係る J:COM PHONE プラ

ス回線から電気通信サービスに関する問

合せ、申込み等のためにそれぞれの業務

を行うサービス取扱所等に設置されてい

る電気通信設備であって、ジェイコムウ

エストが指定したものへの音声通信を行

うことができます。 

 
(3)J:COM PHONE プ ラ ス 

for さすガねっとに係る非

自動音声通信の種別 

 

ア 非自動音声通信には、下表の種別があ

ります。 

種別 

 
内容 

 
① 一般非自

動音声通

信 

特定の対話者、内線電

又は電話番号等に対

して請求された本邦

社及び JCOMマーケティングが別表 3に定

める協定事業者等に係るものに限りま

す。）への発信に係る音声通信又は外国若

しくは特定衛星端末から当該 J:COM 

PHONE プラス for さすガねっとに係る

J:COM PHONE プラス回線への着信に係る

音声通信を行うことができます。 

イ 契約者は、アに規定する音声通信のほ

か、当該契約者に係る J:COM PHONE プラ

ス回線から電気通信サービスに関する問

合せ、申込み等のためにそれぞれの業務

を行うサービス取扱所等に設置されてい

る電気通信設備であって、JCOM マーケテ

ィングが指定したものへの音声通信を行

うことができます。 

 
(3)J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る非自動

音声通信の種別 

 

ア 非自動音声通信には、下表の種別があ

ります。 

種別 

 
内容 

 
① 一般非自

動音声通

信 

特定の対話者、内線電

又は電話番号等に対

して請求された本邦
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 発信の音声通信 

 
② 第 1 種本

邦着信音声通

信 

 

外国から発信し本邦

に着する、特別事業者

の電話交換局の交換

取扱者に請求する音

声通信 

 
③ 第 2 種本

邦着信音声通

信 

 

外国から発信し本邦

に着する音声通信の

うち、②を除くもの 

 
 

 
(4)J:COM PHONE プ ラ ス 

for さすガねっとに係る料

金額 

 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係

る料金額は、定額利用料に1の音声通信（(2)

欄のイに規定する音声通信及び電気通信番

号規則（平成 9 年郵政省令第 82 号）第 11

条に規定する緊急通報に関する電気通信番

号（110、118又は 119に限ります。）をダイ

ヤルして行う音声通信を除きます。）につい

て、2料金額に規定する分数又は秒数までご

とに算定した利用料を加算するものとしま

 発信の音声通信 

 
② 第 1 種本

邦着信音声通

信 

 

外国から発信し本邦

に着する、特別事業者

の電話交換局の交換

取扱者に請求する音

声通信 

 
③ 第 2 種本

邦着信音声通

信 

 

外国から発信し本邦

に着する音声通信の

うち、②を除くもの 

 
 

 
(4)J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る料金額 

 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとに係

る料金額は、定額利用料に1の音声通信（(2)

欄のイに規定する音声通信及び電気通信番

号規則（平成 9 年郵政省令第 82 号）第 11

条に規定する緊急通報に関する電気通信番

号（110、118又は 119に限ります。）をダイ

ヤルして行う音声通信を除きます。）につい

て、2料金額に規定する分数又は秒数までご

とに算定した利用料を加算するものとしま
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す。 

 
(5)J:COM PHONE プ ラ ス 

for さすガねっとに係る通

信時間の測定等 

 

ア 自動音声通信の通信時間（(2)欄のイに

規定する音声通信及び電気通信番号規則

（平成 9 年郵政省令第 82 号）第 11 条に

規定する緊急通報に関する電気通信番号

（110、118又は 119 に限ります。）をダイ

ヤルして行う音声通信に係る通信時間を

除きます。以下この欄において同じとし

ます。）は、双方の電気通信回線を接続し

て音声通信をできる状態にした時刻から

起算し、請求者又は対話者による送受話

器をかける等の音声通信終了の信号を受

けて、その音声通信をできない状態にし

た時刻までの経過時間とし、特別事業者

の機器（協定事業者の機器を含むことが

あります。以下同じとします。）により測

定します。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に

掲げるその音声通信の開始時刻から終了

時刻までの時間とし、特別事業者の機器

により測定します。 

区分 時刻 

す。 

 
(5)J:COM PHONE プラス for 

さすガねっとに係る通信時

間の測定等 

 

ア 自動音声通信の通信時間（(2)欄のイに

規定する音声通信及び電気通信番号規則

（平成 9 年郵政省令第 82 号）第 11 条に

規定する緊急通報に関する電気通信番号

（110、118又は 119 に限ります。）をダイ

ヤルして行う音声通信に係る通信時間を

除きます。以下この欄において同じとし

ます。）は、双方の電気通信回線を接続し

て音声通信をできる状態にした時刻から

起算し、請求者又は対話者による送受話

器をかける等の音声通信終了の信号を受

けて、その音声通信をできない状態にし

た時刻までの経過時間とし、特別事業者

の機器（協定事業者の機器を含むことが

あります。以下同じとします。）により測

定します。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に

掲げるその音声通信の開始時刻から終了

時刻までの時間とし、特別事業者の機器

により測定します。 

区分 時刻 
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開始時

刻 

 

請求者の電話設備（通話等の

用に供される端設備若しく

は自営電気通信設備又はそ

れらに相当するものとジェ

イコムウエストが認めるも

のをいいます。以下同じとし

ます。）が対話者等に接続さ

れ、特別事業者の電話交換局

の交換取扱者が、音声通信が

設定されたことを請求者に

告げた時刻 

 
終了時

刻 

 

特別事業者の電話交換局の

交換設備が請求者の電話設

備から音声通信終了の信号

を受信した時刻 

 
備考 特別事業者の電話交換局が非自

動音声通信を接続する場合において、

対話者側の電気通信設備が、加入者不

在の場合に応答する装置又は不在加入

者の代行を業とする者に接続されてい

  
開始時

刻 

 

請求者の電話設備（通話等の

用に供される端設備若しく

は自営電気通信設備又はそ

れらに相当するものと JCOM

マーケティングが認めるも

のをいいます。以下同じとし

ます。）が対話者等に接続さ

れ、特別事業者の電話交換局

の交換取扱者が、音声通信が

設定されたことを請求者に

告げた時刻 

 
終了時

刻 

 

特別事業者の電話交換局の

交換設備が請求者の電話設

備から音声通信終了の信号

を受信した時刻 

 
備考 特別事業者の電話交換局が非自

動音声通信を接続する場合において、

対話者側の電気通信設備が、加入者不

在の場合に応答する装置又は不在加入

者の代行を業とする者に接続されてい
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るため、その装置又は代行業者による

応答があったときは、次により取り扱

います。 

1) 一般非自動音声通信の場合 

  請求者が音声通信をすることを希

望する場合に限って接続します。 

 
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含

みません。 

（ア） 回線の故障等音声通信の請求者又

は対話者の責めによらない理由により、

音声通信の途中に一時音声通信ができな

かった時間 

（イ） 回線の故障等音声通信の請求者又

は対話者の責めによらない理由により、

音声通信を打ち切ったときは、2料金額に

規定する秒数又は秒数に満たない端数の

通信時間 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれか

に該当する場合は、通信時間の調整は行

いません。 

（ア） 音声通信以外の通信が行われた場

合において、伝送品質の不良によりその

るため、その装置又は代行業者による

応答があったときは、次により取り扱

います。 

1) 一般非自動音声通信の場合 

  請求者が音声通信をすることを希

望する場合に限って接続します。 

 
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含

みません。 

（ア） 回線の故障等音声通信の請求者又

は対話者の責めによらない理由により、

音声通信の途中に一時音声通信ができな

かった時間 

（イ） 回線の故障等音声通信の請求者又

は対話者の責めによらない理由により、

音声通信を打ち切ったときは、2料金額に

規定する秒数又は秒数に満たない端数の

通信時間 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれか

に該当する場合は、通信時間の調整は行

いません。 

（ア） 音声通信以外の通信が行われた場

合において、伝送品質の不良によりその
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音声通信ができなかったとき。 

ただし、音声通信ができない状態であっ

たときは、この限りでありません。 

（イ） J:COM PHONEプラス回線の終端にお

いて、又はその終端に接続されている電

気通信設備を介して、その J:COM PHONE

プラス続回線にジェイコムウエスト又は

ジェイコムウエスト以外の電気通信事業

者が提供する電気通信サービスに係る電

気通信回線を接続し、音声通信が行われ

た場合において、その接続を原因とする

伝送品質の不良によりその音声通信がで

きなかったとき。 

（ウ） 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、

山間部等電波の伝わりにくいところで音

声通信が行われた場合において、伝送品

質の不良によりその音声通信ができなか

ったとき。 

オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤そ

の他請求者又は対話者の責めによらない

理由により、音声通信に中断があったと

きは、請求者は、直ちにその旨を当社及

びジェイコムウエストのサービス取扱所

に申告してください 

音声通信ができなかったとき。 

ただし、音声通信ができない状態であっ

たときは、この限りでありません。 

（イ） J:COM PHONEプラス回線の終端にお

いて、又はその終端に接続されている電

気通信設備を介して、その J:COM PHONE

プラス続回線に JCOMマーケティング又は

JCOM マーケティング以外の電気通信事業

者が提供する電気通信サービスに係る電

気通信回線を接続し、音声通信が行われ

た場合において、その接続を原因とする

伝送品質の不良によりその音声通信がで

きなかったとき。 

（ウ） 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、

山間部等電波の伝わりにくいところで音

声通信が行われた場合において、伝送品

質の不良によりその音声通信ができなか

ったとき。 

オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤そ

の他請求者又は対話者の責めによらない

理由により、音声通信に中断があったと

きは、請求者は、直ちにその旨を当社及

び JCOMマーケティングのサービス取扱所

に申告してください 
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カ ジェイコムウエストは、特別事業者の

電話交換局に申告を行い、特別事業者は

オの規定により中断等の申告を受けた自

動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規

定に従って調整します。 

キ オの規定により非自動音声通信の中断

の申告を受けた特別事業者の電話交換局

は、速やかに再接続を試み、又は必要な

措置に従って通信時間を調整します。こ

の場合において、特別事業者の電話交換

局はエ及びオの規定に従って通信時間を

調整します。 

ク オに規定する中断等の場合において、

請求者及び対話者の責めによらない理由

により、直ちにその旨の申告ができなか

ったときは、当社及びジェイコムウエス

トは、その音声通信に係る請求書の発行

日から起算して 6 か月以内に限り、申告

に応じ、カ又はキに規定する調整すべき

通信時間に対応する利用料を減額又は返

還します。 

 
(6)ジェイコムウエスト又 ジェイコムウエスト又は特別事業者の機器

カ JCOM マーケティングは、特別事業者の

電話交換局に申告を行い、特別事業者は

オの規定により中断等の申告を受けた自

動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規

定に従って調整します。 

キ オの規定により非自動音声通信の中断

の申告を受けた特別事業者の電話交換局

は、速やかに再接続を試み、又は必要な

措置に従って通信時間を調整します。こ

の場合において、特別事業者の電話交換

局はエ及びオの規定に従って通信時間を

調整します。 

ク オに規定する中断等の場合において、

請求者及び対話者の責めによらない理由

により、直ちにその旨の申告ができなか

ったときは、当社及び JCOM マーケティン

グは、その音声通信に係る請求書の発行

日から起算して 6 か月以内に限り、申告

に応じ、カ又はキに規定する調整すべき

通信時間に対応する利用料を減額又は返

還します。 

 
(6)JCOM マーケティング又 JCOM マーケティング又は特別事業者の機器
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は特別事業者の機器の故障

等により正しく算定するこ

とができなかった場合の料

金の取扱い 

 

の故障等により正しく算定することができ

なかった場合の利用料は、次のとおりとし

ます。 

ア 過去 1 年間の実績を把握することがで

きる場合 

ジェイコムウエストの機器の故障等によ

り正しく算定することができなかった日

の初日（初日が確定できないときにあっ

ては、種々の事情を総合的に判断して当

社の機器の故障等があったと認められる

日）の属する料金月の前 12料金月の各料

金月における 1 日平均の利用料が最低と

なる値に、算定できなかった期間の日数

を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

把握可能な実績に基づいて当社及びジェ

イコムウエストが別に定める方法により

算出した 1 日平均の利用料が最低となる

値に、算定できなかった期間の日数を乗

じて得た額 

（注）イの「当社及びジェイコムウエスト

が別に定める方法」は、原則として、次の

とおりとします。 

は特別事業者の機器の故障

等により正しく算定するこ

とができなかった場合の料

金の取扱い 

 

の故障等により正しく算定することができ

なかった場合の利用料は、次のとおりとし

ます。 

ア 過去 1 年間の実績を把握することがで

きる場合 

JCOM マーケティングの機器の故障等によ

り正しく算定することができなかった日

の初日（初日が確定できないときにあっ

ては、種々の事情を総合的に判断して当

社の機器の故障等があったと認められる

日）の属する料金月の前 12料金月の各料

金月における 1 日平均の利用料が最低と

なる値に、算定できなかった期間の日数

を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

把握可能な実績に基づいて当社及び JCOM

マーケティングが別に定める方法により

算出した 1 日平均の利用料が最低となる

値に、算定できなかった期間の日数を乗

じて得た額 

（注）イの「当社及び JCOM マーケティング

が別に定める方法」は、原則として、次の

とおりとします。 
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（ア） 過去 2 か月以上の実績を把握する

ことができる場合 

機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった日前の実績が把握できる

各料金月における 1 日平均の利用料が最

低となる値に、算定できなかった期間の

日数を乗じて得た額 

（イ） 過去 2 か月間の実績を把握するこ

とができない場合 

機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった日前の実績が把握できる

期間における 1 日平均の利用料又は故障

等の回復後の 7 日間における 1 日平均の

利用料のうち低いものの値に、算定でき

なかった期間の日数を乗じて得た額 

 
(7)契約者が届け出た au 携

帯電話番号における利用料

の減額（auまとめトーク） 

 

ア 当社及びジェイコムウエストは、契約者

が本項の適用を申込み当社及びジェイコ

ムウエストが承諾した場合、契約者申込

の際に届け出た携帯電話番号が、その料

金月の当社及びジェイコムウエストが別

に定める日において、（ア）に定める割引

判定条件のすべてを満たすことを条件

（ア） 過去 2 か月以上の実績を把握する

ことができる場合 

機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった日前の実績が把握できる

各料金月における 1 日平均の利用料が最

低となる値に、算定できなかった期間の

日数を乗じて得た額 

（イ） 過去 2 か月間の実績を把握するこ

とができない場合 

機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった日前の実績が把握できる

期間における 1 日平均の利用料又は故障

等の回復後の 7 日間における 1 日平均の

利用料のうち低いものの値に、算定でき

なかった期間の日数を乗じて得た額 

 
(7)契約者が届け出た au 携

帯電話番号における利用料

の減額（auまとめトーク） 

 

ア 当社及び JCOM マーケティングは、契約

者が本項の適用を申込み当社及びJCOMマ

ーケティングが承諾した場合、契約者申

込の際に届け出た携帯電話番号が、その

料金月の当社及びJCOMマーケティングが

別に定める日において、（ア）に定める割

引判定条件のすべてを満たすことを条件



旧 新 

に、（イ）に定める割引対象に係る料金等

のうち（ウ）に定める割引額を減額する

こととします。 

（ア) 割引判定条件 

①当社及びジェイコムウエストに届出の

あった携帯電話番号が、KDDI 株式会社

又は沖縄セルラー電話株式会社のモバ

イル約款（ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サー

ビス契約約款又はＵＱｍｏｂｉｌｅ通

信サービスⅡ契約約款を除きます。以

下この(ア)において同じとします。）に

定める５Ｇデュアル、ＬＴＥデュアル

又はａｕサービス（ａｕパケットを除

きます。以下この(7)欄において同じと

します。）（モバイル約款の規定に基づ

き、その利用の一時休止を行っている

もの又はその利用を停止しているもの

を除きます。以下この(7)欄において同

じとします。）の他網契約者回線に係る

ものであること。 

② ①により契約者が当社及びジェイコム

ウエストに届け出ている携帯電話番号

に係る他網契約者回線の契約者名義が、

に、（イ）に定める割引対象に係る料金等

のうち（ウ）に定める割引額を減額する

こととします。 

（ア) 割引判定条件 

①当社及び JCOMマーケティングに届出の

あった携帯電話番号が、KDDI 株式会社

又は沖縄セルラー電話株式会社のモバ

イル約款（ＵＱｍｏｂｉｌｅ通信サー

ビス契約約款又はＵＱｍｏｂｉｌｅ通

信サービスⅡ契約約款を除きます。以

下この(ア)において同じとします。）に

定める５Ｇデュアル、ＬＴＥデュアル

又はａｕサービス（ａｕパケットを除

きます。以下この(7)欄において同じと

します。）（モバイル約款の規定に基づ

き、その利用の一時休止を行っている

もの又はその利用を停止しているもの

を除きます。以下この(7)欄において同

じとします。）の他網契約者回線に係る

ものであること。 

② ①により契約者が当社及び JCOM マーケ

ティングに届け出ている携帯電話番号

に係る他網契約者回線の契約者名義が、



旧 新 

契約の契約者名義と同一であること、又

はその他網契約者回線の契約者が当社

及びジェイコムウエストに届け出てい

る住所が、契約者の住所若しくは居所と

同一であること。 

③①に定める他網契約者回線が、その契

約者以外の者（その契約者と相互に業

務上緊密な関係を有することについて

当社及びジェイコムウエストが別に定

める基準に適合する者を除きます。）の

用に供され、それが業として行われる

ものと当社及びジェイコムウエストが

認めるものでないこと。 

④別記 3 (1）に定める契約者連絡先電話

番号にかかる変更、廃止又は携帯電話

番号ポータビリティ若しくはａｕサー

ビスの利用の開始又はその契約の解約

の届出がされていること。 

（イ） 割引対象 

料金表 第 1基本利用料 2料金額（2) 利

用料 （イ） 携帯・自動車電話事業者に

係る加入電話等設備へのものに定める利

用料 

契約の契約者名義と同一であること、又

はその他網契約者回線の契約者が当社

及び JCOM マーケティングに届け出てい

る住所が、契約者の住所若しくは居所と

同一であること。 

③①に定める他網契約者回線が、その契

約者以外の者（その契約者と相互に業

務上緊密な関係を有することについて

当社及びJCOMマーケティングが別に定

める基準に適合する者を除きます。）の

用に供され、それが業として行われる

ものと当社及び JCOMマーケティングが

認めるものでないこと。 

④別記 3 (1）に定める契約者連絡先電話

番号にかかる変更、廃止又は携帯電話

番号ポータビリティ若しくはａｕサー

ビスの利用の開始又はその契約の解約

の届出がされていること。 

（イ） 割引対象 

料金表 第 1基本利用料 2料金額（2) 利

用料 （イ） 携帯・自動車電話事業者に

係る加入電話等設備へのものに定める利

用料 
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（ウ) 割引額 

①KDDI 株式会社のホーム電話サービス契

約約款に定めるホーム電話サービスの

ホーム電話契約者回線、FTTH サービス

契約約款に定めるFTTH電話サービスの

FTTH 接続回線、ホームプラス電話サー

ビス契約約款に定めるホームプラス電

話サービスのホームプラス電話契約者

回線、KDDI 株式会社の光ダイレクトサ

ービス契約約款に定める光ダイレクト

電話サービスの光ダイレクト接続回線

及びauオフィスナンバーサービスに係

る特定装置接続回線、KDDI 株式会社の

イントラネット IP電話サービス契約約

款に定める一般イントラネット IP電話

サービスのイントラネット IP電話利用

回線、マンションプラス電話サービス

契約約款に定める一般マンションプラ

ス電話のマンションプラス電話利用回

線への通話、Cisco Webex Calling サー

ビス契約約款に定める Cisco Webex 

Calling サービスの特定装置接続回線

及びクラウドコーリングサービス契約

（ウ) 割引額 

①KDDI 株式会社のホーム電話サービス契

約約款に定めるホーム電話サービスの

ホーム電話契約者回線、FTTH サービス

契約約款に定めるFTTH電話サービスの

FTTH 接続回線、ホームプラス電話サー

ビス契約約款に定めるホームプラス電

話サービスのホームプラス電話契約者

回線、KDDI 株式会社の光ダイレクトサ

ービス契約約款に定める光ダイレクト

電話サービスの光ダイレクト接続回線

及びauオフィスナンバーサービスに係

る特定装置接続回線、KDDI 株式会社の

イントラネット IP電話サービス契約約

款に定める一般イントラネット IP電話

サービスのイントラネット IP電話利用

回線、マンションプラス電話サービス

契約約款に定める一般マンションプラ

ス電話のマンションプラス電話利用回

線への通話、Cisco Webex Calling サー

ビス契約約款に定める Cisco Webex 

Calling サービスの特定装置接続回線

及びクラウドコーリングサービス契約
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約款に定めるクラウドコーリングサー

ビスの特定装置接続回線への通話（協

定事業者の設置した交換設備を経由し

たものを除きます。）、沖縄セルラー電

話株式会社のFTTHサービス契約約款に

定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続

回線並びに協定事業者の電気通信サー

ビス（当社及びジェイコムウエストが

別に定めるものに限ります。）の電気通

信回線への通話に関する利用料を当該

料金月単位に累積した月間累積利用

料。 

②当社及びジェイコムウエストが別に定

める音声通信番号への通話（その音声

通信番号に係る事業者が KDDI株式会社

であるものに限ります。）に関する利用

料を当該料金月単位に累積した月間累

積利用料。 

③KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株

式会社のモバイル約款に定める５G デ

ュアル、LTE デュアル、au サービス及

びプリペイド電話並びにデュアルサー

ビスの契約者回線（当社が別に定める

約款に定めるクラウドコーリングサー

ビスの特定装置接続回線への通話（協

定事業者の設置した交換設備を経由し

たものを除きます。）、沖縄セルラー電

話株式会社のFTTHサービス契約約款に

定める FTTH 電話サービスの FTTH 接続

回線並びに協定事業者の電気通信サー

ビス（当社及び JCOMマーケティングが

別に定めるものに限ります。）の電気通

信回線への通話に関する利用料を当該

料金月単位に累積した月間累積利用

料。 

②当社及び JCOMマーケティングが別に定

める音声通信番号への通話（その音声

通信番号に係る事業者が KDDI株式会社

であるものに限ります。）に関する利用

料を当該料金月単位に累積した月間累

積利用料。 

③KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株

式会社のモバイル約款に定める５G デ

ュアル、LTE デュアル、au サービス及

びプリペイド電話並びにデュアルサー

ビスの契約者回線（当社が別に定める
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ものを除きます。）への通話に関する利

用料を当該料金月単位に累積した月間

累積利用料。 

イ アの場合において、当社及びジェイコム

ウエストがアの適用について、KDDI 株式

会社及び沖縄セルラー電話株式会社に通

知することについて、承諾していただき

ます。 

 
 

ものを除きます。）への通話に関する利

用料を当該料金月単位に累積した月間

累積利用料。 

イ アの場合において、当社及び JCOM マー

ケティングがアの適用について、KDDI 株

式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に

通知することについて、承諾していただ

きます。 

 
 

  

2 料金額 2 料金額 

定額利用料 定額利用料 

ア 料金額       1J:COM PHONE プラス回線ごとに月額 ア 料金額       1J:COM PHONE プラス回線ごとに月額 

区分 

 
料金額 

 
J:COM 

PHONE プ

ラス for 

さすガね

っと 

 

住宅用 

 
当社が別に定めるさすガねっと J プラン契約約

款に定めるインターネット接続サービスに加入

した場合に限り加入可能、提供料金はさすガね

っと J プラン定期契約規約に定めます。 

 

 

区分 

 
料金額 

 
J:COM 

PHONE プ

ラス for 

さすガね

っと 

 

住宅用 

 
当社が別に定めるさすガねっと J プラン契約約

款に定めるインターネット接続サービスに加入

した場合に限り加入可能、提供料金はさすガね

っと J プラン定期契約規約に定めます。 

 

 

ただし、契約者が、当社が提供する他のサービスの契約を締結している場

合は、当社が別に定める料金額を適用することがあります。 

ただし、契約者が、当社が提供する他のサービスの契約を締結している場

合は、当社が別に定める料金額を適用することがあります。 
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2) 利用料 2) 利用料 

ア 加入電話等設備への発信及び別記 10に定める電気通信番号の発信に係る

もの 

ア 加入電話等設備への発信及び別記 10に定める電気通信番号の発信に係る

もの 

（ア） （イ）、（ウ）、（エ）、（オ）及び（カ）以外のもの （ア） （イ）、（ウ）、（エ）、（オ）及び（カ）以外のもの 

区分 

 
料金額（3分までごとに） 

 
利

用

料 

 

同一の都道府県

に終始するもの 

 

8.0円（税込 8.80円） 

 

上記以外のもの 

 
15.0円（税込 16.50円） 

 
 

区分 

 
料金額（3分までごとに） 

 
利

用

料 

 

同一の都道府県

に終始するもの 

 

8.0円（税込 8.80円） 

 

上記以外のもの 

 
15.0円（税込 16.50円） 

 
 

ただし、当社及びジェイコムウエストが別に定める特定事業者が提供する

J:COM PHONE プラス回線及び KDDI 株式会社が提供するケーブルプラス回線

への発信に係るものに限り、上表の料金額に 0円を適用します。 

ただし、当社及び JCOM マーケティングが別に定める特定事業者が提供する

J:COM PHONE プラス回線及び KDDI 株式会社が提供するケーブルプラス回線

への発信に係るものに限り、上表の料金額に 0円を適用します。 

（イ） 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの （イ） 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの 

区分 

 
料金額（60秒までごとに） 

 
利

用

料 

 

KDDI 株式会社又

は沖縄セルラー

電話株式会社に

係るもの（副回

線通信サービス

15.5円（税込 17.05 円） 

 

区分 

 
料金額（60秒までごとに） 

 
利

用

料 

 

KDDI 株式会社又

は沖縄セルラー

電話株式会社に

係るもの（副回

線通信サービス

15.5円（税込 17.05 円） 
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に係るものを除

きます。） 

 
上記以外のもの 

 
16.0円（税込 17.60円） 

 
 

に係るものを除

きます。） 

 
上記以外のもの 

 
16.0円（税込 17.60円） 

 
 

（ウ） 削除 （ウ） 削除 

（エ） 当社及びジェイコムウエストが別に定めるパーソナルナンバーに係

るもの 

（エ） 当社及び JCOM マーケティングが別に定めるパーソナルナンバーに係

るもの 

区分 

 
料金額（3分までごとに） 

 
利用料 

 
8.0円（税込 8.80円） 

 
 

区分 

 
料金額（3分までごとに） 

 
利用料 

 
8.0円（税込 8.80円） 

 
 

（オ） 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの （オ） 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの 

区分 

 
料金額（60秒までごとに） 

 
利用料 

 
8.0円（税込 8.80円） 

 
 

区分 

 
料金額（60秒までごとに） 

 
利用料 

 
8.0円（税込 8.80円） 

 
 

（カ） 別表 3に定める電気通信番号に係るもの （カ） 別表 3に定める電気通信番号に係るもの 

区分 

 
料金額（180秒までごと

に） 

 
利用料 

 
10.0円（税込 11.00 円） 

 
 

区分 

 
料金額（180秒までごと

に） 

 
利用料 

 
10.0円（税込 11.00 円） 
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（キ）番号規則第９条第１項第４号に規定する電気通信番号に係るもの （キ）番号規則第９条第１項第４号に規定する電気通信番号に係るもの 

区分 

 
料金額 

 
利

用

料 

 

1の通信ごとに 

 
40.0円（税込 44.00 円） 

 
上欄に定める利

用料のほか 

 

40 秒までごとに税抜

10.0円（税込 11.00 円） 

 
 

区分 

 
料金額 

 
利

用

料 

 

1の通信ごとに 

 
40.0円（税込 44.00 円） 

 
上欄に定める利

用料のほか 

 

40 秒までごとに税抜

10.0円（税込 11.00 円） 

 
 

（ク）衛星電話サービスに係る電気通信回線へのもの （ク）衛星電話サービスに係る電気通信回線へのもの 

区分 

 
料金額（23秒までごとに） 

 
利用料 

 
10.0円（税込 11.00円） 

 
 

区分 

 
料金額（23秒までごとに） 

 
利用料 

 
10.0円（税込 11.00円） 

 
 

  

イ 外国との音声通信に係るもの イ 外国との音声通信に係るもの 

（ア） 自動音声通信（外国への発信に係るものに限ります。） （ア） 自動音声通信（外国への発信に係るものに限ります。） 

区分 

 
料金額（1分まで

ごとに） 

 

区分 

 
料金額（1分まで

ごとに） 

 
アジア 1 

 
30円 

 
アメリカ 3 

 
78円 

 
アジア 2 

 
30円 

 
アメリカ 4 

 
157円 

 

区分 

 
料金額（1分まで

ごとに） 

 

区分 

 
料金額（1分まで

ごとに） 

 
アジア 1 

 
30円 

 
アメリカ 3 

 
78円 

 
アジア 2 

 
30円 

 
アメリカ 4 

 
157円 
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アジア 3 

 
45円 

 
アメリカ 5 

 
113円 

 
アジア 4 

 
63円 

 
アメリカ 6 

 
159円 

 
アジア 5 

 
72円 

 
アメリカ 7 

 
30円 

 
アジア 6 

 
77円 

 
アメリカ 8 

 
105円 

 
アジア 7 

 
105円 

 
アメリカ 9 

 
115円 

 
アジア 8 

 
107円 

 
アメリカ 10 

 
230円 

 
アジア 9 

 
113円 

 
オセアニア 1 

 
57円 

 
アジア 10 

 
127円 

 
オセアニア 2 

 
9円 

 
アジア 11 

 
130円 

 
オセアニア 3 

 
50円 

 
アジア 12 

 
153円 

 
オセアニア 4 

 
72円 

 
アジア 13 

 
159円 

 
オセアニア 5 

 
80円 

 
アジア 14 213円 オセアニア 6 112円 

アジア 3 

 
45円 

 
アメリカ 5 

 
113円 

 
アジア 4 

 
63円 

 
アメリカ 6 

 
159円 

 
アジア 5 

 
72円 

 
アメリカ 7 

 
30円 

 
アジア 6 

 
77円 

 
アメリカ 8 

 
105円 

 
アジア 7 

 
105円 

 
アメリカ 9 

 
115円 

 
アジア 8 

 
107円 

 
アメリカ 10 

 
230円 

 
アジア 9 

 
113円 

 
オセアニア 1 

 
57円 

 
アジア 10 

 
127円 

 
オセアニア 2 

 
9円 

 
アジア 11 

 
130円 

 
オセアニア 3 

 
50円 

 
アジア 12 

 
153円 

 
オセアニア 4 

 
72円 

 
アジア 13 

 
159円 

 
オセアニア 5 

 
80円 

 
アジア 14 213円 オセアニア 6 112円 
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アジア 15 

 
227円 

 
オセアニア 7 

 
160円 

 
アジア 16 

 
35円 

 
ヨーロッパ 1 

 
20円 

 
アジア 17 

 
60円 

 
ヨーロッパ 2 

 
42円 

 
アフリカ 1 

 
128円 

 
ヨーロッパ 3 

 
92円 

 
アフリカ 2 

 
180円 

 
ヨーロッパ 4 

 
102円 

 
アフリカ 3 

 
257円 

 
ヨーロッパ 5 

 
142円 

 
アメリカ 1 

 
9円 

 
ヨーロッパ 6 

 
203円 

 
アメリカ 2 

 
15円 

 
 

 
備考  

各区分における取扱地域等は、別表 2に定めるところによります。 

（注）外国へ発信する音声通信（その音声通信の料金を着信者側で支払

うことを条件として行われる通信に限ります。）の料金は、着信側事業者

の定めるところによります。 

 
 

    
アジア 15 

 
227円 

 
オセアニア 7 

 
160円 

 
アジア 16 

 
35円 

 
ヨーロッパ 1 

 
20円 

 
アジア 17 

 
60円 

 
ヨーロッパ 2 

 
42円 

 
アフリカ 1 

 
128円 

 
ヨーロッパ 3 

 
92円 

 
アフリカ 2 

 
180円 

 
ヨーロッパ 4 

 
102円 

 
アフリカ 3 

 
257円 

 
ヨーロッパ 5 

 
142円 

 
アメリカ 1 

 
9円 

 
ヨーロッパ 6 

 
203円 

 
アメリカ 2 

 
15円 

 
 

 
備考  

各区分における取扱地域等は、別表 2に定めるところによります。 

（注）外国へ発信する音声通信（その音声通信の料金を着信者側で支払う

ことを条件として行われる通信に限ります。）の料金は、着信側事業者の

定めるところによります。 
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（イ） 非自動音声通信に係るもの （イ） 非自動音声通信に係るもの 

区分 

 
料金額 

 
最初の 3分まで 

 
超過 1分までごと

に 

 
非 自 動

音 声 通

信 

 

2,160円 

 
460円 

 

備考 

1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2

に定めるところによります。 

2 第 2種本邦着信音声通信の利用料は、当社のサ

ービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る

第 1種一般電話等契約に係る第 2種本邦着信通話

の通話料と同額とします。 

 
 

区分 

 
料金額 

 
最初の 3分まで 

 
超過 1分までごと

に 

 
非 自 動

音 声 通

信 

 

2,160円 

 
460円 

 

備考 

1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2

に定めるところによります。 

2 第 2種本邦着信音声通信の利用料は、当社のサ

ービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る

第 1種一般電話等契約に係る第 2種本邦着信通話

の通話料と同額とします。 

 
 

  

ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの 

自動音声通信（特定衛星端末への発信に係るものに限ります。） 自動音声通信（特定衛星端末への発信に係るものに限ります。） 

利用料 利用料 

区分 料金額（1 区分 料金額（1分 区分 料金額（1 区分 料金額（1分
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 分 ま で ご

とに） 

 

 ま で ご と

に） 

 
特 定 衛

星端末 1 

 

273円 

 

特 定 衛 星

端末 4 

 

686円 

 

特 定 衛

星端末 2 

 

378円 

 
削除 

 
削除 

 

特 定 衛

星端末 3 

 

210円 

 
削除 

 
削除 

 

備考 各区分における取扱地域等は、別表 2に定

めるところによります。 

（注）外国へ発信する音声通信（その音声通信の

料金を着信者側で支払うことを条件として行われ

る通信に限ります。）の料金は、着信側事業者の定

めるところによります。 

 
 

 分 ま で ご

とに） 

 

 ま で ご と

に） 

 
特 定 衛

星端末 1 

 

273円 

 

特 定 衛 星

端末 4 

 

686円 

 

特 定 衛

星端末 2 

 

378円 

 
削除 

 
削除 

 

特 定 衛

星端末 3 

 

210円 

 
削除 

 
削除 

 

備考 各区分における取扱地域等は、別表 2に定

めるところによります。 

（注）外国へ発信する音声通信（その音声通信の

料金を着信者側で支払うことを条件として行われ

る通信に限ります。）の料金は、着信側事業者の定

めるところによります。 

 
 

非自動音声通信 非自動音声通信 

区分 

 
料金額 

 
最初の 3分まで 超過 1分までごと

区分 

 
料金額 

 
最初の 3分まで 超過 1分までごと
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 に 

 
非 自 動

音 声 通

信 

 

2,160円 

 
460円 

 

備考 

1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2

に定めるところによります。 

2 第 2種本邦着信音声通信の利用料は、当社及び

ジェイコムウエストのサービス等契約約款に規定

するカテゴリーⅠに係る第 1種一般電話等契約に

係る第 2 種本邦着信通話の通話料と同額としま

す。 

 
 

 に 

 
非 自 動

音 声 通

信 

 

2,160円 

 
460円 

 

備考 

1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表 2

に定めるところによります。 

2 第 2種本邦着信音声通信の利用料は、当社及び

JCOM マーケティングのサービス等契約約款に規

定するカテゴリーⅠに係る第 1種一般電話等契約

に係る第 2種本邦着信通話の通話料と同額としま

す。 

 
 

  

第 2 付加機能利用料 第 2 付加機能利用料 

1 適用 1 適用 

付加機能利用料の適用については、第 35条（定額利用料の支払義務）及び

第 37条（利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

付加機能利用料の適用については、第 35条（定額利用料の支払義務）及び

第 37条（利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区分 

 
内容 

 
(1)J:COM PHONE プ ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信回

区分 

 
内容 

 
(1)J:COM PHONE プ ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信
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ラス for さすガね

っとに係る通信時間

の測定等 

 

線を接続して音声通信をできる状態にした時刻か

ら起算し、請求者又は対話者による送受話器をかけ

る等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信

をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特

別事業者の機器（協定事業者又はジェイコムウエス

トの機器を含むことがあります。以下同じとしま

す。）により測定します。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるそ

の音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間と

し、特別事業者の機器により測定します。 

区分 

 
時刻 

 
開

始

時

刻 

 

番 号

音 声

通信 

 

双方の電気通信設備を

接続して音声通信をで

きる状態にした時刻 

 
指 名

音 声

通信 

 

請求者の電話設備が対

話者に接続され、特別事

業者の電話交換局の交

換取扱者が、音声通信が

設定されたことを請求

者に告げた時刻 

 

ラス for さすガね

っとに係る通信時間

の測定等 

 

回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻

から起算し、請求者又は対話者による送受話器を

かける等の音声通信終了の信号を受けて、その音

声通信をできない状態にした時刻までの経過時間

とし、特別事業者の機器（協定事業者又は JCOM

マーケティングの機器を含むことがあります。以

下同じとします。）により測定します。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げる

その音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間

とし、特別事業者の機器により測定します。 

区分 

 
時刻 

 
開

始

時

刻 

 

番 号

音 声

通信 

 

双方の電気通信設備を

接続して音声通信をで

きる状態にした時刻 

 
指 名

音 声

通信 

 

請求者の電話設備が対

話者に接続され、特別事

業者の電話交換局の交

換取扱者が、音声通信が

設定されたことを請求

者に告げた時刻 
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終了時刻 

 
特別事業者の電話交換

局の交換設備が請求者

の電話設備から音声通

信終了の信号を受信し

た時刻 

 
備考 

1 特別事業者の電話交換局が非自動

音声通信を接続する場合において、対

話者側の電気通信設備が、加入者不在

の場合に応答する装置又は不在加入者

の代行を業とする者に接続されている

ため、その装置又は代行業者による応

答があったときは、次により取り扱い

ます。 

1) 番号音声通信の場合 

対話者側の電気通信設備に接続された

ものとみなします。 

2) 指名音声通信の場合 

請求者が音声通信をすることを希望す

る場合に限って接続します。 

 
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みませ

終了時刻 

 
特別事業者の電話交換

局の交換設備が請求者

の電話設備から音声通

信終了の信号を受信し

た時刻 

 
備考 

1 特別事業者の電話交換局が非自動

音声通信を接続する場合において、対

話者側の電気通信設備が、加入者不在

の場合に応答する装置又は不在加入者

の代行を業とする者に接続されている

ため、その装置又は代行業者による応

答があったときは、次により取り扱い

ます。 

1) 番号音声通信の場合 

対話者側の電気通信設備に接続された

ものとみなします。 

2) 指名音声通信の場合 

請求者が音声通信をすることを希望す

る場合に限って接続します。 

 
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みませ
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ん。 

（ア） 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者

の責任によらない理由により、音声通信の途中に

一時音声通信ができなかった時間 

（イ） 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者

の責任によらない理由により、音声通信を打ち切

ったときは、2料金額に規定する秒数に満たない

端数の通信時間 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当す

る場合は、通信時間の調整は行いません。 

（ア） 音声通信以外の通信が行われた場合におい

て、伝送品質の不良によりその音声通信ができな

かったとき。 

 ただし、音声通信ができない状態であったとき

は、この限りではありません。 

（イ） J:COM PHONEプラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を

介して、その J:COM PHONEプラス接続回線にジェ

イコムウエスト又はジェイコムウエスト以外の

電気通信事業者が提供する電気通信サービスに

係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた

場合において、その接続を原因とする伝送品質の

不良によりその音声通信ができなかったとき。 

オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求

ん。 

（ア） 回線の故障等音声通信の請求者又は対話

者の責任によらない理由により、音声通信の途

中に一時音声通信ができなかった時間 

（イ） 回線の故障等音声通信の請求者又は対話

者の責任によらない理由により、音声通信を打

ち切ったときは、2 料金額に規定する秒数に満

たない端数の通信時間 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当

する場合は、通信時間の調整は行いません。 

（ア） 音声通信以外の通信が行われた場合にお

いて、伝送品質の不良によりその音声通信がで

きなかったとき。 

 ただし、音声通信ができない状態であったとき

は、この限りではありません。 

（イ） J:COM PHONEプラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を

介して、その J:COM PHONE プラス接続回線に

JCOM マーケティング又は JCOM マーケティング

以外の電気通信事業者が提供する電気通信サー

ビスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が

行われた場合において、その接続を原因とする

伝送品質の不良によりその音声通信ができなか

ったとき。 
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者又は対話者の責めによらない理由により、音声

通信に中断があったときは、請求者は、直ちにそ

の旨を当社及びジェイコムウエストのサービス

取扱所に申告してください 

カ 当社及びジェイコムウエストは、特別事業者の

電話交換局に申告を行い、特別事業者はオの規定

により中断等の申告を受けた自動音声通信の通

信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 

キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告

を受けた特別事業者の電話交換局は、速やかに再

接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を

調整します。この場合において、特別事業者の電

話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を

調整します。 

ク オに規定する中断等の場合において、請求者及

び対話者の責めによらない理由により、直ちにそ

の旨の申告ができなかったときは、当社及びジェ

イコムウエストは、その音声通信に係る請求書の

発行日から起算して 6か月以内に限り、申告に応

じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対

応する利用料を減額又は返還します。 

 
(2)ジェイコムウエ ジェイコムウエスト又は特別事業者の機器の故障

オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請

求者又は対話者の責めによらない理由により、

音声通信に中断があったときは、請求者は、直

ちにその旨を当社及び JCOM マーケティングの

サービス取扱所に申告してください 

カ 当社及び JCOMマーケティングは、特別事業者

の電話交換局に申告を行い、特別事業者はオの

規定により中断等の申告を受けた自動音声通信

の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整し

ます。 

キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告

を受けた特別事業者の電話交換局は、速やかに

再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時

間を調整します。この場合において、特別事業

者の電話交換局はエ及びオの規定に従って通信

時間を調整します。 

ク オに規定する中断等の場合において、請求者

及び対話者の責めによらない理由により、直ち

にその旨の申告ができなかったときは、当社及

び JCOM マーケティングは、その音声通信に係る

請求書の発行日から起算して 6 か月以内に限

り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべ

き通信時間に対応する利用料を減額又は返還し

ます。 



旧 新 

スト又は特別事業者

の機器の故障等によ

り正しく算定するこ

とができなかった場

合の料金の取扱い 

 

等により正しく算定することができなかった場合

の利用料は、次のとおりとします。 

ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場

合 

ジェイコムウエスト又は特別事業者の機器の故

障等により正しく算定することができなかった

日の初日（初日が確定できないときにあっては、

種々の事情を総合的に判断してジェイコムウエ

ストの機器の故障等があったと認められる日）の

属する料金月の前 12 料金月の各料金月における

1日平均の利用料が最低となる値に、算定できな

かった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

把握可能な実績に基づいて当社及びジェイコム

ウエストが別に定める方法により算出した 1 日

平均の利用料が最低となる値に、算定できなかっ

た期間の日数を乗じて得た額 

（注）イの「当社及びジェイコムウエストが別に

定める方法」は、原則として、次のとおりとし

ま す。 

（ア） 過去 2か月以上の実績を把握することがで

きる場合 

機器の故障等により正しく算定することができ

 
(2)JCOM マーケティ

ング又は特別事業者

の機器の故障等によ

り正しく算定するこ

とができなかった場

合の料金の取扱い 

 

JCOM マーケティング又は特別事業者の機器の故

障等により正しく算定することができなかった場

合の利用料は、次のとおりとします。 

ア 過去 1年間の実績を把握することができる場

合 

JCOM マーケティング又は特別事業者の機器の

故障等により正しく算定することができなかっ

た日の初日（初日が確定できないときにあって

は、種々の事情を総合的に判断して JCOMマーケ

ティングの機器の故障等があったと認められる

日）の属する料金月の前 12料金月の各料金月に

おける 1日平均の利用料が最低となる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

把握可能な実績に基づいて当社及び JCOM マー

ケティングが別に定める方法により算出した 1

日平均の利用料が最低となる値に、算定できな

かった期間の日数を乗じて得た額 

（注）イの「当社及び JCOMマーケティングが別

に定める方法」は、原則として、次のとおり

としま す。 

（ア） 過去 2か月以上の実績を把握することが
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なかった日前の 実績が把握できる各料金月にお

ける 1 日平均の利用料が最低と なる値に、算定

できなかった期間の日数を乗じて得た額 

（イ） 過去 2か月間の実績を把握することができ

ない場合 

機器の故障等により正しく算定することができ

なかった日前の実績が把握できる期間における 1

日平均の利用料又は故障等の回復後の 7 日間に

おける 1日平均の利用料のうち低いものの値に、

算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

 
 
 
 

 

できる場合 

機器の故障等により正しく算定することができ

なかった日前の 実績が把握できる各料金月に

おける 1日平均の利用料が最低と なる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

（イ） 過去 2か月間の実績を把握することがで

きない場合 

機器の故障等により正しく算定することができ

なかった日前の実績が把握できる期間における

1 日平均の利用料又は故障等の回復後の 7 日間

における 1日平均の利用料のうち低いものの値

に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た

額 

 
 

2 料金額 2 料金額 

ア 発信電気通信番号非通知サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者に係る

J:COM PHONE プラス回

線から行う音声通信

－ 

 
－ 

 

ア 発信電気通信番号非通知サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者に係る

J:COM PHONE プラス回

線から行う音声通信

－ 

 
－ 
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（電気通信番号規則

（平成 9 年郵政省令第

82 号）第 11 条に規定

する緊急通報に関する

電気通信番号 110、118

又は 119に限ります。）

をダイヤルして行う音

声通信その他当社が別

に定める方法により行

う音声通信を除きま

す。）について、その契

約に係る電気通信番号

を着信先へ通知しない

ようにするもの 

 
備考 

 
 

 
イ 電気通信番号表示サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者がその

1J:COM PHONE プラス回

線ごとに月額 

400円 

(税込 440円) 

（電気通信番号規則

（平成 9 年郵政省令第

82 号）第 11 条に規定

する緊急通報に関する

電気通信番号 110、118

又は 119に限ります。）

をダイヤルして行う音

声通信その他当社が別

に定める方法により行

う音声通信を除きま

す。）について、その契

約に係る電気通信番号

を着信先へ通知しない

ようにするもの 

 
備考 

 
 

 
イ 電気通信番号表示サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者がその

1J:COM PHONEプラス回

線ごとに月額 

400円 

(税込 440円) 
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契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線へ通

知される発信電気通信

番号を表示することが

できるもの（定額利用

料） 

 

  

備考 

 
（ア）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定めるところにより

ます。 

（イ）当社及びジェイコムウエスト

は、本サービスを利用している契

約者（以下「電気通信番号表示サ

ービス利用者」といいます。）か

ら請求があったときは、以下この

表のウ欄又はク欄に掲げる追加

サービスを提供します。 

 
ウ 電気通信番号通知要請サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 

契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線へ通

知される発信電気通信

番号を表示することが

できるもの（定額利用

料） 

 

  

備考 

 
（ア）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定めるところによ

ります。 

（イ）当社及び JCOM マーケティン

グは、本サービスを利用している

契約者（以下「電気通信番号表示

サービス利用者」といいます。）

から請求があったときは、以下こ

の表のウ欄又はク欄に掲げる追

加サービスを提供します。 

 
ウ 電気通信番号通知要請サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 
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契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線へ発

信電気通信番号が通知

されない通信に対し

て、その発信電気通信

番号を通知してかけ直

してほしい旨の案内に

より自動的に応答する

もの（定額利用料） 

 

1J:COM PHONE プラス回

線ごとに月額 

 

200円 

(税込 220円) 

 

備考 

 
（ア）本サービスは、電気通信番号

表示サービス利用者に限り提供

します。 

（イ）ジェイコムウエストは、発信

電気通信番号を通知してかけ直

してほしい旨の案内により自動

的に応答する通信について、着信

した時刻から一定時間経過後、そ

の通信を打ち切ります。 

 
エ 割込通話サービス 

 
区分 単位 料金額 

契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線へ発

信電気通信番号が通知

されない通信に対し

て、その発信電気通信

番号を通知してかけ直

してほしい旨の案内に

より自動的に応答する

もの（定額利用料） 

 

1J:COM PHONEプラス回

線ごとに月額 

 

200円 

(税込 220円) 

 

備考 

 
（ア）本サービスは、電気通信番号

表示サービス利用者に限り提供

します。 

（イ）JCOM マーケティングは、発

信電気通信番号を通知してかけ

直してほしい旨の案内により自

動的に応答する通信について、着

信した時刻から一定時間経過後、

その通信を打ち切ります。 

 
エ 割込通話サービス 

 
区分 単位 料金額 
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通信中に他から着信が

あることを知らせ、そ

の J:COM PHONE プラス

回線に接続されている

フックボタン等の操作

により、現に通信中の

通信を保留し、その着

信に応答して音声通信

を行った後再び保留中

の通話を行うことがで

きるようにするもの

（定額利用料） 

 

1J:COM PHONE プラス回

線ごとに月額 

 

300円 

(税込 330円) 

 

備考 

 
 

 
オ 特定音声通信発信規制サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者がその

契 約 に 係 る J:COM 

－ 

 
－ 

 

   
通信中に他から着信が

あることを知らせ、そ

の J:COM PHONE プラス

回線に接続されている

フックボタン等の操作

により、現に通信中の

通信を保留し、その着

信に応答して音声通信

を行った後再び保留中

の通話を行うことがで

きるようにするもの

（定額利用料） 

 

1J:COM PHONEプラス回

線ごとに月額 

 

300円 

(税込 330円) 

 

備考 

 
 

 
オ 特定音声通信発信規制サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者がその

契 約 に 係 る J:COM 

－ 

 
－ 
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PHONE プラス回線から

発信する、当社及びジ

ェイコムウエストが別

に定める音声通信を行

うことができないよう

にするもの 

 
備考 

 

 

（ア）当社及びジェイコムウエスト

は、その契約に係る電気通信番号

が変更となった場合は、本サービ

スを廃止したものとして取り扱

います。 

（イ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定めるところにより

ます。 

 
カ 電気通信番号通信中表示サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契約（割込通話サービ

スを利用しているもの

1契約ごとに月額 

 
100円 

(税込 110円) 

PHONE プラス回線から

発信する、当社及び

JCOM マーケティング

が別に定める音声通信

を行うことができない

ようにするもの 

 
備考 

 

 

（ア）当社及び JCOM マーケティン

グは、その契約に係る電気通信番

号が変更となった場合は、本サー

ビスを廃止したものとして取り

扱います。 

（イ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定めるところによ

ります。 

 
カ 電気通信番号通信中表示サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契約（割込通話サービ

スを利用しているもの

1契約ごとに月額 

 
100円 

(税込 110円) 
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に限ります。）に係る

J:COM PHONE プラス回

線へ通知される電気通

信番号を通信中に表示

することができるもの

（定額利用料） 

 

 

備考 

 
（ア）本サービスは、電気通信番号

表示サービスと割込通話サービ

スの両方を利用している場合に

限り提供します。 

（イ）本サービスを利用する場合、

通信の利用状況によっては、電気

通信番号を表示できない場合が

あります。 

（ウ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定めるところにより

ます。 

 
キ 番号ポータビリティサービス 

 
区分 単位 料金額 

に限ります。）に係る

J:COM PHONE プラス回

線へ通知される電気通

信番号を通信中に表示

することができるもの

（定額利用料） 

 

 

備考 

 
（ア）本サービスは、電気通信番号

表示サービスと割込通話サービ

スの両方を利用している場合に

限り提供します。 

（イ）本サービスを利用する場合、

通信の利用状況によっては、電気

通信番号を表示できない場合が

あります。 

（ウ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定めるところによ

ります。 

 
キ 番号ポータビリティサービス 

 
区分 単位 料金額 
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事業法第 50 条に定め

る番号ポータビリティ

（番号規則別表第１号

に規定する電気通信番

号に係るものに限りま

す。）を利用することが

できるようにするもの 

 

－ 

 
－ 

 

備考 

 
（ア）当社及びジェイコムウエスト

は、契約者が J:COM PHONEプラス

回線の終端の場所を変更した場

合及び契約が解除された場合に

は、この機能を廃止することがあ

ります。 

（イ）協定事業者の定めるところに

よりこの機能の提供を行うこと

が困難である場合には、当社及び

ジェイコムウエストは、この機能

の提供を行わないことがありま

す。 

（ウ）当社及びジェイコムウエスト

は、本サービスの提供のため必要

   
事業法第 50 条に定め

る番号ポータビリティ

（番号規則別表第１号

に規定する電気通信番

号に係るものに限りま

す。）を利用することが

できるようにするもの 

 

－ 

 
－ 

 

備考 

 
（ア）当社及び JCOM マーケティン

グは、契約者が J:COM PHONEプラ

ス回線の終端の場所を変更した

場合及び契約が解除された場合

には、この機能を廃止することが

あります。 

（イ）協定事業者の定めるところに

よりこの機能の提供を行うこと

が困難である場合には、当社及び

JCOM マーケティングは、この機

能の提供を行わないことがあり

ます。 

（ウ）当社及び JCOM マーケティン

グは、本サービスの提供のため必
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があるときは、協定事業者との間

で契約者の氏名、住所、電気通信

番号等の情報の授受を行うこと

があります。 

（エ）この機能の設定及び変更に

は、設定変更手数料の支払いを要

します。 

（オ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定めるところにより

ます。 

 
ク 着信転送サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線に着

信する音声通信を、自

動的に他の契約者回線

等（当社及びジェイコ

ムウエストが別に定め

るものに限ります。以

1J:COM PHONE プラス回

線ごとに月額 

 

500円 

(税込 550円) 

 

要があるときは、協定事業者との

間で契約者の氏名、住所、電気通

信番号等の情報の授受を行うこ

とがあります。 

（エ）この機能の設定及び変更に

は、設定変更手数料の支払いを要

します。 

（オ）本サービスの利用に係る細目

事項は、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定めるところによ

ります。 

 
ク 着信転送サービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
契 約 に 係 る J:COM 

PHONE プラス回線に着

信する音声通信を、自

動的に他の契約者回線

等（当社及び JCOMマー

ケティングが別に定め

るものに限ります。以

1J:COM PHONEプラス回

線ごとに月額 

 

500円 

(税込 550円) 
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下この欄において同じ

とします。）に転送がで

きる機能（定額利用料） 

 
備考 

 
（ア） 他の契約者回線等から転送

されて、本サービスが適用されて

いる J:COM PHONEプラス回線に着

信する音声通信を、他の契約者回

線等へ転送することはできませ

ん。 

（イ） 当社は、利用の一時中断の

J:COM PHONE プラス回線について

は、本サービスを提供しません。 

ただし、災害又はジェイコムウエ

ストの設備上の都合により契約

者が本サービスを利用すること

が止むを得ない場合であって、当

社及びジェイコムウエストの業

務の遂行上支障がないときは、こ

の限りでありません。 

（ウ） 電気通信番号通知要請サー

ビスが適用されている場合は、本

サービスの処理より優先します。 

下この欄において同じ

とします。）に転送がで

きる機能（定額利用料） 

 
備考 

 
（ア） 他の契約者回線等から転送

されて、本サービスが適用されて

いるJ:COM PHONEプラス回線に着

信する音声通信を、他の契約者回

線等へ転送することはできませ

ん。 

（イ） 当社は、利用の一時中断の

J:COM PHONEプラス回線について

は、本サービスを提供しません。 

ただし、災害又は JCOM マーケテ

ィングの設備上の都合により契

約者が本サービスを利用するこ

とが止むを得ない場合であって、

当社及び JCOM マーケティングの

業務の遂行上支障がないときは、

この限りでありません。 

（ウ） 電気通信番号通知要請サー

ビスが適用されている場合は、本

サービスの処理より優先します。 



旧 新 

（エ） 本サービスに係る音声通信

については、発信者から本サービ

スを利用している J:COM PHONEプ

ラス回線への音声通信と本サー

ビスを利用している J:COM PHONE

プラス回線から転送先の契約者

回線等への音声通信の 2 の音声

通信として取り扱います。この場

合の通信時間については、転送先

に転送して音声通信ができる状

態となった時刻に双方の音声通

信ができる状態になったものと

して測定することとします。 

（オ） 本サービスを利用する場合

において、転送が 2回以上にわた

る等通常と異なる利用態様とな

るときは、通信品質を保証できな

いことがあります。 

（カ） 本サービスを利用する場

合、発信者の電気通信番号が転送

先に通知される場合があります。 

（キ） 当社及びジェイコムウエス

トは、本サービスに係る転送先か

（エ） 本サービスに係る音声通信

については、発信者から本サービ

スを利用している J:COM PHONE

プラス回線への音声通信と本サ

ービスを利用している J:COM 

PHONE プラス回線から転送先の

契約者回線等への音声通信の 2

の音声通信として取り扱います。

この場合の通信時間については、

転送先に転送して音声通信がで

きる状態となった時刻に双方の

音声通信ができる状態になった

ものとして測定することとしま

す。 

（オ） 本サービスを利用する場合

において、転送が 2 回以上にわた

る等通常と異なる利用態様とな

るときは、通信品質を保証できな

いことがあります。 

（カ） 本サービスを利用する場

合、発信者の電気通信番号が転送

先に通知される場合があります。 

（キ） 当社及び JCOM マーケティ
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ら、その転送される音声通信につ

いて間違い電話のため、その転送

が行われないようにしてほしい

旨の申出がある場合であって当

社及びジェイコムウエストが必

要と認めるときは、その転送を中

止することがあります。 

（ク） 利用の一時中断となってい

る J:COM PHONEプラス回線に本サ

ービスを提供している場合であ

って、その J:COM PHONEプラス回

線の設置場所の利用について家

主等から異議の申立があり当社

及びジェイコムウエストが必要

と認めるときは、契約者にその

J:COM PHONE プラス回線の設置場

所を変更していただくものとし、

契約者がその設置場所を変更さ

れない場合は、当社及びジェイコ

ムウエストは、本サービスの利用

を中止することがあります。 

（ケ） 本サービスの利用に係る細

目事項は、当社及びジェイコムウ

ングは、本サービスに係る転送先

から、その転送される音声通信に

ついて間違い電話のため、その転

送が行われないようにしてほし

い旨の申出がある場合であって

当社及び JCOM マーケティングが

必要と認めるときは、その転送を

中止することがあります。 

（ク） 利用の一時中断となってい

るJ:COM PHONEプラス回線に本サ

ービスを提供している場合であ

って、その J:COM PHONEプラス回

線の設置場所の利用について家

主等から異議の申立があり当社

及び JCOM マーケティングが必要

と認めるときは、契約者にその

J:COM PHONEプラス回線の設置場

所を変更していただくものとし、

契約者がその設置場所を変更さ

れない場合は、当社及び JCOM マ

ーケティングは、本サービスの利

用を中止することがあります。 

（ケ） 本サービスの利用に係る細
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エストが別に定めるところによ

ります。 

（コ） 当社及びジェイコムウエス

トは、本サービスの利用に伴い発

生する損害については、責任を負

いません。 

 
 

ケ 迷惑電話自動ブロックサービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者が自営

端末設備からの登録操

作等により、あらかじ

め 指定した特定の電

気通信番号又は迷惑電

話発信番号リスト（ト

ビラシステムズ株式会

社から提供を受けた振

り込め詐欺、電話勧誘

販売、投資詐欺、ワン

1J:COM PHONE プラス回

線ごとに月額 

 

 

300円 

(税込 330円) 

 

目事項は、当社及び JCOM マーケ

ティングが別に定めるところに

よります。 

（コ） 当社及び JCOM マーケティ

ングは、本サービスの利用に伴い

発生する損害については、責任を

負いません。 

 
ケ 迷惑電話自動ブロックサービス 

 
区分 

 
単位 

 
料金額 

 
本サービスの利用の請

求をした契約者が自営

端末設備からの登録操

作等により、あらかじ

め 指定した特定の電

気通信番号又は迷惑電

話発信番号リスト（ト

ビラシステムズ株式会

社から提供を受けた振

り込め詐欺、電話勧誘

販売、投資詐欺、ワン

1J:COM PHONEプラス回

線ごとに月額 

 

 

300円 

(税込 330円) 
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切りその他の電話を受

けた相手に精神的又は

経済的負担を与える結

果となる可能性がある

電話の発信に係る電気

通信番号のリストをい

います。以下同じとし

ます。）に登録された電

気通信番号（その契約

者から着信を希望する

旨の指定があったもの

を除きます。）からの着

信に対して、おことわ

りする旨の案内により

自動的に応答するもの

（定額利用料） 

 
備考 

 
（ア） 本サービスは、契約者に限

り提供します。 

（イ） 当社及びジェイコムウエス

トは、おことわりする旨の案内に

より自動的に応答する通信につ

いて、着信した時刻から一定時間

切りその他の電話を受

けた相手に精神的又は

経済的負担を与える結

果となる可能性がある

電話の発信に係る電気

通信番号のリストをい

います。以下同じとし

ます。）に登録された電

気通信番号（その契約

者から着信を希望する

旨の指定があったもの

を除きます。）からの着

信に対して、おことわ

りする旨の案内により

自動的に応答するもの

（定額利用料） 

 
備考 

 
（ア） 本サービスは、契約者に限

り提供します。 

（イ） 当社及び JCOM マーケティ

ングは、おことわりする旨の案内

により自動的に応答する通信に

ついて、着信した時刻から一定時
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経過後、その通信を打ち切りま

す。 

（ウ） 当社及びジェイコムウエス

トは、本サービスを利用する契約

者の同意に基づき、迷惑電話発信

番号リストの精度向上を目的と

して、本サービスの利用状況をト

ビラシステムズ株式会社に提供

します。 

（エ） 当社及びジェイコムウエス

トは、本サービスの利用に伴い発

生する損害については、責任を負

いません。 

（オ） その他、本サービスの利用

に係る細目事項は、当社及びジェ

イコムウエストが別に定めると

ころによります。 

 
 

間経過後、その通信を打ち切りま

す。 

（ウ） 当社及び JCOM マーケティ

ングは、本サービスを利用する契

約者の同意に基づき、迷惑電話発

信番号リストの精度向上を目的

として、本サービスの利用状況を

トビラシステムズ株式会社に提

供します。 

（エ） 当社及び JCOM マーケティ

ングは、本サービスの利用に伴い

発生する損害については、責任を

負いません。 

（オ） その他、本サービスの利用

に係る細目事項は、当社及び

JCOM マーケティングが別に定め

るところによります。 

 
 

  

3 付加機能群による提供 3 付加機能群による提供 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
オ 付加機能のうち、 1 契約 月額 500 円 （税込 550円） 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
オ 付加機能のうち、電 1 契約 月額 500 円 （税込 550円） 
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プ

シ

ョ

ン

パ

ッ

ク 

 

電気通信番号表示

サービス、電気通

信番号通知要請サ

ービス、割込通話

サービス、電気通

信番号通信中表示

サービスをパック

としてまとめて提

供するもの※ 

 

者回線 

ごとに 

 

 

備 

考 

 

（1）契約者回線に提供します。 

（2）契約者が申し出を行い、当社及びジェイコムウエストが

承諾した場合に提供します。 

（3）オプションパックで取り扱う機能の内容は、2 料金額で

規定する各機能の提供条件に従います。 

（4）当社及びジェイコムウエストは、オプションパックで取

り扱う機能を変更することがあります。この場合は、変更

後の機能で提供します。 

（5）オプションパックで取り扱う機能は、個別の機能ごとに

廃止はできません。 

（6）契約者の使用機器、利用環境、利用方法によっては、一

部の機能の停止、及び機能の制約を受ける場合があります。 

 
 

プ

シ

ョ

ン

パ

ッ

ク 

 

気通信番号表示サ

ービス、電気通信番

号通知要請サービ

ス、割込通話サービ

ス、電気通信番号通

信中表示サービス

をパックとしてま

とめて提供するも

の※ 

 

者回線 

ごとに 

 

 

備 

考 

 

（1）契約者回線に提供します。 

（2）契約者が申し出を行い、当社及び JCOM マーケティングが

承諾した場合に提供します。 

（3）オプションパックで取り扱う機能の内容は、2 料金額で規

定する各機能の提供条件に従います。 

（4）当社及び JCOM マーケティングは、オプションパックで取

り扱う機能を変更することがあります。この場合は、変更

後の機能で提供します。 

（5）オプションパックで取り扱う機能は、個別の機能ごとに廃

止はできません。 

（6）契約者の使用機器、利用環境、利用方法によっては、一部

の機能の停止、及び機能の制約を受ける場合があります。 
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第 3 相互接続番号案内料 第 3 相互接続番号案内料 

1 適用 1 適用 

相互接続番号案内料の適用については、第 58条（相互接続番号案内）及び

第 59条（相互接続番号案内料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりと

します。 

相互接続番号案内料の適用については、第 58条（相互接続番号案内）及び

第 59条（相互接続番号案内料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりと

します。 

区分 

 
内容 

 
(1)  相 互

接続番号案

内料の設定 

 

相互接続番号案内料は、ジェイコ

ムウエストの提供区間と協定事業

者の提供区間とを合わせて、ジェ

イコムウエストが設定するものと

します。 

 
(2)  相 互

接続番号案

内料の免除

等の取扱い 

 

相互接続番号案内料の免除に係る

取扱い及び相互接続番号案内料の

支払いを要しない場合の取扱いに

ついては、協定事業者の契約約款

等の規定に準じて取り扱います。 

 
(3)  そ の

他の取扱い 

 

相互接続番号案内料に係るその他

の取扱いについては、利用料に準

じて取り扱います。 

区分 

 
内容 

 
(1)  相 互

接続番号案

内料の設定 

 

相互接続番号案内料は、JCOM マー

ケティングの提供区間と協定事業

者の提供区間とを合わせて、JCOM

マーケティングが設定するものと

します。 

 
(2)  相 互

接続番号案

内料の免除

等の取扱い 

 

相互接続番号案内料の免除に係る

取扱い及び相互接続番号案内料の

支払いを要しない場合の取扱いに

ついては、協定事業者の契約約款

等の規定に準じて取り扱います。 

 
(3)  そ の

他の取扱い 

 

相互接続番号案内料に係るその他

の取扱いについては、利用料に準

じて取り扱います。 
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2 料金額 2 料金額 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
相互接続番号

案内料 

 

1 相互接続番号

ごと 

 

200 円（税込

220円） 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
相互接続番号

案内料 

 

1 相互接続番号

ごと 

 

200 円（税込

220円） 

 
 

  

第 4 手続きに関する料金及び工事費 第 4 手続きに関する料金及び工事費 

1 適用 1 適用 
 工事に関する費用の適用については本サービス契約約款第 34 条（料金及び

工事に関する費用）によるほか、次のとおりとします。 
 工事に関する費用の適用については本サービス契約約款第 34 条（料金及び

工事に関する費用）によるほか、次のとおりとします。 
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工事費の適用 

 

工事費

の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約

者回線等又は交換機操作台等において

行なう 1の工事ごとに算定致します。 

 
 

工事費の適用 

 

工事費

の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約

者回線等又は交換機操作台等において

行なう 1の工事ごとに算定致します。 

 
 

1 2以外のもの 1 2以外のもの 

 

 
単位 

 
料金額 

 
J:COM PHONE プ

ラス for さす

ガねっとの利

用開始に関す

る工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 

契約の解除に

関する工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 

その他工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 

 

 
単位 

 
料金額 

 
J:COM PHONE プ

ラス for さす

ガねっとの利

用開始に関す

る工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 

契約の解除に

関する工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 

その他工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 
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電話番号変更

手数料 

 

1回の変更ごと 

 
500円（税込

550円） 

 
延滞時請求書

発行手数料 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
払込票発行手

数料 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
請求金額通知

発行手数料※ 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
 

電話番号変更

手数料 

 

1回の変更ごと 

 
500円（税込

550円） 

 
延滞時請求書

発行手数料 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
払込票発行手

数料 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
請求金額通知

発行手数料※ 

 

1の手続きごと 

 
300円（税込

330円） 

 
 

※当社が定める日以降で、契約者の希望に応じ当社が請求金額通知を発行し

た場合に適用します。 
※当社が定める日以降で、契約者の希望に応じ当社が請求金額通知を発行し

た場合に適用します。 
  



旧 新 
2 付加機能に係るもの 2 付加機能に係るもの 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
番号ポータビ

リティサービ

ス設定変更手

数料 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

2,200円（税

込 2,420円） 

 

付加機能の利

用開始に関す

る工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 
付加機能の廃

止に関する工

事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
番号ポータビ

リティサービ

ス設定変更手

数料 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

2,200円（税

込 2,420円） 

 

付加機能の利

用開始に関す

る工事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 
付加機能の廃

止に関する工

事 

 

1J:COM PHONE プ

ラス回線ごと 

 

別に算定す

る実費相当

額 

 
 

  

第 5 ユニバーサルサービス料 第 5 ユニバーサルサービス料 

1 適用 1 適用 

ユニバーサルサービス料の適用については、第 36条（ユニバーサルサービ

ス料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービス料の適用については、第 36条（ユニバーサルサービ

ス料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサ

ービス料の適用 

ア ユニバーサルサービス料

は 1 の J:COM PHONE プラス

ユニバーサルサ

ービス料の適用 

ア ユニバーサルサービス料

は 1 の J:COM PHONE プラス
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 回線にかかる電気通信番号

ごとに適用します。 

イ ユニバーサルサービス料

の計算は、料金月単位で行

います。 

ウ ユニバーサルサービス料

については、定額利用料と

同じく日割を行います。 

 
 

 回線にかかる電気通信番号

ごとに適用します。 

イ ユニバーサルサービス料

の計算は、料金月単位で行

います。 

ウ ユニバーサルサービス料

については、定額利用料と

同じく日割を行います。 

 
 

2 料金額 2 料金額 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
ユニバーサルサ

ービス料 

 

1 電気通信番号

ごとに月額 

 

ユニバーサ

ルサービス

制度につい

て定めた当

社のホーム

ページに規

定する「ユ

ニバーサル

サ ー ビ ス

料」の額 

 
 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 
ユニバーサルサ

ービス料 

 

1 電気通信番号

ごとに月額 

 

ユニバーサ

ルサービス

制度につい

て定めた当

社のホーム

ページに規

定する「ユ

ニバーサル

サ ー ビ ス

料」の額 
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第 6 機器損害金 第 6 機器損害金 

区分 

 
単位 

 
料金額（不

課税） 

 
機器損害金 

 
当社及びジェ

イコムウエス

トが設置した

端末設備 1台ご

と 

 

1,500円 

 

 

区分 

 
単位 

 
料金額（不

課税） 

 
機器損害金 

 
当社及び JCOM

マーケティン

グが設置した

端末設備 1台ご

と 

 

1,500円 

 

 

  

第 7 端末機器修理費 第 7 端末機器修理費 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

端末機器修理費 

 
当社及びジェ

イコムウエス

トが設置した

端末設備 1 台

ごと 

 

実費 

 

 

区分 

 
単位 

 
料金額 

 

端末機器修理費 

 
当社及び JCOM

マーケティン

グが設置した

端末設備 1 台

ごと 

 

実費 

 

 

  

第 8基本使用料、付加機能使用料別表 第 8基本使用料、付加機能使用料別表 
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1 適用 1 適用 

基本利用料及び付加機能利用料については、第 35条（定額利用料の支払義

務）及び第 37条（利用料の支払義務）の規定によるほか、月極割引（かけ

放題パック）を別表として次のとおりとします。 

基本利用料及び付加機能利用料については、第 35条（定額利用料の支払義

務）及び第 37条（利用料の支払義務）の規定によるほか、月極割引（かけ

放題パック）を別表として次のとおりとします。 

区分 

 
内容 

 
(1）基本利

用料及び

付加機能

利用料等

の月極割

引（かけ

放題パッ

ク）の適

用 

 

ア １の契約について、その１の

J:COM PHONE プラス回線ごとに

本表に定める定額利用料の支払

いがあることを条件に、通話料の

規定にかかわらず１の音声通信

ごとに１０分までその支払いを

要しない範囲を本表に定める通

話料の適用のとおり定めるとと

もに、料金表に定める付加機能利

用料の規定にかかわらずその支

払いを要しないものとして第

2-3 付加機能群による提供（オプ

ションパック）付加機能を提供す

るものです。（本パックについて

はあらかじめ、当社及びジェイコ

ムウエストへの申込みを要しま

す）。 

区分 

 
内容 

 
(1）基本利

用料及び

付加機能

利用料等

の月極割

引（かけ

放題パッ

ク）の適

用 

 

ア １の契約について、その１の

J:COM PHONE プラス回線ごとに

本表に定める定額利用料の支払

いがあることを条件に、通話料の

規定にかかわらず１の音声通信

ごとに１０分までその支払いを

要しない範囲を本表に定める通

話料の適用のとおり定めるとと

もに、料金表に定める付加機能利

用料の規定にかかわらずその支

払いを要しないものとして第

2-3 付加機能群による提供（オプ

ションパック）付加機能を提供す

るものです。（本パックについて

はあらかじめ、当社及び JCOMマ

ーケティングへの申込みを要し

ます）。 
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イ J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとの新規申込みと同時に

本パックを申し込まれかつ同時

にサービスを開始した場合は開

始時より、また既に同サービスを

加入されており、本パックを申し

込みされた場合は、申込みされた

翌月より（ただしアに定める付加

機能については当社及びジェイ

コムウエストが準備出来次第）本

パックサービスを適用します。 

ウ本パックの利用に係る細目事項

は、当社及びジェイコムウエスト

が別に定めるところによります。 

エ契約者の契約の解除があったと

きは、本パックの提供も同時に終

了したものとして取扱います。 

 
(2) 料金の

適用につい

て 

 

 

ア 本パックの適用を受けている

契約者回線の契約者は、2料金額

の規定にかかわらず、その契約者

回線からの通話（料金額２－2)

－イ及びウに定める通話、株式会

社ＮＴＴドコモが提供するワイ

イ J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとの新規申込みと同時に

本パックを申し込まれかつ同時

にサービスを開始した場合は開

始時より、また既に同サービスを

加入されており、本パックを申し

込みされた場合は、申込みされた

翌月より（ただしアに定める付加

機能については当社及び JCOMマ

ーケティングが準備出来次第）本

パックサービスを適用します。 

ウ本パックの利用に係る細目事項

は、当社及び JCOM マーケティン

グが別に定めるところによりま

す。 

エ契約者の契約の解除があったと

きは、本パックの提供も同時に終

了したものとして取扱います。 

 
(2) 料金の

適用につい

て 

 

 

ア 本パックの適用を受けている

契約者回線の契約者は、2料金額

の規定にかかわらず、その契約者

回線からの通話（料金額２－2)

－イ及びウに定める通話、株式会
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ドスター通信サービス（同社のワ

イドスター通信サービス契約約

款に定めるものをいいます。以下

同じとします｡）の電気通信回線

への通話及びその他当社及びジ

ェイコムウエストが別に定める

ものを除きます。以下このアにお

いて同じとします｡)に関する料

金の次表の右欄に定める部分に

ついて、その支払いを要しませ

ん。 

支払いを要しない料金 

 
(ア) (イ)

以外の通

話 

 

その契約者回線か

らの通話に関する

料金（料金表第１

－１の(6)の規定

により測定した通

話時間がその通話

を開始した時点か

ら１０分以内の部

分に係るものに限

ります｡) 

社ＮＴＴドコモが提供するワイ

ドスター通信サービス（同社のワ

イドスター通信サービス契約約

款に定めるものをいいます。以下

同じとします｡）の電気通信回線

への通話及びその他当社及び

JCOM マーケティングが別に定め

るものを除きます。以下このアに

おいて同じとします｡)に関する

料金の次表の右欄に定める部分

について、その支払いを要しませ

ん。 

支払いを要しない料金 

 
(ア) (イ)

以外の通

話 

 

その契約者回線か

らの通話に関する

料金（料金表第１

－１の(6)の規定

により測定した通

話時間がその通話

を開始した時点か

ら１０分以内の部

分に係るものに限
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( イ ) 当

社及びジ

ェイコム

ウエスト

が別に定

める電気

通信番号

を使用し

て行う通

話 

 

その契約者回線か

らの通話に関する

料金 

 

（注）（ア）に定める料金は、その

通信時間にかかわらず、料金表第

１－２－2)（ウ）及び（キ）のう

ち１の通信ごとに定める料金額に

係るものを含みます。 

 

イ 当社及びジェイコムウエスト

は、アに定める定額利用料の料金

種別の適用を受けている契約者

回線について、次のいずれかに該

当すると当社が判断した場合、ア

ります｡) 

 
( イ ) 当

社 及 び

JCOM マー

ケティン

グが別に

定める電

気通信番

号を使用

して行う

通話 

 

その契約者回線か

らの通話に関する

料金 

 

（注）（ア）に定める料金は、その

通信時間にかかわらず、料金表第

１－２－2)（ウ）及び（キ）のう

ち１の通信ごとに定める料金額に

係るものを含みます。 

 

イ 当社及び JCOM マーケティング

は、アに定める定額利用料の料金

種別の適用を受けている契約者

回線について、次のいずれかに該
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に定める取扱い並びにこの約款

に定める通話料等の減額適用及

び割引適用（当社及びジェイコム

ウエストが別に定めるものを除

きます｡)の取扱いを行わないも

のとします。 

(ア) 第 21 条（利用停止）第１

項第３号及び第４号に該

当するとき。 

(イ) 第 52条（利用に係る契約

者の義務）第１項に反するとき。 

(ウ）ジェイコムウエストの電気

通信設備に著しい負荷を

与える等により、通信の

ふくそうを生じさせるお

それのある行為があると

き。 

(エ) その契約者回線以外の電

気通信回線に着信のあっ

た通話を他の電気通信回

線に転送する等により、

その契約者回線を使用し

て他人の通信を媒介した

とき。 

当すると当社が判断した場合、ア

に定める取扱い並びにこの約款

に定める通話料等の減額適用及

び割引適用（当社及び JCOM マー

ケティングが別に定めるものを

除きます｡)の取扱いを行わない

ものとします。 

(ア) 第 21 条（利用停止）第１

項第３号及び第４号に該

当するとき。 

(イ) 第 52条（利用に係る契約

者の義務）第１項に反するとき。 

(ウ）JCOM マーケティングの電

気通信設備に著しい負荷

を与える等により、通信

のふくそうを生じさせる

おそれのある行為がある

とき。 

(エ) その契約者回線以外の電

気通信回線に着信のあっ

た通話を他の電気通信回

線に転送する等により、

その契約者回線を使用し

て他人の通信を媒介した
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(オ) 特定の相手先への通話を

大量に行うこと等によ

り、他人から利益を現に

得ているとき又はその恐

れがあるとき。 

(カ) その契約者からエに定め

る協力を得られないとき。 

(キ) その契約者回線からの通

話が、ジェイコムウエス

ト以外の電気通信事業者

が提供する電気通信サー

ビス（通話に係るものに

限ります｡)を利用するた

めの電気通信番号（当社

及びジェイコムウエスト

が別に定めるものに限り

ます｡)をダイヤルして行

われたものであるとき。 

(ク) その契約者回線からの通

話が、特定の電気通信事

業者の電気通信設備に対

し、一方的な発信又は機

械的な発信により一定時

間内に長時間又は多数の

とき。 

(オ) 特定の相手先への通話を

大量に行うこと等によ

り、他人から利益を現に

得ているとき又はその恐

れがあるとき。 

(カ) その契約者からエに定め

る協力を得られないとき。 

(キ) その契約者回線からの通

話が、JCOM マーケティン

グ以外の電気通信事業者

が提供する電気通信サー

ビス（通話に係るものに

限ります｡)を利用するた

めの電気通信番号（当社

及び JCOM マーケティング

が別に定めるものに限り

ます｡)をダイヤルして行

われたものであるとき。 

(ク) その契約者回線からの通

話が、特定の電気通信事

業者の電気通信設備に対

し、一方的な発信又は機

械的な発信により一定時
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通信を一定期間継続する

ものであるとき。 

(ケ) その契約者回線からの通

話が、音声ガイダンスへ

の一方的又は長時間の通

信を一定期間継続するも

のであるとき。 

(コ) １の料金月においてアに

定める通信が５００を超

え、J:COM PHONE プラス 

for さすガねっとの一般

的利用者と著しく利用方

法が異なる等により、電

気通信役務の円滑な提供

に支障が生じるおそれの

ある行為があるとき。 

(サ) その他当社及びジェイコ

ムウエストの業務の遂行

上支障が生じるおそれが

あるとき。 

ウ 当社及びジェイコムウエスト

は、本パックの定額利用料の適用

を受けている契約者回線につい

て、イに定めるいずれかに該当す

間内に長時間又は多数の

通信を一定期間継続する

ものであるとき。 

(ケ) その契約者回線からの通

話が、音声ガイダンスへ

の一方的又は長時間の通

信を一定期間継続するも

のであるとき。 

(コ) １の料金月においてアに

定める通信が５００を超

え、J:COM PHONE プラス 

for さすガねっとの一般

的利用者と著しく利用方

法が異なる等により、電

気通信役務の円滑な提供

に支障が生じるおそれの

ある行為があるとき。 

(サ) その他当社及び JCOM マー

ケティングの業務の遂行

上支障が生じるおそれが

あるとき。 

ウ 当社及び JCOM マーケティング

は、本パックの定額利用料の適用

を受けている契約者回線につい
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ると当社及びジェイコムウエス

トが判断した場合、その判断を行

った日を含む料金月の初日に遡

って当社及びジェイコムウエス

トが別に定める本パックの適用

の中断を行うことができるもの

とします。この場合において、当

社及びジェイコムウエストが別

に定めるまでの間、契約者はその

本パックの適用を請求すること

ができないものとします。 

エ 当社及びジェイコムウエスト

は、イに定める事由の有無を判断

するために必要な調査等を行う

場合があります。この場合におい

て、契約者は、その調査等に協力

していただきます。 

オ 契約者は、当社及びジェイコム

ウエストがエに定める調査等を

行うにあたり、その契約者回線に

係る通話の情報等（調査等に必要

な範囲に限ります｡)を閲覧、記

録、分析、保存等することを承諾

していただきます。 

て、イに定めるいずれかに該当す

ると当社及び JCOM マーケティン

グが判断した場合、その判断を行

った日を含む料金月の初日に遡

って当社及び JCOM マーケティン

グが別に定める本パックの適用

の中断を行うことができるもの

とします。この場合において、当

社及び JCOMマーケティングが別

に定めるまでの間、契約者はその

本パックの適用を請求すること

ができないものとします。 

エ 当社及び JCOM マーケティング

は、イに定める事由の有無を判断

するために必要な調査等を行う

場合があります。この場合におい

て、契約者は、その調査等に協力

していただきます。 

オ 契約者は、当社及び JCOM マー

ケティングがエに定める調査等

を行うにあたり、その契約者回線

に係る通話の情報等（調査等に必

要な範囲に限ります｡)を閲覧、記

録、分析、保存等することを承諾
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カ 当社及びジェイコムウエスト

は、アに定める定額利用料の料金

種別の適用を受けている契約者

回線について、１の料金月におい

てアに定める通話がまったく行

われなかった場合においても、そ

の料金月における定額利用料を

請求します。 

キ J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとの新規申込みと同時に

本パックを申し込まれた場合は

同サービスの開始月の翌月より、

既に同サービスを加入されてお

り、本パックを申し込みされた場

合は、申込みされた翌月より（た

だしアに定める付加機能は当社

及びジェイコムウエストが準備

出来次第）月極めの定額利用料の

支払いを要します。 

ク J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを継続しており、本パッ

クのみ解除する場合は、当該申し

出月の定額利用料を申し受けま

す（既に同サービスに加入されて

していただきます。 

カ 当社及び JCOM マーケティング

は、アに定める定額利用料の料金

種別の適用を受けている契約者

回線について、１の料金月におい

てアに定める通話がまったく行

われなかった場合においても、そ

の料金月における定額利用料を

請求します。 

キ J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとの新規申込みと同時に

本パックを申し込まれた場合は

同サービスの開始月の翌月より、

既に同サービスを加入されてお

り、本パックを申し込みされた場

合は、申込みされた翌月より（た

だしアに定める付加機能は当社

及び JCOM マーケティングが準備

出来次第）月極めの定額利用料の

支払いを要します。 

ク J:COM PHONE プラス for さす

ガねっとを継続しており、本パッ

クのみ解除する場合は、当該申し

出月の定額利用料を申し受けま
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おり、かつ本パックを申し込みさ

れた同月に解除する場合は除き

ます）。 

 
(3)定額利

用料 

 

1J:COM PHONE プラス回線ごとに月

額 970円（税込 1,067円） 

 
(4) 登録手

数料 

 

1J:COM PHONE プラス回線ごとに

3,000円（税込 3,300円） 

 
 

す（既に同サービスに加入されて

おり、かつ本パックを申し込みさ

れた同月に解除する場合は除き

ます）。 

 
(3)定額利

用料 

 

1J:COM PHONE プラス回線ごとに月

額 970円（税込 1,067円） 

 
(4) 登録手

数料 

 

1J:COM PHONE プラス回線ごとに

3,000円（税込 3,300円） 

 
 

  

第 9 電話リレーサービス料 第 9 電話リレーサービス料 

1 適用 1 適用 

 電話リレーサービス料の適用については、第 36 条の 2（電話リレーサービ

ス料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

 電話リレーサービス料の適用については、第 36 条の 2（電話リレーサービ

ス料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービ

ス料の適用 

 

ア 電話リレーサービス料は1

のJ:COM PHONEプラス回線に

かかる電気通信番号ごとに

適用します。 

イ 電話リレーサービス料の

計算は、料金月単位で行いま

す。 

ウ 電話リレーサービス料に

ついては、定額利用料と同じ

電話リレーサービ

ス料の適用 

 

ア 電話リレーサービス料は1

のJ:COM PHONEプラス回線に

かかる電気通信番号ごとに

適用します。 

イ 電話リレーサービス料の

計算は、料金月単位で行いま

す。 

ウ 電話リレーサービス料に

ついては、定額利用料と同じ
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く日割を行います。 

 
 

く日割を行います。 

 
 

  

2 料金額 2 料金額 

区      分 

 

単     

位 

 

料  金  

額 

 

電話リレーサービ

ス料 

 

１電気通信

番号ごと

に月額 

 

電話リレー

サービス制

度について

定めた当社

のホームペ

ージに規定

する「電話リ

レーサービ

ス料」の額 

 
 

区      分 

 

単     

位 

 

料  金  

額 

 

電話リレーサービ

ス料 

 

１電気通信

番号ごと

に月額 

 

電話リレー

サービス制

度について

定めた当社

のホームペ

ージに規定

する「電話リ

レーサービ

ス料」の額 

 
 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本料金表は、2025 年 10 月 1 日から実施いたします。 本料金表は、2026 年 4 月 1 日から実施いたします。 
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J:COM PHONE プラス for さすガねっと別記 J:COM PHONE プラス for さすガねっと別記 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

別記 別記 

1 J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域 1 J:COM PHONE プラス for さすガねっとの提供区域 

当社の J:COM PHONE プラス for さすガねっとは、当社及びジェイコムウエ

ストが別に定める営業区域において提供します。 

当社の J:COM PHONE プラス for さすガねっとは、当社及び JCOM マーケテ

ィングが別に定める営業区域において提供します。 

ただし、該当の区域内であっても、J:COM PHONE プラス for さすガねっと

が提供できない場合があります。 

ただし、該当の区域内であっても、J:COM PHONE プラス for さすガねっと

が提供できない場合があります。 

  

2 名義の変更 2 名義の変更 

(1) J:COM PHONE プラス for さすガねっとを新たに使用しようとする方が、

前に使用されていた、契約者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使

用されていた契約者の料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続き

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの使用を希望される場合は、名義の

変更をしていただきます。 

(1) J:COM PHONE プラス for さすガねっとを新たに使用しようとする方が、

前に使用されていた、契約者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使

用されていた契約者の料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続き

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの使用を希望される場合は、名義の

変更をしていただきます。 

(2） 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅して

いる場合には、J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款第 7条（契

約申込みの方法）の規定によって申し込んでいただきます。 

(2） 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅して

いる場合には、J:COM PHONE プラス for さすガねっと契約約款第 7条（契

約申込みの方法）の規定によって申し込んでいただきます。 

  

3 契約者の氏名等の変更 3 契約者の氏名等の変更 

(1) 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に

変更があったとき又は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止が

あったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届

(1) 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に

変更があったとき又は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止が

あったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届
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け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずサービス

取扱所に届出がないときは、第 13条（当社が行う契約の解除）、第 20条（利

用中止）及び第 21条（利用停止）に規定する通知については、当社及びジ

ェイコムウエストに届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は

請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみな

します。 

け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずサービス

取扱所に届出がないときは、第 13条（当社が行う契約の解除）、第 20条（利

用中止）及び第 21条（利用停止）に規定する通知については、当社及び JCOM

マーケティングに届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請

求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなし

ます。 

(2) 当社及びジェイコムウエストは、(1)の届出があったときは、その届出

のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

(2) 当社及び JCOMマーケティングは、(1)の届出があったときは、その届出

のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 

  

4 契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等 4 契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等 

(1) J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含み

ます。）又は建物内において、ジェイコムウエストが J:COM PHONE プラス回

線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 

(1) J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含み

ます。）又は建物内において、JCOM マーケティングが J:COM PHONE プラス

回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきま

す。 

(2) 当社及びジェイコムウエストが契約に基づいて設置する端末設備その

他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。 

(2) 当社及び JCOM マーケティングが契約に基づいて設置する端末設備その

他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。 

(3) 契約者は、J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内（これに準ずる区

域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するた

めに管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に

よりその特別な設備を設置していただきます。 

(3) 契約者は、J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内（これに準ずる区

域内を含みます。）又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するた

めに管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に

よりその特別な設備を設置していただきます。 

  

  

5 自営端末設備の接続 5 自営端末設備の接続 
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(1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プ

ラス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただ

きます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

（平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）

様式第 7 号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第 3 条

で定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準等に適合すること

について事業法第 68 条第 1 項に規定する登録認定機関又は事業法第 72 条

の 3 第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の

自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求

の内容を特定するための事項について記載した当社及びジェイコムウエス

ト所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 

(1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プ

ラス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただ

きます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

（平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）

様式第 7 号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第 3 条

で定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準等に適合すること

について事業法第 68 条第 1 項に規定する登録認定機関又は事業法第 72 条

の 3 第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の

自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求

の内容を特定するための事項について記載した当社及び JCOMマーケティン

グ所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 

(2) 当社及びジェイコムウエストは、(1)の請求があったときは、次の場合

を除いて、その請求を承諾します。 

(2) 当社及び JCOMマーケティングは、(1)の請求があったときは、次の場合

を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以

下「事業法施行規則」といいます。）第 31 条で定める場合に該当すると

き。 

イ その接続が電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以

下「事業法施行規則」といいます。）第 31 条で定める場合に該当すると

き。 

(3) ジェイコムウエストは、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除

いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(3) JCOM マーケティングは、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除

いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示が付されている

端末機器を接続するとき。 

ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示が付されている

端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第 32条第 1項で定める場合に該当するとき。 イ 事業法施行規則第 32条第 1項で定める場合に該当するとき。 
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(4) (3)の検査を行う場合、ジェイコムウエストの係員は、所定の証明書を

提示します。 

(4) (3)の検査を行う場合、JCOM マーケティングの係員は、所定の証明書を

提示します。 

(5) 契約者は、工事担任者規則（昭和 60年郵政省令第 28号）第 4条で定め

る種類の工事担任者格者証の交付を受けている者（以下「工事担任者」と

いいます。）に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督さ

せなければなりません。 

(5) 契約者は、工事担任者規則（昭和 60年郵政省令第 28号）第 4条で定め

る種類の工事担任者格者証の交付を受けている者（以下「工事担任者」と

いいます。）に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督さ

せなければなりません。 

 ただし、同規則第 3条で定める場合は、この限りでありません。  ただし、同規則第 3条で定める場合は、この限りでありません。 

(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)まで

の規定に準じて取り扱います。 

(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)まで

の規定に準じて取り扱います。 

(7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている

自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社及びジェイコムウエ

ストに通知していただきます。 

(7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている

自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社及び JCOMマーケティ

ングに通知していただきます。 

  

6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社及びジェイコムウエストは、J:COM PHONE プラス回線に接続されて

いる自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供

に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設

備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めるこ

とがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その

他事業法施行規則第 32条第 2項で定める場合を除いて、検査を受けること

を承諾していただきます。 

(1) 当社及び JCOM マーケティングは、J:COM PHONE プラス回線に接続され

ている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提

供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末

設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求める

ことがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合そ

の他事業法施行規則第 32条第 2項で定める場合を除いて、検査を受けるこ

とを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、ジェイコムウエストの係員は、所定の証明書を

提示します。 

(2) (1)の検査を行う場合、JCOM マーケティングの係員は、所定の証明書を

提示します。 
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(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると

認められないときは、契約者は、その自営端末設備を J:COM PHONE プラス

回線から取りはずしていただきます。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると

認められないときは、契約者は、その自営端末設備を J:COM PHONE プラス

回線から取りはずしていただきます。 

  

7 自営電気通信設備の接続 7 自営電気通信設備の接続 

(1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プ

ラス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしてい

ただきます。 

(1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、

又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プ

ラス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしてい

ただきます。 

(2) 当社及びジェイコムウエストは、(1)の請求があったときは、次の場合

を除いて、その請求を承諾します。 

(2) 当社及び JCOMマーケティングは、(1)の請求があったときは、次の場合

を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続によりジェイコムウエストの電気通信回線設備の保持が経営

上困難となることについて、事業法第 70条第 1項第 2号の規定による総

務大臣の認定を受けたとき。 

イ その接続により JCOMマーケティングの電気通信回線設備の保持が経営

上困難となることについて、事業法第 70条第 1項第 2号の規定による総

務大臣の認定を受けたとき。 

(3) ジェイコムウエストは、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規

則第 32条第 1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基

準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(3) JCOM マーケティングは、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規

則第 32条第 1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基

準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、ジェイコムウエストの係員は、所定の証明書を

提示します。 

(4) (3)の検査を行う場合、JCOM マーケティングの係員は、所定の証明書を

提示します。 

(5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、

又は実地に監督させなければなりません。 

(5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、

又は実地に監督させなければなりません。 

ただし、工事担任者規則第 3条で定める場合は、この限りでありません。 ただし、工事担任者規則第 3条で定める場合は、この限りでありません。 
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(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)

までの規定に準じて取り扱います。 

(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)

までの規定に準じて取り扱います。 

(7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている

自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社及びジェイコム

ウエストに通知していただきます。 

(7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている

自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社及び JCOMマーケ

ティングに通知していただきます。 

  

8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある

場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査について

は、6（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 

J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある

場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査について

は、6（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 

  

9 ジェイコムウエストの維持責任 9 JCOMマーケティングの維持責任 

ジェイコムウエストは、ジェイコムウエストの設置した電気通信設備を事

業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよう維持し

ます。 

JCOMマーケティングは、JCOMマーケティングの設置した電気通信設備を事

業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよう維持し

ます。 

  

10 時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 10 時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス 

(1) 当社及びジェイコムウエストは、次により時報サービスを提供します。 (1) 当社及び JCOMマーケティングは、次により時報サービスを提供します。 

区別 

 

内容 

 

電気

通信

番号 

 

区別 

 

内容 

 

電気

通信

番号 
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時報サー

ビス 

 

日本中央標準時に準拠した時

刻を通知するサービス 

 

117 

 

 

時報サー

ビス 

 

日本中央標準時に準拠した時

刻を通知するサービス 

 

117 

 

 

(2) 当社及びジェイコムウエストが別に定める協定事業者が提供する災害

用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 

(2) 当社及び JCOM マーケティングが別に定める協定事業者が提供する災害

用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 

区別 

 

内容 

 

電気

通信

番号 

 

災害用伝

言ダイヤ

ルサービ

ス 

 

災害が発生した場合等に、協定

事業者の定める通話について、

メッセージの蓄積、再生等を行

うサービス 

 

171 

 

 

区別 

 

内容 

 

電気

通信

番号 

 

災害用伝

言ダイヤ

ルサービ

ス 

 

災害が発生した場合等に、協定

事業者の定める通話について、

メッセージの蓄積、再生等を行

うサービス 

 

171 

 

 

(3) 時報サービスは、1 の音声通信について、時報を聞くことができる状態

にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信

を打ち切ります。 

(3) 時報サービスは、1 の音声通信について、時報を聞くことができる状態

にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信

を打ち切ります。 

（注）10の(2)の「当社及びジェイコムウエストが別に定める協定事業者」

は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。 

（注）10の(2)の「当社及び JCOMマーケティングが別に定める協定事業者」

は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。 

  

11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社及びジェイコムウエストは、契約の申込みをする者又は契約者から要

請があったときは、J:COM PHONE プラス for さすガねっとと一体的に利用す

当社及び JCOMマーケティングは、契約の申込みをする者又は契約者から要

請があったときは、J:COM PHONE プラス for さすガねっとと一体的に利用す
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る協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、

請求、届出その他当社及びジェイコムウエストが別に定める事項について、

手続きの代行を行います。 

る協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、

請求、届出その他当社及び JCOM マーケティングが別に定める事項について、

手続きの代行を行います。 

  

12 新聞社等の基準 12 新聞社等の基準 

区分 

 

基準 

 

1  新

聞社 

 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙

を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な

事項を報道し、又は論議することを目

的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が、1 の題号について

8,000部以上であること。 

 

2  放

送事業

者 

 

放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 2

条第 23 号に規定する基幹放送事業者 

同条第 24 号に規定する基幹放送局提供

事業者及び同条第 25 号に規定する一般

放送事業者（有線電気通信設備を用いて

放送を行う者にあっては、ラジオ放送

（ラジオ放送の多重放送を受信し、これ

を再放送することを含む。）のみを行う

区分 

 

基準 

 

1  新

聞社 

 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙

を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な

事項を報道し、又は論議することを目

的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が、1 の題号について

8,000部以上であること。 

 

2  放

送事業

者 

 

放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 2

条第 23号に規定する基幹放送事業者 

同条第 24 号に規定する基幹放送局提供

事業者及び同条第 25 号に規定する一般

放送事業者（有線電気通信設備を用いて

放送を行う者にあっては、ラジオ放送

（ラジオ放送の多重放送を受信し、これ

を再放送することを含む。）のみを行う
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ものを除き、自主放送を行う者に限る。） 

 

3  通

信社 

 

新聞社又は放送事業者にニュース（1 欄

の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に

掲載し、又は放送事業者が放送をするた

めのニュース又は情報（広告を除きま

す。）をいいます。）を供給することを主

な目的とする通信社 

 
 

ものを除き、自主放送を行う者に限る。） 

 

3  通

信社 

 

新聞社又は放送事業者にニュース（1 欄

の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に

掲載し、又は放送事業者が放送をするた

めのニュース又は情報（広告を除きま

す。）をいいます。）を供給することを主

な目的とする通信社 

 
 

  

13 利用中止、利用停止若しくは一時中断の期間中の一部機能の提供 13 利用中止、利用停止若しくは一時中断の期間中の一部機能の提供 

当社及びジェイコムウエストは、J:COM PHONE プラス for さすガねっとの

利用中止、利用停止若しくは一時中断の期間中において、緊急通報に関する

電気通信番号（110、118又は 119 に限ります。）、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとに係る J:COM PHONE プラス回線への着信及び当社及びジェイコム

ウエスト若しくは特別事業者が指定する電気通信番号への発信等、一部の機

能の提供する場合があります。 

当社及び JCOM マーケティングは、J:COM PHONE プラス for さすガねっと

の利用中止、利用停止若しくは一時中断の期間中において、緊急通報に関す

る電気通信番号（110、118又は 119に限ります。）、J:COM PHONE プラス for さ

すガねっとに係る J:COM PHONEプラス回線への着信及び当社及び JCOM マーケ

ティング若しくは特別事業者が指定する電気通信番号への発信等、一部の機

能の提供する場合があります。 

  

14 特定事業者（ジェイコムウエストを含みます） 14 特定事業者（JCOMマーケティングを含みます） 

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム

埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、

株式会社ジェイコムイースト、土浦ケーブルテレ

ビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社

株式会社ケーブルネット下関、横浜ケーブルビ

ジョン株式会社 
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ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、

株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコ

ム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社、横浜ケ

ーブルビジョン株式会社 

 
 

  

15 個人情報の利用 15 個人情報の利用 

当社は申込者及び契約者の個人情報を以下の目的で電話・電子メール・郵

便物・当社グループの通信設備等を利用したご連絡・担当者によるご訪問等

に利用します。 

当社は申込者及び契約者の個人情報を以下の目的で電話・電子メール・郵

便物・当社グループの通信設備等を利用したご連絡・担当者によるご訪問等

に利用します。 

尚、過去に当社サービスのいずれかを利用された方についても、顧客情報

に準じて取扱わせていただきます。 

尚、過去に当社サービスのいずれかを利用された方についても、顧客情報

に準じて取扱わせていただきます。 

(1)申込みのサービスの受付・変更等に必要な連絡 (1)申込みのサービスの受付・変更等に必要な連絡 

(2)当社が紹介する各種商品やキャンペーン情報等のご案内 (2)当社が紹介する各種商品やキャンペーン情報等のご案内 

(3)アンケートのお願い (3)アンケートのお願い 

  

16 個人情報に関する権利 16 個人情報に関する権利 

申込者及び契約者はご自身の個人情報の開示を求める権利、訂正又は削除

を要求する権利があります。尚、請求を受けた場合でも検討の結果開示、訂

正、削除に応じないことがあります。その場合には請求に応じられない理由

をもって回答といたします。 

申込者及び契約者はご自身の個人情報の開示を求める権利、訂正又は削除

を要求する権利があります。尚、請求を受けた場合でも検討の結果開示、訂

正、削除に応じないことがあります。その場合には請求に応じられない理由

をもって回答といたします。 

  

17  提携事業者 17  提携事業者 
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KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 

  

18 （第 35条関連）自然災害の対象エリア 18 （第 35条関連）自然災害の対象エリア 

 法令で定められた区域又は、当社及びジェイコムウエストが自然災害にあ

たり、当社の減免対象とすべきと判断した区域 

 法令で定められた区域又は、当社及び JCOMマーケティングが自然災害にあ

たり、当社の減免対象とすべきと判断した区域 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別記は、2025年 4月 1日から実施いたします。 本別記は、2026年 4月 1日から実施いたします。 

  

  

 



旧 新 

J:COM PHONE プラス for さすガねっと別表 J:COM PHONE プラス for さすガねっと別表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

別表 1 提供区域 別表 1提供区域 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次

事業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な

理由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次

事業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な

理由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

  

局名 

 

提供区域 

 

宝塚川西局 

 

宝塚市、川西市、猪名川町、三田

市 

 

かわち局 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井

寺市、柏原市 

 

南大阪局 

 

大阪狭山市、河内長野市、富田林

市 

 

和歌山局 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の

川市貴志川町 

 

りんくう局 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南

市、田尻町、熊取町、岬町 

エリア名 

 

提供区域 

 

宝塚川西エリア 

 

宝塚市、川西市、猪名川町、三田

市 

 

かわちエリア 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井

寺市、柏原市 

 

南大阪エリア 

 

大阪狭山市、河内長野市、富田林

市 

 

和歌山エリア 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の

川市貴志川町 

 

りんくうエリア 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南

市、田尻町、熊取町、岬町 
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堺局 

 

堺市、高石市 

 

和泉・泉大津局 

 

和泉市、泉大津市 

 

大阪局 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉

区、平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラル局 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川

区、東淀川区、城東区、都島区、

鶴見区、東成区 

 

北摂局 

 

大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょん局 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山

崎町、八幡市 

 

北河内局 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷

市、交野市、寝屋川市 

 

北大阪局 

 

吹田市、豊中市、池田市 

 

高槻局 高槻市、島本町 

 

堺エリア 

 

堺市、高石市 

 

和泉・泉大津エリア 

 

和泉市、泉大津市 

 

大阪エリア 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉

区、平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラルエリア 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川

区、東淀川区、城東区、都島区、

鶴見区、東成区 

 

北摂エリア 

 

大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょんエリア 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山

崎町、八幡市 

 

北河内エリア 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷

市、交野市、寝屋川市 

 

北大阪エリア 

 

吹田市、豊中市、池田市 

 

高槻エリア 高槻市、島本町 
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東大阪局 

 

東大阪市 

 

神戸芦屋局 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央

区、兵庫区、北区、芦屋市、六甲

アイランド 

 

神戸三木局 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、

西区、兵庫区、三木市 

 
 

  

東大阪エリア 

 

東大阪市 

 

神戸芦屋エリア 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央

区、兵庫区、北区、芦屋市、六甲

アイランド 

 

神戸三木エリア 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、

西区、兵庫区、三木市 

 
 

※局名はジェイコムウエストが定めるところによります。 ※エリア名は JCOMマーケティングが定めるところによります。 

  

別表 2 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等 別表 2 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等 

1 自動音声通信 1 自動音声通信 

区分 

 

取扱地域 

 

アジア 1 

 

大韓民国、シンガポール共和国、中

華人民共和国（香港及びマカオを除

きます。）、香港 

 

アジア 2 

 

台湾 

 

アジア 3 インドネシア共和国、タイ王国 

区分 

 

取扱地域 

 

アジア 1 

 

大韓民国、シンガポール共和国、中

華人民共和国（香港及びマカオを除

きます。）、香港 

 

アジア 2 

 

台湾 

 

アジア 3 インドネシア共和国、タイ王国 
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アジア 4 

 

ブルネイ・ダルサラーム国 

 

アジア 5 

 

マカオ 

 

アジア 6 

 

モンゴル国 

 

アジア 7 

 

インド 

 

アジア 8 

 

スリランカ民主社会主義共和国、ネ

パール王国、パキスタン・イスラム

共和国、バングラデシュ人民共和

国、ブータン王国、べトナム社会主

義共和国、モルディブ共和国、ラオ

ス人民民主共和国 

 

アジア 9 

 

アラブ首長国連邦、イスラエル国、

オマーン、カタール国、キプラス共

和国、クウェート国、サウジアラビ

ア王国、ヨルダン・ハシェミット王

国、シリア・アラブ共和国、バーレ

ーン国、レバノン共和国 

 

  

アジア 4 

 

ブルネイ・ダルサラーム国 

 

アジア 5 

 

マカオ 

 

アジア 6 

 

モンゴル国 

 

アジア 7 

 

インド 

 

アジア 8 

 

スリランカ民主社会主義共和国、ネ

パール王国、パキスタン・イスラム

共和国、バングラデシュ人民共和

国、ブータン王国、べトナム社会主

義共和国、モルディブ共和国、ラオ

ス人民民主共和国 

 

アジア 9 

 

アラブ首長国連邦、イスラエル国、

オマーン、カタール国、キプラス共

和国、クウェート国、サウジアラビ

ア王国、ヨルダン・ハシェミット王

国、シリア・アラブ共和国、バーレ

ーン国、レバノン共和国 

 



旧 新 

アジア 10 

 

東ティモール 

 

アジア 11 

 

朝鮮民主主義人民共和国 

 

アジア 12 

 

カンボジア王国、ミャンマー連邦共

和国 

 

アジア 13 

 

イエメン共和国 

 

アジア 14 

 

アフガニスタン・イスラム国 

 

アジア 15 

 

イラク共和国、イラン・イスラム共

和国 

 

アジア 16 

 

フィリピン共和国 

 

アジア 17 

 

マレーシア 

 

アフリカ 1 

 

アルジェリア民主人民共和国、アン

ゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジ

プト・アラブ共和国、エスワティニ

王国、ガーナ共和国、カーボベルデ

共和国、ガボン共和国、カメルーン

アジア 10 

 

東ティモール 

 

アジア 11 

 

朝鮮民主主義人民共和国 

 

アジア 12 

 

カンボジア王国、ミャンマー連邦共

和国 

 

アジア 13 

 

イエメン共和国 

 

アジア 14 

 

アフガニスタン・イスラム国 

 

アジア 15 

 

イラク共和国、イラン・イスラム共

和国 

 

アジア 16 

 

フィリピン共和国 

 

アジア 17 

 

マレーシア 

 

アフリカ 1 

 

アルジェリア民主人民共和国、アン

ゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジ

プト・アラブ共和国、エスワティニ

王国、ガーナ共和国、カーボベルデ

共和国、ガボン共和国、カメルーン
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共和国、ガンビア共和国、ケニア共

和国、コモロ連合、ザンビア共和国、

ジブチ共和国、社会主義人民リビ

ア・アラブ国、ジンバブエ共和国、

スーダン共和国、セネガル共和国、

セントヘレナ島、ソマリア共和国、

タンザニア連合共和国、中央アフリ

カ共和国、トーゴ共和国、ナイジェ

リア連邦共和国、ナミビア共和国、

ニジェール共和国、ブルキナファ

ソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、

ボツワナ共和国、マイヨット島、マ

ラウイ共和国、マリ共和国、南アフ

リカ共和国、モーリシャス共和国、

モーリタニア・イスラム共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国、

リベリア共和国、ルワンダ共和国、

レソト王国、レユニオン 

 

アフリカ 2 

 

アセンション島、エチオピア連邦民

主共和国、エリトリア国、ギニア共

和国、コートジボワール共和国、シ

エラレオネ共和国、セーシェル共和

共和国、ガンビア共和国、ケニア共

和国、コモロ連合、ザンビア共和国、

ジブチ共和国、社会主義人民リビ

ア・アラブ国、ジンバブエ共和国、

スーダン共和国、セネガル共和国、

セントヘレナ島、ソマリア共和国、

タンザニア連合共和国、中央アフリ

カ共和国、トーゴ共和国、ナイジェ

リア連邦共和国、ナミビア共和国、

ニジェール共和国、ブルキナファ

ソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、

ボツワナ共和国、マイヨット島、マ

ラウイ共和国、マリ共和国、南アフ

リカ共和国、モーリシャス共和国、

モーリタニア・イスラム共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国、

リベリア共和国、ルワンダ共和国、

レソト王国、レユニオン 

 

アフリカ 2 

 

アセンション島、エチオピア連邦民

主共和国、エリトリア国、ギニア共

和国、コートジボワール共和国、シ

エラレオネ共和国、セーシェル共和
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国、赤道ギニア共和国、チュニジア

共和国、ディエゴ・ガルシア、マダ

ガスカル共和国 

 

アフリカ 3 

 

ギニアビサウ共和国、コンゴ共和

国、コンゴ民主共和国、サントメ・

プリンシペ民主共和国、チャド共和

国 

 

アメリカ 1 

 

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワ

イを除きます。）、アラスカ 

 

アメリカ 2 

 

カナダ 

 

アメリカ 3 

 

サンピエール島・ミクロン島、メキ

シコ合衆国 

 

アメリカ 4 

 

トリニダードトバゴ共和国、バミュ

ーダ諸島 

 

アメリカ 5 

 

アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、キューバ共和国、グァデルーペ、

国、赤道ギニア共和国、チュニジア

共和国、ディエゴ・ガルシア、マダ

ガスカル共和国 

 

アフリカ 3 

 

ギニアビサウ共和国、コンゴ共和

国、コンゴ民主共和国、サントメ・

プリンシペ民主共和国、チャド共和

国 

 

アメリカ 1 

 

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワ

イを除きます。）、アラスカ 

 

アメリカ 2 

 

カナダ 

 

アメリカ 3 

 

サンピエール島・ミクロン島、メキ

シコ合衆国 

 

アメリカ 4 

 

トリニダードトバゴ共和国、バミュ

ーダ諸島 

 

アメリカ 5 

 

アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、キューバ共和国、グァデルーペ、
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グレート・ブリテン領ヴァージン諸

島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャ

マイカ、セントクリストファー・ネ

イビス、セントビンセント及びグレ

ナディーン諸島、セントルシア、タ

ークス及びカイコス諸島、ドミニカ

共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、

バルバドス、プエルト・リーコ、米

領バージン諸島、マルティニク、モ

ンセラット、オランダ領セントマー

チン 

 

アメリカ 6 

 

バハマ国 

 

アメリカ 7 

 

ブラジル連邦共和国 

 

アメリカ 8 

 

ペルー共和国 

 

アメリカ 9 

 

アルゼンチン共和国、ウルグアイ東

方共和国、エクアドル共和国、エル

サルバドル共和国、ガイアナ共和

国、グアテマラ共和国、コスタリカ

共和国、コロンビア共和国、スリナ

グレート・ブリテン領ヴァージン諸

島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャ

マイカ、セントクリストファー・ネ

イビス、セントビンセント及びグレ

ナディーン諸島、セントルシア、タ

ークス及びカイコス諸島、ドミニカ

共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、

バルバドス、プエルト・リーコ、米

領バージン諸島、マルティニク、モ

ンセラット、オランダ領セントマー

チン 

 

アメリカ 6 

 

バハマ国 

 

アメリカ 7 

 

ブラジル連邦共和国 

 

アメリカ 8 

 

ペルー共和国 

 

アメリカ 9 

 

アルゼンチン共和国、ウルグアイ東

方共和国、エクアドル共和国、エル

サルバドル共和国、ガイアナ共和

国、グアテマラ共和国、コスタリカ

共和国、コロンビア共和国、スリナ
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ム共和国、チリ共和国、ニカラグア

共和国、パナマ共和国、パラグアイ

共和国、フランス領ギアナ、ベネズ

エラ・ボリバル共和国、ベリーズ、

ボリビア共和国、ホンジュラス共和

国 

 

アメリカ 10 

 

フォークランド諸島 

 

オセアニア 1 

 

グアム、サイパン 

 

オセアニア 2 

 

ハワイ 

 

オセアニア 3 

 

オーストラリア 

 

オセアニア 4 

 

クリスマス島、ココス・キーリング

諸島、ニュージーランド 

 

オセアニア 5 

 

ノーフォーク島、パプアニューギニ

ア共和国、米領サモア、ミクロネシ

ア連邦 

 

オセアニア 6 マーシャル諸島共和国 

ム共和国、チリ共和国、ニカラグア

共和国、パナマ共和国、パラグアイ

共和国、フランス領ギアナ、ベネズ

エラ・ボリバル共和国、ベリーズ、

ボリビア共和国、ホンジュラス共和

国 

 

アメリカ 10 

 

フォークランド諸島 

 

オセアニア 1 

 

グアム、サイパン 

 

オセアニア 2 

 

ハワイ 

 

オセアニア 3 

 

オーストラリア 

 

オセアニア 4 

 

クリスマス島、ココス・キーリング

諸島、ニュージーランド 

 

オセアニア 5 

 

ノーフォーク島、パプアニューギニ

ア共和国、米領サモア、ミクロネシ

ア連邦 

 

オセアニア 6 マーシャル諸島共和国 
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オセアニア 7 

 

バヌアツ共和国、キリバス共和国、

クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、

トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル

共和国、サモア独立国、ニウェ、ニ

ュー・カレドニア、パラオ共和国、

フィジー共和国、フランス領ポリネ

シア 

 

ヨーロッパ 1 

 

グレートブリテン及び北部アイル

ランド連合王国、ドイツ連邦共和

国、フランス共和国 

 

ヨーロッパ 2 

 

アンドラ公国、モナコ公国 

 

ヨーロッパ 3 

 

アイスランド共和国、アイルラン

ド、アゾールス諸島、イタリア共和

国、バチカン市国、オーストリア共

和国、オランダ王国、カナリア諸島、

ギリシャ共和国、グリーンランド、

サンマリノ共和国、ジブラルタル、

スイス連邦、スウェーデン王国、ス

ペイン、スペイン領北アフリカ、デ

  

オセアニア 7 

 

バヌアツ共和国、キリバス共和国、

クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、

トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル

共和国、サモア独立国、ニウェ、ニ

ュー・カレドニア、パラオ共和国、

フィジー共和国、フランス領ポリネ

シア 

 

ヨーロッパ 1 

 

グレートブリテン及び北部アイル

ランド連合王国、ドイツ連邦共和

国、フランス共和国 

 

ヨーロッパ 2 

 

アンドラ公国、モナコ公国 

 

ヨーロッパ 3 

 

アイスランド共和国、アイルラン

ド、アゾールス諸島、イタリア共和

国、バチカン市国、オーストリア共

和国、オランダ王国、カナリア諸島、

ギリシャ共和国、グリーンランド、

サンマリノ共和国、ジブラルタル、

スイス連邦、スウェーデン王国、ス

ペイン、スペイン領北アフリカ、デ
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ンマーク王国、トルコ共和国、ノル

ウェー王国、フェロー諸島、フィン

ランド共和国、ベルギー王国、ポル

トガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、リヒテンシュタイン公

国、ルクセンブルク大公国 

 

ヨーロッパ 4 

 

アゼルバイジャン共和国、ウクライ

ナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、

ジョージア、クロアチア共和国、ス

ロバキア共和国、スロベニア共和

国、タジキスタン共和国、チェコ共

和国、ハンガリー共和国、ブルガリ

ア共和国、ベラルーシ共和国、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド

共和国、北マケドニア共和国、モル

ドバ共和国、ラトビア共和国、リト

アニア共和国、ルーマニア、ロシア

連邦 

 

ヨーロッパ 5 

 

トルクメニスタン、セルビア共和

国、モンテネグロ共和国、コソボ共

ンマーク王国、トルコ共和国、ノル

ウェー王国、フェロー諸島、フィン

ランド共和国、ベルギー王国、ポル

トガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、リヒテンシュタイン公

国、ルクセンブルク大公国 

 

ヨーロッパ 4 

 

アゼルバイジャン共和国、ウクライ

ナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、

ジョージア、クロアチア共和国、ス

ロバキア共和国、スロベニア共和

国、タジキスタン共和国、チェコ共

和国、ハンガリー共和国、ブルガリ

ア共和国、ベラルーシ共和国、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド

共和国、北マケドニア共和国、モル

ドバ共和国、ラトビア共和国、リト

アニア共和国、ルーマニア、ロシア

連邦 

 

ヨーロッパ 5 

 

トルクメニスタン、セルビア共和

国、モンテネグロ共和国、コソボ共



旧 新 

和国 

 

ヨーロッパ 6 

 

アルバニア共和国、アルメニア共和

国、キルギス共和国 

 

特定衛星端末 1 

 

スラーヤー 

 

特定衛星端末 2 

 

イリジウム 

 

特定衛星端末 3 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

特定衛星端末 4 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 
 

和国 

 

ヨーロッパ 6 

 

アルバニア共和国、アルメニア共和

国、キルギス共和国 

 

特定衛星端末 1 

 

スラーヤー 

 

特定衛星端末 2 

 

イリジウム 

 

特定衛星端末 3 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

特定衛星端末 4 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 
 

2 非自動音声通信 2 非自動音声通信 

区分 

 

取扱地域 

 

アジア 1 

 

【大韓民国】 

 

アジア 2 香港、【マカオ】 

区分 

 

取扱地域 

 

アジア 1 

 

【大韓民国】 

 

アジア 2 香港、【マカオ】 



旧 新 

  

アジア 3 

 

【中華人民共和国（香港及びマカオ

を除きます。）】 

 

アジア 4 

 

【台湾】 

 

アジア 5 

 

【シンガポール共和国】 

 

アジア 6 

 

【フィリピン共和国】 

 

アジア 7 

 

【インドネシア共和国】、【タイ王

国】、ブルネイ・ダルサラーム国、

【マレーシア】、東ティモール 

 

アジア 8 

 

【カンボジア王国】、【べトナム社

会主義共和国】、ミャンマー連邦共

和国、モンゴル国、【ラオス人民民

主共和国】 

 

アジア 9 

 

朝鮮民主主義人民共和国 

 

アジア 10 

 

インド 

 

  

アジア 3 

 

【中華人民共和国（香港及びマカオ

を除きます。）】 

 

アジア 4 

 

【台湾】 

 

アジア 5 

 

【シンガポール共和国】 

 

アジア 6 

 

【フィリピン共和国】 

 

アジア 7 

 

【インドネシア共和国】、【タイ王

国】、ブルネイ・ダルサラーム国、

【マレーシア】、東ティモール 

 

アジア 8 

 

【カンボジア王国】、【べトナム社

会主義共和国】、ミャンマー連邦共

和国、モンゴル国、【ラオス人民民

主共和国】 

 

アジア 9 

 

朝鮮民主主義人民共和国 

 

アジア 10 

 

インド 

 



旧 新 

アジア 11 

 

【スリランカ民主社会主義共和

国】、【ネパール王国】、パキスタ

ン・イスラム共和国、バングラデシ

ュ人民共和国、ブータン王国、モル

ディブ共和国 

 

アジア 12 

 

【アラブ首長国連邦】、イエメン共

和国、イスラエル国、【イラク共和

国】、イラン・イスラム共和国、オ

マーン、カタール国、キプラス共和

国、クウェート国、サウジアラビア

王国、シリア・アラブ共和国、【バ

ーレーン国】、【ヨルダン・ハシミ

テ王国】、レバノン共和国 

 

アジア 13 

 

アフガニスタン・イスラム協和国 

 

アフリカ 1 

 

アセンション島、アルジェリア民主

人民共和国、アンゴラ共和国、ウガ

ンダ共和国、【エジプト・アラブ共

和国】、エスワティニ王国、エチオ

ピア連邦民主共和国、エリトリア

国、ガーナ共和国、カーボベルデ共

アジア 11 

 

【スリランカ民主社会主義共和

国】、【ネパール王国】、パキスタ

ン・イスラム共和国、バングラデシ

ュ人民共和国、ブータン王国、モル

ディブ共和国 

 

アジア 12 

 

【アラブ首長国連邦】、イエメン共

和国、イスラエル国、【イラク共和

国】、イラン・イスラム共和国、オ

マーン、カタール国、キプラス共和

国、クウェート国、サウジアラビア

王国、シリア・アラブ共和国、【バ

ーレーン国】、【ヨルダン・ハシミ

テ王国】、レバノン共和国 

 

アジア 13 

 

アフガニスタン・イスラム協和国 

 

アフリカ 1 

 

アセンション島、アルジェリア民主

人民共和国、アンゴラ共和国、ウガ

ンダ共和国、【エジプト・アラブ共

和国】、エスワティニ王国、エチオ

ピア連邦民主共和国、エリトリア

国、ガーナ共和国、カーボベルデ共



旧 新 

和国、ガボン共和国、カメルーン共

和国、ガンビア共和国、ギニアビサ

ウ共和国、ギニア共和国、ケニア共

和国、コートジボワール共和国、コ

モロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民

主共和国、サントメ・プリンシペ民

主共和国、ザンビア共和国、シエラ

レオネ共和国、ジブチ共和国、社会

主義人民リビア・アラブ国、ジンバ

ブエ共和国、スーダン共和国、セー

シェル共和国、赤道ギニア共和国、

セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア共和国、タンザニア連合共

和国、チャド共和国、中央アフリカ

共和国、チュニジア共和国、トーゴ

共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ナミビア共和国、ニジェール共和

国、ブルキナファソ、ブルンジ共和

国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、

マダガスカル共和国、マイヨット

島、マラウイ共和国、マリ共和国、

【南アフリカ共和国】、モーリシャ

ス共和国、モーリタニア・イスラム

和国、ガボン共和国、カメルーン共

和国、ガンビア共和国、ギニアビサ

ウ共和国、ギニア共和国、ケニア共

和国、コートジボワール共和国、コ

モロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民

主共和国、サントメ・プリンシペ民

主共和国、ザンビア共和国、シエラ

レオネ共和国、ジブチ共和国、社会

主義人民リビア・アラブ国、ジンバ

ブエ共和国、スーダン共和国、セー

シェル共和国、赤道ギニア共和国、

セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア共和国、タンザニア連合共

和国、チャド共和国、中央アフリカ

共和国、チュニジア共和国、トーゴ

共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ナミビア共和国、ニジェール共和

国、ブルキナファソ、ブルンジ共和

国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、

マダガスカル共和国、マイヨット

島、マラウイ共和国、マリ共和国、

【南アフリカ共和国】、モーリシャ

ス共和国、モーリタニア・イスラム



旧 新 

共和国、モザンビーク共和国、モロ

ッコ王国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン 

 

アフリカ 2 

 

ディエゴ・ガルシア 

 

アフリカ 3 

 

西サハラ 

 

アメリカ 1 

 

【アメリカ合衆国（アラスカ及びハ

ワイを除きます。）】、【アラスカ】 

 

アメリカ 2 

 

【カナダ】 

 

アメリカ 3 

 

サンピエール島・ミクロン島、バミ

ューダ諸島、【メキシコ合衆国】 

 

アメリカ 4 

 

アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、オランダ領セントマーチン、キ

ューバ共和国、グァデルーペ、グレ

ート・ブリテン領ヴァージン諸島、

グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイ

カ、セントビンセント及びグレナデ

共和国、モザンビーク共和国、モロ

ッコ王国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン 

 

アフリカ 2 

 

ディエゴ・ガルシア 

 

アフリカ 3 

 

西サハラ 

 

アメリカ 1 

 

【アメリカ合衆国（アラスカ及びハ

ワイを除きます。）】、【アラスカ】 

 

アメリカ 2 

 

【カナダ】 

 

アメリカ 3 

 

サンピエール島・ミクロン島、バミ

ューダ諸島、【メキシコ合衆国】 

 

アメリカ 4 

 

アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、オランダ領セントマーチン、キ

ューバ共和国、グァデルーペ、グレ

ート・ブリテン領ヴァージン諸島、

グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイ

カ、セントビンセント及びグレナデ



旧 新 

ィーン諸島、セントクリストファ

ー・ネイビス、セントルシア、ター

クス及びカイコス諸島、ドミニカ共

和国、ドミニカ国、トリニダードト

バゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ

国、バルバドス、【プエルト・リー

コ】、【米領バージン諸島】、マテ

ィニク、モンセラット 

 

アメリカ 5 

 

エルサルバドル共和国、グアテマラ

共和国、コスタリカ共和国、ニカラ

グア共和国、パナマ共和国、ベリー

ズ、ホンジュラス共和国 

 

アメリカ 6 

 

ブラジル連邦共和国 

 

アメリカ 7 

 

【ペルー共和国】 

 

アメリカ 8 

 

【アルゼンチン共和国】、ウルグア

イ東方共和国、エクアドル共和国、

ガイアナ協同共和国、コロンビア共

和国、スリナム共和国、【チリ共和

国】、パラグアイ共和国、フォーク

ィーン諸島、セントクリストファ

ー・ネイビス、セントルシア、ター

クス及びカイコス諸島、ドミニカ共

和国、ドミニカ国、トリニダードト

バゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ

国、バルバドス、【プエルト・リー

コ】、【米領バージン諸島】、マテ

ィニク、モンセラット 

 

アメリカ 5 

 

エルサルバドル共和国、グアテマラ

共和国、コスタリカ共和国、ニカラ

グア共和国、パナマ共和国、ベリー

ズ、ホンジュラス共和国 

 

アメリカ 6 

 

ブラジル連邦共和国 

 

アメリカ 7 

 

【ペルー共和国】 

 

アメリカ 8 

 

【アルゼンチン共和国】、ウルグア

イ東方共和国、エクアドル共和国、

ガイアナ協同共和国、コロンビア共

和国、スリナム共和国、【チリ共和

国】、パラグアイ共和国、フォーク



旧 新 

ランド諸島、フランス領ギアナ、【ベ

ネズエラ・ボリバル共和国】、ボリ

ビア共和国 

 

オセアニア 1 

 

【グアム】、【サイパン】 

 

オセアニア 2 

 

【ハワイ】 

 

オセアニア 3 

 

【オーストラリア】 

 

オセアニア 4 

 

【ニュージーランド】 

 

オセアニア 5 

 

キリバス共和国、クック諸島、サモ

ア独立国、ソロモン諸島、ツバル、

トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル

共和国、ニウェ、ニュー・カレドニ

ア、ノーフォーク島、パプアニュー

ギニア協和国、パラオ共和国、バヌ

アツ共和国、【フィジー共和国】、

フランス領ポリネシア、米領サモ

ア、マーシャル諸島共和国、ミクロ

ネシア連邦 

 

ランド諸島、フランス領ギアナ、【ベ

ネズエラ・ボリバル共和国】、ボリ

ビア共和国 

 

オセアニア 1 

 

【グアム】、【サイパン】 

 

オセアニア 2 

 

【ハワイ】 

 

オセアニア 3 

 

【オーストラリア】 

 

オセアニア 4 

 

【ニュージーランド】 

 

オセアニア 5 

 

キリバス共和国、クック諸島、サモ

ア独立国、ソロモン諸島、ツバル、

トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル

共和国、ニウェ、ニュー・カレドニ

ア、ノーフォーク島、パプアニュー

ギニア協和国、パラオ共和国、バヌ

アツ共和国、【フィジー共和国】、

フランス領ポリネシア、米領サモ

ア、マーシャル諸島共和国、ミクロ

ネシア連邦 

 



旧 新 

オセアニア 6 

 

【クリスマス島】、【ココス・キー

リング諸島】 

 

オセアニア 7 

 

ウェーキ島、ミッドウェー 

 

ヨーロッパ 1 

 

【グレートブリテン及び北部アイ

ルランド連合王国】 

 

ヨーロッパ 2 

 

アンドラ公国、【ドイツ連邦共和

国】、【フランス共和国】、【モナ

コ公国】 

 

ヨーロッパ 3 

 

【イタリア共和国】、【オランダ王

国】、【サンマリノ共和国】、【バ

チカン市国】、【スイス連邦】、【ベ

ルギー王国】、【リヒテンシュタイ

ン公国】、【ルクセンブルク大公国】 

 

ヨーロッパ 4 

 

アイスランド共和国、【アイルラン

ド】、【アゾールス諸島】、【オー

ストリア共和国】、【カナリア諸島】、

【ギリシャ共和国】、グリーンラン

ド、ジブラルタル、スウェーデン王

オセアニア 6 

 

【クリスマス島】、【ココス・キー

リング諸島】 

 

オセアニア 7 

 

ウェーキ島、ミッドウェー 

 

ヨーロッパ 1 

 

【グレートブリテン及び北部アイ

ルランド連合王国】 

 

ヨーロッパ 2 

 

アンドラ公国、【ドイツ連邦共和

国】、【フランス共和国】、【モナ

コ公国】 

 

ヨーロッパ 3 

 

【イタリア共和国】、【オランダ王

国】、【サンマリノ共和国】、【バ

チカン市国】、【スイス連邦】、【ベ

ルギー王国】、【リヒテンシュタイ

ン公国】、【ルクセンブルク大公国】 

 

ヨーロッパ 4 

 

アイスランド共和国、【アイルラン

ド】、【アゾールス諸島】、【オー

ストリア共和国】、【カナリア諸島】、

【ギリシャ共和国】、グリーンラン

ド、ジブラルタル、スウェーデン王



旧 新 

国、【スペイン】、【スペイン領北

アフリカ】、【デンマーク王国】、

トルコ共和国、ノルウェー王国、フ

ェロー諸島、【フィンランド共和

国】、【ポルトガル共和国】、【マ

ディラ諸島】、マルタ共和国 

 

ヨーロッパ 5 

 

アゼルバイジャン共和国、アルバニ

ア共和国、アルメニア共和国、ウク

ライナ、ウズベキスタン共和国、エ

ストニア共和国、カザフスタン共和

国、キルギス共和国、ジョージア、

クロアチア共和国、スロバキア共和

国、スロベニア共和国、セルビア共

和国、モンテネグロ共和国、タジキ

スタン共和国、【チェコ共和国】、

トルクメニスタン、コソボ共和国、

【ハンガリー共和国】、【ブルガリ

ア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポ

ーランド共和国】、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、北マケドニア共和国、

モルドバ共和国、ラトビア共和国、

リトアニア共和国、【ルーマニア】、

国、【スペイン】、【スペイン領北

アフリカ】、【デンマーク王国】、

トルコ共和国、ノルウェー王国、フ

ェロー諸島、【フィンランド共和

国】、【ポルトガル共和国】、【マ

ディラ諸島】、マルタ共和国 

 

ヨーロッパ 5 

 

アゼルバイジャン共和国、アルバニ

ア共和国、アルメニア共和国、ウク

ライナ、ウズベキスタン共和国、エ

ストニア共和国、カザフスタン共和

国、キルギス共和国、ジョージア、

クロアチア共和国、スロバキア共和

国、スロベニア共和国、セルビア共

和国、モンテネグロ共和国、タジキ

スタン共和国、【チェコ共和国】、

トルクメニスタン、コソボ共和国、

【ハンガリー共和国】、【ブルガリ

ア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポ

ーランド共和国】、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、北マケドニア共和国、

モルドバ共和国、ラトビア共和国、

リトアニア共和国、【ルーマニア】、



旧 新 

【ロシア連邦】 

 

特定衛星端末 1 

 

スラーヤー 

 

特定衛星端末 2 

 

イリジウム 

 

特定衛星端末 3 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

特定衛星端末 4 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

備考：【】は第 1種本邦着信音声通信の取扱地域 

 
 

【ロシア連邦】 

 

特定衛星端末 1 

 

スラーヤー 

 

特定衛星端末 2 

 

イリジウム 

 

特定衛星端末 3 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

特定衛星端末 4 

 

インマルサット（６４ｋｂｐｓのＡ

ｕｄｉｏ／Ｓｐｅｅｃｈモードの

場合を除きます。） 

 

備考：【】は第 1種本邦着信音声通信の取扱地域 

 
 

  

別表 3 当社及びジェイコムウエストが別に定める音声通信番号に係る協定

事業者 

別表 3 当社及び JCOM マーケティングが別に定める音声通信番号に係る協定

事業者 

事業者の名称 

 

KDDI 株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社、楽天モバイル株式会社、ソ

事業者の名称 

 

KDDI 株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社、楽天モバイル株式会社、ソ
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フトバンク株式会社、株式会社オプテージ、株式

会社 STNet、東北インテリジェント通信株式会社、

株式会社 QTnet、アルテリア・ネットワークス株

式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、

JCOM株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社

NTT ドコモ、株式会社エネルギア・コミュニケー

ションズ、株式会社アイ・ピ－・エス・プロ、Ｃ

ｏｌｔテクノロジーサービス株式会社、株式会社

コムスクエア、株式会社ハイスタンダード 

 
 

フトバンク株式会社、株式会社オプテージ、株式

会社 STNet、東北インテリジェント通信株式会社、

株式会社 QTnet、アルテリア・ネットワークス株

式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、

JCOM株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社

NTTドコモ、株式会社エネルギア・コミュニケー

ションズ、株式会社アイ・ピ－・エス・プロ、Ｃ

ｏｌｔテクノロジーサービス株式会社、株式会社

コムスクエア、株式会社ハイスタンダード 

 
 

  

別表 4 当社及びジェイコムウエストが別に定める電気通信番号に係る協定事

業者 

別表 4 当社及び JCOM マーケティングが別に定める電気通信番号に係る協定

事業者 

事業者の名称 

 

東京テレメッセージ株式会社 

 
 

事業者の名称 

 

東京テレメッセージ株式会社 

 
 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別表は、2025年 2月 4日から実施いたします。 本別表は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM TV for さすガねっと契約約款 J:COM TV forさすガねっと契約約款 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

第1章 総則 第1章 総則 

第1条 （約款の適用） 第1条 （約款の適用） 

当社は、この J:COM TV for さすガねっと契約約款（料金表を含みます。以

下「約款」といいます。）により、株式会社ジェイコムウエスト（以下「ジ

ェイコムウエスト」といいます。）が放送事業者として行う有線電気通信設

備による放送サービス（附帯するサービスを含みます。）を取次事業者とし

て販売します。 

当社は、この J:COM TV for さすガねっと契約約款（料金表を含みます。以

下「約款」といいます。）により、JCOMマーケティング株式会社（以下「JCOM

マーケティング」といいます。）が放送事業者として行う有線電気通信設備

による放送サービス（附帯するサービスを含みます。）を取次事業者として

販売します。 

2 地上基幹放送（放送法第 2条）の再放送（同第 140条）及び J:COMSTREAMに

ついては、それぞれ別にジェイコムウエストが定める J:COM TV再放送サー

ビス契約約款及び J:COMSTREAM サービス利用規約を、当社が取り扱うサー

ビスの範囲内においていずれも契約主体を当社と読み替えた上で料金の支

払いに関する規定を除き優先して適用します。 

2地上基幹放送（放送法第 2条）の再放送（同第 140条）及び J:COMSTREAMに

ついては、それぞれ別に JCOM マーケティングが定める J:COM TV 再放送サ

ービス契約約款及び J:COMSTREAM サービス利用規約を、当社が取り扱うサ

ービスの範囲内においていずれも契約主体を当社と読み替えた上で料金の

支払いに関する規定を除き優先して適用します。 

  

第2条 （約款の変更等） 第2条 （約款の変更等） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は変更後の約款によります。 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他

の提供条件は変更後の約款によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契

約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132

号）又は電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86号）の適用がある場合には、

3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契

約条件の変更を行う場合、当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132

号）又は電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）の適用がある場合には、
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放送法第 150条又は電気通信事業法第 26条第 1項における提供条件の概要

を含みます。）につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個

別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、

電子メール、又は当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知

又は周知することがあります。 

放送法第 150条又は電気通信事業法第 26条第 1項における提供条件の概要

を含みます。）につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個

別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、

電子メール、又は当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知

又は周知することがあります。 

  

第3条 （用語の定義） 第3条 （用語の定義） 

この約款において使用する用語は、放送法（以下「法」といいます。）にお

いて使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。 

この約款において使用する用語は、放送法（以下「法」といいます。）にお

いて使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。 

用語 

 

用語の意味 

 

（1）放送サービス 

 

当社が取次事業者として販売する、

ジェイコムウエストの有線電気通

信設備による有料放送サービス 

 

（2）契約 

 

当社が取次事業者として販売する

放送サービスの提供を受けること

を目的として締結される契約 

 

（3）世帯 

 

実際に同一の住居（一般に同一と区

別される範囲）で起居し、生計を同

じくする者の集団、同じ場所に住む

家族等 

用語 

 

用語の意味 

 

（1）放送サービス 

 

当社が取次事業者として販売する、

JCOM マーケティングの有線電気通

信設備による有料放送サービス 

 

（2）契約 

 

当社が取次事業者として販売する

放送サービスの提供を受けること

を目的として締結される契約 

 

（3）世帯 

 

実際に同一の住居（一般に同一と区

別される範囲）で起居し、生計を同

じくする者の集団、同じ場所に住む

家族等 
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（4）集合住宅契約 

 

共同住宅等のように一つの建物の

中に複数の世帯が入居している住

宅の形態（アパートやマンション

等）と当社が判断するものを集合住

宅とし、その集合住宅とジェイコム

ウエストの施設の導入設置に関す

る基本契約 

 

（5）契約者 

 

当社と契約を締結した者 

 

（6）申込者 

 

当社に契約の申込みをする者 

 

（7）片方向 

 

ジェイコムウエストの有線電気通

信設備から契約者世帯へ信号が流

れる向き 

 

（8）双方向 

 

片方向に加え、契約者世帯からジェ

イコムウエストの有線電気通信設

備へ信号が流れる向き 

 

（9）セットトップボックス 

 

放送サービスを視聴するために必

要なデジタル方式による受信機器

 

（4）集合住宅契約 

 

共同住宅等のように一つの建物の

中に複数の世帯が入居している住

宅の形態（アパートやマンション

等）と当社が判断するものを集合住

宅とし、その集合住宅と JCOM マー

ケティングの施設の導入設置に関

する基本契約 

 

（5）契約者 

 

当社と契約を締結した者 

 

（6）申込者 

 

当社に契約の申込みをする者 

 

（7）片方向 

 

JCOM マーケティングの有線電気通

信設備から契約者世帯へ信号が流

れる向き 

 

（8）双方向 

 

片方向に加え、契約者世帯から JCOM

マーケティングの有線電気通信設

備へ信号が流れる向き 

 

（9）セットトップボックス 

 

放送サービスを視聴するために必

要なデジタル方式による受信機器
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（ICカードを除きます。以下「STB」

といいます。） 

 

（10）機器等 

 

当社が契約者に貸与する機器及び

その他付属品 

 

（11）ICカード 

 

STBに常時装着されることにより、

STBを制御し、契約者の視聴履歴を

記録するための IC を組み込んだカ

ード 

 

（12）J:COMSTREAM 

 

ジェイコムウエストのネットワー

ク網及び設備等を使用してジェイ

コムウエストが提供する映像その

他のコンテンツ（以下「ビデオコン

テンツ」といいます。）を視聴する

ことができる映像配信サービス 

 

（13）引込工事 

 

ジェイコムウエストの施設から契

約者宅までの工事 

 

（14）宅内工事 

 

契約者宅内での工事（STB設置及び

配線工事等） 

（ICカードを除きます。以下「STB」

といいます。） 

 

（10）機器等 

 

当社が契約者に貸与する機器及び

その他付属品 

 

（11）ICカード 

 

STB に常時装着されることにより、

STB を制御し、契約者の視聴履歴を

記録するための IC を組み込んだカ

ード 

 

（12）J:COMSTREAM 

 

JCOM マーケティングのネットワー

ク網及び設備等を使用して JCOM マ

ーケティングが提供する映像その

他のコンテンツ（以下「ビデオコン

テンツ」といいます。）を視聴する

ことができる映像配信サービス 

 

（13）引込工事 

 

JCOM マーケティングの施設から契

約者宅までの工事 

 

（14）宅内工事 

 

契約者宅内での工事（STB 設置及び

配線工事等） 



旧 新 

 

（15）局内工事 

 

契約者が STB 利用を開始するため

にジェイコムウエストの施設内で

行なう工事 

 

（16）保安器 

 

雷等から宅内機器を保護するため

の装置であり、同軸から宅内配線の

分岐点となるもの 

 

（17）光回線終端装置 

 

光通信ネットワークの終端に設置

され、光信号と電気信号の変換と、

光信号の多重・分離をするもの 

 
 

 

（15）局内工事 

 

契約者が STB利用を開始するために

JCOM マーケティングの施設内で行

なう工事 

 

（16）保安器 

 

雷等から宅内機器を保護するため

の装置であり、同軸から宅内配線の

分岐点となるもの 

 

（17）光回線終端装置 

 

光通信ネットワークの終端に設置

され、光信号と電気信号の変換と、

光信号の多重・分離をするもの 

 
 

  

第2章 契約 第2章 契約 

第 1節 契約条件 第 1節 契約条件 

第4条 （契約の単位） 第4条 （契約の単位） 

契約は、世帯ごと又は当社が別に定める単位ごとに行います。 契約は、世帯ごと又は当社が別に定める単位ごとに行います。 

  

第 2節 契約成立 第 2節 契約成立 

第5条 （契約の成立） 第5条 （契約の成立） 

契約は、申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事

項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより

契約は、申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事

項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより
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成立するものとします。 成立するものとします。 

2前項の場合において、当社が申込内容を確認するための書類を提出して頂き

ます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合及び当社が特に

認める場合は、この限りではありません。 

2前項の場合において、当社が申込内容を確認するための書類を提出して頂き

ます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合及び当社が特に

認める場合は、この限りではありません。 

3当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾し

ないことができるものとします。 

3 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾し

ないことができるものとします。 

（1）サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合 （1）サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合 

（2）申込者が料金その他の債務（この約款に規定する料金及び料金以外の

債務をいいます。以下同じとします。）及び当社との他の契約に基づく債

務の履行を怠ったことがあるなど約款上要請される債務の履行を怠るお

それがあると認められる場合 

（2）申込者が料金その他の債務（この約款に規定する料金及び料金以外の

債務をいいます。以下同じとします。）及び当社との他の契約に基づく債

務の履行を怠ったことがあるなど約款上要請される債務の履行を怠るお

それがあると認められる場合 

（3）申込者が当社に通知した所要事項に虚偽及び不備（書面等での名義、

捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。）

がある場合 

（3）申込者が当社に通知した所要事項に虚偽及び不備（書面等での名義、

捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。）

がある場合 

（4）申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがある

と認められる場合 

（4）申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがある

と認められる場合 

（5）申込者が未成年の場合 （5）申込者が未成年の場合 

（6）申込者が成年被後見人で、後見人の同意が得られない場合 （6）申込者が成年被後見人で、後見人の同意が得られない場合 

（7）料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけ

ない場合 

（7）料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけ

ない場合 

（8）申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合 （8）申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合 

（9）その他、当社又はジェイコムウエストの業務に著しい支障がある場合 （9）その他、当社又は JCOM マーケティングの業務に著しい支障がある場

合 
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（10）約款及び別に定める規定等に、特段の定めがある場合 （10）約款及び別に定める規定等に、特段の定めがある場合 

4有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただ

きます。 

4 有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただ

きます。 

5一部の有料番組については、未成年の契約者、学生の契約者は利用できない

ことがあります。 

5 一部の有料番組については、未成年の契約者、学生の契約者は利用できない

ことがあります。 

6 当社は、本人性及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合がありま

す。 

6 当社は、本人性及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合がありま

す。 

  

第6条 （契約締結後書面の交付等） 第6条 （契約締結後書面の交付等） 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

当社は、申込みを当社が承諾した日を契約が成立した日（以下、「契約成立

日」といいます。）とします。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を契約者に交付します。 

2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面（以

下、「契約締結後書面」といいます。）を契約者に交付します。 

3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの

方法を契約申込み時に選択するものとします。 

3 契約締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの

方法を契約申込み時に選択するものとします。 

 （1） 電磁的方法による交付  （1） 電磁的方法による交付 

 （2） 紙面による交付  （2） 紙面による交付 

  

第 3節 契約変更 第 3節 契約変更 

第7条 （申込時所要事項の変更） 第7条 （申込時所要事項の変更） 

契約者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当

社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。 

契約者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当

社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。 
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第 4節 契約解約・解除 第 4節 契約解約・解除 

第8条 （初期契約解除等） 第8条 （初期契約解除等） 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 

申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで

の間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 

2前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 2前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 

3 第 1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全て

の費用を負担するものとします。また、利用料及び申込者による

J:COMSTREAM の利用による課金単位ごとの料金の費用負担についても同じ

とします。 

3第 1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は引込工事、宅内工事

等の着工又は完了済みの工事、撤去に要する工事及び手続きに要した全て

の費用を負担するものとします。また、利用料及び申込者による

J:COMSTREAM の利用による課金単位ごとの料金の費用負担についても同じ

とします。 

4 前 3 項の規定の他、申込者は、引込工事、宅内工事等が未着工又は契約成

立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及びジェイコム

ウエストに到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回すること

ができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる

費用の負担も求めません。 

4 前 3 項の規定の他、申込者は、引込工事、宅内工事等が未着工又は契約成

立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社及び JCOMマーケ

ティングに到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回すること

ができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる

費用の負担も求めません。 

  

第9条 （解約） 第9条 （解約） 

契約者は契約を解約しようとする場合、当社にその旨申し出るものとしま

す。 

契約者は契約を解約しようとする場合、当社にその旨申し出るものとしま

す。 

2 契約者は解約の場合、第 18 条（利用料）の規定による利用料を含む全ての

料金（解約月の月額利用料も含む）を精算するものとします。 

2 契約者は解約の場合、第 18 条（利用料）の規定による利用料を含む全ての

料金（解約月の月額利用料も含む）を精算するものとします。 

3 解約の場合、当社及びジェイコムウエストは放送サービスの提供を停止し、

機器等を撤去し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。また、

3解約の場合、当社及び JCOMマーケティングは放送サービスの提供を停止し、

機器等を撤去し、契約者に、撤去費用実費を負担していただきます。また、
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撤去にともない契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回

復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとし

ます。 

撤去にともない契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回

復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとし

ます。 

4 契約者は本条に定める解約及び第 11 条（停止及び解除）に定める解除の場

合、直ちに機器等をジェイコムウエストが指定する場所に返却するものと

します。なお、返却がない場合は、当社又はジェイコムウエストは、料金

表に定める損害金を請求します。 

4 契約者は本条に定める解約及び第 11 条（停止及び解除）に定める解除の場

合、直ちに機器等を JCOMマーケティングが指定する場所に返却するものと

します。なお、返却がない場合は、当社又は JCOMマーケティングは、料金

表に定める損害金を請求します。 

  

第10条 （契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 第10条 （契約者本人による手続きが困難な場合の解約等） 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が

別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申

し出るものとします。 

契約者本人が契約の解約又は変更を希望されているにもかかわらず、契約

者本人による手続きが困難な場合における解約又は変更について、当社が

別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申

し出るものとします。 

2前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の解約を

認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

2 前項に基づく解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続きを行うこ

とが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、当社は契

約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき契約の解約を

認める場合は、前条の規定に準じて取り扱います。 

3 本条第 1項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続き

を行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、

社会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとし

ます。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 13条（放

送サービスの変更）の規定に準じて取り扱います。 

3 本条第 1項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の手続き

を行うことが困難な客観的かつ合理的な事由があると認められた場合は、

社会通念上相当と認められる範囲で、当社は契約の変更を認めるものとし

ます。なお、当社が本条に基づき契約の変更を認める場合は、第 13条（放

送サービスの変更）の規定に準じて取り扱います。 
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第11条 （停止及び解除） 第11条 （停止及び解除） 

当社は、契約者において利用料又は各種料金の支払を遅延した場合、支払

を怠るおそれがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認めら

れる場合及びそのおそれがある場合は、契約者に通知した上で放送サービ

スの提供を停止あるいは契約を解除することができるものとします。なお、

解除の場合は第 9条（解約）の規定に準じて取り扱います。 

当社は、契約者において利用料又は各種料金の支払を遅延した場合、支払

を怠るおそれがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認めら

れる場合及びそのおそれがある場合は、契約者に通知した上で放送サービ

スの提供を停止あるいは契約を解除することができるものとします。なお、

解除の場合は第 9条（解約）の規定に準じて取り扱います。 

2 契約者が、第 9条（解約）による通知をしない場合であり、かつ、明らかに

当社が取次事業者として販売する放送サービスを利用していない場合に、

当社は通知なく契約を終了させることができるものとします 

2契約者が、第 9条（解約）による通知をしない場合であり、かつ、明らかに

当社が取次事業者として販売する放送サービスを利用していない場合に、

当社は通知なく契約を終了させることができるものとします 

3 第 1項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合（契約者

について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これ

らに類する事由が生じたことを知ったときを含みます。）には、通知をしな

いで、放送サービスの提供を停止すること、また、その契約を解除するこ

とがあります。 

3第 1項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合（契約者

について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これ

らに類する事由が生じたことを知ったときを含みます。）には、通知をしな

いで、放送サービスの提供を停止すること、また、その契約を解除するこ

とがあります。 

4当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。この場合には、当

社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。 

4 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。この場合には、当

社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。 

 （1）当社、ジェイコムウエスト又は契約者の責めに帰すべからざる事由に

より、放送サービス提供にかかるジェイコムウエストの施設の変更を余

儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場

合 

 （1）当社、JCOM マーケティング又は契約者の責めに帰すべからざる事由に

より、放送サービス提供にかかる JCOMマーケティングの施設の変更を余

儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場

合 

 （2）当社又はジェイコムウエストが放送サービスの提供を終了した場合。  （2）当社又は JCOM マーケティングが放送サービスの提供を終了した場合。 

5共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている契

約者については、ジェイコムウエストとの集合住宅契約が終了した場合は、

5共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている契

約者については、JCOM マーケティングとの集合住宅契約が終了した場合は、
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契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを

事前に契約者に通知するものとします。 

契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを

事前に契約者に通知するものとします。 

  

第3章 サービス 第3章 サービス 

第 1節 TVサービス 第 1節 TVサービス 

第12条 （当社が提供する放送サービス） 第12条 （当社が提供する放送サービス） 

当社は契約者に対しその提供区域内で、次の放送サービスを取次事業者と

して販売します。なお、契約の種別により、提供する番組は異なります。 

当社は契約者に対しその提供区域内で、次の放送サービスを取次事業者と

して販売します。なお、契約の種別により、提供する番組は異なります。 

（1）基本番組サービス （1）基本番組サービス 

基本番組サービスには、以下の種類があります。 基本番組サービスには、以下の種類があります。 

（ア）再放送サービス （ア）再放送サービス 

放送法第 2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデー

タ放送、ラジオ放送のうち、ジェイコムウエストが定めた放送の同

時再放送サービスで、ジェイコムウエストが定める J:COM TV再放送

サービス契約約款に従い提供するもの 

放送法第 2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデー

タ放送、ラジオ放送のうち、JCOMマーケティングが定めた放送の同

時再放送サービスで、JCOM マーケティングが定める J:COM TV再放送

サービス契約約款に従い提供するもの 

（イ）BSデジタル放送及び CSデジタル放送等 （イ）BSデジタル放送及び CSデジタル放送等 

放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデー

タ放送、ラジオ放送のうち、ジェイコムウエストが定めた放送サー

ビスで（ア）に定める放送を除く 

放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及びデー

タ放送、ラジオ放送のうち、JCOM マーケティングが定めた放送サー

ビスで（ア）に定める放送を除く 

（ウ）自主放送 （ウ）自主放送 

ジェイコムウエストによる放送サービス JCOMマーケティングによる放送サービス 

（2）有料番組サービス （2）有料番組サービス 

当社及びジェイコムウエストが定める番組。ただし、サービス種別

により、追加契約ができない有料番組もあります。 

当社及び JCOMマーケティングが定める番組。ただし、サービス種別

により、追加契約ができない有料番組もあります。 
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（ア）オプションチャンネル （ア）オプションチャンネル 

基本番組サービスに追加し、契約することができる有料番組サービ

ス 

基本番組サービスに追加し、契約することができる有料番組サービ

ス 

（3）その他番組サービス （3）その他番組サービス 

当社及びジェイコムウエストが別に定める番組。特定のサービス種

別のみ視聴可能。 

当社及び JCOMマーケティングが別に定める番組。特定のサービス種

別のみ視聴可能。 

2契約者は、同一サービスについては複数台契約を申込むことができます。た

だし、一部のサービスにおいては複数台の契約の申込はできません。 

2契約者は、同一サービスについては複数台契約を申込むことができます。た

だし、一部のサービスにおいては複数台の契約の申込はできません。 

3 当社は、以下のサービス種別を契約者に提供します。 3当社は、以下のサービス種別を契約者に提供します。 

サービス名 

 

分類 

 

特記事項 

 

①  

 

J:COM TV for 

さすガねっと

スタンダード

サービス 

 

当社が提供する全て

の基本番組サービス

及び双方向通信機能

を提供するもの 

 

 

 

②  

 

J:COM TV for 

さすガねっと

スタンダード

プラスサービ

ス 

 

①に追加してその他

番組サービスを提供

するもの 

 

 

 

③  J:COM TV for ①のサービスのうち、  

サービス名 

 

分類 

 

特記事項 

 

①  

 

J:COM TV for 

さすガねっと

スタンダード

サービス 

 

当社が提供する全て

の基本番組サービス

及び双方向通信機能

を提供するもの 

 

 

 

②  

 

J:COM TV for 

さすガねっと

スタンダード

プラスサービ

ス 

 

①に追加してその他

番組サービスを提供

するもの 

 

 

 

③  J:COM TV for ①のサービスのうち、  
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 さすガねっと

セレクト 

 

一部の番組の提供を

制限し、提供するもの 

 

 

 

 さすガねっと

セレクト 

 

一部の番組の提供を

制限し、提供するもの 

 

 

 

4 提供区域は、別に定めます。 4提供区域は、別に定めます。 

  

第13条 （放送サービスの変更） 第13条 （放送サービスの変更） 

契約者は、当社が提供する放送サービスの変更を申込むことができます。 契約者は、当社が提供する放送サービスの変更を申込むことができます。 

2 放送サービスの変更の場合には、第 5条（契約の成立）の規定に準じて取り

扱います。 

2放送サービスの変更の場合には、第 5条（契約の成立）の規定に準じて取り

扱います。 

3 変更の申込を当社が承諾した場合、契約者は、別に定めるサービス変更手

数料を支払っていただきます。ただし、有料番組サービスの変更は除きま

す。 

3 変更の申込を当社が承諾した場合、契約者は、別に定めるサービス変更手

数料を支払っていただきます。ただし、有料番組サービスの変更は除きま

す。 

4 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工

事費を支払っていただきます。有料番組サービスの変更であって、工事を

伴わない場合は除きます。 

4 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工

事費を支払っていただきます。有料番組サービスの変更であって、工事を

伴わない場合は除きます。 

5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾し

ない場合があります。 

5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾し

ない場合があります。 

6放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていた

だきます。ただし、月の途中での変更の場合には、当社は、変更日の翌日

を基準として、それぞれの料金を日割りで精算します。 

6放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていた

だきます。ただし、月の途中での変更の場合には、当社は、変更日の翌日

を基準として、それぞれの料金を日割りで精算します。 

  

第 2節 サービスの変更・中止・停止 第 2節 サービスの変更・中止・停止 

第14条 （一時停止及び再開） 第14条 （一時停止及び再開） 
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契約者は、当社が提供する基本番組サービスの一時停止又はその再開を希

望する場合は、当社に当社の指定する方法によりその旨を申し出るものと

します。一時停止の期間中についても、料金はお支払いいただきます。 

契約者は、当社が提供する基本番組サービスの一時停止又はその再開を希

望する場合は、当社に当社の指定する方法によりその旨を申し出るものと

します。一時停止の期間中についても、料金はお支払いいただきます。 

2 当社は、世帯ごと又は当社が定める単位ごとに、一時停止及び再開を取扱い

ます。 

2当社は、世帯ごと又は当社が定める単位ごとに、一時停止及び再開を取扱い

ます。 

  

第 3節 附帯サービス 第 3節 附帯サービス 

第15条 （放送サービスの情報提供） 第15条 （放送サービスの情報提供） 

当社及びジェイコムウエストは、放送サービスの内容及び放送時間を、原

則として当社及びジェイコムウエストの指定する番組検索サービス（以下

「EPG」といいます。）により提供するものとします。ただし、EPGにより提

供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。 

当社及び JCOMマーケティングは、放送サービスの内容及び放送時間を、原

則として当社及び JCOMマーケティングの指定する番組検索サービス（以下

「EPG」といいます。）により提供するものとします。ただし、EPGにより提

供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。 

2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違い並びに変更によっておこる損害

の賠償には応じません。 

2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違い並びに変更によっておこる損害

の賠償には応じません。 

  

第16条 （J:COMSTREAMサービスの利用） 第16条 （J:COMSTREAMサービスの利用） 

J:COMSTREAMサービスは、ジェイコムウエストが別に定める利用規約に基づ

き提供します。 

J:COMSTREAMサービスは、JCOM マーケティングが別に定める利用規約に基

づき提供します。 

  

第4章 料金等 第4章 料金等 

第 1節 料金 第 1節 料金 

第17条 （料金の適用） 第17条 （料金の適用） 

当社が取次事業者として販売するサービスの料金は、利用料、附帯サービ

スに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めると

当社が取次事業者として販売するサービスの料金は、利用料、附帯サービ

スに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めると
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ころによります。 ころによります。 

2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 

  

第 2節 料金の支払義務 第 2節 料金の支払義務 

第18条 （利用料） 第18条 （利用料） 

契約者は別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に

支払うものとします。 

契約者は別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に

支払うものとします。 

サービス名 

 

起算日 

 

放送サービス 

 

（1）基本番

組サービス 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

（2）有料番

組サービス 

 

提供を開始した日の属する月（日

割りは行ないません） 

ただし、BS10 プレミアム及び

WOWOWの提供を受ける場合は、サ

ービスの契約成立日の属する月

の翌月から利用料を毎月支払う

ものとします。 

 

その他のサービス 

サービス名 

 

起算日 

 

放送サービス 

 

（1）基本番

組サービス 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

（2）有料番

組サービス 

 

提供を開始した日の属する月（日

割りは行ないません） 

ただし、BS10 プレミアム及び

WOWOWの提供を受ける場合は、サ

ービスの契約成立日の属する月

の翌月から利用料を毎月支払う

ものとします。 

 

その他のサービス 
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追加の簡易

STB 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

追加 の STB

（地デジ・BS

デジコース

用） 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

 

 

追加の簡易

STB 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

追加 の STB

（地デジ・BS

デジコース

用） 

 

提供を開始した日の翌日（日割り

を行ないます） 

 

 

2 当社が、第 12 条（当社が提供する放送サービス）に定めるサービスのうち、

契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して 10日間以

上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、

自然災害その他当社及びジェイコムウエストの責めに帰すことのできない

事由によるサービス停止の場合及び第 11条（停止及び解除）の規定による

場合は、この限りではありません。 

2 当社が、第 12 条（当社が提供する放送サービス）に定めるサービスのうち、

契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して 10日間以

上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、

自然災害その他当社及び JCOMマーケティングの責めに帰すことのできない

事由によるサービス停止の場合及び第 11条（停止及び解除）の規定による

場合は、この限りではありません。 

3 当社は、第 2項に定める自然災害の場合において、災害が発生し、又は発

生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金

を減免することがあります。当社は料金の減免を行なったときは、当社ホ

ームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。 

3 当社は、第 2項に定める自然災害の場合において、災害が発生し、又は発

生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金

を減免することがあります。当社は料金の減免を行なったときは、当社ホ

ームページに掲示する等の方法により、その旨を周知します。 

4 日本放送協会（NHK）の定めによるテレビジョン受信料（衛星放送受信料を

含みます。）は、当社が設定した利用料には含まれておりません。 

4 日本放送協会（NHK）の定めによるテレビジョン受信料（衛星放送受信料を

含みます。）は、当社が設定した利用料には含まれておりません。 

  

第19条 （引込・宅内工事費等） 第19条 （引込・宅内工事費等） 
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契約者は、約款に規定する手続き又は工事（撤去に関する工事を含み、以

下同じとします。）の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関す

る料金又は別に定める工事費等の支払を要します。ただし、その手続き又は

工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限り

でありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、

その料金を返還します。 

契約者は、約款に規定する手続き又は工事（撤去に関する工事を含み、以

下同じとします。）の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関す

る料金又は別に定める工事費等の支払を要します。ただし、その手続き又は

工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限り

でありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、

その料金を返還します。 

2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にか

かわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手し

た工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。

この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相

当額を加算した額とします。 

2 契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にか

かわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手し

た工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。

この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相

当額を加算した額とします。 

  

3 契約解約後の再契約の場合でも、前二項の規定に準じて取り扱います。 3契約解約後の再契約の場合でも、前二項の規定に準じて取り扱います。 

  

第 3節 料金の計算及び支払い 第 3節 料金の計算及び支払い 

第20条 （端数処理） 第20条 （端数処理） 

当社は、約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する

額は、料金表により算出された請求額（消費税額を含みます）とします。

ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。 

当社は、約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する

額は、料金表により算出された請求額（消費税額を含みます）とします。

ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。 

2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合

は、原則として、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中において

は、この限りではありません。 

2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合

は、原則として、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中において

は、この限りではありません。 

3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合が 3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合が
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あります。 あります。 

  

第 4節 延滞利息 第 4節 延滞利息 

第21条 （延滞処理） 第21条 （延滞処理） 

契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を

お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期

間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から

起算して 10日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

契約者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお料金を

お支払いにならない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期

間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を支払期日の翌日から

起算して 10日以内に支払われた場合には延滞利息は申し受けません。 

2 延滞利息は、次の算式により算定します。 2延滞利息は、次の算式により算定します。 

算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払日までの日数×0.0274

パーセント 

算定の対象となる料金×支払期日の翌日から支払日までの日数×0.0274

パーセント 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を

支払われた日以降最初に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいた

だきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定にもとづきあわせてお支払いいただく

料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、

支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

4 延滞利息の支払義務は、前項の規定にもとづきあわせてお支払いいただく

料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。なお、延滞利息は、

支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3項の規定にもとづきあわせてお支払いいただ

く料金の支払期日とおなじといたします。 

5 延滞利息の支払期日は、第 3項の規定にもとづきあわせてお支払いいただ

く料金の支払期日とおなじといたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 

6 支払期日を経過してもなおお支払いにならない場合で、請求書をお送りす

るときは、当社は、請求書の発行・送付にかかる事務手数料として料金表

に定める金額を請求いたします。 
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第5章 施設等 第5章 施設等 

第 1節 設備等 第 1節 設備等 

第22条 （施設の設置及び費用の負担等） 第22条 （施設の設置及び費用の負担等） 

当社又はジェイコムウエストは、放送センターから受信機までの施設（以

下「本施設」という）のうち、放送センターから保安器（光回線設備の場

合は光回線終端装置、以下同じ）までの施設（以下「当社施設」という）

の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契

約者は契約者宅の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金

（以下「引込工事費」という）を負担するものとします。 

当社又は JCOMマーケティングは、放送センターから受信機までの施設（以

下「本施設」という）のうち、放送センターから保安器（光回線設備の場

合は光回線終端装置、以下同じ）までの施設（以下「当社施設」という）

の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契

約者は契約者宅の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金

（以下「引込工事費」という）を負担するものとします。 

2 契約者は、保安器の出力端子からテレビ受信機（当社の機器等を除く）まで

の施設（以下「契約者施設」という）の設置工事に要する費用（以下「宅

内工事費」という）を負担し、これを所有するものとします。 

2契約者は、保安器の出力端子からテレビ受信機（当社の機器等を除く）まで

の施設（以下「契約者施設」という）の設置工事に要する費用（以下「宅

内工事費」という）を負担し、これを所有するものとします。 

3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者に

ついては別途協議するものとします。 

3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者に

ついては別途協議するものとします。 

4 当社及びジェイコムウエストがこの約款に従って放送サービスを提供する

ために必要な工事の施工は、ジェイコムウエスト又はジェイコムウエスト

の指定する業者が行うものとします。 

4 当社及び JCOMマーケティングがこの約款に従って放送サービスを提供する

ために必要な工事の施工は、JCOM マーケティング又は JCOMマーケティング

の指定する業者が行うものとします。 

  

第23条 （設置場所の変更） 第23条 （設置場所の変更） 

契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるもの

とします。 

契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるもの

とします。 

（1）変更先が同一敷地内の場合 （1）変更先が同一敷地内の場合 

（2）変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可 （2）変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可
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能な場合 能な場合 

2契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとす

る場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、

移転の工事はジェイコムウエスト又はジェイコムウエストの指定する業者

が行うものとします。 

2契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとす

る場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、

移転の工事は JCOM マーケティング又は JCOM マーケティングの指定する業

者が行うものとします。 

3 契約者は、第 22 条（施設の設置及び費用の負担等）の規定にかかわらず設

置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。 

3 契約者は、第 22 条（施設の設置及び費用の負担等）の規定にかかわらず設

置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。 

  

第24条 （施設の設置場所の無償使用等） 第24条 （施設の設置場所の無償使用等） 

契約者は、ジェイコムウエスト又はジェイコムウエストの指定する業者が

ジェイコムウエストの施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所

有又は占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与す

るものとします。 

契約者は、JCOMマーケティング又は JCOM マーケティングの指定する業者が

JCOM マーケティングの施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所

有又は占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与す

るものとします。 

2 契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるときに

は予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦

情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。 

2契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるときに

は予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦

情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。 

  

第25条 （機器等の貸与） 第25条 （機器等の貸与） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者にサービスごとに料金表又はさす

ガねっと Jプラン定期契約規約に定める機器等を貸与します。 

当社及び JCOMマーケティングは、契約者にサービスごとに料金表又はさす

ガねっと Jプラン定期契約規約に定める機器等を貸与します。 

2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 2契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 

3契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかか

る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第 9 条（解約）

3契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかか

る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第 9 条（解約）
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で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社又はジェイコム

ウエストに支払うものとします。 

で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社又は JCOMマーケ

ティングに支払うものとします。 

4 契約者は、ジェイコムウエストが必要に応じて行う場合がある機器等の交

換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。 

4 契約者は、JCOM マーケティングが必要に応じて行う場合がある機器等の交

換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。 

5 当社及びジェイコムウエストがこの約款に基づいて貸与する機器等、及び

設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。 

5 当社及び JCOM マーケティングがこの約款に基づいて貸与する機器等、及び

設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。 

  

第26条 （他の放送サービスの機器等の使用） 第26条 （他の放送サービスの機器等の使用） 

当社は、別に定める通り、1台目の STB（以下「主契約」といいます）を契

約する契約者に限り、2台目以降の追加放送サービスを提供する目的で STB

（付属品を含みます。以下「追加の STB」といいます）を提供することがで

きます。追加の STBの利用料は、複数台割引を適用し、料金表に定める利

用料を適用します。 

当社は、別に定める通り、1台目の STB（以下「主契約」といいます）を契

約する契約者に限り、2台目以降の追加放送サービスを提供する目的で STB

（付属品を含みます。以下「追加の STB」といいます）を提供することがで

きます。追加の STBの利用料は、複数台割引を適用し、料金表に定める利

用料を適用します。 

2 当社が承諾し、前項の機器等の設置を行った場合には、契約者は、それに

要した費用を負担するものとします。 

2 当社が承諾し、前項の機器等の設置を行った場合には、契約者は、それに

要した費用を負担するものとします。 

3 前 2項の追加を行った場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。 3 前 2項の追加を行った場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。 

4 契約者が主契約を解約し、追加の STB を継続利用する場合には、当社は主契

約の解約後に追加の STB を主契約とみなし、契約を継続します。この場合

は複数割引を解除します。 

4契約者が主契約を解約し、追加の STBを継続利用する場合には、当社は主契

約の解約後に追加の STB を主契約とみなし、契約を継続します。この場合

は複数割引を解除します。 

5契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等を維持管理するものとし

ます。 

5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等を維持管理するものとし

ます。 

6追加の STBで片方向契約の場合、J:COMSTREAMサービスの利用はできません。 6追加の STBで片方向契約の場合、J:COMSTREAMサービスの利用はできません。 
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第 2節 保安・保守 第 2節 保安・保守 

第27条 （維持管理責任の範囲） 第27条 （維持管理責任の範囲） 

当社及びジェイコムウエストの維持管理責任の範囲は、ジェイコムウエス

トの施設とします。なお、契約者はジェイコムウエストの施設の維持管理

の必要上、当社のサービスの全部又は一部が停止することがあることを承

認するものとします。 

当社及び JCOMマーケティングの維持管理責任の範囲は、JCOMマーケティン

グの施設とします。なお、契約者は JCOM マーケティングの施設の維持管理

の必要上、当社のサービスの全部又は一部が停止することがあることを承

認するものとします。 

2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。 2契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。 

  

第28条 （施設の故障等に伴う費用負担） 第28条 （施設の故障等に伴う費用負担） 

当社及びジェイコムウエストは、契約者から当社及びジェイコムウエスト

が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、こ

れを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設に

よる場合は、契約者は、その修復に要する費用（修復を伴わない場合は派

遣に要した費用）の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとしま

す。 

当社及び JCOM マーケティングは、契約者から当社及び JCOM マーケティン

グが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、

これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設

による場合は、契約者は、その修復に要する費用（修復を伴わない場合は

派遣に要した費用）の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとし

ます。 

2 契約者は、契約者の故意又は過失によりジェイコムウエストの施設（ジェイ

コムウエスト機器等を含みます。）に故障又は損傷が生じた場合は、この修

復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとしま

す。 

2 契約者は、契約者の故意又は過失により JCOM マーケティングの施設（JCOM

マーケティング機器等を含みます。）に故障又は損傷が生じた場合は、この

修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとしま

す。 

  

第 3節 ICカード 第 3節 ICカード 

第29条 （B-CASカードの取扱い） 第29条 （B-CASカードの取扱い） 

当社は、サービスの提供に必要な場合、B-CASカードが挿入された STBを貸 当社は、サービスの提供に必要な場合、B-CASカードが挿入された STBを貸
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与する場合があります。 与する場合があります。 

2B-CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コン

ディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定

めるところによります。 

2B-CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コン

ディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定

めるところによります。 

  

第30条 （C-CASカードの貸与） 第30条 （C-CASカードの貸与） 

当社は、サービスの提供に必要な場合 STB1 台につき、1 枚の C-CAS カード

を貸与します。 

当社は、サービスの提供に必要な場合 STB1 台につき、1 枚の C-CAS カード

を貸与します。 

2 C-CAS カードの所有権は、ジェイコムウエストに帰属するものとし、契約

者は、第 9条（解約）及び第 11 条（停止及び解除）の規定により解約又は

当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で、使用し、

善良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理しなければなりま

せん。 

2 C-CAS カードの所有権は、JCOM マーケティングに帰属するものとし、契約

者は、第 9条（解約）及び第 11条（停止及び解除）の規定により解約又は

当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で、使用し、

善良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理しなければなりま

せん。 

3契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと

当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカード

を交換することがあります。 

3契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと

当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカード

を交換することがあります。 

4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは

出来ません。 

4契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは

出来ません。 

5 契約者は、次の各号を行うことはできません。 5契約者は、次の各号を行うことはできません。 

（1）C-CAS カードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機

能に影響を与えること 

（1）C-CAS カードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機

能に影響を与えること 

（2）C-CAS カードを日本国外に輸出又は持ち出すこと （2）C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと 
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第31条 （C-CAS カードの紛失等） 第31条 （C-CAS カードの紛失等） 

契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を

速やかに届出なければなりません。 

契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を

速やかに届出なければなりません。 

2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無

効とします。 

2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無

効とします。 

  

第32条 （C-CASカードの再発行） 第32条 （C-CASカードの再発行） 

当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再

発行を行うものとします。この場合、契約者は、別に定める C-CAS カード

再発行手数料を支払わなければなりません。 

当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再

発行を行うものとします。この場合、契約者は、別に定める C-CAS カード

再発行手数料を支払わなければなりません。 

  

第33条 （C-CASカードの返却） 第33条 （C-CASカードの返却） 

契約者は、第 9条（解約）及び第 11 条（停止及び解除）の規定により解約

又は当社が行う契約の解除を行う場合は、ジェイコムウエストに対し C-CAS

カードを直ちに返却しなければなりません。 

契約者は、第 9条（解約）及び第 11条（停止及び解除）の規定により解約

又は当社が行う契約の解除を行う場合は、JCOMマーケティングに対し C-CAS

カードを直ちに返却しなければなりません。 

  

第6章 損害賠償 第6章 損害賠償 

第34条 （放送内容の変更） 第34条 （放送内容の変更） 

当社及びジェイコムウエストは、放送内容を変更することがあります。な

お、変更によっておこる損害の賠償には応じません。 

当社及び JCOMマーケティングは、放送内容を変更することがあります。な

お、変更によっておこる損害の賠償には応じません。 

  

第35条 （免責事項） 第35条 （免責事項） 

当社及びジェイコムウエストは、次に該当する場合に対する損害の賠償に

は応じません。 

当社及び JCOMマーケティングは、次に該当する場合に対する損害の賠償に

は応じません。 
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（1）天災地変その他当社又はジェイコムウエストの責に帰さない事由等に

よりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合 

（1）天災地変その他当社又は JCOM マーケティングの責に帰さない事由等

によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合 

（2）当社又はジェイコムウエストの責めに帰さない事由又は受信障害によ

り放送内容の全部又は一部に画面症状（画像の劣化、ブロック状のノイ

ズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。）が発生した場合 

（2）当社又は JCOM マーケティングの責めに帰さない事由又は受信障害に

より放送内容の全部又は一部に画面症状（画像の劣化、ブロック状のノ

イズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。）が発生した場合 

（3）当社又はジェイコムウエストの責めに帰さない事由等により機器等が

正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合 

（3）当社又は JCOM マーケティングの責めに帰さない事由等により機器等

が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合 

（4）落雷など当社又はジェイコムウエストの責めに帰さない事由等によ

り、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損傷した場

合 

（4）落雷など当社又は JCOM マーケティングの責めに帰さない事由等によ

り、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損傷した場

合 

2 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契

約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生

した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いか

なる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 

2 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契

約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生

した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いか

なる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 

  

第7章 雑則 第7章 雑則 

第36条 （債権譲渡） 第36条 （債権譲渡） 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 

契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務につ

いての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。 

  

第37条 （禁止事項） 第37条 （禁止事項） 

契約者は、当社及びジェイコムウエストが提供するサービスを、第三者に

デジタルコピー並びにテープ、配線等により供給することは無償・有償に

契約者は、当社及び JCOMマーケティングが提供するサービスを、第三者に

デジタルコピー並びにテープ、配線等により供給することは無償・有償に
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かかわらず禁止します。 かかわらず禁止します。 

2 契約者は、契約に定める台数を超える受信機等を接続することができませ

ん。 

2 契約者は、契約に定める台数を超える受信機等を接続することができませ

ん。 

3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき契約に基づくサービス

の提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うもの

とします。 

3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき契約に基づくサービス

の提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うもの

とします。 

4 当社及びジェイコムウエストの放送サービスの視聴を可能にする目的で、

ジェイコムウエストが設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用す

ること、本来のサービス利用の目的以外で、ジェイコムウエストの機器等

を使用することはできません。 

4 当社及び JCOM マーケティングの放送サービスの視聴を可能にする目的で、

JCOM マーケティングが設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用す

ること、本来のサービス利用の目的以外で、JCOM マーケティングの機器等

を使用することはできません。 

5契約者が契約に基づいて放送サービスを受ける権利は、譲渡することができ

ません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。 

5契約者が契約に基づいて放送サービスを受ける権利は、譲渡することができ

ません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。 

  

第38条 （名義の変更） 第38条 （名義の変更） 

放送サービスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていた、契約

者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていた契約者の料金

支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続き放送サービスの視聴を希望さ

れる場合は、名義の変更をしていただきます。 

放送サービスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていた、契約

者の契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていた契約者の料金

支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続き放送サービスの視聴を希望さ

れる場合は、名義の変更をしていただきます。 

2 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅してい

る場合には、第 5 条（契約の成立）の規定によって申し込んでいただきま

す。 

2 前項の場合においても、前に使用されていた契約者との契約が消滅してい

る場合には、第 5 条（契約の成立）の規定によって申し込んでいただきま

す。 

  

第39条 （契約者に係る情報の取扱） 第39条 （契約者に係る情報の取扱） 



旧 新 

当社は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、個人情

報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定）及び放送受

信者等の個人情報の保護に関する指針（平成 16 年総務省告示第 69 号）

に基づくほか、当社が別途掲示するプライバシーポリシー及びこの約款の

規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。 

当社は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、個人情

報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定）及び放送受

信者等の個人情報の保護に関する指針（平成 16 年総務省告示第 69 号）

に基づくほか、当社が別途掲示するプライバシーポリシー及びこの約款の

規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。 

2 当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要

な範囲での利用には、契約者に係る情報をジェイコムウエスト、JCOM 株式

会社及び提携事業者並びに当社の業務を委託している者及びサービス提供

に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。 

2 当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要

な範囲での利用には、契約者に係る情報を JCOMマーケティング、JCOM 株式

会社及び提携事業者並びに当社の業務を委託している者及びサービス提供

に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。 

（1）契約者の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の

送付先、生年月日に関する事項。 

（1）契約者の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の

送付先、生年月日に関する事項。 

（2）契約内容に関する事項。 （2）契約内容に関する事項。 

（3）利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、

支払方法、口座振替に係る口座名義人及び口座番号、クレジットカード

会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。 

（3）利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、

支払方法、口座振替に係る口座名義人及び口座番号、クレジットカード

会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。 

（4）契約者のテレビ視聴履歴に関する事項。 （4）契約者のテレビ視聴履歴に関する事項。 

3当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するもの

とします。 

3 当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するもの

とします。 

（1）当社、ジェイコムウエスト、JCOM 株式会社若しくは提携事業者のサ

ービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の

請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等

に関する諸手続き、番組表等の送付、その他の当社の契約等に係る業務

遂行のため。 

（1）当社、JCOM マーケティング、JCOM 株式会社若しくは提携事業者のサ

ービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の

請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等

に関する諸手続き、番組表等の送付、その他の当社の契約等に係る業務

遂行のため。 
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（2）契約者のテレビの視聴履歴や操作に関する記録に関する分析を行い、

契約者が支障なく視聴が継続できるように設備の保守等を行うため。 

（2）契約者のテレビの視聴履歴や操作に関する記録に関する分析を行い、

契約者が支障なく視聴が継続できるように設備の保守等を行うため。 

（3）上記（1）～（2）のほか、契約者から同意を得た場合において、その

範囲内で利用するため。 

（3）上記（1）～（2）のほか、契約者から同意を得た場合において、その

範囲内で利用するため。 

  

  

第40条 （準拠法） 第40条 （準拠法） 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

  

第41条 （合意管轄） 第41条 （合意管轄） 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。 

契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、

大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。 

  

第42条 （言語） 第42条 （言語） 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以

外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

  

第43条 （定めなき事項） 第43条 （定めなき事項） 

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は約款の趣旨に従

い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。 

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は約款の趣旨に従

い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。 

  

第44条 （統計情報の取扱い） 第44条 （統計情報の取扱い） 
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 当社及びジェイコムウエストは、契約者が放送サービス及び附帯サービス

を利用することによって得られる全ての情報を管理します。 

 当社及び JCOM マーケティングは、契約者が放送サービス及び附帯サービス

を利用することによって得られる全ての情報を管理します。 

2 前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、当社及びジェ

イコムウエストが統計・集計等を行い、当社及びジェイコムウエストの営

業・プロモーション活動に活用することがあります。 

2前項に定める情報（個人を特定できる情報は含みません）は、当社及び JCOM

マーケティングが統計・集計等を行い、当社及び JCOMマーケティングの営

業・プロモーション活動に活用することがあります。 

3 当社及びジェイコムウエストは、契約者の本サービス利用に関する視聴率等

の統計情報（個人を特定できる情報は含みません）を作成することができ

ます。なお、当該統計情報及びこれらに基づく情報は当社及びジェイコム

ウエストに帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。 

3 当社及び JCOM マーケティングは、契約者の本サービス利用に関する視聴率

等の統計情報（個人を特定できる情報は含みません）を作成することがで

きます。なお、当該統計情報及びこれらに基づく情報は当社及び JCOM マー

ケティングに帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本約款は、2025年 10 月 1日から実施いたします。 本約款は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM TV for さすガねっと料金表 J:COM TV for さすガねっと料金表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

  

料金表Ⅰ利用料・工事費等 料金表Ⅰ利用料・工事費等 

※4「プレイボーイ・レッドセット」は「プレイボーイ チャンネル」及び「レ

ッドチェリー」の 2 チャンネルセット項目となります。ただし、J:COM

宝塚・川西局エリア、J:COMかわち局エリア、J:COM大阪局エリア、J:COM

堺局エリア、J:COM 和泉・泉大津局エリア、J:COM りんくう局エリア、J:COM

和歌山局エリア、J:COM神戸芦屋局エリア、J:COM神戸三木局エリアに限

り提供します。 

※4「プレイボーイ・レッドセット」は「プレイボーイ チャンネル」及び「レ

ッドチェリー」の 2 チャンネルセット項目となります。ただし、J:COM

宝塚・川西エリア、J:COM かわちエリア、J:COM 大阪エリア、J:COM 堺エ

リア、J:COM 和泉・泉大津エリア、J:COM りんくうエリア、J:COM 和歌山

エリア、J:COM神戸芦屋エリア、J:COM 神戸三木エリアに限り提供します。 

  

附則 附則 

（実施期日） （実施期日） 

本料金表は、2026年 3月 1日から実施いたします。 本料金表は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM TV for さすガねっと別記 J:COM TV forさすガねっと別記 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

別記 4（第 18 条関係）自然災害の対象エリア 別記 4（第 18条関係）自然災害の対象エリア 

 法令で定められた区域又は、当社及びジェイコムウエストが自然災害にあ

たり、当社及びジェイコムウエストの減免対象とすべきと判断した区域 

 法令で定められた区域又は、当社及び JCOMマーケティングが自然災害にあ

たり、当社及び JCOM マーケティングの減免対象とすべきと判断した区域 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別記は、2025年 2月 4日から実施いたします。 本別記は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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J:COM TV for さすガねっと別表 J:COM TV for さすガねっと別表 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 
別表 1 提供区域 別表 1 提供区域 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次事

業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な理

由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

当社は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、サービスを取次事

業者として販売します。ただし、契約者の施設・設備等、技術的に困難な理

由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。 

局名 

 
提供区域 

 
宝塚川西局 

 
宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 

 

かわち局 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺

市、柏原市 

 
南大阪局 

 
大阪狭山市、河内長野市、富田林市 

 

和歌山局 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川

市貴志川町の各一部 

 

りんくう局 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、

田尻町、熊取町、岬町 

 
堺局 

 
堺市、高石市 

 

エリア名 

 
提供区域 

 
宝塚川西エリア 

 
宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 

 

かわちエリア 

 

八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺

市、柏原市 

 
南大阪エリア 

 
大阪狭山市、河内長野市、富田林市 

 

和歌山エリア 

 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川

市貴志川町の各一部 

 

りんくうエリア 

 

泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、

田尻町、熊取町、岬町 

 
堺エリア 

 
堺市、高石市 
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和泉・泉大津局 

 
和泉市、泉大津市 

 

大阪局 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、

平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラル局 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、

東淀川区、城東区、都島区、鶴見区、

東成区 

 
北摂局 

 
大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょん局 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山崎

町、八幡市 

 

北河内局 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷市、

交野市、寝屋川市 

 
北大阪局 

 
吹田市、豊中市、池田市 

 
高槻局 

 
高槻市、島本町 

 
東大阪局 

 
東大阪市 

 

和泉・泉大津エリア 

 
和泉市、泉大津市 

 

大阪エリア 

 

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、

平野区、生野区、天王寺区 

 

大阪セントラルエリア 

 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、

東淀川区、城東区、都島区、鶴見区、

東成区 

 
北摂エリア 

 
大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

 

京都みやびじょんエリア 

 

京都市、向日市、長岡京市、大山崎

町、八幡市 

 

北河内エリア 

 

守口市、門真市、大東市、四條畷市、

交野市、寝屋川市 

 
北大阪エリア 

 
吹田市、豊中市、池田市 

 
高槻エリア 

 
高槻市、島本町 

 
東大阪エリア 

 
東大阪市 
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神戸芦屋局 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、

兵庫区、北区、芦屋市、六甲アイラ

ンド 

 

神戸三木局 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、西

区、兵庫区、三木市 

 
 

神戸芦屋エリア 

 

兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、

兵庫区、北区、芦屋市、六甲アイラ

ンド 

 

神戸三木エリア 

 

神戸市須磨区、垂水区、長田区、西

区、兵庫区、三木市 

 
 

※局名はジェイコムウエストが定めるところによります。 ※エリア名は JCOMマーケティングが定めるところによります。 

  

附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本別表は、2022年 3月 1日から実施いたします。 本別表は、2026年 4月 1日から実施いたします。 
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さすガねっと Jプラン利用料割引等に関する規約 さすガねっと Jプラン利用料割引等に関する規約 

大阪ガス株式会社 大阪ガス株式会社 

第1条 （規約の適用） 第1条 （規約の適用） 

大阪ガス株式会社（以下「当社」といいます。）は、このさすガねっと J

プラン利用料割引等に関する規約（以下｢本規約｣といいます。）に基づき、

当社が別に定めるさすガねっと J プラン、J:COM TV for さすガねっと及び

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの契約約款及び利用規約（以下「各

種サービス約款等」といいます。）に定める各種サービス（以下「各種サー

ビス」といいます。）について、月額利用料（以下「利用料」といいます。）

の割引（以下「利用料割引特典」といいます。）及びその他特典（利用料割

引特典とその他特典を総称し「本特典」といいます。）を適用します。 

大阪ガス株式会社（以下「当社」といいます。）は、このさすガねっと J

プラン利用料割引等に関する規約（以下｢本規約｣といいます。）に基づき、

当社が別に定めるさすガねっと J プラン、J:COM TV for さすガねっと及び

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの契約約款及び利用規約（以下「各

種サービス約款等」といいます。）に定める各種サービス（以下「各種サー

ビス」といいます。）について、月額利用料（以下「利用料」といいます。）

の割引（以下「利用料割引特典」といいます。）及びその他特典（利用料割

引特典とその他特典を総称し「本特典」といいます。）を適用します。 

2 本規約に記載が無い事項に関しては、各種サービス約款等が適用されま

す。 

2 本規約に記載が無い事項に関しては、各種サービス約款等が適用されま

す。 

3 当社は、いかなる場合においても、本規約の施行開始日よりも前に提供を

開始している対象サービスについて、本特典の遡っての適用は行いません。 

3 当社は、いかなる場合においても、本規約の施行開始日よりも前に提供を

開始している対象サービスについて、本特典の遡っての適用は行いません。 

4 当社は、月額の利用料金等の請求がない場合は、本規約に定める利用料割

引特典の適用は行いません。 

4 当社は、月額の利用料金等の請求がない場合は、本規約に定める利用料割

引特典の適用は行いません。 

  

第2条 （規約の変更等） 第2条 （規約の変更等） 

当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その

他の提供条件は変更後の規約によります。 

当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その

他の提供条件は変更後の規約によります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあ

ります。 

3 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む 3 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む
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契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社

の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、

ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上の表

示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 

契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社

の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、

ダイレクトメール等の広告物、電子メール、又は当社ホームページ上の表

示により、当該変更内容を通知又は周知することがあります。 
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第3条 （申込の承諾） 第3条 （申込の承諾） 

当社は、本特典の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾しま

す。 

当社は、本特典の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾しま

す。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、本規約に記載されている提供条件を満

たさない場合、申込を承諾しません。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、本規約に記載されている提供条件を満

たさない場合、申込を承諾しません。 

3 本規約に定める提供条件に合致しない場合、当社は本特典の適用を行いま

せん。 

3 本規約に定める提供条件に合致しない場合、当社は本特典の適用を行いま

せん。 

4本特典は、適用よりも前に、当社とのいかなる契約も当社による解除により

終了したことがないことが条件となります。 

4本特典は、適用よりも前に、当社とのいかなる契約も当社による解除により

終了したことがないことが条件となります。 

  

第4条 （利用料割引特典の適用終了） 第4条 （利用料割引特典の適用終了） 

当社は、利用料割引特典については割引期間が満了したときに、その適用

を終了します。 

当社は、利用料割引特典については割引期間が満了したときに、その適用

を終了します。 

2 前項の場合において、利用料割引特典の適用終了に関して、当社は契約者

に対して事前の告知は行いません。 

2 前項の場合において、利用料割引特典の適用終了に関して、当社は契約者

に対して事前の告知は行いません。 

3 利用料割引特典の割引期間が満了する前に、当社がその適用を終了する場

合には、当社は事前に告知を行います。 

3 利用料割引特典の割引期間が満了する前に、当社がその適用を終了する場

合には、当社は事前に告知を行います。 

4 当社は、契約者が利用料割引特典及びその他特典の適用条件を満たさなく

なった場合、利用料割引特典及びその他特典の適用を終了します。この場

合、当社から利用料割引特典及びその他特典の適用が終了する事について

告知は行いません。 

4 当社は、契約者が利用料割引特典及びその他特典の適用条件を満たさなく

なった場合、利用料割引特典及びその他特典の適用を終了します。この場

合、当社から利用料割引特典及びその他特典の適用が終了する事について

告知は行いません。 

  

第5条 （利用料割引特典及びその他特典の変更・中止・中断） 第5条 （利用料割引特典及びその他特典の変更・中止・中断） 
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当社は、当社の都合により利用料割引特典及びその他特典の適用について

変更、中止又は中断をすることがあります。 

当社は、当社の都合により利用料割引特典及びその他特典の適用について

変更、中止又は中断をすることがあります。 

  

第6条 （各利用料割引特典及びその他特典の提供条件と内容） 第6条 （各利用料割引特典及びその他特典の提供条件と内容） 

1 利用料割引特典 1 利用料割引特典 

1-1 スタート割 1-1 スタート割 

   （廃止）    （廃止） 
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1-2 セット割 1-2 セット割 

(1) 次の条件のいずれかを満たす場合、契約者からのセット割の申込みに

基づき、セット割を適用いたします。その場合、当社は、インターネ

ット接続サービスの月額利用料から 300円（税込 330円）を減額しま

す。 

(1) 次の条件のいずれかを満たす場合、契約者からのセット割の申込みに

基づき、セット割を適用いたします。その場合、当社は、インターネ

ット接続サービスの月額利用料から 300円（税込 330円）を減額しま

す。 

・同一の場所において、同一の名義により、当社又は別記に定める当

社が指定する事業者と、ガスの使用契約を締結し、その供給を開始

している場合。 

・同一の場所において、同一の名義により、当社又は別記に定める当

社が指定する事業者と、ガスの使用契約を締結し、その供給を開始

している場合。 

・同一の場所において、同一の名義により、当社又は別記に定める当

社が指定する事業者と、電気の使用契約を締結し、その供給を開始

している場合。 

・同一の場所において、同一の名義により、当社又は別記に定める当

社が指定する事業者と、電気の使用契約を締結し、その供給を開始

している場合。 

(2) セット割は、インターネット接続サービスの提供開始日の属する月の

末日までにお申込みいただいた場合はインターネット接続サービス

の提供が開始された日の翌日から、インターネット接続サービスの提

供開始日の属する月の翌月以降にお申込みいただいた場合は、当社が

お申込みを承諾した日の属する月の月額利用料から適用いたします。

なお、さすガねっと Jプラン契約約款の定めに基づきインターネット

接続サービスの月額利用料を日割りする場合（ただし、インターネッ

ト接続サービスの品目の変更又は当社が提供する他のサービスに関

する契約の締結・変更（解約を含みます）によりインターネット接続

サービス利用料の額が増加又は減少したときを除きます。）、セット割

の割引額も同様の方法で日割り計算するものとし、インターネット接

続サービスの月額利用料からその金額を差し引くものといたします。 

(2) セット割は、インターネット接続サービスの提供開始日の属する月の

末日までにお申込みいただいた場合はインターネット接続サービス

の提供が開始された日の翌日から、インターネット接続サービスの提

供開始日の属する月の翌月以降にお申込みいただいた場合は、当社が

お申込みを承諾した日の属する月の月額利用料から適用いたします。

なお、さすガねっと Jプラン契約約款の定めに基づきインターネット

接続サービスの月額利用料を日割りする場合（ただし、インターネッ

ト接続サービスの品目の変更又は当社が提供する他のサービスに関

する契約の締結・変更（解約を含みます）によりインターネット接続

サービス利用料の額が増加又は減少したときを除きます。）、セット割

の割引額も同様の方法で日割り計算するものとし、インターネット接

続サービスの月額利用料からその金額を差し引くものといたします。 
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(3) 契約者は、セット割の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに

当社に通知していただきます。この場合、セット割の適用は、当社が

通知を受けた日の属する月の月額利用料までといたします。適用条件

を満たさなくなった日の属する月の翌月以降の月額利用料にセット

割が適用されていた場合、セット割の適用は当該事実が明らかになっ

た日の属する月の月額利用料までとするとともに、適用条件を満たさ

なくなった日の属する月の翌月の月額利用料まで遡って割引の適用

されていない料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との

差額を精算させていただきます。 

(3) 契約者は、セット割の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに

当社に通知していただきます。この場合、セット割の適用は、当社が

通知を受けた日の属する月の月額利用料までといたします。適用条件

を満たさなくなった日の属する月の翌月以降の月額利用料にセット

割が適用されていた場合、セット割の適用は当該事実が明らかになっ

た日の属する月の月額利用料までとするとともに、適用条件を満たさ

なくなった日の属する月の翌月の月額利用料まで遡って割引の適用

されていない料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との

差額を精算させていただきます。 

1-3 違約金相当額補填割引 1-3 違約金相当額補填割引 

(1) インターネット接続サービスの提供が新たに開始された場合で次の

条件をすべて満たす場合、違約金相当額補填割引を適用いたします。

その場合、別表 2に定める割引期間について同表に定める割引額を、

インターネット接続サービスの月額利用料から減額します。なお、割

引額の決定にあたり対象となる他社のインターネットサービス（以

下、「他社サービス」といいます。）の違約金は、インターネットサー

ビス 1回線の解約に伴うものとし、当社が別途指定するものに限りま

す。 

(1) インターネット接続サービスの提供が新たに開始された場合で次の

条件をすべて満たす場合、違約金相当額補填割引を適用いたします。

その場合、別表 2に定める割引期間について同表に定める割引額を、

インターネット接続サービスの月額利用料から減額します。なお、割

引額の決定にあたり対象となる他社のインターネットサービス（以

下、「他社サービス」といいます。）の違約金は、インターネットサー

ビス 1回線の解約に伴うものとし、当社が別途指定するものに限りま

す。 

・契約者が、当社のインターネット接続サービスの提供が開始された

日の翌日が属する月を 1か月目として 6か月目の末日までに、当社

の指定する書面に所要事項を不備なく記載し、郵送により当社へ違

約金相当額補填割引の申込みをすること。また、あわせて、他社サ

ービスのサービス名称、違約金額及びその請求年月、契約名義、設

・契約者が、当社のインターネット接続サービスの提供が開始された

日の翌日が属する月を 1か月目として 6か月目の末日までに、当社

の指定する書面に所要事項を不備なく記載し、郵送により当社へ違

約金相当額補填割引の申込みをすること。また、あわせて、他社サ

ービスのサービス名称、違約金額及びその請求年月、契約名義、設
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置先住所等を当社が確認するための書類を提出していただくこと。 置先住所等を当社が確認するための書類を提出していただくこと。 

・契約者が、当社のインターネット接続サービスの契約成立日以降に

他社サービスを解約し、他社サービスに基づく違約金が発生したこ

と。 

・契約者が、当社のインターネット接続サービスの契約成立日以降に

他社サービスを解約し、他社サービスに基づく違約金が発生したこ

と。 

(2) 当社は、本契約者が次の条件のいずれかに該当する場合、前号を適用

しません。 

(2) 当社は、本契約者が次の条件のいずれかに該当する場合、前号を適用

しません。 

・同一の場所において、従前に株式会社ジェイコムウエストとの間で

締結した固定系インターネット接続サービスの契約から、当社との

インターネット接続サービスの契約へ切り替える場合又は同一の

場所において、従前に株式会社ジェイコムウエストが提供する IP

電話サービス若しくは放送サービス若しくはその両方を契約して

いる者が株式会社ジェイコムウエストと当該サービスの契約を解

除し、当社のインターネット接続サービスを契約する場合。 

・同一の場所において、従前に JCOM マーケティング株式会社との間

で締結した固定系インターネット接続サービスの契約から、当社と

のインターネット接続サービスの契約へ切り替える場合又は同一

の場所において、従前に JCOM マーケティング株式会社が提供する

IP 電話サービス若しくは放送サービス若しくはその両方を契約し

ている者が JCOM マーケティング株式会社と当該サービスの契約を

解除し、当社のインターネット接続サービスを契約する場合。 

・過去同一の場所においてさすガねっと Jプラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 

・過去同一の場所においてさすガねっと Jプラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 

(3) 違約金相当額補填割引は、インターネット接続サービスの提供が開始

された日の翌日が属する月の翌月又は当社が契約者から違約金相当

額補填割引の申込みを受け当社が申込みを承諾した日の属する月の

いずれか遅いほうの月の月額利用料から、適用いたします。なお、さ

すガねっと J プラン契約約款の定めに基づきインターネット接続サ

ービスの月額利用料を日割りする場合（ただし、インターネット接続

サービスの品目の変更又は当社が提供する他のサービスに関する契

約の締結・変更（解約を含みます）によりインターネット接続サービ

(3) 違約金相当額補填割引は、インターネット接続サービスの提供が開始

された日の翌日が属する月の翌月又は当社が契約者から違約金相当

額補填割引の申込みを受け当社が申込みを承諾した日の属する月の

いずれか遅いほうの月の月額利用料から、適用いたします。なお、さ

すガねっと J プラン契約約款の定めに基づきインターネット接続サ

ービスの月額利用料を日割りする場合（ただし、インターネット接続

サービスの品目の変更又は当社が提供する他のサービスに関する契

約の締結・変更（解約を含みます）によりインターネット接続サービ
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ス利用料の額が増加又は減少したときを除きます。）、違約金相当額補

填割引の割引額も同様の方法で日割り計算するものとし、インターネ

ット接続サービスの月額利用料からその金額を差し引くものといた

します。 

ス利用料の額が増加又は減少したときを除きます。）、違約金相当額補

填割引の割引額も同様の方法で日割り計算するものとし、インターネ

ット接続サービスの月額利用料からその金額を差し引くものといた

します。 

1-4 工事費相当額割引 1-4 工事費相当額割引 

(1) インターネット標準工事費の支払いが発生し、インターネット接続サ

ービスの提供が新たに開始された場合、インターネット接続サービス

の提供が開始された日の翌日が属する月を１か月目として、別表 3に

定める割引期間について同表に定める割引額を、インターネット接続

サービスの提供が開始された日の翌日が属する月は同月の月額利用

料に合わせて契約事務手数料の請求がある場合には契約事務手数料

から、インターネット接続サービスの提供が開始された日の翌日が属

する月の翌月以降についてはインターネット接続サービスの月額利

用料から減額します。 

(1) インターネット標準工事費の支払いが発生し、インターネット接続サ

ービスの提供が新たに開始された場合、インターネット接続サービス

の提供が開始された日の翌日が属する月を１か月目として、別表 3に

定める割引期間について同表に定める割引額を、インターネット接続

サービスの提供が開始された日の翌日が属する月は同月の月額利用

料に合わせて契約事務手数料の請求がある場合には契約事務手数料

から、インターネット接続サービスの提供が開始された日の翌日が属

する月の翌月以降についてはインターネット接続サービスの月額利

用料から減額します。 

(2) 当社は、本契約者が次の条件に該当する場合、前号を適用しません。 (2) 当社は、本契約者が次の条件に該当する場合、前号を適用しません。 

 ・過去同一の場所においてさすガねっと Jプラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 

 ・過去同一の場所においてさすガねっと Jプラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 
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2 その他特典 2 その他特典 

2-1基本工事費無料 2-1基本工事費無料 

  （廃止）   （廃止） 

  

2-2撤去工事費無料 2-2撤去工事費無料 

  （廃止）   （廃止） 

  

2-3 かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 2-3 かけ放題パック新規加入時登録手数料無料 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの新規申込みと同時にかけ放題

パックを申し込まれかつ同時にサービスを開始した場合は、同パックの

登録手数料を無料とします。 

J:COM PHONE プラス for さすガねっとの新規申込みと同時にかけ放題

パックを申し込まれかつ同時にサービスを開始した場合は、同パックの

登録手数料を無料とします。 

  

別表 別表 

別表 1（スタート割 対象サービス、割引額及び割引期間）  別表 1（スタート割 対象サービス、割引額及び割引期間）  

(2024年 9月 30日までに契約を締結した場合) (2024年 9月 30日までに契約を締結した場合) 
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住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ  

2,000円

（税込

2,200円）  

12か月  

J プラン

320Ｍ集合

タイプ 

 

1,500円

（税込

1,650円  

12か月  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,000円

（税込

2,200円） 

 

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン

320Ｍ戸建

TELパック  

2,000円

（税込

2,200円）  

12か月  

J プラン

320Ｍ集合

TELパック 

 

1,500円

（税込

1,650円  

12か月  

J プラン

320Ｍ戸建

2,000円

（税込

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ  

2,000円

（税込

2,200円）  

12か月  

J プラン

320Ｍ集合

タイプ 

 

1,500円

（税込

1,650円  

12か月  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,000円

（税込

2,200円） 

 

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン

320Ｍ戸建

TEL パ ッ

ク  

2,000円

（税込

2,200円）  

12か月  

J プラン

320Ｍ集合

TEL パ ッ

ク 

 

1,500円

（税込

1,650円  

12か月  

J プラン 2,000円 12か月 - - - 
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TELパック

及び地デ

ジコース

（TV 再放

送サービ

ス） 

 

2,200円） 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV セレク

トパック 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV セレク

トパック 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 

 

1,800円

（税込

1,980円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

4,100円

（税込

4,510円） 

 

12か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

1,800円

（税込

1,980円 

 

12か月 

 

320Ｍ戸建

TEL パ ッ

ク及び地

デジコー

ス（TV 再

放送サー

ビス） 

 

（税込

2,200円） 

 

    

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV セレク

トパック 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV セレク

トパック 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 

 

1,800円

（税込

1,980円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド プ

4,100円

（税込

4,510円） 

 

12か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド プ

1,800円

（税込

1,980円 

 

12か月 

 



旧 新 

ク 

 

ク 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

セレクト 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

セレクト 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 

 

1,800円

（税込

1,980円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

4,100円

（税込

4,510円） 

 

12か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

1,800円

（税込

1,980円 

 

12か月 

 

 

ラ ス パ ッ

ク 

 

ラ ス パ ッ

ク 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

セレクト 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

セレクト 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 

 

1,800円

（税込

1,980円  

12か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

4,100円

（税込

4,510円） 

 

12か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

1,800円

（税込

1,980円 

 

12か月 

 

 

  

  



旧 新 

  

  



旧 新 

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ  

2,200円

（税込

2,420円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合タ

イプ 

 

1,400円

（税込

1,540円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ及び

地デジコ

ース（ TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック  

2,200円

（税込

2,420円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TEL

パック 

 

1,400円

（税込

1,540円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

2,200円

（税込

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ  

2,200円

（税込

2,420円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合タ

イプ 

 

1,400円

（税込

1,540円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ及び

地デジコ

ース（ TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック  

2,200円

（税込

2,420円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TEL

パック 

 

1,400円

（税込

1,540円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

2,200円

（税込

12か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 



旧 新 

パック及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,420円） 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

セ レ ク ト

パック 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

セ レ ク ト

パック 

 

1,600円

（税込

1,760円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

スパック 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

12か月 

 

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

スパック 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

12か月 

 

パック及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,420円） 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

セ レ ク ト

パック 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

セ レ ク ト

パック 

 

1,600円

（税込

1,760円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

スパック 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

12か月 

 

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

スパック 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

12か月 

 



旧 新 

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル セ

レクト 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル セ

レクト 

 

1,600円

（税込

1,760円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

12か月 

 

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

12か月 

 

 

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル セ

レクト 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル セ

レクト 

 

1,600円

（税込

1,760円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 

 

1,700円

（税込

1,870円  

12か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

12か月 

 

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

12か月 

 

 

  

  

  

  

  

  



旧 新 

住居形態（戸建）  

対象サービス  割引額  割引期間  

Jプラン 10Ｇ  

2,900円（税込 3,190

円）  

12か月  

J プラン 10Ｇ及び地デ

ジコース（TV 再放送サ

ービス） 

 

2,900円（税込 3,190

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10ＧTEL パッ

ク  

2,900円（税込 3,190

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTEL パッ

ク及び地デジコース

（TV再放送サービス） 

 

2,900円（税込 3,190

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10ＧTV セレク

トパック 
 

4,300円（税込 4,730

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTV スタン

ダードパック 
 

5,000円（税込 5,500

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTV スタン

ダードプラスパック 

 

5,000円（税込 5,500

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

セレクト 
 

4,300円（税込 4,730

円）  

12か月  

住居形態（戸建）  

対象サービス  割引額  割引期間  

Jプラン 10Ｇ  

2,900円（税込 3,190

円）  

12か月  

J プラン 10Ｇ及び地デ

ジコース（TV再放送サ

ービス） 

 

2,900円（税込 3,190

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10ＧTEL パッ

ク  

2,900円（税込 3,190

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTEL パッ

ク及び地デジコース

（TV再放送サービス） 

 

2,900円（税込 3,190

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10ＧTV セレク

トパック 
 

4,300円（税込 4,730

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTV スタン

ダードパック 
 

5,000円（税込 5,500

円）  

12か月  

J プラン 10ＧTV スタン

ダードプラスパック 

 

5,000円（税込 5,500

円） 

 

12か月 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

セレクト 
 

4,300円（税込 4,730

円）  

12か月  



旧 新 

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダード 
 

5,000円（税込 5,500

円）  

12か月  

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダードプラス 

 

5,000円（税込 5,500

円） 

 

12か月 

 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダード 
 

5,000円（税込 5,500

円）  

12か月  

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダードプラス 

 

5,000円（税込 5,500

円） 

 

12か月 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2024年 10月 1日以降 2025年 9月 30 日までに契約を締結した場合) (2024年 10月 1日以降 2025年 9月 30日までに契約を締結した場合) 



旧 新 

 

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ  

2,000円

（税込

2,200円）  

6か月  

J プラン

320Ｍ集合

タイプ 

 

1,500円

（税込

1,650円  

6か月  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,000円

（税込

2,200円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン

320Ｍ戸建

TELパック  

2,000円

（税込

2,200円）  

6か月  

J プラン

320Ｍ集合

TELパック 

 

1,500円

（税込

1,650円  

6か月  

J プラン

320Ｍ戸建

2,000円

（税込

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ  

2,000円

（税込

2,200円）  

6か月  

J プラン

320Ｍ集合

タイプ 

 

1,500円

（税込

1,650円  

6か月  

J プラン

320Ｍ戸建

タイプ及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,000円

（税込

2,200円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン

320Ｍ戸建

TELパック  

2,000円

（税込

2,200円）  

6か月  

J プラン

320Ｍ集合

TELパック 

 

1,500円

（税込

1,650円  

6か月  

J プラン

320Ｍ戸建

2,000円

（税込

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 



旧 新 

TELパック

及び地デ

ジコース

（TV 再放

送サービ

ス） 

 

2,200円） 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV セレク

トパック 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV セレク

トパック 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 

 

1,800円

（税込

1,980円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

4,100円

（税込

4,510円） 

 

6か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

1,800円

（税込

1,980円 

 

6か月 

 

TELパック

及び地デ

ジコース

（TV 再放

送サービ

ス） 

 

2,200円） 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV セレク

トパック 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV セレク

トパック 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド パ

ック 

 

1,800円

（税込

1,980円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

4,100円

（税込

4,510円） 

 

6か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

TV スタン

ダ ー ド プ

ラ ス パ ッ

1,800円

（税込

1,980円 

 

6か月 

 



旧 新 

ク 

 

ク 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

セレクト 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

セレクト 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 

 

1,800円

（税込

1,980円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

4,100円

（税込

4,510円） 

 

6か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

1,800円

（税込

1,980円 

 

6か月 

 

 

ク 

 

ク 

 

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

セレクト 
 

3,400円

（税込

3,740円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

セレクト 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 
 

4,100円

（税込

4,510円）  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ード 

 

1,800円

（税込

1,980円  

6か月  

J プ ラ ン

320Ｍ戸建

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

4,100円

（税込

4,510円） 

 

6か月 

 

J プ ラ ン

320Ｍ集合

ト リ プ ル 

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

ス 

 

1,800円

（税込

1,980円 

 

6か月 

 

 

  

  



旧 新 

  

  

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ  

2,200円

（税込

2,420円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合タ

イプ 

 

1,400円

（税込

1,540円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ及び

地デジコ

ース（ TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック  

2,200円

（税込

2,420円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TEL

パック 

 

1,400円

（税込

1,540円  

6か月  

住居形態（戸建）  

住居形態（集合） 

 

対象サー

ビス  

割引額  割引期間  

対象サー

ビス 

 

割引額  割引期間  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ  

2,200円

（税込

2,420円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合タ

イプ 

 

1,400円

（税込

1,540円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建タ

イプ及び

地デジコ

ース（ TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック  

2,200円

（税込

2,420円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TEL

パック 

 

1,400円

（税込

1,540円  

6か月  
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J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

セ レ ク ト

パック 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

セ レ ク ト

パック 

 

1,600円

（税込

1,760円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

4,300円

（税込

4,730円） 

 

6か月 

 

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

1,700円

（税込

1,870円 

 

6か月 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TEL

パック及

び地デジ

コース（TV

再放送サ

ービス） 

 

2,200円

（税込

2,420円） 

 

6か月 

 

- 

 

- 

 

- 

 

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

セ レ ク ト

パック 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

セ レ ク ト

パック 

 

1,600円

（税込

1,760円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド パ ッ

ク 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ戸建 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

4,300円

（税込

4,730円） 

 

6か月 

 

J プラン 1

Ｇ集合 TV

ス タ ン ダ

ー ド プ ラ

1,700円

（税込

1,870円 

 

6か月 
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スパック 

 

スパック 

 

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル セ

レクト 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル セ

レクト 

 

1,600円

（税込

1,760円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

6か月 

 

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

6か月 

 

 

スパック 

 

スパック 

 

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル セ

レクト 
 

3,600円

（税込

3,960円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル セ

レクト 

 

1,600円

（税込

1,760円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 
 

4,300円

（税込

4,730円）  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ド 

 

1,700円

（税込

1,870円  

6か月  

J プラン 1

Ｇ 戸 建 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

4,300円

（税込

4,730円） 

 

6か月 

 

J プラン 1

Ｇ 集 合 ト

リプル ス

タ ン ダ ー

ドプラス 

 

1,700円

（税込

1,870円 

 

6か月 
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住居形態（戸建）  

対象サービス  割引額  割引期間  

Jプラン 10Ｇ  3,500円（税込 3,850円）  6か月  

J プラン 10Ｇ及び地デ

ジコース（TV 再放送サ

ービス） 

 

3,500円（税込 3,850円） 

 

6か月 

 

Jプラン 10ＧTELパック  3,500円（税込 3,850円）  6か月  

Jプラン 10ＧTELパック

及び地デジコース（TV

再放送サービス） 

 

3,500円（税込 3,850円） 

 

6か月 

 

Jプラン 10ＧTVセレクト

パック 
 

4,900円（税込 5,390円）  6か月  

Jプラン 10ＧTVスタンダ

ードパック 
 

5,600円（税込 6,160円）  6か月  

Jプラン 10ＧTVスタンダ

ードプラスパック 

 

5,600円（税込 6,160円） 

 

6か月 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

セレクト 
 

4,900円（税込 5,390円）  6か月  

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダード 
 

5,600円（税込 6,160円）  6か月  

住居形態（戸建）  

対象サービス  割引額  割引期間  

Jプラン 10Ｇ  3,500円（税込3,850円）  6か月  

J プラン 10Ｇ及び地デ

ジコース（TV 再放送サ

ービス） 

 

3,500円（税込3,850円） 

 

6か月 

 

Jプラン10ＧTELパック  3,500円（税込3,850円）  6か月  

Jプラン10ＧTELパック

及び地デジコース（TV

再放送サービス） 

 

3,500円（税込3,850円） 

 

6か月 

 

Jプラン10ＧTVセレクト

パック 
 

4,900円（税込5,390円）  6か月  

Jプラン10ＧTVスタンダ

ードパック 
 

5,600円（税込6,160円）  6か月  

Jプラン10ＧTVスタンダ

ードプラスパック 

 

5,600円（税込6,160円） 

 

6か月 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

セレクト 
 

4,900円（税込5,390円）  6か月  

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダード 
 

5,600円（税込6,160円）  6か月  
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J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダードプラス 

 

5,600円（税込 6,160円） 

 

6か月 

 

 

J プラン 10Ｇトリプル 

スタンダードプラス 

 

5,600円（税込6,160円） 

 

6か月 

 

 

  

  

  

別表 2（違約金相当額補填割引 割引額及び割引期間）  別表 2（違約金相当額補填割引 割引額及び割引期間）  

他社サービスの違約金

額  

割引額 

 
割引期間  

1,000円以下 

（税込 1,100 円以下）  

1,000円（税込 1,100円） 

 
1か月  

1,001円以上 2,000円以

下 

（税込 1,101 円以上

2,200円以下）  

1,000円（税込 1,100円） 

 
2か月  

2,001円以上 3,000円以

下 

（税込 2,201 円以上

3,300円以下）  

1,000円（税込 1,100円） 

 
3か月  

3,001円以上 4,000円以

下 

（税込 3,301 円以上

4,400円以下） 

1,000円（税込 1,100円） 

 
4か月  

他社サービスの違約金

額  

割引額 

 
割引期間  

1,000円以下 

（税込 1,100 円以下）  

1,000円（税込1,100円） 

 
1か月  

1,001円以上2,000円以

下 

（税込 1,101 円以上

2,200円以下）  

1,000円（税込1,100円） 

 
2か月  

2,001円以上3,000円以

下 

（税込 2,201 円以上

3,300円以下）  

1,000円（税込1,100円） 

 
3か月  

3,001円以上4,000円以

下 

（税込 3,301 円以上

4,400円以下） 

1,000円（税込1,100円） 

 
4か月  
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4,001円以上 5,000円以

下 

（税込 4,401 円以上

5,500円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

5か月 

 

5,001円以上 6,000円以

下 

（税込 5,501 円以上

6,600円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 
6か月  

6,001円以上 7,000円以

下 

（税込 6,601 円以上

7,700円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 
7か月  

7,001円以上 8,000円以

下 

（税込 7,701 円以上

8,800円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

8か月 

 

8,001円以上 9,000円以

下 

1,000円（税込 1,100円） 

 

9か月 

 

 

4,001円以上5,000円以

下 

（税込 4,401 円以上

5,500円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

5か月 

 

5,001円以上6,000円以

下 

（税込 5,501 円以上

6,600円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 
6か月  

6,001円以上7,000円以

下 

（税込 6,601 円以上

7,700円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 
7か月  

7,001円以上8,000円以

下 

（税込 7,701 円以上

8,800円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

8か月 

 

8,001円以上9,000円以

下 

1,000円（税込1,100円） 

 

9か月 
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（税込 8,801 円以上

9,900円以下） 

 

9,001 円以上 10,000 円

以下 

（税込 9,901 円以上

11,000 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

10か月 

 

10,001円以上 11,000円

以下 

（税込 11,001 円以上

12,100 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

11か月 

 

11,001円以上 12,000円

以下 

（税込 12,101 円以上

13,200 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

12か月 

 

12,001円以上 13,000円

以下 

（税込 13,201 円以上

14,300 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

13か月 

 

（税込 8,801 円以上

9,900円以下） 

 

9,001 円以上 10,000 円

以下 

（税込 9,901 円以上

11,000円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

10か月 

 

10,001円以上11,000円

以下 

（税込 11,001 円以上

12,100円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

11か月 

 

11,001円以上12,000円

以下 

（税込 12,101 円以上

13,200 円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

12か月 

 

12,001円以上13,000円

以下 

（税込 13,201 円以上

14,300円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

13か月 

 



旧 新 

13,001円以上 14,000円

以下 

（税込 14,301 円以上

15,400 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

14か月 

 

14,001円以上 15,000円

以下 

（税込 15,401 円以上

16,500 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

15か月 

 

15,001円以上 16,000円

以下 

（税込 16,501 円以上

17,600 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

16か月 

 

16,001円以上 17,000円

以下 

（税込 17,601 円以上

18,700 円以下） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

17か月 

 

17,001 円以上 

（税込 18,701円以上） 

 

1,000円（税込 1,100円） 

 

18か月 

 

 

13,001円以上14,000円

以下 

（税込 14,301 円以上

15,400円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

14か月 

 

14,001円以上15,000円

以下 

（税込 15,401 円以上

16,500円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

15か月 

 

15,001円以上16,000円

以下 

（税込 16,501 円以上

17,600 円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

16か月 

 

16,001円以上17,000円

以下 

（税込 17,601 円以上

18,700 円以下） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

17か月 

 

17,001円以上 

（税込 18,701円以上） 

 

1,000円（税込1,100円） 

 

18か月 
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別表 3（工事費相当額割引 割引額及び割引期間） 別表 3（工事費相当額割引 割引額及び割引期間） 

対象サービス 

 
住居形態  割引額  割引期間  

さすガねっと J

プラン 

 

戸建住宅 

（直接配線方式

の集合住宅を含

む）  

1か月目から 24

か月目まで 

1,800円（税込 

1,980円）  

24か月  

集合住宅 

 

1か月目から 24

か月目まで 

700円（税込 770

円） 

 

24か月 

 

 

対象サービス 

 
住居形態  割引額  割引期間  

さすガねっと J

プラン 

 

戸建住宅 

（直接配線方式

の集合住宅を含

む）  

1か月目から 24

か月目まで 

1,800円（税込 

1,980円）  

24か月  

集合住宅 

 

1か月目から 24

か月目まで 

700円（税込 770

円） 

 

24か月 

 

 

  

  

別記（セット割 当社が定める事業者） 別記（セット割 当社が定める事業者） 

事業者名 

 

セット割が適用できる

サービス 

 

適用開始日 

 

びわ湖ブルーエナジー

株式会社 

 

ガスの使用契約 

 

2026年１月 1日 

 

 

事業者名 

 

セット割が適用できる

サービス 

 

適用開始日 

 

びわ湖ブルーエナジー

株式会社 

 

ガスの使用契約 

 

2026年１月 1日 
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附則 附則 

  

（実施期日） （実施期日） 

本規約は、2026 年 1月 1日から実施します。 本規約は、2026 年 4月 1日から実施します。 

  

  

(経過措置) (経過措置) 

2 その他特典 2-2 撤去工事費無料においては、2023 年 12 月 5 日より前

にこの特典の適用対象となるサービスの契約を締結された場合、以下の特典

を継続適用することとします。 

2 その他特典 2-2 撤去工事費無料においては、2023 年 12 月 5 日より前

にこの特典の適用対象となるサービスの契約を締結された場合、以下の特典

を継続適用することとします。 

  

当社が提供するさすガねっと Jプラン、J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと、J:COM TV for さすガねっとのうちいずれかのサービスを申し込ま

れた契約者が、当該サービスを解約され、撤去工事が発生した場合、撤去

費用を無料とします。 

 
 

当社が提供するさすガねっと Jプラン、J:COM PHONE プラス for さすガ

ねっと、J:COM TV for さすガねっとのうちいずれかのサービスを申し込ま

れた契約者が、当該サービスを解約され、撤去工事が発生した場合、撤去

費用を無料とします。 

 
 

  

第 6条（各利用料割引特典及びその他特典の提供条件と内容）1 利用料割引

特典 1-1 スタート割においては、2025 年 10 月 1 日より前にこの割引特典の

適用対象となるサービスの契約を締結された場合、以下の特典を継続適用と

することとします。 

第 6条（各利用料割引特典及びその他特典の提供条件と内容）1 利用料割引

特典 1-1 スタート割においては、2025 年 10 月 1 日より前にこの割引特典の

適用対象となるサービスの契約を締結された場合、以下の特典を継続適用と

することとします。 

  

(1) 別表 1 に定める対象サービスの提供が開始された場合、インターネッ (1) 別表 1に定める対象サービスの提供が開始された場合、インターネッ
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ト接続サービスの提供が開始された日の翌日が属する月を 1 か月目と

して、別表 1 に定める割引期間について同表に定める割引額を、イン

ターネット接続サービスの月額利用料（定期契約の場合は対象となる

サービスの月額利用料。以下同じとします。）から減額します。なお、

割引期間中にインターネット接続サービスの品目又は対象サービスが

変更された場合、割引額のみを変更するものといたします。 

(2) 当社は、本契約者が次の条件のいずれかに該当する場合、前号を適用

しません。 

・同一の場所において、従前に株式会社ジェイコムウエストとの間で

締結した固定系インターネット接続サービスの契約から、当社との

インターネット接続サービスの契約へ切り替える場合又は同一の場

所において、従前に株式会社ジェイコムウエストが提供する IP電話

サービス若しくは放送サービス若しくはその両方を契約している者

が株式会社ジェイコムウエストと当該サービスの契約を解除し、当

社のインターネット接続サービスを契約する場合。 

・過去同一の場所においてさすガねっと J プラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 

(3) 月額利用料を日割する場合、割引額を減額した後の月額利用料を日割

するものといたします。 

 
 

ト接続サービスの提供が開始された日の翌日が属する月を 1か月目と

して、別表 1 に定める割引期間について同表に定める割引額を、イン

ターネット接続サービスの月額利用料（定期契約の場合は対象となる

サービスの月額利用料。以下同じとします。）から減額します。なお、

割引期間中にインターネット接続サービスの品目又は対象サービス

が変更された場合、割引額のみを変更するものといたします。 

(2) 当社は、本契約者が次の条件のいずれかに該当する場合、前号を適用

しません。 

・同一の場所において、従前に JCOM マーケティング株式会社との間

で締結した固定系インターネット接続サービスの契約から、当社と

のインターネット接続サービスの契約へ切り替える場合又は同一

の場所において、従前に JCOM マーケティング株式会社が提供する

IP 電話サービス若しくは放送サービス若しくはその両方を契約し

ている者が JCOM マーケティング株式会社と当該サービスの契約を

解除し、当社のインターネット接続サービスを契約する場合。 

・過去同一の場所においてさすガねっと Jプラン契約約款に基づくイ

ンターネット接続サービスを利用している場合。 

(3) 月額利用料を日割する場合、割引額を減額した後の月額利用料を日割

するものといたします。 

 
 

  

 


